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平成２３年（判）第８２号及び第８３号 

 

審      決 

 

岡山市南区平福一丁目３０５番地の２ 

被審人 株式会社山陽マルナカ 

同代表者  代表取締役 《 氏 名 》 

同代理人  弁 護 士 長 澤 哲 也 

同復代理人 弁 護 士 酒 匂 景 範 

同           吉 村 幸 祐 

同           小 田 勇 一 

 

公正取引委員会は，上記被審人に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１００号）附則第２条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）（以下「独

占禁止法」という。）に基づく排除措置命令審判事件及び課徴金納付命令審判

事件について，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う公正取引委員会関係規則の整備に関する規則（平成２７

年公正取引委員会規則第２号）による廃止前の公正取引委員会の審判に関する

規則（平成１７年公正取引委員会規則第８号）（以下「規則」という。）第７

３条の規定により審判官酒井紀子から提出された事件記録，規則第７５条の規

定により被審人から提出された異議申立書並びに独占禁止法第６３条及び規則

第７７条の規定により被審人から聴取した陳述に基づいて，同審判官から提出

された審決案を調査し，次のとおり審決する。 

 なお，以下の用語のうち，別紙「用語定義一覧表」の「用語」欄に掲げるも

のの定義は，同「定義」欄に記載のとおりである。 

 

主       文 

１ 平成２３年６月２２日付けの排除措置命令（平成２３

年（措）第５号）を別紙１のとおり変更する。 

２ 平成２３年６月２２日付けの課徴金納付命令（平成２
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３年（納）第８７号）のうち，１億７８３９万円を超え

て納付を命じた部分を取り消す。 

３ 被審人のその余の審判請求をいずれも棄却する。 

 

理       由 

第１ 審判請求の趣旨 

 平成２３年（判）第８２号審判事件 

平成２３年（措）第５号排除措置命令の全部の取消しを求める。 

 平成２３年（判）第８３号審判事件 

平成２３年（納）第８７号課徴金納付命令の全部の取消しを求める。 

第２ 事案の概要（当事者間に争いのない事実及び公知の事実） 

 公正取引委員会は，被審人が，遅くとも平成１９年１月から平成２２年

５月１８日までの間，自己の取引上の地位が特定納入業者に優越している

ことを利用して，特定納入業者に対し，正常な商慣習に照らして不当に，

①新規開店，全面改装，棚替え等に際し，特定納入業者の従業員等を派遣

させ，②新規開店又は自社が主催する催事等の実施に際し，金銭を提供さ

せ，③食品課商品のうち，被審人が独自に定めた販売期限を経過したもの

を返品し，④食品課商品のうち季節商品の販売時期の終了等に伴う商品の

入替えを理由として割引販売を行うこととしたもの及び食品課商品又は日

配品課商品のうち全面改装に伴う在庫整理を理由として割引販売を行うこ

ととしたものについて，取引の対価の額を減じ，⑤クリスマスケーキ等の

クリスマス関連商品を購入させていたものであって，以上の行為は独占禁

止法第２条第９項第５号（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律の一部を改正する法律〔平成２１年法律第５１号。以下「改正法」とい

う。〕の施行日である平成２２年１月１日前においては平成２１年公正取

引委員会告示第１８号による改正前の不公正な取引方法〔昭和５７年公正

取引委員会告示第１５号〕〔以下「旧一般指定」という。〕第１４項）に

該当し，独占禁止法第１９条に違反するものであり，かつ，特に排除措置

を命ずる必要があるとして，平成２３年６月２２日，被審人に対し，排除

措置を命じた（平成２３年（措）第５号。以下「本件排除措置命令」とい

い，同命令において認定された違反行為を「本件違反行為」という。）。 

本件排除措置命令の命令書（以下「本件排除措置命令書」という。）の
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謄本は，平成２３年６月２３日，被審人に対して送達された。 

 公正取引員会は，平成２３年６月２２日，被審人に対し，本件違反行為

は独占禁止法第２０条の６にいう「継続してするもの」であり，同条の規

定により，本件違反行為をした日から本件違反行為がなくなる日までの期

間は平成１９年５月１９日から平成２２年５月１８日までの３年間となる

とした上で，本件違反行為のうち改正法の施行日である同年１月１日以後

に係るものについて，特定納入業者１６５社それぞれとの間における購入

額を前提に，２億２２１６万円の課徴金の納付を命じた（平成２３年（納）

第８７号。以下「本件課徴金納付命令」といい，本件排除措置命令と併せ

て「本件各命令」という。）。 

本件課徴金納付命令の命令書（以下「本件課徴金納付命令書」という。）

の謄本は，平成２３年６月２３日，被審人に対して送達された。 

 被審人は，平成２３年８月１７日，本件各命令の全部の取消しを求める

審判請求をした。 

第３ 前提となる事実（各項末尾に括弧書きで証拠を掲記した事実は当該証拠

から認定される事実であり，その余の事実は当事者間に争いのない事実又

は公知の事実である。なお，証拠の表記については，「第」及び「号証」

を略し，単に「査○」，「審○」と記載する。） 

 被審人及び株式会社マルナカの概要 

 被審人の概要 

被審人は，肩書地に本店を置き，資本金の額は２５００万円であり，

岡山県，大阪府，兵庫県及び広島県の区域に，総合スーパーマーケット

（以下「総合スーパー」という。）又は食品スーパーマーケット（以下

「食品スーパー」という。）である「マルナカ」と称する店舗を出店し，

食品，日用雑貨品，衣料品等の小売業を営む者である。 

平成２２年５月末時点における被審人の店舗の数は，岡山県に５５店

舗，大阪府に８店舗，兵庫県に６店舗及び広島県に２店舗であり，毎年

店舗数を増加させていた。 

被審人の年間総売上高は，平成２０年３月期から平成２２年３月期ま

での各年度において，いずれも１２００億円台で推移しており，平成２

２年度において，岡山県の区域に本店を置く各種商品小売業に係る事業

者（百貨店及び総合スーパーを含む。）の中で第１位であった。（査２，
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査２０） 

また，被審人は，岡山県内の食品スーパーの中で 大手の事業者であ

り，平成１９年度から平成２１年度までの各年度における食品販売高は，

岡山県の食品スーパー市場において，いずれも第１位であり，そのシェ

アはいずれも１９パーセント前後であって，第２位の事業者（シェアは

いずれも１０パーセント前後）を大きく上回っていた。（査１８の１な

いし査１８の３） 

さらに，被審人は，平成２０年における岡山県の区域内の売場面積及

び店舗数において，同県に店舗を有する小売業者の中でいずれも第１位

であった。（査２５７） 

 株式会社マルナカの概要 

株式会社マルナカ（以下「四国マルナカ」という。）は，高松市に本

店を置く小売業者である。 

平成２３年１０月当時は，当時の被審人の代表取締役である《Ａ１》

（以下「被審人の《Ａ１》社長」という。）及び当時同人が株式の全て

を保有していた株式会社マルナカホールディングスが，四国マルナカの

株式の約７７パーセントを保有していた。 

 被審人と納入業者との取引 

 被審人の仕入業務担当部門並びに商品部長及び仕入担当者の権限 

被審人は，自社の店舗で販売する商品の仕入業務を統括する部門とし

て商品部を置き，同部の下に，取扱商品群ごとに仕入業務を担当する部

門として，食品課，日配品課，酒販課，パン課，日用品課及び雑貨課等

を置いていた（以下，商品部の各課等をまとめて「商品部の各部門」と

いうことがある。）。 

商品部長は，被審人の仕入業務全般の事実上の責任者として，上記各

課の仕入担当者に対し仕入業務全般について指示する立場にあった。 

仕入担当者は，被審人における仕入業務の担当者として，納入業者と

直接商談を行い，仕入価格を始めとする取引条件を決定していた。 

（査４ないし査１４） 

 被審人の商品の仕入れ 

被審人は，自社の店舗で販売する商品のほとんど全てを，買取取引の

方法により納入業者から仕入れていた。 
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そして，買取取引の方法で仕入れを行うに当たっては，仕入担当者が，

納入業者との間で商談を行い，事前に商品の仕入価格等の取引条件を決

定していた。 

（査５，査９，査１１，査１２，査１５ないし査１７，査２３，査２

４の１ないし査２４の１６５，査２５，査３２，査４４，査２０３，査

２０５ないし査２１０，査２２１） 

 納入業者の概要 

被審人の取引先である納入業者は，食品，日用雑貨品，衣料品等の製

造業者又は卸売業者であり，その多くが岡山県又はその周辺の区域に本

店又は支店等を置いて事業を行っていた。（査１５） 

 被審人に対する過去の勧告審決 

被審人は，平成１６年４月１５日，公正取引委員会から勧告審決（平成

１６年（勧）第３号）を受けた（以下「平成１６年審決」という。）。 

平成１６年審決では，①被審人が，取引上の地位が被審人に対し劣って

いる納入業者に対し，(ⅰ)百貨店業における特定の不公正な取引方法（昭

和２９年公正取引委員会告示第７号〔平成１７年公正取引委員会告示第１

１号による廃止前のもの〕。以下「百貨店特殊指定」という。）第２項各

号及び第１項各号に掲げる場合に該当しないにもかかわらず，購入した後

に商品の納入価格を値引きさせ，又は商品を返品し，(ⅱ)百貨店特殊指定

第６項ただし書に規定する場合に該当しないにもかかわらず，自己の販売

業務のためにその従業員等を派遣させて使用していたことが，百貨店特殊

指定第１項，第２項及び第６項に該当し，②被審人が，自己の取引上の地

位が納入業者に対し優越していることを利用して，正常な商慣習に照らし

て不当に，納入業者に対し，(ⅰ)納入取引に係る商品以外の紳士服等を購

入させ，(ⅱ)自社の棚卸し作業のためにその従業員等を派遣させることに

より経済上の利益を提供させていたことが，旧一般指定第１４項第１号及

び第２号に該当するとして，上記①及び②の行為はいずれも当時の私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第１９条に違反するものとされ

た。 

（査４６） 

 納入業者１６５社による被審人に対する金銭及び労務の提供等 

 納入業者１６５社の概要 
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本件違反行為（なお，本件違反行為の成否については，後記第６の１

で判断する。）の相手方は，納入業者のうち別紙２記載の１６５社（以

下，自然人を含めて「１６５社」といい，同様に自然人を含むときも「○

社」と表示する。また，法人各社の名称については，「株式会社」又は

「有限会社」を省略して表示する。）である。 

１６５社は，食品，日用雑貨品，衣料品等の製造業者又は卸売業者で

あり，被審人に対し，被審人が販売する商品を納入していた。 

（査１５，査２４の１ないし査２４の１６５） 

 納入業者による従業員等の派遣 

１６５社のうち別紙３の「独占禁止法第２条第９項第５号に該当する

行為の詳細」欄（以下「本件各行為欄」という。）の「従業員等の派遣」

欄の「延べ店舗数」，「延べ人数」等の項に記載のある１４６社（以下

「１４６社」という。）は，平成１９年１月から平成２２年５月までの

間に被審人が実施した新規開店，全面改装，棚替え，被審人の営業店舗

における協賛セール，朝市等に際し，被審人の要請を受けて，自社の従

業員等を当該店舗に派遣し，商品の移動（倉庫等から売場への移動，売

場から他の売場や倉庫等への移動及び商品棚間の商品の移動等をいう。

以下同じ。），商品の陳列，商品の補充，接客等の作業を行った（以下

「本件従業員等派遣」という。）。 

１４６社が本件従業員等派遣を行った延べ店舗数及び延べ人数は，別

紙３の本件各行為欄の「従業員等の派遣」欄記載のとおりである。 

（査１２１） 

 納入業者による金銭の提供 

ア 新規開店に係る金銭の提供 

被審人は，新規に店舗を開店する際には，当該店舗におけるオープ

ンセール期間中，消費者が店舗を見つけるための目印になるようにア

ドバルーンを設置していた。 

被審人は，新規開店の際，納入業者に対し，金銭の提供を要請して

おり，提供された金員を上記アドバルーンの費用及び消費者に配布す

る粗品等の費用に当てていた。 

（査６０ないし査６４，査１３８ないし査１４０） 

イ 被審人が主催した将棋大会に係る金銭の提供 
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被審人は，平成１９年から平成２２年までの間，毎年１回，岡山県

内の小学生以下の児童を招待して，マルナカ杯こども将棋大会（以下

「将棋大会」という。）を開催していた。 

被審人は，将棋大会の開催に際し，納入業者に対し，同大会のパン

フレットに掲載される広告枠の販売という名目で，金銭の提供を要請

しており，提供された金員を将棋大会の必要経費に当てていた。 

（査６５ないし査６８，査８７，査１３８，査１４０） 

ウ 被審人が主催したテニス大会に係る金銭の提供 

被審人は，平成１８年以前から，毎年１回，マルナカ杯オープンレ

ディーステニストーナメント（以下「テニス大会」という。）を開催

しており，平成１９年から平成２２年までの間にも，毎年１回，テニ

ス大会を開催した。 

被審人は，テニス大会の開催に際し，納入業者に対し，テニス大会

のパンフレットに掲載される広告枠の販売という名目で，金銭の提供

を要請しており，提供された金員をテニス大会の必要経費に当ててい

た。 

（査１３８，査１４０，査１８８） 

エ 被審人が平成１９年に協賛した美術展に係る金銭の提供 

被審人は，平成１９年に岡山県立美術館で開催された《美術展１》

（以下「《美術展１》」という。）に，主催者である《会社名略》（以

下「《会社名略》」という。）の要請を受けて協賛した。 

被審人は，《美術展１》の開催に際し，懸賞を実施して，その当選

者に《美術展１》のチケットを無料で配布した。 

被審人は，《美術展１》の開催に際し，納入業者に対し，《新聞名

略》の紙面で《美術展１》を紹介する際における当該紙面の下の広告

枠の販売という名目で，金銭の提供を要請しており，提供された金員

を上記チケットの購入費用に当てていた。 

（査６９，査１１９，査１３８，査１４０，査１９７） 

オ 被審人が平成２０年に協賛した美術展に係る金銭の提供 

被審人は，平成２０年に岡山県立美術館で開催された《美術展２》

（以下「《美術展２》」という。）に，主催者である《会社名略》の

要請を受けて協賛した。 
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被審人は，《美術展２》の開催に際し，懸賞を実施して，その当選

者に《美術展２》のチケットを無料で配布した。 

被審人は，《美術展２》の開催に際し，納入業者に対し，《新聞名

略》の紙面で《美術展２》を紹介する際における当該紙面の下の広告

枠の販売という名目で，金銭の提供を要請しており，提供された金員

を上記チケットの購入費用に当てていた。 

（査７０，査１３８，査１９７） 

カ 納入業者による金銭の提供 

１６５社のうち別紙３の本件各行為欄の「金銭の提供」欄の「回数」，

「金額（千円）」等の項に記載のある１３１社（以下「１３１社」と

いう。）は，平成１９年４月から平成２２年４月までの間に被審人が

実施した新規開店，被審人が主催した将棋大会及びテニス大会並びに

被審人が協賛した《美術展１》及び《美術展２》に際し，被審人の要

請を受けて，金銭を提供した（以下，これらの金銭を総称して「本件

金銭」といい，本件金銭の提供を総称して「本件金銭の提供」という。）。 

１３１社が本件金銭の提供を行った回数及び金額は，別紙３の本件

各行為欄の「金銭の提供」欄記載のとおりである。 

（査１３８） 

 買取取引で仕入れた商品の返品 

被審人は，買取取引で仕入れた食品課商品について，製造業者が定め

る賞味期限の１か月前等をもって自社独自の販売期限と定めており（以

下「被審人の定めた販売期限」という。），被審人の定めた販売期限を

経過した商品を同商品の納入業者に返品することとしていた。 

被審人は，１６５社のうち別紙３の本件各行為欄の「返品」欄の「延

べ店舗数」，「点数」等の項に記載のある１０社（以下「１０社」とい

う。）に対し，取引に係る商品を受領した後，平成２１年１０月１１日

頃から平成２２年５月２日頃までの間に，被審人の定めた販売期限を経

過した商品を当該取引の相手方に引き取らせていた（以下「本件返品」

という。なお，本件返品がいずれも被審人の定めた販売期限の経過を理

由とするものであるか否かについては，後記第６の１で判断する。）。 

１０社が本件返品を受けた延べ店舗数及び点数は，別紙３の本件各行

為欄の「返品」欄記載のとおりである。 
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（査５，査２３，査２５，査３２，査３５，査１９８，査１９９，査

２０１，査２０２の１ないし査２０２の１０，査２０３ないし査２１０） 

 割引販売をした際の納入業者に対する買掛債務の減額 

ア 通常価格の半額での割引販売をした際の減額 

被審人は，食品課商品について，季節商品の販売時期の終了及び売

れ行き不振等による商品の入替えを行う際に，通常価格の半額での割

引販売（以下「半額処分」という。）を行っており，半額処分を行っ

た場合には，当該食品課商品の納入業者に対する買掛債務から当該食

品課商品の仕入価格の半額を減額していた（以下「半額処分に伴う減

額」という。）。 

イ 一時的な閉店に先立つ割引販売の際の減額 

被審人は，全面改装のために行われる一時的な閉店に先立ち，在庫

商品の割引販売（以下「売り尽くしセール」という。）を行っていた。 

被審人は，食品課商品又は日配品課商品を売り尽くしセールの対象

とした場合には，売り尽くしセールにおいて割引した額の総額等を基

に計算した金額を「拡販協力金」として，売り尽くしセールの対象と

なった商品の納入業者に対する買掛債務から減じていた（以下「売り

尽くしセールに伴う減額」という。）。 

ウ 納入業者に対する買掛債務の減額 

被審人は，１６５社のうち別紙３の本件各行為欄の「半額処分に伴

う減額」欄及び「売り尽くしセールに伴う減額」欄の「延べ店舗数」，

「金額（千円）」等の項に記載のある２３社（以下「２３社」という。）

に対し，平成２１年３月頃から平成２２年５月１８日までの間に，半

額処分に伴う減額又は売り尽くしセールに伴う減額を行うことにより，

被審人の納入業者に対する買掛債務の額を減じていた（以下，これら

を総称して「本件減額」という。）。 

２３社が本件減額を受け入れた延べ店舗数及び点数は，別紙３の本

件各行為欄の「半額処分に伴う減額」欄及び「売り尽くしセールに伴

う減額」欄記載のとおりである。 

（査１７，査２５，査３２，査３５，査４４，査７５，査８１，査

８２，査８６，査２０３ないし査２０５，査２０７ないし査２１９，

査２２０の１ないし査２２０の１１，査２２１ないし査２２９，査２
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６６） 

 納入業者によるクリスマス関連商品の購入 

１６５社のうち別紙３の本件各行為欄の「クリスマス関連商品の購入

要請」欄の「点数」等の項に記載のある１７社（以下「１７社」という。）

は，平成２１年１２月に，被審人の要請を受けて，被審人の販売するク

リスマスケーキ等のクリスマス関連商品（以下「本件商品」という。）

を購入した（以下「本件商品の購入」という。また，被審人が，本件従

業員等派遣及び本件金銭の提供を受けたこと，本件返品及び本件減額を

したこと並びに本件商品を１７社に販売したことを総称して，以下「本

件各行為」という。）。 

１７社の本件商品の購入点数は，別紙３の本件各行為欄の「クリスマ

ス関連商品の購入要請」欄記載のとおりである。 

（査２３２） 

 公正取引委員会による立入検査 

公正取引委員会は，平成２２年５月１８日，本件について，独占禁止法

第４７条第１項第４号の規定に基づく立入検査を行った。 

被審人は，平成２２年５月１９日以降，本件違反行為を行っていない。 

 被審人の１６５社からの購入額 

改正法の施行日である平成２２年１月１日から同年５月１８日までの間

における被審人の１６５社それぞれとの間における購入額を，私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令（昭和５２年政令第３１７号。

以下「独占禁止法施行令」という。）第３０条第２項の規定に基づき算定

すると，別紙２の「購入額」欄記載のとおりとなる。 

第４ 争点 

 本件各行為は，被審人が，自己の取引上の地位が相手方に優越している

ことを利用して，正常な商慣習に照らして不当に行ったものか（争点１） 

 本件各行為は，独占禁止法上一つの優越的地位の濫用に該当するか（争

点２） 

 本件における違反行為期間（独占禁止法第２０条の６にいう「当該行為

をした日から当該行為がなくなる日までの期間」をいう。以下同じ。）（争

点３） 

 本件各命令の適法性（争点４） 
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第５ 争点に係る双方の主張 

 争点１（本件各行為は，被審人が，自己の取引上の地位が相手方に優越

していることを利用して，正常な商慣習に照らして不当に行ったものか）

について 

 審査官の主張 

ア 被審人の取引上の地位が１６５社に優越していたこと 

 優越的地位の濫用規制の趣旨 

自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が，取

引の相手方（以下，単に「相手方」ということもある。）に対し，

その地位を利用して，正常な商慣習に照らして不当に不利益を与え

ることは，相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害すると

ともに，相手方はその競争者との関係において競争上不利となる一

方で，行為者はその競争者との関係において競争上有利となるおそ

れがある。 

このように，自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の

当事者が，相手方に対し，その地位を利用して，正常な商慣習に照

らして不当に不利益を与えることは，公正な競争を阻害するおそれ

があることから，独占禁止法は，自己の取引上の地位が相手方に優

越していることを利用して，正常な商慣習に照らして不当に，独占

禁止法第２条第９項第５号イないしハのいずれかに該当する行為を

すること（以下「優越的地位の濫用」ともいう。）を，不公正な取

引方法の一態様として規制の対象としている（独占禁止法第１９条

及び第２条第９項第５号）。 

 優越的地位の判断の枠組み 

  取引の一方の当事者（以下「甲」という。）が他方の当事者（以

下「乙」という。）に対し，取引上の地位が優越しているという

ためには，甲が乙との関係で相対的に優越的地位にあれば足りる。 

また，甲が乙に対して優越的地位にあるとは，乙にとって甲と

の取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すた

めに，甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても，乙がこ

れを受け入れざるを得ないような場合を意味すると解すべきであ

る（優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方〔以下「ガ
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イドライン」という。〕第２の１）。 

  「乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上

大きな支障を来す」場合とは，乙にとって不利益な要求であって

も受け入れざるを得ないほど甲と取引することの重要性及び必要

性がある場合である。 

そして，乙にとって，甲との取引が重要であればあるほど，甲

と取引することの必要性も必然的に高まることとなり，重要性と

必要性は不可分の要素として，甲と取引する必要があることは，

乙にとって甲との取引が重要であることを意味するといえる。 

したがって，重要性と必要性は，個別に判断されるべきではな

く，結局，甲と取引することの必要性が認められれば足りるとい

うべきである。 

  甲と取引することの必要性の判断は，ガイドライン第２の２に

列挙されている，「乙の甲に対する取引依存度」，「甲の市場に

おける地位」，「乙にとっての取引先変更の可能性」及び「その

他甲と取引することの必要性を示す具体的事実」の具体的な記載

内容を総合的に考慮して行うことになる。 

  また，優越的地位の濫用として規制の対象となる行為は，私人

による自由な創意工夫の発揮や効率的な資源配分に資さない行為

であって，通常の企業行動からすれば受け入れる合理性のないよ

うな行為である。 

したがって，甲が通常の企業行動からすれば受け入れる合理性

のないような要請等を行い，これを乙が受け入れている事実が存

在する場合には，甲の優越的地位は，乙にとって甲と取引するこ

との必要性が高い状況が存在することにより認められると解すべ

きである。 

  以上のとおり，乙にとって甲と取引することの必要性が高い状

況が認められるか否かは，甲が正常な商慣習に照らして不当に

行った独占禁止法第２条第９項第５号イないしハに該当する行為

（以下「濫用行為」という。）の内容（乙が受け入れた甲の要請

等の内容の不合理さ）の程度を踏まえ，甲と取引することの必要

性を示す事実（前記ｃ）を総合的に考慮して判断される。 
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 本件への当てはめ 

  被審人が１６５社に対し優越的地位にあったか否かを判断する

に当たっては，被審人が当該納入業者に対して行った濫用行為の

程度を踏まえ，以下の各要素に係る具体的事実を総合的に考慮し

て判断することとなる。 

① 被審人が，岡山県を中心とした区域において，総合スーパー

又は食品スーパーとして有力な地位にあったこと 

② 当該納入業者が，被審人との取引に係る売上高の増加を期待

していたこと 

③ 当該納入業者が，被審人を主な取引先としていた，又は自社

の事業所と被審人との取引関係を重視していたこと 

④ 当該納入業者にとって，被審人に代わる取引先を見つけるこ

とが困難であったこと 

⑤ その他，当該納入業者にとって，被審人と取引することの必

要性が高かったこと 

⑥ 当該納入業者にとって，被審人と取引を継続することが必要

であったこと 

  なお，被審人は，納入業者が見積書を提出する際に，被審人へ

の商品の納入価格を四国マルナカの価格水準まで下げるよう要請

したり，商談の際に四国マルナカを引き合いに出して，被審人と

四国マルナカの２社に納入させる前提で納入業者と価格交渉を

行ったりしていた。そのため，四国マルナカとも取引がある納入

業者は，被審人からの要請を断った場合には四国マルナカとの取

引に悪影響が及ぶことなどを恐れて，被審人からの従業員派遣等

の要請に応じていた。 

したがって，前記ａ⑤の考慮要素に関しては，四国マルナカとの

取引状況から被審人と取引を行うことの必要性が高い状況にあっ

たことも，被審人と取引することの必要性を示す事実であるとい

える。 

  前記ａ②ないし⑥の各考慮要素に関し，１６５社について，別

紙３の「被審人との取引状況等」欄記載のとおりの事実が認めら

れる。 
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これらの事実及び前記ａ①の考慮要素に係る事実と，後記イの

被審人による本件各行為の内容を総合的に考慮すれば，被審人の

取引上の地位は１６５社全てに対し優越していたものと認められ

る。 

イ 本件各行為が濫用行為に該当すること 

 判断の枠組み 

濫用行為とは，行為者が相手方から，公正な競争秩序が維持され

ていれば得られないであろう利益を，独占禁止法第２条第９項第５

号イないしハのような態様で得ることにより，相手方の自由かつ自

主的な判断による取引を阻害するとともに，行為者がその競争者と

の関係において競争上有利となる一方，相手方がその競争者との関

係において競争上不利となり，もって，公正な競争秩序に悪影響を

及ぼすおそれを生じさせる行為と解される。 

また，公正な競争秩序とは，公正な競争秩序にかなう経済合理性

に基づく判断により取引が行われること，すなわち，価格・品質・

サービスを中心とした競争により，良質廉価な商品・役務を提供し

て顧客を獲得するとの観点から，各取引主体が，その自由かつ自主

的な判断により，より魅力的で有利な取引先や取引条件を選択しよ

うとすることである。 

したがって，「公正な競争秩序が維持されていれば得られないで

あろう利益」とは，公正な競争秩序にかなう経済合理性に基づく判

断により取引が行われていれば得られないであろう利益であり，「自

由かつ自主的な判断」とは，公正な競争秩序にかなう経済合理性に

基づく判断そのものと解するのが相当であって，濫用行為に該当す

るか否かは，公正な競争秩序の下で通常の企業行動からすれば応じ

る経済合理性のない要請等を行うことにより行為者が利益を得たか

否かにより判断される。 

そして，濫用行為に該当するか否かがこのようにして判断される

以上，その判断に際しては，自由かつ自主的な判断で応じたか否か

という相手方の認識のみならず，要請等の目的・動機・内容，要請

等に応じさせた経緯・態様，要請等に応じたことにより相手方が受

ける直接の利益又は不利益の程度等の諸事情を考慮する必要がある。 
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 本件各行為について 

次のとおり，本件各行為は濫用行為に該当する。 

  本件従業員等派遣 

 本件従業員等派遣を受けることが濫用行為に該当すること 

本件従業員等派遣に当たっては，納入業者との取引関係に影

響を及ぼす被審人の仕入担当者が，納入業者の営業担当者に対

し，新規開店，全面改装，棚替え等に際し，商品の移動，商品

の陳列，商品の補充，接客等の作業をさせるために従業員等を

派遣することを要請し，納入業者は，同要請に応じて自社の従

業員等を派遣していた。 

かかる行為は，本来被審人が自ら行うべき単純な作業を，あ

らかじめ派遣に係る条件の合意もせず，派遣に必要な費用も支

払わずに，納入業者に行わせていたものであり，納入業者が従

業員等を派遣することにより得られる利益はなかった。 

したがって，かかる行為は，納入業者にあらかじめ計算でき

ない不利益を与えるものであり，納入業者がその自由な意思に

より従業員等を派遣していたとは到底考えられず，納入業者は，

被審人との取引を継続して行う立場上，従業員等の派遣を余儀

なくされていたものである。 

 被審人の営業店舗における協賛セール及び朝市に際して行わ

れた従業員等の派遣 

被審人は，後記⑵イ(ｲ)ａ(a)のとおり，被審人が納入業者か

ら従業員等の派遣を受けた行為のうち，被審人の営業店舗にお

ける協賛セール及び朝市に際して行われたものは本件排除措置

命令において認定された濫用行為に該当しない旨主張する。 

しかし，本件排除措置命令書には，「新規開店，全面改装，

棚替え等に際し」と記載されており，本件違反行為の対象とす

る従業員等の派遣の範囲を「新規開店，全面改装，棚替え」に

際して行われたものに限定するものではない。 

したがって，被審人が本件従業員等派遣を受けた行為のうち，

被審人の営業店舗における協賛セール及び朝市に際して行われ

たものも，本件排除措置命令書において認定された濫用行為に
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該当する。 

  本件金銭の提供 

本件金銭の提供に当たっては，納入業者との取引関係に影響を

及ぼす被審人の仕入担当者が，納入業者の営業担当者に対し，算

出根拠を示さず，かつ，場合によっては一方的に，本件金銭の提

供を要請し，納入業者は，同要請に応じて金銭を提供していた。 

かかる行為は，本来被審人が自ら負担すべき費用を納入業者に

転嫁し，場合によっては，発生する費用以上の金額を納入業者に

提供させていたものである。 

したがって，かかる行為は，納入業者にあらかじめ計算できな

い不利益を与えるものであり，納入業者がその自由な意思により

金銭を提供していたとは到底考えられず，納入業者は，被審人と

の取引を継続して行う立場上，同金銭の支払を余儀なくされてい

たものである。 

  本件返品 

本件返品は，被審人が，被審人の定めた販売期限を経過したと

いう自己の都合により，あらかじめ納入業者と返品条件について

合意することもなく，一方的に行ったものであり，返品によって

生じる費用も被審人は負担しなかった。 

したがって，かかる行為は，納入業者にあらかじめ計算できな

い不利益を与えるものであり，納入業者がその自由な意思により

本件返品を受忍していたとは到底考えられず，納入業者は，被審

人との取引を継続して行う立場上，本件返品の受入れを余儀なく

されていたものである。 

  本件減額 

本件減額は，被審人が，本来自ら負担すべきものである半額処

分及び売り尽くしセールによる利益の減少に相当する金額を，あ

らかじめ納入業者と合意することなく一方的に，納入業者に対す

る買掛債務から事後的に減額したものである。 

したがって，かかる行為は，納入業者にあらかじめ計算できな

い不利益を与えるものであり，納入業者がその自由な意思により

本件減額に応じていたとは到底考えられず，納入業者は，被審人
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との取引を継続して行う立場上，本件減額の受入れを余儀なくさ

れていたものである。 

  本件商品の購入 

本件商品の購入は，納入業者の事業遂行上必要なものではな

かった。また，本件商品の購入に当たっては，納入業者との取引

関係に影響を及ぼす被審人の仕入担当者が，納入業者の営業担当

者に対し，直接かつ一方的に，本件商品の購入を「強制です」と

明言し，又は購入予定数量を割り振って要請していた。 

したがって，かかる行為は，納入業者にあらかじめ計算できな

い不利益を与えるものであり，納入業者がその自由な意思により

本件商品を購入していたとは到底考えられず，納入業者は，被審

人との取引を継続して行う立場上，本件商品の購入を余儀なくさ

れていたものである。 

 被審人の主張 

ア 被審人の取引上の地位は１６５社に優越していないこと 

 優越的地位の濫用規制の位置付け 

私人間の法律関係には私的自治の原則が妥当することから，取引

当事者間の契約による法律関係は，基本的に取引当事者の自由に委

ねられるべきであり，国家は一般的にこれに干渉するべきではない。 

優越的地位の濫用は，直接に競争秩序に影響を及ぼすものではな

く，相手方の自由かつ自主的な判断を阻害し，相手方に著しい不利

益を与え，自由競争の基盤を侵害するものである点に当該行為の悪

質性が認められるものであるが，取引当事者間の取引の公正は，基

本的には，民法を中心とした民事法や契約の解釈・適用を通じて確

保されるべきであることから，優越的地位の濫用規制により行政機

関が取引事業者の営業活動の自由及び財産権に対して介入すること

は 小限度にとどめるべきである。 

仮に，優越的地位の濫用規制が広く適用されれば，私的自治に対

する行政機関による不当な介入が正当化される危険があり，私人に

よる自由な創意工夫の発揮が委縮し，効率的な資源配分が阻害され

るおそれがある。 

 優越的地位の判断の枠組み 
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  基本的考え方 

「自己の取引上の地位が取引の相手方に優越していること」，

すなわち，甲が乙に対し優越的地位にあるとの要件について，ガ

イドラインは，「乙にとって甲との取引の継続が困難になること

が事業経営上大きな支障を来すため，甲が乙にとって著しく不利

益な要請等を行っても，乙がこれを受け入れざるを得ないような

場合」であるとの解釈を示している（第２の１）。 

「乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上

大きな支障を来す」とは，乙にとって甲以外に取引先を選択する

ことが困難であるなど，乙の競争機能が侵害されている状態にあ

ることを言い換えたものといえ，優越的地位の要件の本質的要素

を表したものである。 

なお，乙にとって取引先変更困難性が認められる場合であって

も，甲に対する取引依存度が小さいなど，甲との取引の継続が困

難となることで乙に与える事業経営上の支障が大きくないときに

は，乙としては，甲との取引を打ち切って当該事業から撤退する

という選択肢がある。そのため，甲との取引の継続が困難となる

ことによって乙に与える事業経営上の支障が大きくない場合には，

乙の競争機能は侵害されず，甲が優越的地位にあるとは認められ

ない。 

他方，「甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても，乙

がこれを受け入れざるを得ないような場合」とは，単に，濫用行

為が優越的地位を利用して行われたものであること，すなわち，

優越的地位と濫用行為の因果関係を示したものにすぎない。仮に，

上記部分の存在をもって優越的地位も認められるとするならば，

優越的地位を利用することが濫用行為とは別の要件として定めら

れた意義が没却される。 

  取引先変更困難性 

乙にとって取引先を甲以外の事業者に変更することが困難であ

るか否かは，優越的地位の判断における も基本的な要素であり，

要件となるべきものである。仮に，乙の甲に対する取引依存度が

高くても，取引先選択の自由が確保されており，代替的な取引先
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に容易に転換することが可能な場合には，甲との取引を失うこと

による経営に与える影響を軽減できるため，甲が乙に対して優越

的地位にあるとは認められない。 

もっとも，取引先変更困難性の認定において，「取引先を変更

することは困難である」旨の相手方の認識（主観）に依拠しすぎ

ることは，ビジネス上の願望と法的判断が混同される危険がある

ため，できる限り客観的に判断されるべきであり，取引依存度が

重要な考慮要素となる。他方，現に取引関係にある当事者が，「取

引先を変更することは困難ではない」旨認識している場合には，

そのような混同の懸念はなく，取引依存度の如何にかかわらず，

優越的地位の不存在を認定できる。 

  取引依存関係 

乙の甲に対する取引依存度が大きい場合には，乙は甲と取引を

行う必要性が高くなるため，乙にとって甲との取引の継続が困難

になることが事業経営上大きな支障を来すことになりやすい。 

問題は，どの程度の取引依存度に達していれば取引の打切りが

相手方の事業経営上大きな支障を来すと認められるかであるが，

東京証券取引所や大阪証券取引所の自主規程においては，投資家

の判断に重要な影響を与えるものとして，「前事業年度における

売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の１００分の

１０以上である取引先」との取引停止が，適時開示の対象とされ

ている。これに鑑みれば，優越的地位の認定においても，事業者

の事業経営に重大な影響を生じさせる取引依存度は，少なくとも

１０パーセント以上と考えるべきである。 

また，乙は，甲との取引が打ち切られたとしても，甲との現状

の取引量の一部を他の取引先との取引拡大及び新規取引先の開拓

等によって補うことが可能である場合は，甲との取引量の全てが

失われるわけではなく，乙の事業経営に与える支障の程度は，そ

の一部となる。具体的には，乙の取引依存度に取引額を補うこと

のできない割合を乗じることで，乙の事業経営に与える影響の程

度を示すことができる。当該数値が１０パーセントを超えない場

合は，乙の事業経営に大きな支障は生じないはずである。 



２０ 

  行為者による取引打切りを想定し難い場合 

甲が乙から特定の商品群に属する多くの商品を購入しており，

当該商品群における乙に対する取引依存度が高い場合には，甲に

とって，乙との取引の継続が困難になれば，当該商品群の売場の

形成が困難になる。 

また，当該商品群における乙に対する取引依存度が低い場合で

あっても，乙から供給を受ける商品が当該商品の属する商品群の

売場の構成に重要な商品（ブランド力のある商品，消費者が通常

検討対象とする商品等）である場合には，甲にとって，乙との取

引の継続が困難になれば，当該商品群の品ぞろえに支障を来し，

売場の形成が困難になる。 

そのため，このような場合には，甲が乙との取引を打ち切るこ

とは合理的に想定し難く，甲との取引の継続が困難となることに

より乙の事業経営上大きな支障を来すという事態は起こり得ない

ことから，甲が乙に対して優越的地位にあるとは認められない。 

  価格等の取引条件の交渉が対等になされている場合 

価格等の取引条件の交渉は，甲と乙との関係において本質的に

も重要なものである。 

したがって，甲と乙との間で価格等の取引条件の交渉が対等に

なされている場合には，甲は，乙の意思を抑圧して搾取的行為を

なし得る立場にはなく，優越的地位は認められない。このような

場合には，仮に甲が乙に対して自己のコストを転嫁する行為を

行ったとしても，当該コストの転嫁に応じた適切な価格設定がな

されているはずである。 

 本件への当てはめ 

  取引先変更困難性が認められない場合 

 公正取引委員会からの報告命令（査２４各号及び査２６０各

号）（以下「公正取引委員会の報告命令」という。）における，

被審人との取引を継続できず，被審人に代わる他の取引先を見

つける必要が生じた場合の状況に関する照会（設問「２⑺」）

に対し，「被審人に代わる取引先を見つけること又は他の取引

先との取引を増やすことで被審人との取引停止に伴う損失を補
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うことは容易である」旨回答した納入業者については，取引先

変更困難性を認定することはできない。 

 また，被審人からの照会（審６各号）（以下「被審人アンケー

ト」という。）に対し，被審人からの取引停止の予告が取引停

止の６か月前に行われた場合に「被審人との取引額を完全に補

える」と回答した納入業者についても，取引先変更困難性を認

定することはできない。 

  取引依存度が低い場合 

 被審人に対する取引依存度が１０パーセント未満の納入業者

は，仮に被審人との取引を失ったとしても，その事業経営上大

きな支障を来すものではない。 

 また，被審人に対する取引依存度が１０パーセントを超えて

いる納入業者でも，被審人アンケートにおいて，被審人からの

取引停止の予告が取引停止の６か月前に行われた場合に「被審

人との取引額を補えない」と回答した，取引額の割合に取引依

存度を乗じた数値が１０パーセントを超えない者については，

仮に被審人との取引を失ったとしても，その事業経営上大きな

支障を来すものではない。 

  被審人による取引打切りが想定し難い場合 

《納入業者（４〔別紙２の会社番号欄記載の番号。以下，納入

業者の名称の後に括弧書きで付した番号は，いずれも同欄記載の

ものである。〕）》，《納入業者（５）》，《納入業者（７）》，

《納入業者（２４）》，《納入業者（２５）》，《納入業者（２

６）》，《納入業者（３３）》，《納入業者（３５）》，《納入

業者（４４）》，《納入業者（５２）》，《納入業者（７２）》，

《納入業者（１３７）》，《納入業者（１３９）》及び《納入業

者（１４２）》は，被審人に販売する商品の中に，ブランド力の

ある商品や消費者が通常検討対象とする商品等を多く含んでおり，

これらの商品は，当該商品の属する商品群の売場の構成に重要な

ものであった。 

したがって，被審人にとって，これらの納入業者との取引の継

続が困難となれば，被審人の店舗における上記商品の属する商品
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群の売場の形成が困難となるものであり，被審人が取引を打ち切

ることは合理的に想定し難いといえる。 

  価格等の取引条件の交渉が対等になされている場合 

公正取引委員会の報告命令における，被審人との間における納

入価格に関する交渉についての照会（設問２(8)）に対し，「被審

人との間において納入価格に関し対等に交渉できる」と回答した，

又はそれと同旨の回答をした納入業者は，被審人がこれらの者の

意思を抑圧して搾取的行為をなし得る立場にはなかったものであ

る。 

  小括 

別紙４の「優越的地位なし」欄に「○」を付した納入業者は，

前記ａないしｄの各場合の一つ又は複数に該当する者である。 

したがって，少なくともこれらの納入業者については，被審人

が優越的地位にあるとは認められない。 

イ 本件各行為は濫用行為に該当しないこと 

 濫用行為の判断基準 

  基本的な考え方 

前記ア(ｱ)のとおり，優越的地位の濫用を規制する趣旨は，取引

先選択の自由が確保されておらず，競争原理が働かないことを利

用して，相手方の自由かつ自主的な判断を阻害し，相手方に著し

い不利益を与えることを防ぐ点にある。 

かかる趣旨からすると，濫用行為とは，少なくとも，相手方の

自由かつ自主的な判断を阻害する行為でなければならず，仮に，

客観的にみて相手方にとって不利益な行為であっても，相手方が

自由かつ自主的に応じている場合には，濫用行為とはならない。 

  相手方が被る不利益の程度等 

 相手方が著しい不利益を被る必要があること 

前記ア(ｱ)のとおり，私的自治の下で，取引条件等の取引関係

は基本的に当事者間の交渉に委ねられるべきであり，優越的地

位の濫用規制の解釈は厳格になされるべきである。 

したがって，濫用行為により相手方が被る不利益の程度は，

著しいと評価できるもの，すなわち，経済合理性から乖離した
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過大なものでなければならず，相手方に与えた不利益の程度が

軽微である場合は濫用行為に該当しない。 

 当該行為により相手方が利益を得る場合 

当該行為により，相手方が不利益を受けるとしても，その見

返りとなる利益を得ることが合理的に見込まれる場合には，当

該不利益は合理的な範囲内にとどまり，当該行為は濫用行為に

該当しない。 

また，この利益は，相手方が直接の利益を得られる場合に限

らない。相手方にとって，金銭換算し得ないものも含め，将来

の実現可能な具体的利益を期待して当該行為を受け入れること

や，過去の具体的利益へのお礼として当該行為を受け入れるこ

とは，取引実態から見て正常な商慣習に照らし不当なものでな

い限り，相手方に著しい不利益を与えるものとは認められず，

濫用行為に該当しないと解すべきである。 

 本件への当てはめ 

  本件従業員等派遣 

 被審人の営業店舗における協賛セール及び朝市のために納入

業者が従業員等を派遣した場合 

本件排除措置命令書において，濫用行為とされる従業員等の

派遣要請は，「新規開店，全面改装，棚替え等」に際しなされ

るものに限定されているところ，被審人の営業店舗における協

賛セール及び朝市は，「新規開店，全面改装，棚替え等」に該

当するものではない。 

したがって，本件従業員等派遣のうち，被審人の営業店舗に

おける協賛セール及び朝市のために従業員等の派遣を受けた行

為は，本件排除措置命令書に記載された濫用行為に該当しない。 

 本件従業員等派遣を行ったことに合理的な理由がある場合 

以下のⅰないしⅷの理由に基づき本件従業員等派遣を行っ

た納入業者は，自社の従業員等を派遣することにつき合理的な

理由があり，自由かつ自主的な判断に基づき行ったものであっ

て，これによる著しい不利益も被っていない。 

したがって，被審人がこれらの納入業者から従業員等派遣を
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受けた行為は，濫用行為に該当しない。 

  魅力的な売場作りなどのため 

被審人アンケートの「問２．３」において選択肢ａ「自社

商品の有利な位置への陳列や魅力的な売り場作り（ＰＯＰの

設置等）につながり得ると考えたため。」を選択した納入業

者並びに《納入業者（３）》及び《納入業者（３５）》は，

小売業者の店舗において自社商品を有利な位置に陳列した

り，ＰＯＰの設置等を通じて魅力的な売場作りを行いたいと

考え，自社商品の売上げが増加することを期待したりして，

従業員等を派遣していた。 

  新店・改装オープンによる自社商品の売上げ拡大のため 

被審人アンケートの「問２．３」において選択肢ｇ「新規

開店・店舗改装により，自社商品の売上げが拡大する可能性

があると考えたため。」を選択した納入業者は，新店・改装

オープンによって自社商品の売上げが拡大する可能性があ

ると考え，従業員等を派遣していた。 

 様々な情報を入手するため 

被審人アンケートの「問２．３」において選択肢ｂ「競合

他社商品の陳列・配列方法，消費者のニーズ，山陽マルナカ

の販売方針等の情報を直接把握でき，営業上のヒントを得る

機会となると考えたため。」を選択した納入業者は，従業員

等を派遣することにより，このような利益を得ることを見込

んでいた。 

  仕入担当者との商談の機会を確保するため 

被審人アンケートの「問２．３」において選択肢ｃ「商品

の陳列の状況等を見ながら自社の新商品の提案ができるな

ど，山陽マルナカのバイヤーとの商談の機会を確保できる可

能性があると考えたため。」を選択した納入業者は，従業員

等を派遣することにより，このような利益を得ることを見込

んでいた。 

  被審人と円滑，良好な取引関係を構築するため 

被審人アンケートの「問２．３」において選択肢ｄ「円滑，
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良好な取引関係の構築につながり，山陽マルナカとの今後の

取引において有利に働く可能性があると考えたため。」を選

択した納入業者は，従業員等を派遣することにより，このよ

うな利益を得ることを見込んでいた。 

  被審人に付加的なサービスを提供するため 

被審人アンケートの「問２．３」において選択肢ｅ「従業

員等の派遣は山陽マルナカに対する商品の価格や品質以外の

付加的なサービスの提供となるなど，それが今後の山陽マル

ナカとの取引に有利に働く可能性があると考えたため。」を

選択した納入業者は，従業員等を派遣することにより，この

ような利益を得ることを見込んでいた。 

 競合他社との競争上不利にならないようにするため 

被審人アンケートの「問２．３」において選択肢ｆ「当社

の競合他社が従業員等を派遣していたので，仮に当社が従業

員等を派遣しなければ，山陽マルナカとの取引において競合

他社に有利に働くおそれがあると考えたため。」を選択した

納入業者，公正取引委員会の報告命令の設問「３(5)」におい

て，選択肢オ「他の納入業者も同様の要請を受け，要請に応

じていることから，当社のみ断ることができなかったため」

のみを選択した納入業者及び《納入業者（３）》は，従業員

等を派遣することにより，他の納入業者との競争に勝ち抜こ

うとしていた。 

 許容範囲の負担であったため 

被審人アンケートの「問２．３」において選択肢ｈ「従業

員等の派遣に伴う負担は，取引上の社交儀礼，お付き合い又

は取引関係上の貸し借りとして，許容できる範囲の負担であ

ると考えたため。」及び選択肢ｉ「山陽マルナカとの日頃の

取引における取引額・利益等を考慮すると，従業員等の派遣

に伴う負担は軽微であったため。」の一方又は双方を選択し

た納入業者は，従業員等を派遣することについて，負担の程

度や取引上の利益とのバランスから許容できる範囲の負担と

考えていた。 
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  本件金銭の提供 

以下の(a)ないし(h)の理由に基づき本件金銭の提供を行った納

入業者は，金銭を提供することにつき合理的な理由があり，自由

かつ自主的な判断に基づき行ったものであって，これによる著し

い不利益も被っていない。 

したがって，被審人がこれらの納入業者から本件金銭の提供を

受けた行為は，濫用行為に該当しない。 

 自社及び自社商品の宣伝広告のため 

被審人アンケートの「問３．２」において選択肢ａ「協賛金

等の提供により自社のロゴ・商品の広告が掲載される等，自社

や自社商品の宣伝広告になり得ると考えたため。」を選択した

納入業者及び《納入業者（３）》は，金銭を提供することによ

り，自社や自社商品の宣伝広告になり得ると考えていた。 

 被審人の店舗における商品売上げの増加のため 

被審人アンケートの「問３．２」において選択肢ｂ「山陽マ

ルナカでの商品（自社商品を含む。）の売上げ増加につながる

可能性があると考えたため。」を選択した納入業者並びに《納

入業者（３）》及び《納入業者（３５）》は，金銭を提供する

ことにより，自社商品を含めて店舗での売上増加につながる可

能性があると考えていた。 

 被審人と円滑，良好な取引関係を構築するため 

被審人アンケートの「問３．２」において選択肢ｃ「円滑，

良好な取引関係の構築につながり，山陽マルナカとの今後の取

引において有利に働く可能性があると考えたため。」を選択し

た納入業者は，前記ａ(b)ⅴの納入業者と同様に，金銭を提供す

ることが，被審人との円滑，良好な取引関係の構築につながり，

被審人との今後の取引において有利に働く可能性があると考え

ていた。 

 被審人に付加的なサービスを提供するため 

被審人アンケートの「問３．２」において選択肢ｄ「協賛金

等の提供は山陽マルナカに対する商品の価格や品質以外の付加

的なサービスの提供となるなど，それが今後の山陽マルナカと
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の取引に有利に働く可能性があると考えたため。」を選択した

納入業者は，前記ａ(b)ⅵの納入業者と同様に，金銭を提供する

ことが，被審人に対する商品の価格や品質以外の付加的なサー

ビスの提供となるなど，今後の被審人との取引に有利に働く可

能性があると考えていた。 

 競合他社との競争上不利にならないようにするため 

被審人アンケートの「問３．２」において選択肢ｅ「当社の

競合他社が協賛金等を提供していたので，仮に当社が協賛金等

を提供しなければ，山陽マルナカとの取引において競合他社に

有利に働くおそれがあると考えたため。」を選択した納入業者

及び公正取引委員会の報告命令の設問「４(4)」において選択肢

オ「他の納入業者も同様の要請を受け，要請に応じていること

から，当社のみ断ることができなかったため」のみを選択した

納入業者は，前記ａ(b)ⅶの納入業者と同様に，金銭を提供する

ことにより他の納入業者との競争に勝ち抜こうとしていた。 

 社会貢献及び地域貢献のため 

被審人アンケートの「問３．２」において選択肢ｍ「社会貢

献や地域貢献になると考えたため。」を選択した納入業者は，

このような理由で金銭を提供していた。 

 被審人が主催するイベントに関心があったため 

被審人アンケートの「問３．２」において選択肢ｎ「こども

将棋大会・レディーステニス大会又は将棋若しくはテニスに関

心があったため。」を選択した納入業者は，被審人が主催する

イベントに関心があったことから，金銭を提供していた。 

 許容範囲の負担であったため 

被審人アンケートの「問３．２」において選択肢ｆ「協賛金

の提供に伴う負担は，取引上の社交儀礼，お付き合い又は取引

関係上の貸し借りとして，許容できる範囲の負担であると考え

たため。」又は選択肢ｇ「山陽マルナカとの日頃の取引におけ

る取引額・利益等を考慮すると，協賛金等の提供に伴う負担は

軽微であったため。」を選択した納入業者及び《納入業者（３）》

は，前記ａ(b)ⅷの納入業者と同様に，負担の程度や取引上の利
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益とのバランスを考慮して，許容できる範囲の負担と考えて金

銭を提供していた。 

  本件返品 

以下の(a)ないし(d)の理由に基づき本件返品に応じた納入業者

は，本件返品に応じることにつき合理的な理由があり，自由かつ

自主的な判断に基づき行ったものであり，以下の(e)のとおり，こ

れによる著しい不利益も被っていないから，被審人がこれらの納

入業者に対して本件返品をしたことは，濫用行為に該当しない。 

 返品を前提とする取引であったため 

被審人アンケートの「問４．３」において選択肢ｅ「納入時

点である程度返品があることを想定し，商品を納入していたた

め。」を選択した《納入業者（３）》は，返品の可能性を暗黙

に是認して取引していた結果，本件返品に応じていた。 

 消費者の信頼やブランドイメージを確保するため 

被審人アンケートの「問４．３」において選択肢ａ「商品に

対する消費者の信頼やブランドイメージ等の確保につながると

考えたため。」を選択した《納入業者（７２）》は，本件返品

に応じることにより，このような利益を得ることを見込んでい

た。 

 被審人に商品を納入できることを期待したため 

《納入業者（３）》は，返品を受け入れることによって発生

する損失については，被審人とのその後の取引によってカバー

できるという見込みを持っており，本件返品を受け入れること

に経済合理性があると判断していた。 

 競合他社との競争上不利にならないようにするため 

被審人アンケートの「問４．３」において選択肢ｄ「当社の

競合他社が商品の返品を受けていたので，仮に当社が商品の返

品を断れば，山陽マルナカとの取引において競合他社に有利に

働くおそれがあると考えたため。」を選択した納入業者及び公

正取引委員会の報告命令の設問「５(4)」において選択肢オ「他

の納入業者も同様の要請を受け，要請に応じていることから，

当社のみ断ることができなかったため」のみを選択した納入業
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者は，前記ａ(b)ⅶの納入業者と同様に，本件返品に応じること

により他の納入業者との競争に勝ち抜こうとしていた。 

 納入業者の負担が軽微であるため 

１０社が本件返品に応じた商品の価格は，１社当たり１５８

４円ないし５万１６２８円であり，取引金額と比較しても極め

て僅かであって，１０社に著しい不利益を与えるものではな

かった。 

  本件減額 

 半額処分に伴う減額 

以下のⅰ及びⅱの理由に基づき半額処分に伴う減額に応じ

た納入業者は，減額に応じたことにつき合理的な理由があり，

自由かつ自主的な判断に基づき行ったものであり，以下のⅲの

とおり，これによる著しい不利益も被っていないから，被審人

がこれらの納入業者に対して半額処分に伴う減額を行ったこと

は，濫用行為に該当しない。 

  自社商品を新たに納入するため 

被審人アンケートの「問５．３」において選択肢ａ「季節

商品の販売時期の終了，売行き不振等による商品の入替えは，

自社商品の新たな納入につながる側面があり，当社にとって

も利益が見込まれると考えたため。」を選択した納入業者は，

半額処分に伴う減額に応じることにより，自社商品の売上増

加を期待していた。 

  減額相当額を仕入先等に転嫁できたため 

被審人アンケートの「問５．３」において選択肢ｄ「仕入

価格の減額相当額は対象商品の仕入先等に転嫁できるため。」

を選択した納入業者は，減額に応じても何ら経済上の不利益

が発生しないために，半額処分に伴う減額に応じていた。 

 納入業者の負担が軽微であるため 

本件減額のうち半額処分に伴う減額による納入業者の負担

額は，１社当たり９０００円ないし９万５０００円であり，

取引金額と比較しても極めて僅かであって，納入業者に著し

い不利益を与えるものではなかった。 
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 売り尽くしセールに伴う減額 

以下のⅰないしⅳの理由に基づき売り尽くしセールに伴う減

額に応じていた納入業者は，減額に応じたことにつき合理的な

理由があり，自由かつ自主的な判断に基づき行ったものであっ

て，これによる著しい不利益も被っていないから，被審人がこ

れらの納入業者に対して売り尽くしセールに伴う減額を行った

ことは，濫用行為に該当しない。 

  自社商品の販売促進のため 

被審人アンケートの「問６．３」において選択肢ａ「当該

店舗の全面改装を行うことが自社商品の販売の促進につなが

る面があり，当社にとっても利益が見込まれると考えたため。」

を選択した納入業者は，売り尽くしセールに伴う減額に応じ

ることにより，自社商品の売上増加を期待していた。 

  減額相当額を仕入先等に転嫁できたため 

被審人アンケートの「問６．３」において選択肢ｄ「売り

尽くしセールにおける割引相当額の一部の負担は仕入先等に

転嫁できるため。」を選択した《納入業者（３）》は，前記

(a)ⅱの納入業者と同様に，減額に応じても何ら経済上の不利

益が発生しないために，売り尽くしセールに伴う減額に応じ

ていた。 

 競合他社との競争上不利にならないようにするため 

被審人アンケートの「問６．３」において選択肢ｃ「当社

の競合他社が売り尽くしセールにおける割引相当額の一部の

負担に応じていたので，仮に当社がそれを断れば，山陽マル

ナカとの取引において競合他社に有利に働くおそれがあると

考えたため。」を選択した納入業者及び公正取引委員会の報

告命令の設問「６(5)」において選択肢オ「他の納入業者も同

様の要請を受け，要請に応じていることから，当社のみ断る

ことができなかったため」のみを選択した納入業者は，前記

ａ(b)ⅶの納入業者と同様に，売り尽くしセールに伴う減額に

応じることにより他の納入業者との競争に勝ち抜こうとして

いた。 
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  許容範囲の負担であったため 

被審人アンケートの「問６．３」において選択肢ｅ「売り

尽くしセールにおける割引相当額の一部の負担は，取引関係

上の貸し借りとして，許容できる範囲の負担であると考えた

ため。」を選択した《納入業者（３５）》又は選択肢ｆ「山

陽マルナカとの取引額・利益等を考慮すると，売り尽くし

セールにおける割引相当額の一部の負担は軽微であったた

め。」を選択した納入業者は，前記ａ(b)ⅷの納入業者と同様

に，負担の程度や取引上の利益とのバランスを考慮して，許

容できる範囲の負担と考えて，売り尽くしセールに伴う減額

に応じていた。 

  本件商品の購入 

以下の(a)ないし(d)の理由に基づき本件商品を購入した納入業

者は，商品を購入したことにつき合理的な理由があり，自由かつ

自主的な判断に基づき行ったものであって，これによる著しい不

利益も被っていない。 

したがって，被審人がこれらの納入業者に本件商品を販売した

ことは，濫用行為に該当しない。 

 積極的な消費目的のため 

被審人アンケートの「問７．２」において選択肢ｅ「クリス

マス関連商品は季節ものであり，いずれにせよ，どこかのお店

で購入しようと思っていたため。」又は選択肢ｊ「クリスマス

関連商品の中には，有名ホテルのクリスマスケーキがあるなど，

商品内容が魅力的であったため。」を選択した納入業者は，こ

のような理由により，本件商品を購入していた。 

 被審人に付加的なサービスを提供するため 

被審人アンケートの「問７．２」において選択肢ａ「クリス

マス関連商品を山陽マルナカから購入することは山陽マルナカ

に対する商品の価格や品質以外の付加的なサービスの提供とな

るなど，それが今後の山陽マルナカとの取引に有利に働く可能

性があると考えたため。」を選択した納入業者は，前記ａ(b)ⅵ

の納入業者と同様に，本件商品を購入することが，被審人に対
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する商品の価格や品質以外の付加的なサービスの提供となるな

ど，今後の被審人との取引に有利に働く可能性があると考えて

いた。 

 競合他社との競争上不利にならないようにするため 

被審人アンケートの「問７．２」において選択肢ｂ「当社の

競合他社がクリスマス関連商品を購入していたので，仮に当社

が当該商品を購入しないと，山陽マルナカとの取引において競

合他社に有利に働くおそれがあると考えたため。」を選択した

納入業者及び公正取引委員会の報告命令の設問「７(4)」におい

て選択肢オ「他の納入業者も同様の要請を受け，要請に応じて

いることから，当社のみ断ることができなかったため」のみを

選択した納入業者は，前記ａ(b)ⅶの納入業者と同様に，本件商

品を購入することにより他の納入業者との競争に勝ち抜こうと

していた。 

 許容範囲の負担であったため 

被審人アンケートの「問７．２」において選択肢ｃ「クリス

マス関連商品を購入することは，取引上の社交儀礼，お付き合

い又は取引関係上の貸し借りとして，許容できる範囲の負担で

あると考えたため。」又は選択肢ｄ「山陽マルナカとの日頃の

取引額・利益等を考慮すると，クリスマス関連商品の購入に伴

う負担は軽微であったため。」を選択した納入業者は，前記ａ

(b)ⅷの納入業者と同様に，負担の程度や取引上の利益とのバラ

ンスを考慮して，許容できる範囲の負担と考えて，本件商品を

購入していた。 

  小括 

以上のとおり，被審人が前記ａ及びｂ記載の納入業者から本件

従業員等派遣及び本件金銭の提供を受けたこと，並びに被審人が

前記ｃ，ｄ及びｅ記載の納入業者に対して本件返品，本件減額及

び本件商品の販売をしたことは，いずれも濫用行為に該当しない。 

したがって，少なくとも，別紙４の「濫用行為なし」欄に「○」

を付した納入業者については，被審人が濫用行為をしたとは認め

られない。 
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 争点２（本件各行為は，独占禁止法上一つの優越的地位の濫用に該当す

るか）について 

 審査官の主張 

優越的地位の濫用規制の趣旨は，前記１⒧ア(ｱ)のとおりである。この

ような優越的地位の濫用の本質に鑑みれば，独占禁止法第２条第９項第

５号に該当する社会的事実が複数みられるとしても，競争阻害効果が同

一である限りにおいて，独占禁止法上は一つの優越的地位の濫用として

規制されるべきである。 

本件では，いずれの納入業者についても，被審人の取引上の地位が優

越していたことを基礎付ける事情に差異はない。また，被審人は，本件

違反行為と類似の行為について平成１６年審決を受けた後も，被審人の

役員等の指示の下で，それまでと同様に，本来であれば自ら負担すべき

費用等を納入業者に提供させ，自社の利益を確保することなどを目的と

して，組織的かつ計画的に，本件各行為をしていた。 

これらの事情からすると，被審人が本件各行為のいずれをするかに

よって，納入業者の自由かつ自主的な判断による取引が阻害されるおそ

れや，納入業者がその競争者との関係において競争上不利となるおそれ，

被審人がその競争者との関係において競争上有利となるおそれに差異が

なかったことは明らかであり，本件各行為による競争阻害効果は同一で

ある。 

したがって，本件各行為は，一つの優越的地位の濫用，すなわち独占

禁止法第１９条の規定に違反する行為として規制されるべきものであり，

濫用行為の類型ごと又は相手方ごとの行為がそれぞれ同条の規定に違反

する行為となるものではない。 

 被審人の主張 

優越的地位の濫用規制の位置付けは，前記１⑵ア(ｱ)のとおりである。 

このように，優越的地位の濫用規制は，本来的に１対１の当事者間の

取引関係において，相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害す

ることを規制したものであるから，濫用行為はその相手方ごとに考える

べきである。 

また，本件各行為は，それぞれ相手方に要請する行為の内容を異にす

る，社会的事実として別個の行為である。現に，改正法の施行前までは，
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公正取引委員会における法運用でも，濫用行為の種類ごとに，それぞれ

の行為がいずれも独占禁止法第１９条の規定に違反するものとされてい

た。 

したがって，個々の相手方に対する優越的地位を利用してなされた，

要請内容を異にする個々の行為が，それぞれ独占禁止法第１９条の規定

に違反する行為に該当すると解すべきである。 

 争点３（本件における違反行為期間）について 

 審査官の主張 

独占禁止法第２０条の６は，「第１９条の規定に違反する行為（第２

条第９項第５号に該当するものであつて，継続してするものに限る。）

をしたときは，…当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期

間…における，当該行為の相手方との間における…売上額」を課徴金の

計算の基礎とする旨規定しており，「当該行為」とは，その直前の「第

１９条の規定に違反する行為」を意味することは明らかである。 

また，前記２⒧のとおり，本件各行為は，一つの優越的地位の濫用，

すなわち独占禁止法第１９条の規定に違反する行為である。 

そして，被審人は，本件各行為を，遅くとも平成１９年１月以降，平

成２２年５月１８日までの間，継続して行っていた。 

したがって，本件における違反行為期間は，独占禁止法第２０条の６

の規定により，平成１９年５月１９日から平成２２年５月１８日までの

３年間となる。 

 被審人の主張 

ア 濫用行為の類型ごと及び相手方ごとに一つの優越的地位の濫用とな

ること 

前記２⑵のとおり，優越的地位の濫用規制の趣旨からは，個々の相

手方に対する優越的地位を利用してなされた，要請内容を異にする

個々の行為が，それぞれ独占禁止法第２０条の６にいう「第１９条の

規定に違反する行為」に該当すると解すべきである。 

したがって，独占禁止法第２０条の６にいう「当該行為をした日か

ら当該行為がなくなる日までの期間」は，違反行為の相手方，すなわ

ち特定納入業者ごとに判断されなければならない。 

イ 優越的地位の濫用は，改正法の施行後に継続してなされたものであ
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る必要があること 

独占禁止法第２０条の６が適用されるのは，改正法が施行された平

成２２年１月１日以後に係るものであり（改正法附則第５条），同条

にいう「継続してするもの」についても，同日以後において継続性が

認められることが必要である。 

したがって，平成２２年１月１日以後に１回しか本件各行為（ただ

し，被審人の営業店舗における協賛セール及び朝市のための従業員等

派遣は，本件違反行為に含まれないため〔前記１⑵イ(ｲ)ａ(a)〕，こ

れを除く。）の相手方となっていない納入業者（別紙４の「全１回の

み」欄又は「セール応援を除き１回のみ」欄に「○」印を付した納入

業者）については，同日以後に被審人が違反行為を「継続してするも

の」とは認められない。 

 争点４（本件各命令の適法性）について 

 本件排除措置命令書における理由の記載に不備はないか 

ア 審査官の主張 

独占禁止法第４９条第１項において，排除措置命令書に「公正取引

委員会の認定した事実」を付記すべきと定めるのは，排除措置命令が，

その名宛人に対して当該命令の主文に従った排除措置の履行義務を課

すなど，被審人の営業活動の自由等を制限するものであることに鑑み，

公正取引委員会の判断の慎重，合理性を担保してその恣意を抑制する

とともに，排除措置命令の理由を名宛人に知らせることにより，その

不服申立てに便宜を与えるためのものと解される。 

このような排除措置命令の性質及び理由付記を命じた趣旨・目的に

鑑みれば，排除措置命令書に記載すべき「公正取引委員会の認定した

事実」とは，違反行為に関する認定事実のほか，いかなる事実関係に

基づき排除措置が命じられたのかを，名宛人においてその記載自体か

ら了知し得るものでなければならず，かつ，それで足りる。 

本件排除措置命令書では，「第１ 事実」において，特定納入業者

に該当するか否かの考慮要素が示され，かつ，被審人が具体的にいか

なる態様の行為をどの程度行ったかも記載されている。 

したがって，いずれの特定納入業者にいかなる行為を行ったかは，

被審人にとって自明であり，被審人において，自己のいかなる行為が
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独占禁止法第２条第９項第５号に該当する行為であるとの評価を受け

たかを知ることができ，本件排除措置命令に対する不服申立てを行う

かどうか検討するのに十分な情報の提供を受けている。 

よって，本件排除措置命令書における理由の記載に不備はない。 

イ 被審人の主張 

排除措置命令書に係る理由付記は，排除措置命令の名宛人の不服申

立てに便宜を与えるだけでなく，公正取引委員会の判断の慎重，合理

性を担保してその恣意を抑制するものであるから，排除措置命令書に

記載すべき「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の

適用」とは，違反行為に関する認定事実のほか，いかなる事実関係に

基づき，いかなる法規を適用して排除措置が命じられたのかを，排除

措置命令の名宛人においてその記載自体から了知し得るものでなけれ

ばならない。また，排除措置命令の名宛人がその理由を推知できるか

否かにかかわらず，第三者においてもその記載自体からその処分理由

が明らかとなるものでなければならない。 

優越的地位とは，二当事者間の取引上の依存関係等に基づく取引上

の地位の格差を意味し，相手方ごとに個別に判断されるものである。 

したがって，少なくとも，排除措置命令の名宛人の取引上の地位が

優越している相手方が誰であるのかを特定した上で，当該相手方との

関係で，排除措置命令の名宛人の取引上の地位がいかなる事情により

優越しているのか，当該相手方に対しいかなる濫用行為が行われたの

かについて，排除措置命令の名宛人及び第三者が具体的に知り得る程

度に特定して摘示しなければならない。 

本件排除措置命令書では，相手方ごとに濫用行為が記載されていな

い上，濫用行為の相手方すら具体的に特定されておらず，濫用行為の

相手方及び濫用行為が抽象的かつ概括的に認定されているにとどまる。 

そのため，被審人と取引関係のある多数の納入業者のうち，いずれ

の納入業者に対していかなる行為をしたことが本件違反行為とされて

いるのかについて，本件排除措置命令の名宛人以外の第三者はもちろ

んのこと，名宛人である被審人においてすら，当該記載内容自体から

明らかであるとはいえない。 

 本件排除措置命令における法令の適用に誤りはないか 
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ア 審査官の主張 

被審人は，平成１９年１月以降，平成２２年５月１８日にその行為

を取りやめるまで，一連かつ一体の違反行為を行っていた。 

そこで，公正取引委員会は，上記違反行為のうち，平成２２年１月

１日以降の行為については，独占禁止法第２条第９項第５号を適用す

べきであることから同号を適用し，同日前の行為については，改正法

附則第２条第２項の規定により，同法による改正前の私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）（以下

「改正法による改正前の独占禁止法」という。）第２条第９項第５号

が適用されるため，旧一般指定第１４項を適用した。 

また，公正取引委員会は，旧一般指定及び大規模小売業者による納

入業者との取引における特定の不公正な取引方法（平成１７年公正取

引委員会告示第１１号。以下「大規模小売業告示」という。）のいず

れの要件も満たし得る場合において，結果として，従来，旧一般指定

よりも大規模小売業告示を優先的に適用してきたが，旧一般指定の適

用を否定してきたものではない。旧一般指定と大規模小売業告示は，

その規制による法律効果が同じであり，双方の要件を具備する場合に

一方の適用を排斥する法的根拠も理由もない。 

本件における被審人の行為は，独占禁止法第２条第９項第５号及び

旧一般指定第１４項の要件を具備しており，平成２２年１月１日の改

正法施行前後を問わず継続して行われていた，一連かつ一体の行為と

評価すべきものであるから，同日前の行為に旧一般指定第１４項を適

用することは，法令の適用としての妥当性を欠くことにはならない。 

さらに，本件排除措置命令書の理由「第１ 事実」において，具体

的にいかなる態様の行為をどの程度行ったかが類型ごとに詳細に記載

され，独占禁止法第２条第９項第５号又は旧一般指定第１４項に該当

するとの記載もあることからすれば，上記第５号のイないしハのいず

れか及び上記第１４項のいずれの号に該当するのかが摘示されていな

くとも，被審人において，いかなる事実関係に基づき，いかなる法規

を適用して排除措置が命じられたのかを了知し得る。 

したがって，本件排除措置命令における法令の適用に誤りはない。 

イ 被審人の主張 
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旧一般指定と大規模小売業告示とは，一般法と特別法の関係にある。

したがって，平成２２年１月１日前の行為であり，かつ，大規模小売

業告示の要件を満たす行為について，旧一般指定の適用はなく，この

ような行為に旧一般指定を適用した本件排除措置命令の法令の適用は

違法であり，本件排除措置命令書における法令の適用の摘示も，同様

に誤りである。 

さらに，本件排除措置命令書においては，独占禁止法第２条第９項

第５号及び旧一般指定第１４項に該当すると摘示するにとどまり，上

記第５号のイないしハのいずれに該当するのか及び上記第１４項の第

１号ないし第５号のいずれに該当するのかを摘示していない。改正法

の施行日前に出された排除措置命令においては，旧一般指定第１４項

のいずれの号に該当するかを摘示していたことに照らせば，本件排除

措置命令書の「法令の適用」の記載には不備がある。 

以上のとおり，本件排除措置命令における法令の適用には誤りがあ

る。 

 本件排除措置命令の主文第２項は適法か 

ア 審査官の主張 

排除措置命令は，違反行為の排除及び当該違反行為によってもたら

された公正で自由な競争秩序の侵害状態を回復し整備することを目的

とする行政処分である。 

そのため，違反行為そのものについて排除措置を命じ得るだけでは

なく，これと同種又は類似の違反行為の行われるおそれがあり，上記

目的を達するために現にその必要性のある限り，将来の違反行為を防

止するためにも相当の措置を命じ得る。 

被審人は，本件違反行為と類似の行為について平成１６年審決を受

けていることに加え，その後，遅くとも平成１９年１月以降３年以上

にわたり，広く納入業者全般を対象として本件違反行為を行っていた

ことがうかがわれ，行為の対象を特定の納入業者に限定していた様子

は特にみられないこと，本件排除措置命令の効力が生じた時点におい

ても岡山県を中心とした区域において総合スーパー又は食品スーパー

として有力な小売業者であったことからすれば，本件違反行為の対象

となった特定納入業者以外の納入業者に対しても本件違反行為と同種
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又は類似の違反行為の行われるおそれがあることは明白である。 

したがって，被審人による将来の違反行為を防止するためには，本

件違反行為の対象となった特定納入業者のみならず他の納入業者に対

しても，本件排除措置命令の主文第１項に基づいて採った措置を通知

させることが必要かつ相当である。 

イ 被審人の主張 

本件排除措置命令の主文第２項は，同第１項に基づいて採った措置

を被審人の全納入業者に対して通知するよう命じるものである。 

しかし，被審人の納入業者のうち，被審人の取引上の地位が優越し

ていない納入業者に対しては，仮に，被審人が本件違反行為と同一又

は社会通念上同一性があると考え得る行為を行ったとしても，独占禁

止法第２条第９項第５号に違反する余地はない。 

したがって，本件排除措置命令の主文第２項は，独占禁止法第７条

第２項本文にいう「当該行為が排除されたことを確保するために必要

な措置」の範囲を逸脱している。 

 本件課徴金納付命令書における理由の記載に不備はないか 

ア 審査官の主張 

 独占禁止法第５０条第１項において，課徴金納付命令書に，納付

すべき課徴金の「計算の基礎」及び「課徴金に係る違反行為」を記

載しなければならないと定めているのは，課徴金納付命令が，その

名宛人に対して課徴金の納付義務を課すなどの不利益を生じさせる

ものであるため，公正取引委員会の判断の慎重，合理性を担保して

その恣意を抑制するとともに，課徴金の算出根拠を同命令の名宛人

に知らせることで，その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たもの

と解される。 

したがって，「課徴金に係る違反行為」とは，当該違反行為が「継

続してするもの」（独占禁止法第２０条の６）であることを要求す

る点を除けば，排除措置命令書に記載される「公正取引委員会の認

定した事実」（独占禁止法第４９条第１項）と同程度の事実の記載

で足り，「計算の基礎」とは，当該課徴金額の算定方法が明らかと

なる程度の記載で足りる。 

 本件課徴金納付命令書においては，「課徴金に係る違反行為」が，
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本件排除措置命令書を引用して記載されている。また，本件排除措

置命令書の記載自体から，本件違反行為が「継続してするもの」で

あったことは明らかである。 

したがって，被審人は，上記記載を手掛かりに，本件課徴金納付

命令に不服を申し立てるか否かを検討することが可能である。 

 優越的地位の濫用に係る課徴金額の具体的な算定方法は，独占禁

止法第２０条の６に定められている。 

したがって，課徴金納付命令書においても，同条にいう「当該行

為をした日から当該行為がなくなる日までの期間」及び「当該行為

の相手方との間における…売上額（…当該行為の相手方が複数ある

場合は当該行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方

法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。）」を記載す

るべきであり，かつ，それで足りる。 

当該行為の相手方が複数である場合は，当該行為のそれぞれの相

手方との間における購入額の「合計額」を記載すれば足りるのであっ

て，その内訳を記載することを独占禁止法が要請しているとは解し

得ない。 

本件課徴金納付命令書には，本件違反行為をした日から本件違反

行為がなくなる日までの期間が平成１９年５月１９日から平成２２

年５月１８日までの３年間であること，本件違反行為に係る課徴金

の対象となる納入業者の数が１６５であること，及び当該１６５の

納入業者との間における被審人の購入額の合計額が２２２億１６０

５万４３５８円であることが記載されていることから，独占禁止法

が要請する事実が全て記載されているといえる。 

 ましてや，公正取引委員会は，被審人に対し，平成２３年６月１

日に本件違反行為に係る課徴金納付命令書の案を，また，同月２３

日に本件課徴金納付命令書の謄本をそれぞれ送達した際に，いずれ

においても，被審人と当該１６５社との間における購入額の合計額

の内訳を記載した｢課徴金算定対象事業者一覧表｣を同封した上で送

達しており，被審人の不服申立ての便宜や処分の公正さの担保に，

法令の規定以上に手厚く配慮している。 

 以上のとおり，本件課徴金納付命令書における理由の記載に不備
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はなく，また，同命令書送達の際には不服申立ての便宜や処分の公

正さの担保に配慮している。 

イ 被審人の主張 

課徴金納付命令書に係る理由付記の趣旨に鑑みれば，同命令書に記

載すべき「課徴金に係る違反行為」及び納付すべき課徴金の「計算の

基礎」とは，違反行為及び課徴金の計算に関する認定事実のほか，い

かなる事実関係に基づき，いかなる法規を適用して課徴金の納付が命

じられたのかを，課徴金納付命令の名宛人及び第三者においてその記

載自体から了知し得るものでなければならない。 

優越的地位の濫用は，前記２⑵のとおり，相手方ごとに成立するも

のであるから，複数の濫用行為を一つの課徴金納付命令書に記載する

としても，相手方を特定した上で，相手方ごとに課徴金の額の計算過

程を記載すべきである。 

本件課徴金納付命令書は，かかる記載を欠いており，不備がある。 

また，公正取引委員会は，被審人に対し，課徴金納付命令書案や課

徴金納付命令書を送達する際，１６５社の具体的名称及び当該各社と

の間における購入額を記載した「課徴金算定対象事業者一覧表」を同

封しているが，それによって本件課徴金納付命令書の理由付記の不備

の違法が治癒されるものではない。 

第６ 当委員会の判断 

 争点１（本件各行為は，被審人が，自己の取引上の地位が相手方に優越

していることを利用して，正常な商慣習に照らして不当に行ったものか）

について 

 優越的地位の濫用規制の趣旨 

独占禁止法第１９条において，自己の取引上の地位が相手方に優越し

ていることを利用して，正常な商慣習に照らして不当に同法第２条第９

項第５号（改正法施行日前においては旧一般指定第１４項〔第１号ない

し第４号〕）に該当する行為をすることが不公正な取引方法の一つとし

て規制されているのは，自己の取引上の地位が相手方に優越している一

方の当事者が，相手方に対し，その地位を利用して，正常な商慣習に照

らして不当に不利益を与えることは，相手方の自由かつ自主的な判断に

よる取引を阻害するとともに，相手方はその競争者との関係において競
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争上不利となる一方で，行為者はその競争者との関係において競争上有

利となるおそれがあり，このような行為は公正な競争を阻害するおそれ

（公正競争阻害性）があるといえるからである（ガイドライン第１の１

参照）。 

公正競争阻害性については，①行為者が多数の相手方に対して組織的

に不利益を与えているか，②特定の相手方に対してしか不利益を与えて

いないときであっても，その不利益の程度が強い又はその行為を放置す

れば他に波及するおそれがあるかなど問題となる不利益の程度，行為の

広がり等を考慮して判断することになる（ガイドライン第１の１参照）。 

 優越的地位の濫用の判断基準 

前記⒧のような優越的地位の濫用規制の趣旨に照らせば，甲が乙に対

し，取引上の地位が優越しているというためには，甲が市場支配的な地

位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位にある必要はなく，乙との関

係で相対的に優越した地位にあれば足りると解される。また，甲が乙に

対して優越した地位にあるとは，乙にとって甲との取引の継続が困難に

なることが事業経営上大きな支障を来すため，甲が乙にとって著しく不

利益な要請等を行っても，乙がこれを受け入れざるを得ないような場合

をいうと解される（ガイドライン第２の１参照）。 

この判断に当たって，乙の甲に対する取引依存度が大きい場合には，

乙は甲と取引を行う必要性が高くなるため，乙にとって甲との取引の継

続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すことになりやすく

（ガイドライン第２の２⑴参照），甲の市場におけるシェアが大きい場

合又はその順位が高い場合には，甲と取引することで乙の取引数量や取

引額の増加が期待でき，乙は甲と取引を行う必要性が高くなるため，乙

にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障

を来すことになりやすく（同⑵参照），乙が他の事業者との取引を開始

若しくは拡大することが困難である場合又は甲との取引に関連して多

額の投資を行っている場合には，乙は甲と取引を行う必要性が高くなる

ため，乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大き

な支障を来すことになりやすく（同⑶参照），また，甲との取引の額が

大きい，甲の事業規模が拡大している，甲と取引することで乙の取り扱

う商品又は役務の信用が向上する，又は甲の事業規模が乙のそれよりも
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著しく大きい場合には，乙は甲と取引を行う必要性が高くなるため，乙

にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障

を来すことになりやすいものといえる（同⑷参照）。 

なお，甲が乙に対して，取引上の地位が優越しているかどうかは，上

記の事情を総合的に考慮して判断するので，大企業と中小企業との取引

だけでなく，大企業同士，中小企業同士の取引においても，取引の一方

当事者が他方当事者に対し，取引上の地位が優越していると認められる

場合がある（ガイドライン第２の２（注７）参照）。また，事業全体の

経営に大きな支障を来せば，通常，「事業経営上大きな支障を来す」こ

ととなるが，特定の事業部門や営業拠点など特定の事業の経営のみに大

きな支障を来す場合であっても，当該特定の事業が当該事業者の経営全

体の中で相対的に重要なものである場合などには，「事業経営上大きな

支障を来す」ことがあり得る（「『優越的地位の濫用に関する独占禁止

法上の考え方』〔原案〕に対する意見の概要とこれに対する考え方」〔平

成２２年１１月３０日公正取引委員会〕９頁参照）。 

また，独占禁止法第２条第９項第５号イないしハが規定する①継続し

て取引する相手方に対して当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は

役務を購入させる行為，②継続して取引する相手方に対して自己のため

に金銭，役務その他の経済上の利益の提供をさせる行為，③取引の相手

方からの取引に係る商品の受領を拒む行為，④取引の相手方から取引に

係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせる行為，

⑤取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせる行為，⑥取引の相

手方に対して取引の対価の額を減じる行為，⑦上記③ないし⑥のほか，

取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し，若しくは変更

し，又は取引を実施する行為（以下，①ないし⑦を「不利益行為」とい

う。）を甲が行い，乙がこれを受け入れている事実が認められる場合，

これを受け入れるに至った経緯や態様によっては，それ自体，甲が乙に

とって著しく不利益な要請等を行っても，乙がこれを受け入れざるを得

ないような場合にあったことをうかがわせる重要な要素となり得るもの

というべきである。なぜなら，取引関係にある当事者間の取引を巡る具

体的な経緯や態様には，当事者間の相対的な力関係が如実に反映される

からである。 
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したがって，甲が乙に対して優越した地位にあるといえるか否かにつ

いては，①乙の甲に対する取引依存度，②甲の市場における地位，③乙

にとっての取引先変更の可能性，④その他甲と取引することの必要性，

重要性を示す具体的事実のほか，乙が甲による不利益行為を受け入れて

いる事実が認められる場合，これを受け入れるに至った経緯や態様等を

総合的に考慮して，乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事

業経営上大きな支障を来すため，甲が乙にとって著しく不利益な要請等

を行っても，乙がこれを受け入れざるを得ないような場合であるかを判

断するのが相当である。 

そして，甲が乙に対して優越的な地位にあると認められる場合には，

甲が乙に不利益行為を行えば，通常は，甲は自己の取引上の地位が乙に

対して優越していることを利用してこれを行ったものと認められ（ガイ

ドライン第２の３），このような場合，乙は自由かつ自主的な判断に基

づいて不利益行為を受け入れたとはいえず，甲は正常な商慣習に照らし

て不当に独占禁止法第２条第９項第５号所定の行為を行っていたものと

認めるのが相当である。 

以下，被審人の取引上の地位が１６５社に対して優越しているか，本

件各行為が不利益行為に該当するかについて検討し，被審人が１６５社

に対して取引上の地位が優越していることを利用して，正常な商慣習に

照らして不当に本件各行為を行ったものであるか否かを判断する。 

 被審人の取引上の地位が１６５社に対して優越しているか否か 

ア 被審人の市場における地位 

前記第３の１⑴のとおり，被審人の年間総売上高は，平成２０年３    

月期から平成２２年３月期までの各年度において,いずれも１２００

億円台で推移しており，岡山県の区域に本店を置く各種商品小売業に

係る事業者の中で第１位であった。 

また，被審人は，岡山県内の食品スーパーの中で，平成１９年度か

ら平成２１年度までの各年度における食品販売高のシェアの１９パー

セント前後を占める 大手の事業者であり，平成２０年における同県

の区域内の売場面積及び店舗数も，同県に店舗を有する小売業者のう

ち第１位で，年間売上高，シェア，売場面積及び店舗数のいずれにお

いても第２位の事業者を大きく上回っていた。 
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さらに，証拠（査２９４，査３９０，査３９１）によれば，平成１

９年から平成２２年頃にかけて，被審人は，年に２店舗程度のペース

で新規店舗を開設するなど，事業を急速に拡大する勢いを見せており，

消費者に人気のある小売業者であったことが認められる。 

これらの事実によれば，被審人は，岡山県の区域内において食料品

等の小売業を営む事業者として有力な地位にあったと認められる。 

そうすると，岡山県を営業区域とする食料品等の製造業者及び卸売

業者は，被審人と継続的に取引を行うことで，被審人を通じて，同県

の区域内の消費者に幅広く自社の取扱商品を供給することができ，同

区域内において多額かつ安定した売上高を見込むことができることに

なるから，一般的にいえば，被審人と取引することの必要性及び重要

性は高いと評価することができる。 

イ 被審人と１６５社の関係 

     １６５社の事業規模及び事業内容，被審人に対する売上高，被審人

に対する取引依存度，取引先に対する取引依存度における被審人の順

位等は，別紙５の各１項記載のとおりであり，また，被審人との取引

に係る取引先変更可能性や，その他被審人との取引の必要性，重要性

に関する具体的事実に関し，１６５社による公正取引委員会の報告命

令に対する回答内容等は，別紙５の各２項及び３項記載のとおりであ

る。 

これらを踏まえて，被審人の取引上の地位が１６５社に対して優越

していたか否かについて，以下，判断する。 

 以下に記載の３２社（以下「３２社」ということがある。）につ

いて 

《納入業者（１３）》，《納入業者（１８）》， 

《納入業者（２０）》，《納入業者（２１）》， 

《納入業者（２２）》，《納入業者（４９）》， 

《納入業者（５８）》，《納入業者（６０）》， 

《納入業者（６２）》，《納入業者（６９）》， 

《納入業者（７７）》，《納入業者（８１）》， 

《納入業者（８３）》，《納入業者（１１６）》， 

《納入業者（１１８）》，《納入業者（１１９）》， 
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《納入業者（１２０）》，《納入業者（１２１）》， 

《納入業者（１２２）》，《納入業者（１２６）》， 

《納入業者（１２８）》，《納入業者（１２９）》， 

《納入業者（１３０）》，《納入業者（１３１）》， 

《納入業者（１３２）》，《納入業者（１３６）》， 

《納入業者（１４８）》，《納入業者（１４９）》， 

《納入業者（１５０）》， 

《納入業者（１５９）》，《納入業者（１６２）》， 

《納入業者（１６４）》 

  前記３２社についての認定 

前記３２社については，前記アの事実に加え，別紙５記載の各

事実，とりわけ，３２社の被審人に対する取引依存度が大きいこ

と等の事実を考慮すれば，３２社にとって，被審人との取引の継

続が困難になることは事業経営上大きな支障を来すものとうかが

われる。 

また，３２社は，別紙５にそれぞれ摘示したとおり，公正取引

委員会の報告命令における「被審人との取引を継続できず，被審

人に代わる取引先を見つける必要が生じた場合の状況」について

の設問（設問「２⑺」。以下「取引先変更可能性の設問」という。）

に対し，「被審人に代わる取引先を見つけること又は他の取引先

との取引を増やすことで被審人との取引停止に伴う損失を補うこ

とは困難である」との回答（以下「取引先変更困難との回答」と

いう。）をし，被審人との取引を継続することの必要性について

の設問（設問「２⑹」。以下「取引継続必要性の設問」という。）

に対し，これを肯定する回答をしている（あるいはこれらと同等

の供述をしている。ただし，《納入業者〔１３２〕》については

後記ｂのとおりである。）。この点，上記に考慮した事実からす

れば，３２社には被審人との取引の維持・継続を重要視するに足

りる客観的状況が認められるものといえ，上記の回答内容等はこ

れら客観的状況に沿うものといえる。 

そして，３２社については，後記⑷アないしエに認定する被審

人による不利益行為を受け入れていた事実が認められる。これら
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不利益行為は，同⑸に詳述するとおり，被審人によるいわゆるバ

イイングパワーが発揮されやすい取引上の関係を背景とし，不特

定多数の納入業者に対して，長期間にわたり，被審人の利益を確

保することなどを目的として，役員等の指示の下，組織的かつ計

画的に一連のものとして行われたものであるところ，３２社がこ

れら不利益行為を受け入れるに至った上記のような経緯や態様は，

それ自体，被審人が３２社に対してその意に反するような要請等

を行っても，これが甘受され得る力関係にあったことを示すもの

である（後記(ｲ)ないし(ｴ)に掲記の納入業者においても同じ。）。

このことからすれば，３２社は，被審人が著しく不利益な要請等

を行っても，これを受け入れざるを得ないような場合にあったこ

とがうかがわれる。 

以上を総合的に考慮すれば，３２社は，被審人との取引の継続

が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため，被審人が

著しく不利益な要請等を行っても，これを受け入れざるを得ない

ような場合にあり，被審人の取引上の地位は３２社に対して優越

していたものと認められる。 

  前記認定の補足説明 

３２社のうち《納入業者（１３２）》については，別紙５記載

のとおり，被審人との取引に係る取引先変更可能性やその他被審

人との取引の必要性，重要性に関する具体的事実に関する認識が

明らかではない。 

しかし，別紙５掲記の証拠（査１５〔左欄番号７，５６２及び

１６１５の「取引額 第５７期」欄〕，査２７の５）を総合すれ

ば，《納入業者（１３２）》の被審人に対する取引依存度は５０

パーセントを下回らないと認められることからすれば，上記の認

識が明らかでないことは，同社に関する前記ａの認定を左右する

ものではない。 

 以下に記載の２８社（以下「２８社」ということがある。）につ

いて 

《納入業者（９）》，《納入業者（１０）》， 

《納入業者（１１）》，《納入業者（１６）》， 
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《納入業者（３７）》，《納入業者（４４）》， 

《納入業者（４７）》，《納入業者（５０）》， 

《納入業者（５３）》，《納入業者（５４）》， 

《納入業者（６１）》，《納入業者（６３）》， 

《納入業者（６５）》，《納入業者（６８）》， 

《納入業者（７０）》，《納入業者（８０）》， 

《納入業者（９１）》，《納入業者（１００）》， 

《納入業者（１０４）》，《納入業者（１０９）》， 

《納入業者（１１４）》，《納入業者（１２７）》， 

《納入業者（１３５）》，《納入業者（１４７）》， 

《納入業者（１５７）》，《納入業者（１５８）》， 

《納入業者（１６３）》，《納入業者（１６５）》 

  前記２８社についての認定 

前記２８社については，前記アの事実に加え，別紙５記載の各

事実，とりわけ，２８社の取引先に対する取引依存度における被

審人の順位が高いこと等の事実を考慮すれば，２８社にとって，

被審人との取引の継続が困難になることは事業経営上大きな支障

を来すものとうかがわれる。 

すなわち，納入業者にとっては，それぞれの取引先に対する売

上高を常に一定水準に維持できるという保証はないところ，前記

アの状況に照らし，被審人は，納入業者にとって安定的な取引を

期待できる取引先ということができる。このような被審人に対し

て，取引先別の取引依存度の順位が高いということ（端的に，取

引先別の売上高の順位が高いと言い換えてもよい。）は，当該納

入業者にとって，被審人は，数ある取引先の中でも比較的高水準

の売上高を安定的に確保できる取引先であって，継続的な事業戦

略上，重視すべき有力な取引先の一つということができる。この

ような納入業者にしてみれば，被審人との取引の継続が困難とな

ることは，取引依存度が大きい取引先を失った場合のように直ち

に事業経営上大きな支障を来すということはないとしても，取引

チャネルの選択や販売戦略の再構築といった事業方針の転換を迫

られるなど，その後の事業経営に大きな支障を来す要因となり得
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るものである。 

したがって，前記(ｱ)の３２社のように被審人に対する取引依存

度が絶対的に大きいとまではいえなくとも，取引先に対する取引

依存度における被審人の順位が高いこと等が認められる２８社に

ついては，被審人との取引の継続が困難になることが事業経営上

大きな支障を来すものとうかがわれるということができる。 

また，２８社は，別紙５にそれぞれ摘示したとおり，公正取引

委員会の報告命令における取引先変更可能性の設問に対し，取引

先変更困難との回答をし，取引継続必要性の設問に対し，これを

肯定する回答をしている（あるいはこれらと同等の供述をしてい

る。）。この点，上記に考慮した事実からすれば，２８社には被

審人との取引の維持・継続を重要視するに足りる客観的状況が認

められるものといえ，上記の回答内容等はこれら客観的状況に沿

うものといえる。 

そして，２８社についても，後記⑷アないしエに認定する被審

人による不利益行為を受け入れていた事実が認められるところ，

同⑸のとおり,２８社がこれら不利益行為を受け入れるに至った

経緯や態様からすれば，２８社は，被審人が著しく不利益な要請

等を行っても，これを受け入れざるを得ないような場合にあった

ことがうかがわれる。 

以上を総合的に考慮すれば，２８社は，被審人との取引の継続

が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため，被審人が

著しく不利益な要請等を行っても，これを受け入れざるを得ない

ような場合にあり，被審人の取引上の地位は２８社に対して優越

していたものと認められる。 

なお，２８社のうち多くの者は，後記(ｳ)又は(ｴ)の観点からも，

被審人の取引上の地位が優越していると認められる。 

  前記認定の補足説明 

被審人は，《納入業者（４４）》につき，同社は被審人に対し

てブランド力のある商品や消費者が通常検討対象とする商品等を

多く販売する納入業者であり，これらの商品が当該商品の属する

商品群の売場の構成に重要なものであることから，被審人がこれ
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ら納入業者との取引を打ち切ることは想定し難く，被審人の優越

的地位は認められない旨主張する（前記第５の１⑵ア(ｳ)ｃ）。 

しかし，確かに《納入業者（４４）》が被審人に販売する商品

に相応のブランド力があることは否定できないところ（審３２な

いし審３４），仮に，そのことからこれら商品が被審人の売場の

構成に重要なものであり，被審人が同社との取引を安易に打ち切

ることは想定し難い面があったとしても，このことのみをもって，

直ちに同社に対する被審人の優越的な地位が否定されるものでは

ない。 

すなわち，全国的に消費者に対する知名度が高く，いわゆるブ

ランド力があるといわれる商品を販売する納入業者にとっては，

当該商品のナショナルブランドを維持する上で，全国に販路を網

羅することが重要なのであって，通常，当該商品の行き届かない

空白地帯が生じることのないような事業戦略をとるため（査２９

６，査３９０，査３９２），被審人のように特定の地域において

消費者に人気が高く，当該地域で第１位の売上高を誇る小売業者

は，極めて重要な取引相手ということができる（査２５）。この

ことからすれば，かかる納入業者側においても，被審人のような

いわば小売業者としてブランド力のある取引相手に対し，その取

引を打ち切ることは想定し難いのであって，納入業者がブランド

力のある商品や消費者に人気のある商品を小売業者に販売してい

ることのみをもって，直ちにこれら納入業者に対する小売業者の

優越的な地位が否定されるものではない。 

そして，《納入業者（４４）》については，被審人が岡山県の

区域内において食料品等の小売業を営む事業者として有力な地位

にあったこと（前記ア）に加え，別紙５記載のとおり，取引先に

対する取引依存度における被審人の順位が約《取引先数》社中の

上位第７位又は第９位と極めて高く，被審人に対する売上高に係

る取引のほとんどを扱う《略》営業所の被審人に対する取引依存

度が１０パーセント前後あることなどからすれば，《納入業者（４

４）》が販売する商品に相応のブランド力があることは，これを

もって同社に関する前記ａの認定を左右するものではない。 
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したがって，被審人の《納入業者（４４）》に関する上記主張

は採用することができない。 

 以下に記載の５１社（以下「５１社」ということがある。）につ

いて 

《納入業者（１）》，《納入業者（５）》， 

《納入業者（６）》，《納入業者（１２）》， 

《納入業者（１５）》，《納入業者（１７）》， 

《納入業者（２３）》，《納入業者（２７）》， 

《納入業者（２８）》，《納入業者（２９）》， 

《納入業者（３０）》，《納入業者（３１）》， 

《納入業者（３４）》，《納入業者（３６）》， 

《納入業者（３８）》，《納入業者（３９）》， 

《納入業者（４３）》，《納入業者（４５）》， 

《納入業者（４６）》，《納入業者（４８）》， 

《納入業者（５１）》，《納入業者（５６）》， 

《納入業者（５９）》，《納入業者（６６）》， 

《納入業者（６７）》，《納入業者（７３）》， 

《納入業者（７４）》，《納入業者（７６）》， 

《納入業者（７９）》，《納入業者（８９）》， 

《納入業者（９７）》，《納入業者（９９）》， 

《納入業者（１０１）》，《納入業者（１０２）》， 

《納入業者（１１２）》，《納入業者（１２３）》， 

《納入業者（１２４）》，《納入業者（１３３）》， 

《納入業者（１３８）》，《納入業者（１４０）》， 

《納入業者（１４１）》，《納入業者（１４２）》， 

《納入業者（１４３）》，《納入業者（１４４）》， 

《納入業者（１５１）》，《納入業者（１５２）》， 

《納入業者（１５３）》，《納入業者（１５４）》， 

《納入業者（１５５）》，《納入業者（１６０）》， 

《納入業者（１６１）》 

  前記５１社についての認定 

前記５１社については，前記(ｱ)又は(ｲ)と同等の状況にはない
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としても，前記アの事実に加え，別紙５記載の各事実，とりわけ，

５１社において被審人との取引を主に担当している営業拠点（岡

山県を営業区域とする支社，支店，営業所，事業所等のほか，総

合スーパーや食品スーパーを所管する営業部門）の被審人に対す

る取引依存度が大きいこと，あるいは，同営業拠点の取引先に対

する取引依存度における被審人の順位が高いこと等の事実を考慮

すれば，５１社にとっては，被審人との取引の継続が困難となれ

ば，当該営業拠点の収益の大幅な落込みが予想され，岡山県の区

域内における事業方針の修正を余儀なくされるなど，全社的にみ

てもその後の事業経営に大きな支障を来すことが看取できる。こ

れらのことからすれば，５１社のうちには，事業規模が相対的に

大きい者や，全社的にみれば被審人に対する取引依存度が小さい

者があることを考慮しても，なお５１社にとって，被審人との取

引の継続が困難になることは事業経営上大きな支障を来すものと

うかがわれる。 

また，５１社は，別紙５にそれぞれ摘示したとおり，公正取引

委員会の報告命令における取引先変更可能性の設問に対し，取引

先変更困難との回答をし，取引継続必要性の設問に対し，これを

肯定する回答をしている（あるいはこれらと同等の供述をしてい

る。）。この点，被審人との取引の継続や被審人からの各種要請

等の受入れを判断するのは，通常，被審人との取引を主に担当し

ている営業拠点において，日常的に被審人と密接な関係を築いて

いる当該取引の担当者であるところ，上記に考慮した各事実から

すれば，５１社には，当該営業拠点や当該担当者が被審人との取

引の維持・継続を重要視するに足りる客観的状況が認められるも

のといえ，上記の回答内容等はこれら客観的状況に沿うものとい

える。 

そして，５１社についても，後記⑷アないしエに認定する被審

人による不利益行為を受け入れていた事実が認められるところ，

同⑸のとおり，５１社がこれら不利益行為を受け入れるに至った

経緯や態様からすれば，５１社は，被審人が著しく不利益な要請

等を行っても，これを受け入れざるを得ないような場合にあった
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ことがうかがわれる。 

以上を総合的に考慮すれば，５１社は，被審人との取引の継続

が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため，被審人が

著しく不利益な要請等を行っても，これを受け入れざるを得ない

ような場合にあり，被審人の取引上の地位は５１社に対して優越

していたものと認められる。 

なお，５１社のうちには，後記(ｴ)の観点からも，被審人の取引

上の地位が優越していると認められる者がある。 

  前記認定の補足説明 

 営業拠点について 

被審人は，審決案に対する異議申立書において，例えば《納

入業者（１）》につき，同社《略》支店が同社の経営全体の中

で相対的に重要であることは何ら認定されていないから，取引

先変更困難性は同社全体で検討されるべきであるなどと主張す

る。 

しかし，一般に営業拠点の設置や統廃合は，事業戦略上の重

要事項であるところ，殊に，食品スーパーなど地場の消費者を

顧客とする小売業者に対し，多くの商品を販売する納入業者に

とっては，地域の情報を収集してきめ細やかな営業活動を行う

ためにも，営業拠点の配置や構成は極めて重要な問題であると

考えられる。 

この点，《納入業者（１）》等においても，岡山県の区域を

営業エリアに含む営業拠点が経営全体の中で相対的に重要であ

ることや，そのことなどから，被審人との取引の継続が困難と

なると全社的な事業経営上大きな支障を来すことがうかがわれ

るのであって（査４０，査２９４，査３１１，査３３９，査３

４１，査３９４），これらの納入業者にとっての取引先変更困

難性を，常に全社的な観点から検討しなければならないという

ものではない。 

すなわち，岡山県の区域において第１位の売上高を誇る小売

業者である被審人に対し，多くの商品を販売している《納入業

者（１）》の《略》支店は，別紙５記載の同支店の事業規模等
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に照らしても，同社の経営全体の中で相対的に重要な営業拠点

であることは優に認められ，また，被審人との取引の継続が困

難となることは，営業拠点である《略》支店に係る特定の事業

に大きな支障を来すものであるから，同社全体にとっても，事

業経営上大きな支障を来すものであることがうかがわれる。 

その他，５１社のうちに，各営業拠点の重要性に疑いを持つ

べき事情は何らうかがわれない。 

したがって，この点に関する被審人の主張は採用できない。 

 《納入業者（５）》について 

被審人は，《納入業者（５）》につき，同社は被審人アンケー

トの「問１.８」において，被審人からの取引停止の予告が取引

停止の６か月前に行われた場合に，全社的にみれば被審人との

取引額を「完全に補える」と回答しており（審６の４），この

ような納入業者に取引先変更困難性を認定することはできず，

被審人が優越的地位にあるとは認められないと主張する（前記

第５の１⑵ア(ｳ)ａ(b)）。 

しかし，取引先変更困難性とは，被審人との取引額を補える

か否かという事情のみからではなく，被審人と取引することに

よって得られる自社及び自社商品の信用や，岡山県の区域内の

店舗数が小売業者の中で第１位である被審人と取引することに

より，自社の商品を同県を含めた全国に流通させるという納入

業者の営業政策や期待といった事情に加え，被審人との取引を

主に担当している営業拠点が存する場合には，前記(a)のとおり，

当該営業拠点における事情も踏まえて判断されるものであるか

ら，納入業者が，被審人との取引額を全社的な観点から「完全

に補える」と回答したからといって，直ちに取引先変更困難性

が認められないとはいえない。 

そして，《納入業者（５）》については，被審人が岡山県の

区域内において食料品等の小売業を営む事業者として有力な地

位にあったこと（前記ア）に加え，別紙５記載のとおり，被審

人に対する売上高が年間《金額》円前後と大きいこと，その約

５０パーセントに当たる取引を扱っている同社の《略》支店の
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被審人に対する取引依存度が８パーセント前後あること，同支

店の取引先に対する取引依存度における被審人の順位が約《取

引先数》社又は約《取引先数》社中上位第２位又は第３位と極

めて高いこと，同社において同支店の営業区域を含む中国地方

の５県を管轄する《略》部の《略》課の営業担当者が，被審人

に代わる取引先を新たに見つけることは容易ではなく，被審人

は重要な取引先である旨供述していることなどからすれば，《納

入業者（５）》の《略》支店は，同社の経営全体の中で相対的

に重要であることが認められ，同支店と被審人との取引の継続

が困難となると同社全体の事業経営上大きな支障を来すことが

うかがわれる。だとすれば，同社が被審人アンケートにおいて，

全社的な観点から被審人との取引額を「完全に補える」と回答

していること（審６の４）は，同社に関する前記ａの認定を左

右するものではない。 

敷衍すると，《納入業者（５）》の上記営業担当者は，後記

⑷ア(ｲ)ａ(b)ⅳに認定するとおり，かつて，被審人からの従業

員派遣の要請を断ったところ，仕入担当者から激しく罵倒され

たため，被審人からの従業員派遣要請は断れないものだと思い

知らされ，以降これに応じてきた旨を赤裸々に供述している（査

２５）。このことからしても，同社において日常的に被審人と

密接な関係を築いている上記営業担当者が，被審人との取引の

維持・継続を重要視していることは明らかであり，同社にとっ

ては，被審人との取引の継続が困難になることが，同社全体の

事業経営上大きな支障を来すため，同社の《略》支店に対して

被審人が著しく不利益な要請等を行っても，これを受け入れざ

るを得ないような場合にあったことが顕著にうかがえる。 

したがって，被審人の《納入業者（５）》に関する上記主張

は採用することができない。 

なお，被審人は，《納入業者（５）》についても，同社は被

審人に対してブランド力のある商品や消費者が通常検討対象と

する商品等を多く販売する納入業者であり，被審人がこれら納

入業者との取引を打ち切ることは想定し難く，被審人の優越的
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地位は認められないと主張するところ（前記第５の１⑵ア(ｳ)

ｃ），確かに同社が被審人に販売する商品に相応のブランド力

があることは否定できないものの（審３３），ブランド力のあ

る商品や消費者に人気のある商品を販売していることのみを

もって，直ちにこれら納入業者に対する被審人の優越的な地位

が否定されるものでないことは，前記(ｲ)ｂに述べたとおりであ

る。 

 《納入業者（２７）》について 

《納入業者（２７）》については，同社《略》部の被審人に

対する取引依存度が極めて小さいものと見受けられる。 

しかし，別紙５記載のとおり，《納入業者（２７）》《略》

部の営業区域は近畿地方，中国地方のみならず北陸地方を含む

広範にわたるところ，それにもかかわらず，取引先に対する取

引依存度における被審人の順位は低いものではない（《取引先

数》社中上位第４０位）。これに加えて，同社《略》部の課長

は，被審人は「取引先の中での順位は全国及び《略》部担当地

域のいずれにおいても上位５パーセントに入っており，特に岡

山の中では５本の指に入ります。」と供述し（査３９６），ま

た，同《略》部《略》課長の供述には「《略》営業所」との表

現が見受けられるところ（査３９７。なお，これらの供述から

は，同社《略》部は複数の営業拠点を統括する部署であり，営

業拠点として《略》営業所が存在するものと推認できる。），

両名がいずれも，被審人との取引の重要性について，全社的な

影響や自社の営業方針と絡めて詳細に供述していること等から

すれば，被審人との取引を主に担当している同社の営業拠点に

おいては，被審人との取引の継続が困難となれば，岡山県の区

域内における事業方針の修正を余儀なくされるなど，全社的に

みてもその後の事業経営に大きな支障を来すことは十分にうか

がわれる。 

したがって，《納入業者（２７）》《略》部の被審人に対す

る取引依存度が小さいことは，同社に関する前記ａの認定を左

右するものではない。 
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 《納入業者（１４２）》について 

被審人は，《納入業者（１４２）》についても，同社は被審

人に対してブランド力のある商品や消費者が通常検討対象とす

る商品等を多く販売する納入業者であり，被審人がこれら納入

業者との取引を打ち切ることは想定し難く，被審人の優越的地

位は認められないと主張する（前記第５の１⑵ア(ｳ)ｃ）。 

しかし，確かに《納入業者（１４２）》が被審人に販売する

商品に相応のブランド力があることは否定できないものの（審

３５），ブランド力のある商品や消費者に人気のある商品を販

売していることのみをもって，直ちにこれら納入業者に対する

被審人の優越的な地位が否定されるものでないことは，前記(ｲ)

ｂに述べたとおりである。そして，別紙５記載のとおり，同社

《略》営業所における被審人に対する取引依存度は約１３パー

セント又は約１７パーセントにも及び，極めて大きいことから

すれば，同社の商品に相応のブランド力があることに鑑みても，

同営業所において被審人との取引の継続が困難となれば，岡山

県の区域内における同社の事業方針の修正を余儀なくされるな

ど，全社的にもその後の事業経営に大きな支障を来すことが十

分にうかがわれる。 

したがって，被審人の《納入業者（１４２）》に関する上記

主張は採用できず，同社の商品に相応のブランド力があること

は，前記ａの認定を左右するものではない。 

 《納入業者（１４３）》について 

《納入業者（１４３）》は，被審人アンケートの「問１.８」

（被審人からの取引停止の予告が取引停止の６か月前に行われ

た場合に，被審人との取引額をどのくらい補うことができたと

考えるかとの設問）に対し，「８割以上１０割未満」補うこと

ができると回答し，また，被審人アンケートの「問１.１０」（被

審人との取引において振り替えることが難しいと考えた取引額

を失った場合に，貴社全体の事業経営に影響を生じさせる程度

のものかとの設問）に対し，影響がない旨回答している（審６

の１０２）。 
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しかし，被審人アンケートに対する上記の回答は，《納入業

者（１４３）》本社において全社的な観点から回答されたもの

であるところ，別紙５記載のとおり，同社の取引先に対する取

引依存度における被審人の順位が全社的にみても高い（約《取

引先数》社ないし約《取引先数》社中上位第５位又は第６位）

のみならず，同社《略》本部においては極めて高く（近畿地区

において約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中上位第１

位ないし第３位，岡山県において《取引先数》社ないし《取引

先数》社中上位第１位），さらに，同《略》本部の岡山県にお

ける取引に限定してみれば，被審人に対する取引依存度が約２

３．５パーセントないし２６．６パーセントにも及ぶことが認

められる（査２４の１４３）。 

これらの事情を総合的に考慮すると，《納入業者（１４３）》

にとって，被審人との取引の継続が困難となれば，たとえ全社

的な観点から被審人との取引額を補うことができたとしても，

岡山県の区域内における事業方針の修正を余儀なくされるなど，

全社的にもその後の事業経営に大きな支障を来すことは十分に

うかがわれる。 

したがって，別紙５記載の《納入業者（１４３）》と被審人

との取引（殊に同社《略》本部における取引）における客観的

状況に照らせば，被審人アンケートに対する上記の回答は，こ

れをもって同社に関する前記ａの認定を左右するものではない。 

 《納入業者（１）》，《納入業者（１５）》，《納入業者（２

３）》，《納入業者（６７）》及び《納入業者（１２３）》に

ついて 

《納入業者（１）》，《納入業者（１５）》，《納入業者（２

３）》，《納入業者（６７）》及び《納入業者（１２３）》の

５社については，被審人アンケートの「問１.８」（被審人から

の取引停止の予告が取引停止の６か月前に行われた場合に，被

審人との取引額をどのくらい補うことができたと考えるかとの

設問）に対し，「２割未満」，「２割以上４割未満」，「４割

以上６割未満」，又は「６割以上８割未満」などと回答し，ま
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た，被審人アンケートの「問１.１０」（被審人との取引におい

て振り替えることが難しいと考えた取引額を失った場合に，貴

社全体の事業経営に影響を生じさせる程度のものかとの設問）

に対し，影響がない旨回答している（審６の１，審６の１０，

審６の１８，審６の４５，審６の８８）。 

しかし，前記ａに考慮した岡山県を営業区域に含む各営業拠

点において，被審人に対する取引依存度が高いこと（特に《納

入業者〔１〕》，《納入業者〔１５〕》，《納入業者〔６７〕》

の各営業拠点の被審人に対する取引依存度は極めて高い。）に

加え，取引先に対する取引依存度における被審人の順位が全社

的にみても極めて高いことや，被審人に対する売上高が大きい

こと（特に《納入業者〔１〕》，《納入業者〔２３〕》，《納

入業者〔６７〕》，《納入業者〔１２３〕》の各営業拠点にお

ける被審人に対する売上高は多額である。）等の事実を併せて

考慮すれば，上記５社にとって，被審人との取引の継続が困難

となれば，岡山県の区域内における事業方針の修正を余儀なく

されるなど，全社的にみてもその後の事業経営に大きな支障を

来すことは十分にうかがわれる。 

これに対し，被審人アンケートに対する上記５社の回答は，

営業拠点の担当者が回答しているものもあるが，上記アンケー

トの設問に対応して５社の全社的な観点から回答されたもので

あるところ，別紙５記載の各営業拠点における客観的状況に照

らせば，これをもって上記５社に関する前記ａの認定を覆すも

のとはいえない。 

むしろ，《納入業者（１）》の《略》支店《略》課長（査３

９，査４０），《納入業者（６７）》の《略》支店《略》課の

従業員（査３２），同社《略》支店の《略》課長（査３１）や

取締役支店長（査３２７），《納入業者（１２３）》の《略》

支社《略》部長（査３１３）の各供述，《納入業者（１５）》

の《略》営業所長による公正取引委員会の報告命令に対する回

答内容（査２４の１５）は，それぞれの営業拠点の客観的状況

に沿うものであり，この点に鑑みても上記５社に関する前記ａ
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の認定が左右されるものではない。 

 以下に記載の１６社（以下「１６社」ということがある。）につ

いて 

《納入業者（５５）》，《納入業者（５７）》， 

《納入業者（８２）》，《納入業者（９４）》， 

《納入業者（９５）》，《納入業者（９６）》， 

《納入業者（９８）》，《納入業者（１０３）》， 

《納入業者（１０６）》，《納入業者（１０７）》， 

《納入業者（１０８）》，《納入業者（１１０）》， 

《納入業者（１１３）》，《納入業者（１１５）》， 

《納入業者（１１７）》，《納入業者（１５６）》 

上記１６社については，前記(ｱ)ないし(ｳ)と同等の状況にはない

としても，前記アの事実に加え，別紙５記載の各事実，とりわけ，

資本金額，年間総売上高，掲記の各証拠から認められる従業員数な

どに照らして１６社の事業規模が極めて小さいと認められること等

の事実を考慮すれば，被審人に対する取引依存度が小さいことを勘

案しても，なお１６社にとって，被審人との取引の継続が困難にな

ることは事業経営上大きな支障を来すものとうかがわれる。 

すなわち，納入業者の多くは被審人よりも事業規模が小さいとこ

ろ（前記(ｱ)ないし(ｳ)に挙げた納入業者のうちにも事業規模が比較

的小さい事業者は多数存在する。），殊に，１６社のうちには，年

間総売上高が被審人の年間総売上高（１２００億円台で推移）と比

較して極めて少額である者や，営業区域が被審人の営業区域内に限

定されているとみられる者もあり，被審人の事業規模が１６社のそ

れより著しく大きい場合に当たると認められる（ガイドライン第２

の２(4)）。これら小規模な納入業者にとってみれば，被審人との取

引に代えて，新たな取引先と取引を開始し，あるいは既存の取引先

との取引を拡大することは，必ずしも容易なことではない。なぜな

ら，納入業者の事業規模が小さければ，新たな取引の開始につなが

る，商品の需要や売れ筋等に関して入手できる情報も限定されると

考えられるからである。他方で，これら小規模な納入業者が既に取

引を行っている被審人は，前記アのとおり，岡山県の区域内におい
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て小売業を営む事業者として，その事業が拡大基調にあり，今後の

取引の拡大を期待できる取引先であり，これら納入業者自らの事業

活動の拡大や安定的な継続のためには，被審人との取引が必要かつ

重要であると認められる。このような小規模な納入業者にしてみれ

ば，被審人との取引の継続が困難となることは，直ちに資金繰りの

悪化を招きかねず，その取引依存度が小さかったとしても，早急な

事業方針の転換を迫られるなど事業経営に大きな支障を来す要因と

なり得るものである。 

したがって，事業規模が極めて小さいこと等が認められる１６社

についても，被審人との取引の継続が困難になることが事業経営上

大きな支障を来すものとうかがわれるということができる。 

また，別紙５にそれぞれ摘示した，被審人との取引に係る取引先

変更可能性や取引の必要性，重要性に関する１６社の公正取引委員

会の報告命令に対する回答内容等は，上記に考慮した客観的状況に

沿うものといえる。 

そして，１６社についても，後記⑷アないしエに認定する被審人

による不利益行為を受け入れていた事実が認められるところ，同⑸

のとおり，１６社がこれら不利益行為を受け入れるに至った経緯や

態様からすれば，１６社は，被審人が著しく不利益な要請等を行っ

ても，これを受け入れざるを得ないような場合にあったことがうか

がわれる。 

以上を総合的に考慮すれば，１６社は，被審人との取引の継続が

困難になることが事業経営上大きな支障を来すため，被審人が著し

く不利益な要請等を行っても，これを受け入れざるを得ないような

場合にあり，被審人の取引上の地位は１６社に対して優越していた

ものと認められる。 

 以下に記載の３８社（以下「３８社」ということがある。）につ

いて 

《納入業者（２）》，《納入業者（３）》， 

《納入業者（４）》，《納入業者（７）》， 

《納入業者（８）》，《納入業者（１４）》， 

《納入業者（１９）》，《納入業者（２４）》， 
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《納入業者（２５）》，《納入業者（２６）》， 

《納入業者（３２）》，《納入業者（３３）》， 

《納入業者（３５）》，《納入業者（４０）》， 

《納入業者（４１）》，《納入業者（４２）》， 

《納入業者（５２）》，《納入業者（６４）》， 

《納入業者（７１）》，《納入業者（７２）》， 

《納入業者（７５）》，《納入業者（７８）》， 

《納入業者（８４）》，《納入業者（８５）》， 

《納入業者（８６）》， 

《納入業者（８７）》，《納入業者（８８）》， 

《納入業者（９０）》，《納入業者（９２）》， 

《納入業者（９３）》，《納入業者（１０５）》， 

《納入業者（１１１）》，《納入業者（１２５）》， 

《納入業者（１３４）》，《納入業者（１３７）》， 

《納入業者（１３９）》，《納入業者（１４５）》， 

《納入業者（１４６）》 

  前記３８社についての認定 

     前記３８社については，別紙５に認定した事実をみても，前記

(ｱ)ないし(ｴ)と同等の状況にあるとは認められない（《納入業者

〔７５〕》については取引依存度を含め被審人との取引状況の詳

細が不明である。）。 

確かに，３８社のうちには，前記(ｳ)と同等の状況にあるかに見

受けられる納入業者もあるが，それら納入業者は，いずれも被審

人に対する全社的な取引依存度が極めて小さい上に，後記ｂのと

おり，例えば，被審人アンケートの「問１.８」に対し，被審人と

の取引額を「完全に補える」と回答しているなど，被審人の取引

上の地位が優越していたとはいえないことを示す相応の事情も認

められる。 

これらの事情を総合的に考慮すれば，前記アの事実を勘案して

も，３８社にとって，被審人との取引の継続が困難になることが

直ちに事業経営上大きな支障を来すものとは認められない。 

また，後記⑸のような被審人による不利益行為を受け入れるに
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至った経緯や態様を勘案しても，３８社については，被審人との

取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため

に，被審人が著しく不利益な要請等を行ってもこれを受け入れざ

るを得ないような場合にあったとまではなお断ずることはできな

い。 

その他，被審人が３８社に対して優越的な地位にあったと認め

るに足りる的確な証拠はない。 

  前記認定の補足説明 

 《納入業者（３）》について 

《納入業者（３）》については，別紙５記載のとおり，被審

人に対する年間売上高が巨額であること（約《金額》円ないし

約《金額》円。同社《略》支社に限ってみても約《金額》円な

いし約《金額》円）や，同社《略》支社の《略》支店の《略》

が，同支店における被審人に対する取引依存度が約１０パーセ

ントである旨供述していること（査４４）が認められる。 

他方で，別紙５記載のとおり，《納入業者（３）》の被審人

に対する全社的な取引依存度は極めて小さい上に，同社は被審

人アンケートの「問１.８」に対し，被審人との取引額を「完全

に補える」と回答しているところ（審６の２），当該回答の作

成者である同社《略》部長《Ｂ１》は，参考人審尋において，

同社の２６の営業拠点の半分ほどでは，それぞれ毎年《金額》

から《金額》円前後の取引の喪失や獲得があること，被審人と

の取引額を《略》支店のみでカバーすることができなくとも，

《略》支社や全国でカバーすることが可能であること，同社は

これまで年間《金額》円ぐらいの取引を失ったとしても前年ベー

スまでカバーすることができていたこと，さらには，後記⑷に

認定するような被審人の不利益行為に係る要請に関し，自社に

ＰＲ効果などのメリットがないときや中長期的に採算が取れな

い負担などには応じていないことなどを明確に陳述している

（《Ｂ１》参考人審尋速記録。ただし，このような納入業者の

認識にかかわらず，被審人による本件各行為が「不利益行為」

に当たることは後記⑷イ(ｲ)ｃ(a)，同ウ(ｲ)ａ(c)ⅱ等に説示す
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るとおりである。以下同じ。）。 

また，上記《略》支店の《略》の供述（査４４）によれば，

同支店が被審人からの上記不利益行為を受け入れていたことは

明らかであるが，被審人との取引上の関係を憂慮し，あるいは

被審人からの強引な要請を受けてやむを得ずにこれに応じてい

たといった，上記《略》部長の陳述を覆すほどの事情はうかが

えない。 

これらの事情を総合的に考慮すると，確かに，《納入業者（３）》

《略》支社の《略》支店に関わる事実（殊に，同支店の《略》

の供述によれば被審人に対する取引依存度が約１０パーセント

であるとうかがわれることや，被審人による不利益行為を受け

入れていたこと）に着目すれば，仮に被審人との取引の継続が

困難となれば，同支店の事業活動にある程度の支障を来すであ

ろうことは認めることができるものの，それ故に同社全体の事

業経営に大きな支障を来すとか，そのために被審人が著しく不

利益な要請等を行っても，同社がこれを受け入れざるを得ない

ような場合にあったとまでは断ずることができない。 

したがって，《納入業者（３）》については，被審人の取引

上の地位が優越していたことをうかがわせる事情は多々存在す

るものの，前記ａのとおりこれを認定するにはなお足りないと

いうべきである。 

 《納入業者（４）》，《納入業者（５２）》及び《納入業者

（１３９）》について 

《納入業者（４）》，《納入業者（５２）》及び《納入業者

（１３９）》については，別紙５記載のとおり，岡山県を営業

区域に含む各営業拠点において，取引先に対する取引依存度に

おける被審人の順位が高い（各営業拠点における被審人に対す

る取引依存度もあながち小さくはない。）ことが認められる。 

他方で，別紙５記載のとおり，上記３社の事業規模は極めて

大きく，被審人に対する全社的な取引依存度は極めて小さい

（《納入業者〔５２〕》の被審人に対する全社的な取引依存度

は明らかではないが，極めて小さいものと推認できる。）上に，
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上記３社が被審人に対して販売する商品に相応のブランド力が

あることは否定できず（審３３ないし審３５），また，被審人

アンケートの「問１.８」に対して被審人との取引額を「完全に

補える」又は「８割以上１０割未満」補うことができる旨回答

していること（審６の３，審６の３８，審６の９８）などの事

情も認められる。 

これらの事情を総合的に考慮すると，上記のようなブランド

力に関する事実や，被審人との取引額を「完全に補える」など

といった回答から，直ちに被審人の優越的な地位が否定される

ものではないとしても，上記３社の営業拠点において，取引先

に対する取引依存度における被審人の順位が高いとの事実を

もって，上記３社に対する被審人の取引上の地位が優越してい

るとまでは認められず，他にこれを認めるに足りる証拠もない。 

さらに，《納入業者（１３９）》について補足すると，別紙

５記載のとおり，同社《略》部（被審人に対する取引依存度は

約４．１又は４．３パーセント）の営業区域は四国４県を含ん

だものであり，同《略》部《略》営業所の営業区域についてみ

れば，被審人に対する取引依存度は更に大きくなるものと見受

けられること，同営業所の所長が被審人に代わる取引先を見つ

けることが困難である趣旨の供述をしていること（査２９７）

が認められる。しかし，同供述によれば同営業所が後記⑷に認

定するような被審人からの不利益行為を受け入れていたことは

明らかであるが，同所長が「それは強要されたものではありま

せん。」と供述していることなどからすれば，被審人との取引

上の関係を憂慮し，同営業所，ひいては同社がこれを受け入れ

ざるを得ないような場合にあったとまでは断ずることができな

い。 

したがって，《納入業者（４）》，《納入業者（５２）》及

び《納入業者（１３９）》についても，被審人の取引上の地位

が優越していたことをうかがわせる事情は多々存在するものの，

前記ａのとおりこれを認定するにはなお足りないというべきで

ある。 
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 《納入業者（１４）》について 

《納入業者（１４）》についても，別紙５記載のとおり，岡

山県を営業区域に含む同社《略》支店において，取引先に対す

る取引依存度における被審人の順位が高い（同支店における被

審人に対する取引依存度もあながち小さくはない。）ことが認

められる。 

しかし，別紙５記載のとおり，《納入業者（１４）》の被審

人に対する全社的な取引依存度は極めて小さい上に，同社が被

審人アンケートの「問１.８」に対し，被審人との取引額を「完

全に補える」と回答していること（審６の９）などを考慮すれ

ば，同社《略》支店において，取引先に対する取引依存度にお

ける被審人の順位が高いとの事実をもって，同社に対する被審

人の取引上の地位が優越しているとまでは認められず，他にこ

れを認めるに足りる証拠もない。 

確かに，《納入業者（１４）》《略》支店の担当課長の供述

の一端には，被審人は「売上額で約７割を占めており，一番大

きな取引先です。」と述べた部分（査３７）も見受けられるが，

これは同人自身が担当する取引先である被審人の重要性を強調

する文脈で述べられたものにすぎず，同支店の被審人に対する

取引依存度と捉えるには客観性に欠け，同社による公正取引委

員会の報告命令における回答内容（別紙５の第１４記載の１項）

を超える事実を認定するには不十分である。 

したがって，《納入業者（１４）》についても，前記ａのと

おり被審人の取引上の地位が優越していたものとは認められな

い。 

 《納入業者（３５）》について 

《納入業者（３５）》については，別紙５記載のとおり，同

社《略》支店（被審人に対する取引依存度は約４．９ないし約

６．３パーセント）の営業区域は四国地方を含んだものである

にもかかわらず，同支店の取引先に対する取引依存度における

被審人の順位は高く（約《取引先数》社ないし約《取引先数》

社中上位第３位又は第４位），岡山県と広島県の一部を営業区
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域とする同支店《略》課（《Ｃ１》参考人審尋速記録）の取引

についてみれば，被審人に対する取引依存度も更に大きくなる

ものと見受けられる。 

他方で，別紙５記載のとおり，《納入業者（３５）》の被審

人に対する全社的な取引依存度は極めて小さい上に，同社《略》

支店の次長《Ｃ１》は，参考人審尋において，被審人アンケー

トの「問１.８」に対し，被審人との取引額を補うことができる

割合を「２割未満」と回答しているが（審６の２７），それは

岡山に限定しての回答であり，全社的には「完全に補える」も

のであること，後記⑷に認定するような被審人の不利益行為に

係る要請に対し，直近の売上につながるなどのメリットを感じ

ない場合には断る場合があったことなどを明確に陳述している。 

また，《納入業者（３５）》が被審人に対して販売する商品

に，中国地方を中心に相応のブランド力があることも否定でき

ない（審３２ないし審３４，《Ｃ１》参考人審尋速記録）。 

これらの事情を総合的に考慮すると，上記のようなブランド

力に関する事実や，被審人との取引額を完全に補えるといった

上記の陳述から，直ちに被審人の優越的な地位が否定されるも

のではないとしても，《納入業者（３５）》《略》支店におい

て，取引先に対する取引依存度における被審人の順位が高いと

の事実をもって，同社に対する被審人の取引上の地位が優越し

ているとまでは認められず，他にこれを認めるに足りる証拠も

ない。 

したがって，《納入業者（３５）》についても，前記ａのと

おり被審人の取引上の地位が優越していたものとは認められな

い。 

ウ その他の被審人の主張について 

被審人は，別紙４の「優越的地位なし」欄に○を付した納入業者に

ついては，取引先変更困難性が認められない場合，被審人に対する取

引依存度が低い場合，被審人による取引打切りが想定し難い場合，又

は価格等の取引条件の交渉が対等になされている場合の少なくとも一

つに該当することから，被審人が優越的地位にあるとは認められない
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旨主張する（前記第５の１⑵ア(ｳ)）。 

しかし，前記イ(ｱ)ないし(ｴ)記載の合計１２７社（以下「１２７社」

という。）については，同(ｲ)及び(ｳ)の各ｂに説示したほか，以下の

(ｱ)及び(ｲ)のとおり，被審人の主張を採用することはできない。 

 取引依存関係に関する主張について 

被審人は，独自の基準や独自の計算方法を基に，被審人に対する

取引依存度が１０パーセント未満の者や，被審人アンケートにおい

て，被審人からの取引停止の予告が取引停止の６か月前に行われた

場合に「被審人との取引額を補えない」と回答した額の被審人との

取引額全体に対する割合に取引依存度を乗じた数値（被審人に対す

る取引額のうち取引先の変更等により補うことが困難であるとする

取引額の割合）が１０パーセントを超えない者については，仮に被

審人との取引を失ったとしても，その事業経営上大きな支障を来す

ものではなく，被審人が優越的地位にあるとは認められない旨主張

する（前記第５の１⑵ア(ｳ)ｂ）。 

しかし，事業経営上大きな支障となるか否かは，取引依存度や取

引先の変更等により補うことが可能な取引額のみによって定量的に

決せられるものではない。 

そして，本件においては，前記ア及びイ(ｱ)ないし(ｴ)のとおり，

被審人が岡山県の区域内において食料品等の小売業を営む事業者と

して有力な地位にあったこと，１２７社の被審人に対する取引依存

度（被審人との取引を主に担当している営業拠点の取引依存度を含

む。）が大きいことや，取引先に対する取引依存度（上記営業拠点

の取引依存度を含む。）における被審人の順位が高いこと，納入業

者の事業規模が小さいこと，さらには，１２７社が後記⑷に認定す

る被審人の不利益行為を受け入れるに至った経緯や態様などの諸事

情を総合的に考慮すれば，１２７社のいずれについても，審査官の

主張する違反行為期間中，被審人の地位が１２７社に対して優越し

ていたことが認められるものである。 

したがって，被審人の主張は採用できない。 

 納入価格に関し被審人と対等に交渉できる場合に関する主張につ

いて 
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被審人は，公正取引委員会の報告命令に対し，「被審人との間に

おいて納入価格に関し対等に交渉できる」と回答した，又はそれと

同旨の回答をした納入業者は，被審人がこれらの者の意思を抑圧し

て搾取的行為をなし得る立場にはなかったものであり，被審人の優

越的地位は認められない旨主張する（前記第５の１⑵ア(ｳ)ｄ）。 

しかし，１２７社のうちで上記のような回答をした納入業者につ

いてみれば，別紙５記載のとおり，その全ての納入業者が取引先変

更可能性の設問に対しては取引先変更困難との回答（あるいはこれ

と同等の供述）をしており（別紙５の各２項に掲記の各証拠），現

に後記⑷に認定する被審人の不利益行為を受け入れていたのである

から，納入価格に関し被審人と真に対等に交渉できていたとはにわ

かに措信し難い。このことからすれば，納入価格に関し被審人と対

等に交渉できるとの回答のみから，１２７社にとって，被審人との

取引の継続が困難となっても事業経営上大きな支障とならないもの

と断ずることはできない。 

そして，本件においては，前記ア及びイ(ｱ)ないし(ｴ)のとおり，

被審人が岡山県の区域内において食料品等の小売業を営む事業者と

して有力な地位にあったこと，１２７社の被審人に対する取引依存

度（被審人との取引を主に担当している営業拠点の取引依存度を含

む。）が大きいことや，取引先に対する取引依存度（上記営業拠点

の取引依存度を含む。）における被審人の順位が高いこと，納入業

者の事業規模が小さいこと，さらには，１２７社が後記⑷に認定す

る被審人の不利益行為を受け入れるに至った経緯や態様などの諸事

情を総合的に考慮すれば，１２７社のいずれについても，審査官の

主張する違反行為期間中，被審人の地位が１２７社に対して優越し

ていたことが認められるものである。 

したがって，被審人の主張は採用できない。 

エ 小括 

     以上のとおり，前記イ(ｱ)ないし(ｴ)記載の１２７社にとっては，審

査官の主張する違反行為期間中，被審人との取引の継続が困難となる

ことが事業経営上大きな支障を来すため，被審人が１２７社にとって

著しく不利益な要請等を行っても，これを受け入れざるを得ないよう
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な場合にあったものというのが相当であり，被審人の取引上の地位が

１２７社に対して優越していたことが認められる。 

これに対し，前記イ(ｵ)に記載の３８社に対しては，被審人の取引上

の地位が優越していたことを認めるに足りる証拠はない。 

 本件各行為は不利益行為に当たるか 

次に，被審人による本件各行為が前記⑵に述べた不利益行為に該当す

るかについて判断する。 

ア 本件従業員等派遣 

 従業員等の派遣を受ける行為が不利益行為となる場合 

本件における被審人と納入業者との間の取引は買取取引であるが，

このような取引についてみれば，売主は，買主に商品を引き渡すこ

とにより取引契約上の義務を履行したこととなるところ，買主が小

売業者である場合に，買主の新規店舗の開設，既存店舗の改装及び

これらの店舗での開店セール等の際に，買取取引で仕入れた商品を

他の陳列棚から移動させ，又は新たに若しくは補充として店舗の陳

列棚へ並べる作業や，接客するという作業などは，買主が消費者に

商品を販売するための準備作業又は消費者に対する販売作業そのも

のであり，本来買主が行うべき役務であって，売主が自社の従業員

等を派遣して上記のような作業に当たらせること（以下「新規店舗

開設等作業のための従業員等派遣」という。）は，売主としては当

該従業員等による労務をその派遣の期間逸失するものであることに

加えて，交通費などの派遣に必要となる費用が発生した場合には，

当該費用を負担することになることから，売主にとって通常は何ら

合理性のないことであり，そのような行為は，原則として不利益行

為に当たることになる。 

もっとも，新規店舗開設等作業のための従業員等派遣については，

例外的に，①従業員等の業務内容，労働時間及び派遣期間等の派遣

の条件について，あらかじめ相手方と合意し，かつ，派遣される従

業員等の人件費，交通費及び宿泊費等の派遣のために通常必要な費

用を買主が負担する場合，②従業員等が自社の納入商品のみの販売

業務に従事するものなどであって，従業員等の派遣による相手方の

負担が従業員等の派遣を通じて相手方が得ることとなる直接の利益
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等を勘案して合理的な範囲内のものであり，相手方の同意の上で行

われる場合は，不利益行為には当たらないと解される。 

以上のとおり，相手方に従業員等を派遣させて新規店舗開設等作

業に当たらせる行為については，上記①及び②の例外と認められる

べき場合（以下「従業員等派遣例外事由」という。）はあるものの，

通常は相手方にとって何ら合理性のないことであるから，従業員等

派遣例外事由に当たるなどの特段の事情がない限り，不利益行為に

当たると認めるのが相当である。 

 本件に係る判断 

  認定事実 

証拠によれば，被審人が納入業者に従業員等の派遣を要請した

経緯及び納入業者の従業員等が従事していた作業の内容等につい

て，以下の事実が認められる。 

 被審人の《Ａ１》社長は，平成１６年４月５日に開催された

被審人のバイヤー会議（毎週１回，代表取締役が招集し，役員

クラス以下バイヤー等の仕入担当者全員が出席して，役員から

バイヤー等に対して営業上の指示事項等が伝達される会議）に

おいて，平成１６年審決の事案に関して公正取引委員会の勧告

を受けたことを踏まえ，従業員等の派遣要請については，従前

のように被審人から個々の納入業者に直接要請するのではなく，

窓口となる納入業者に対して要請し，その納入業者において他

の納入業者の取りまとめをしてもらうこと，要請に当たり電子

メールなどの文書を残さないことなどを指示した。 

上記指示を受け，商品部の各部門においては，取引額が大き

く被審人との付き合いも長い《納入業者（１）》等の納入業者

に対し，店舗オープン等に係る日程を連絡し，これらの納入業

者から他の納入業者に従業員等の派遣要請の連絡をしてもらう

こととし，本件従業員等派遣を受けていた。 

（査２６，査４７の２，査７３ないし査７９） 

 i  被審人は，本件従業員等派遣を要請するに際し，派遣先の

店舗及び集合時間等を連絡するにとどまり，作業の具体的な

内容，労働時間，派遣期間，派遣のために通常必要な費用を
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被審人が負担するのか否か等の派遣の条件については伝え

ておらず，これらの条件について納入業者との間であらかじ

め合意をしていなかった。また，被審人は，納入業者から本

件従業員等派遣を受けるに当たり，当該納入業者から購入す

る商品を増やす等の見返りを約束するものではなかった。 

  本件従業員等派遣により被審人の店舗に派遣された納入業

者の従業員等は，被審人の店舗の新規開店，全面改装，棚替

え，協賛セール及び朝市等に際し，被審人の指示に従い，被

審人が買取取引で仕入れた商品を他の陳列棚から移動させ，

又は新たに若しくは補充として店舗の陳列棚へ並べる作業や，

接客するという作業などを専ら行った。また，上記作業は，

自社が被審人に納入した商品と他の納入業者が被審人に納入

した商品の区別なく行われた。これらの作業は，特別な技術

又は能力を必要とするものではなく，被審人の従業員等でも

行うことが可能なものであった。 

 被審人は，本件従業員等派遣を受けた際，納入業者に対し，

派遣のために通常必要な費用を負担しなかった。 

  １４６社のうちには，被審人からの本件従業員等派遣の要

請を断ったところ，被審人の仕入担当者から激しく罵倒され

たため，本件従業員等派遣の要請は断れないものだと思い知

らされ，以降これに応じてきた者もいた。 

（査５，査６，査８ないし査１４，査１６，査２３，査２

５，査２６，査２８ないし査３０，査３４，査３５，査３８，

査３９，査４２，査８６，査１０４ないし査１０９，査１１

１ないし査１１４，査１１６，査１１８，査１１９，査１２

１，査２６８ないし査２７０，査２７２，査２７９，査２８

０，査２８２，査２８４，査２８６，査２８７，査２８９，

査２９１ないし査２９４，査２９８ないし査３００，査３０

３，査３０５，査３０９ないし査３１７，査３２１，査３２

５，査３２７，査３３０，査３３２ないし査３３４，査３３

７ないし査３４１，査３４３ないし査３４６，査３４９，査

３５５，査３５７，査３５９，査３６０） 
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  不利益行為の該当性 

前記ａ(b)ⅱで認定した本件従業員等派遣に応じた従業員等の

作業内容によれば，本件従業員等派遣は，新規店舗開設等作業の

ための従業員等派遣であると認められる。 

また，前記ａ(b)ⅰのとおり，被審人は，従業員等の業務内容等

の派遣の条件について，あらかじめ１４６社と合意しておらず，

かつ，同ⅲのとおり，派遣される従業員等の人件費等の派遣のた

めに通常必要な費用を負担していなかったものであり，従業員等

派遣例外事由の①には該当しない。 

さらに，前記ａ(b)ⅱのとおり，被審人の要請により派遣された

納入業者の従業員等が行う作業は，接客を含め当該納入業者が被

審人に納入する商品と他の納入業者が被審人に納入する商品とで

区別なく行われたものであって，同ⅰのとおり，被審人は，納入

業者から本件従業員等派遣を受けるに当たり，当該納入業者から

購入する商品を増やす等の見返りを約束するものではなかったも

のであり，従業員等派遣例外事由の②には該当しない。 

以上のとおり，従業員等派遣例外事由には該当せず，その他の

特段の事情も認められないことから，本件従業員等派遣は，不利

益行為に当たると認められる。 

  被審人の主張について 

被審人は，前記第５の１⑵イのとおり，本件従業員等派遣を始

め本件各行為が濫用行為に該当しない理由を主張するところ，本

件各行為が不利益行為に当たらなければ，被審人が自己の取引上

の地位が１６５社に対して優越していることを利用して，正常な

商慣習に照らして不当に独占禁止法第２条第９項第５号所定の行

為を行っていたものと判断されることもないことから（前記⑵），

以下では，かかる理由によって本件各行為が不利益行為に当たら

ないことになるかについて判断する（後記イ(ｲ)ｃ，ウ(ｲ)ａ(c)及

び同ｂ(c)並びにエ(ｲ)ｃにおいて同じ。）。 

 被審人の営業店舗における協賛セール及び朝市が「新規開店，

全面改装，棚替え等」に該当しないとの主張について 

被審人は，本件排除措置命令書において濫用行為とされる従
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業員等の派遣要請は「新規開店，全面改装，棚替え等」に際し

なされるものに限定されているところ，被審人の営業店舗にお

ける協賛セール及び朝市は「新規開店，全面改装，棚替え等」

に該当しないから，そのために従業員等の派遣を受けた行為は

本件排除措置命令書において認定された濫用行為に該当しない

と主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ａ(a)）。 

しかし，本件排除措置命令書には，「新規開店，全面改装，

棚替え等に際し」と記載されており，本件違反行為の対象とす

る従業員等の派遣の範囲を「新規開店，全面改装，棚替え」に

際して行われたものに限定するものではない。 

また，本件従業員等派遣に関し，納入業者の従業員等が従事

していた作業の内容等については，前記ａ(b)ⅱのとおりであり，

被審人の営業店舗における協賛セール及び朝市に際し行われた

従業員等の派遣においても，新規開店，全面改装及び棚替えに

際し行われた従業員等の派遣と同様の取扱いがなされていたと

ころ，かかる内容は,本件排除措置命令書に記載された「新規開

店,全面改装，棚替え等」に際してなされた従業員等派遣の内容

と同様である。 

したがって，被審人が本件従業員等派遣を受けた行為のうち，

被審人の営業店舗における協賛セール及び朝市に際し行われた

ものも，本件排除措置命令書において認定された不利益行為に

該当するものといえ，被審人の主張は採用できない。 

 従業員等を派遣したことに合理的な理由があるとの主張につ

いて（前記第５の１⑵イ(ｲ)ａ(b)） 

  魅力的な売場作りなどのためとの主張について 

被審人は，小売業者の店舗において自社商品を有利な位置

に陳列したり，ＰＯＰの設置等を通じて魅力的な売場作りを

行ったりしたいと考え，自社商品の売上げが増加することを

期待して従業員等を派遣していた納入業者については，自社

の従業員等を派遣することにつき合理的な理由があり,自由

かつ自主的な判断に基づきこれを行ったものであると主張す

る（前記第５の１⑵イ(ｲ)ａ(b)ⅰ）。 



７５ 

しかし，前記ａ(b)ⅱのとおり，納入業者の従業員等は，商

品の陳列に当たり，自社商品を自由に配置できたわけではな

く，あらかじめ被審人が定めた商品陳列のレイアウトに沿っ

て商品を配置するなど，被審人の指示に従って作業を行って

いたにすぎない。また，被審人の定めたレイアウトに沿って

実際に商品を配置してみたところ空きスペースが生じた場合

等に，陳列作業に当たっていた納入業者の商品を配置しても

らえることもあったが，そのようなケースはまれであった。

（査２６８，査３２５，査３３３） 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

  新店・改装オープンによる自社商品の売上げ拡大のためと

の主張について 

被審人は，新店・改装オープンによって自社商品の売上げ

が拡大する可能性があると考えて従業員等を派遣していた納

入業者については，自社の従業員等を派遣することにつき合

理的な理由があり,自由かつ自主的な判断に基づきこれを

行ったものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ａ(b)ⅱ）。 

しかし，新店・改装オープンによって納入業者の商品の売

上げが拡大する可能性があるとしても，それは店舗の新規・

改装オープン自体やそれらに伴うセールに集客効果があるた

めであり，納入業者が本件従業員等派遣に応じたことによる

ものではなく，被審人の従業員等が本件従業員等派遣におけ

る作業と同様の作業を行ったとしてもその可能性に変わりが

ない。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

 様々な情報を入手するためとの主張について 

被審人は，競合他社商品の陳列・配列方法，消費者のニー

ズ，被審人の販売方針等の情報を直接把握することができ，

営業上のヒントを得る機会となると考えて従業員等を派遣し

ていた納入業者については，自社の従業員等を派遣すること



７６ 

につき合理的な理由があり,自由かつ自主的な判断に基づき

これを行ったものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ａ

(b)ⅲ）。 

しかし，例えば，競合他社商品の陳列・配列方法といった

情報は，納入業者が営業訪問等の通常の業務において被審人

の店舗に赴いた際に売場を見学することなどにより容易に把

握することが可能であるなど，競合他社商品の陳列・配列方

法，消費者のニーズ，被審人の販売方針等の情報は本件従業

員等派遣に応じないと得られない情報であるとは認められな

い。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

  仕入担当者との商談の機会を確保するためとの主張につい

て 

被審人は，商品の陳列の状況等を見ながら自社の新商品の

提案ができるなど，被審人の仕入担当者との商談の機会を確

保できる可能性があると考えて従業員等を派遣していた納入

業者については，自社の従業員等を派遣することにつき合理

的な理由があり,自由かつ自主的な判断に基づきこれを行っ

たものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ａ(b)ⅳ）。 

しかし，被審人と納入業者は，継続的取引関係にあること

から，商談の機会は，商談そのものを目的としてあらかじめ

アポイントメントを取り，被審人の本社を訪問するなどすれ

ば確保できるものであり，本件従業員等派遣に応じなければ

得られないものではなかった。また，上記作業の合間等に，

作業に立ち会っている仕入担当者と商談をする機会を得られ

る可能性はあったが，その可能性は不確実なものであった。

（査２７７，査３１５，査３３５） 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

  被審人と円滑，良好な取引関係を構築し，被審人に付加的

なサービスを提供することで取引上有利になるためとの主
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張及び競合他社との競争上不利にならないようにするため

との主張について 

被審人は，①円滑，良好な取引関係の構築につながり，被

審人との今後の取引において有利に働く可能性がある，②被

審人に対する商品の価格や品質以外の付加的なサービスの提

供となるなど，今後の被審人との取引に有利に働く可能性が

ある，③従業員等を派遣することにより他の納入業者との競

争に勝ち抜こうと考え，自社の従業員等を派遣した納入業者

については，自社の従業員等を派遣することにつき合理的な

理由があり,自由かつ自主的な判断に基づきこれを行ったも

のであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ａ(b)ⅴないしⅶ）。 

しかし，前記ａ(b)ⅰのとおり，被審人は，本件従業員等派

遣を受けるに当たり，納入業者に対して見返りを約束してい

たものではなかったことから，納入業者が本件従業員等派遣

に応じることで，被審人との円滑，良好な取引関係の構築に

つながったり，今後の被審人との取引又は他の納入業者との

競争に有利に働いたりする可能性があると考えていたとして

も，これは納入業者の一方的かつ漠然とした期待にすぎず，

取引上有利になる又は競合他社との競争上不利にならないと

いうことに結び付くものではなかった。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

  許容範囲の負担であったためとの主張について 

被審人は，従業員等を派遣することについて，負担の程度

や取引上の利益とのバランスから許容できる範囲内と考えて

いた納入業者については，自社の従業員等を派遣することに

つき合理的な理由があり,納入業者に著しい不利益を与える

ものではなく，自由かつ自主的な判断に基づきこれを行った

ものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ａ(b)ⅷ）。 

しかし，仮に，納入業者が，本件従業員等派遣に応じるこ

とについて許容できる範囲の負担と考えていたとしても，前

記(ｱ)のとおり，自社の従業員等を派遣して新規店舗開設等作
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業に当たらせる行為は，売主は当該従業員等による労務をそ

の派遣の期間逸失するものであることに加えて，交通費など

の派遣に必要となる費用が発生した場合には，当該費用を負

担することになることから，売主にとっては通常は何ら合理

性のないことであり，従業員等派遣例外事由に当たるなど特

段の事情が認められない限り，不利益行為に当たると認めら

れる。 

したがって，被審人の主張は採用できない。 

イ 本件金銭の提供 

 金銭の提供を受ける行為が不利益行為となる場合 

本件における被審人と納入業者との間の取引は買取取引であるが，

このような取引についてみれば，売主は，買主に商品を引き渡すこ

とにより取引契約上の義務を履行したこととなるところ，契約等に

別段の定めがなく，協賛金等の名目で売主が買主のために本来提供

する必要のない金銭を提供することは，提供した金銭がそのまま売

主の損失となることから，売主にとって通常は何ら合理性のないこ

とであり，そのような行為は，原則として不利益行為に当たる。 

もっとも，例外的に，協賛金等の名目で提供した金銭について，

その負担額，算出根拠及び使途等について，あらかじめ事業者が相

手方に対して明らかにし，かつ，当該金銭の提供による相手方の負

担が，その提供を通じて相手方が得ることとなる直接の利益等を勘

案して合理的な範囲内のものであり，相手方の同意の上で行われる

場合は，不利益行為には当たらないと解される。 

以上のとおり，事業者が相手方から本来提供する必要のない金銭

の提供を受ける行為については，上記の例外と認められるべき場合

（以下「金銭提供例外事由」という。）はあるものの，通常は相手

方にとって何ら合理性のないことであるから，金銭提供例外事由に

当たるなどの特段の事情がない限り，不利益行為に当たると認める

のが相当である。 

 本件に係る判断 

  認定事実 

証拠によれば，被審人が納入業者に対して本件金銭の提供を要
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請した経緯及び本件金銭の使途等について，以下の事実が認めら

れる。 

 被審人の営業本部販売促進課の業務 

被審人の営業本部販売促進課（以下「販売促進課」という。）

は，チラシ及びポスターの作成，店内ポップなどの装飾関係の

作成，野球教室等の消費者向けのイベントの企画・運営，並び

に新規開店の際に納入業者に対して金銭の提供を依頼する業務

等を行っていた。（査１３９） 

 新規開店に係る金銭の提供 

被審人は，新規に店舗を開店する際には，当該店舗における

オープンセール期間中，消費者が店舗を見つけるための目印に

なるようにアドバルーンを設置しており，納入業者に対し，協

賛金という名目でその費用の負担を求めることとしていた。さ

らに，消費者に先着順で配布する粗品等の費用についても，同

様にその費用の負担を求めることとしていた。 

販売促進課の課長である《Ａ２》（以下「販売促進課の《Ａ

２》課長」又は単に「《Ａ２》課長」という。）は，上記金銭

について，商品部の各部門に目標額を設定し，被審人のバイヤー

会議やスーパーバイザー会議（毎週１回，バイヤー会議終了後

に，営業本部商品部長以下，商品部の各部門の長及びバイヤー

等の仕入担当者全員が出席する会議）等において，商品部の各

部門に対し，それぞれが担当する納入業者に上記金額を少しず

つ振り分けて，各納入業者に金銭の提供を要請するよう指示し

ていた。なお，《Ａ２》課長が上記のとおり設定した目標額は，

特に根拠のある計算に基づいて算出されたものではなく，同課

長が自身の感覚でおおまかに定めたものであった。 

上記指示を受け，商品部の各部門においては，当該部門と取

引のある納入業者に対し，特段算出根拠を明らかにすることな

く，金銭の提供を要請した。また，被審人は，納入業者から金

銭の提供を受けるに当たり，特段見返りを約束するものではな

かった。 

被審人は，納入業者から提供された金銭により，上記アドバ
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ルーン及び消費者に配布する粗品等の費用のほとんどを賄った。

また，納入業者が金銭を提供した場合，新規オープンセールの

間，その事業者名が協賛企業として当該店舗の入口に掲示され

ることとなっていたが，被審人に金銭を提供したことを他の取

引先に知られたくないこと等を理由に，上記掲示を希望しない

納入業者も存在した。 

（査３，査８，査９，査１３，査１６，査２５，査２９，査

３１，査３３，査３８，査４２，査６０ないし査６４，査８０，

査１１６，査１１８，査１３８ないし査１６０，査２６０の１

３７，査２６６，査２７３，査２８３，査２９３，査３０４） 

 将棋大会に係る金銭の提供 

被審人は，平成１９年に，被審人の創業２０周年に伴う販売

促進イベントの一環として，岡山県内の小学生以下の児童を招

待して，「第１回マルナカ杯こども将棋大会」を開催すること

とした。 

販売促進課の《Ａ２》課長は，上記大会の必要経費及びその

捻出方法を検討した結果，同大会のパンフレットに掲載される

広告枠の販売という名目で，納入業者に金銭の提供を依頼し，

必要経費を捻出することとした。 

そこで，《Ａ２》課長は，こども将棋大会の必要経費（同大

会の共催者である《会社名略》に支払う特別協賛費〔ゲスト棋

士への謝礼金，会場費用，将棋盤等の備品代〕，大会の成績優

秀者に贈る賞品の代金，大会ホームページの制作費用及び大会

パンフレットの制作費用）を積算し，その金額（３５０万円）

を商品部の各部門に目標販売金額として割り振りし，被審人の

スーパーバイザー会議等において，商品部の各部門に対し，上

記金額を小口（５万円，１０万円又は２０万円）に分けて，同

大会のパンフレットに掲載される広告枠の販売の名目で，それ

ぞれが担当する納入業者に金銭の提供を要請するよう指示した。

なお，《Ａ２》課長が上記のとおり設定した商品部の各部門の

目標販売金額は，同課長が特段の根拠なくおおまかに割り振っ

たものであった。 
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上記指示を受け，商品部の各部門においては，当該部門と取

引のある納入業者に対し，特段算出根拠を明らかにすることな

く，金銭の提供を要請した。また，被審人は，納入業者から金

銭の提供を受けるに当たり，特段見返りを約束するものではな

かった。 

販売促進課は，平成２０年ないし平成２２年に開催した将棋

大会についても，上記第１回大会と同様に，同課において定め

た金額（各大会とも６００万円）を商品部の各部門に目標販売

金額を定めて割り振り，被審人のスーパーバイザー会議等にお

いて，商品部の各部門に対し，それぞれが担当する納入業者に

上記金額を振り分けて，各大会のパンフレットに掲載される広

告枠の販売の名目で金銭の提供を要請するよう指示していた。 

被審人は，納入業者から提供された金銭により，平成１９年

には，将棋大会の必要経費のほとんどを賄い，平成２０年ない

し平成２２年には，将棋大会の必要経費の全てを賄った上に，

十数万円ないし百数十万円の余剰金を得た。また，金銭を提供

した納入業者の中には，前記(b)と同様の理由により広告の掲載

を希望しない者も存在した。 

（査８，査９，査１３，査１６，査２９ないし査３１，査３

３，査３４，査３６，査３８，査４２，査６５ないし査６８，

査８０，査８７，査１０９，査１１６，査１１８，査１１９，

査１３８，査１４０，査１４１，査１６０ないし査１７２，査

１８６，査２６６，査２８０，査３０４，査３３６） 

 テニス大会に係る金銭の提供 

被審人は，平成１８年以前から，毎年１回，テニス大会を開

催していた。被審人は，同大会の開催に当たり，納入業者に対

し，同大会のパンフレットに掲載される広告枠の販売という名

目で金銭（１社当たり３万円又は５万円）の提供を要請し，金

銭の提供を受けていた。 

被審人は，平成１９年ないし平成２２年においても，毎年１

回，テニス大会を開催した。販売促進課の《Ａ２》課長は，こ

れらの大会を開催するに当たり，商品部の各部門に対し，前年
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のテニス大会で金銭を提供した納入業者名及び金額を伝え，テ

ニス大会のパンフレットに掲載される広告枠の販売という名目

で，それぞれが担当する納入業者から金銭を提供してもらうよ

う指示していた。 

上記指示を受け，商品部の各部門においては，前年の大会の

際に自部門が要請の窓口となって提供を受けた金額を下回らな

いように，自部門と取引のある納入業者に対し，特段算出根拠

を明らかにすることなく，金銭の提供を要請した。また，被審

人は，納入業者から金銭の提供を受けるに当たり，特段見返り

を約束するものではなかった。 

被審人は，上記のような方法で，納入業者から毎回約１１０

万円の金銭の提供を受けていたほか，被審人と納入業者らとの

親睦団体である山陽マルナカ会から毎回５０万円の金銭の提供

を受けており，これらの金銭によりテニス大会の必要経費（１

回当たり約１４０万円ないし約１８０万円）のほとんどを賄っ

た。また，金銭を提供した納入業者の中には，前記(b)と同様の

理由により広告の掲載を希望しない者も存在した。 

（査２９，査３３，査１０５，査１０９，査１１８，査１３

８，査１４０，査１７３ないし査１８５，査１８７，査１８８，

査３８０） 

 《美術展１》に係る金銭の提供 

被審人は，平成１９年に，被審人の創業２０周年に伴う特別

企画として，《会社名略》等が主催する《美術展１》に協賛す

ることとした。また，被審人は，《美術展１》の開催に際し，

懸賞を実施して，その当選者に《美術展１》のチケット７００

０枚（１枚当たり１０００円。以下「《美術展１》懸賞用チケッ

ト」という。）を無料で配布することにした。 

販売促進課の《Ａ２》課長は，《美術展１》懸賞用チケット

の購入費用については，《新聞名略》の紙面で《美術展１》を

紹介する際における当該紙面の下の広告枠の販売という名目で，

納入業者に金銭の提供を求めることとした。 

そこで，《Ａ２》課長は，商品部の各部門の目標額を設定し，
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被審人のスーパーバイザー会議等において，商品部の各部門に

対し，上記広告枠の販売という名目で，それぞれが担当する納

入業者から金銭を提供してもらうよう指示した。なお，《Ａ２》

課長が上記のとおり設定した目標額は，同課長が特段の根拠な

く自身の感覚で定めたものであった。 

上記指示を受け，商品部の各部門においては，当該部門と取

引のある納入業者に対し，特段算出根拠を明らかにすることな

く，金銭の提供を要請した。また，被審人は，納入業者から金

銭の提供を受けるに当たり，特段見返りを約束するものではな

かった。 

被審人は，納入業者から提供された金銭により，《美術展１》

懸賞用チケットの購入代金の全額を賄った。また，金銭を提供

した納入業者の中には，前記(b)と同様の理由により広告の掲載

を希望しない者も存在した。 

（査６９，査１１９，査１３８，査１４０，査１６０，査１

８９，査１９１ないし査１９３，査１９７） 

 《美術展２》に係る金銭の提供 

被審人は，平成２０年に，《会社名略》等が主催する《美術

展２》に協賛することとした。また，被審人は，《美術展２》

の開催に際し，懸賞を実施して，その当選者に《美術展２》の

チケット２４００枚（１枚当たり８００円。以下「《美術展２》

懸賞用チケット」という。）を無料で配布することにした。 

販売促進課の《Ａ２》課長は，《美術展２》懸賞用チケット

の購入費用についても，前記(e)と同様に，広告枠の販売という

名目で納入業者に金銭の提供を求めることとし，商品部の各部

門の目標額を設定し，被審人のスーパーバイザー会議等におい

て，商品部の各部門に対し，それぞれが担当する納入業者から

金銭を提供してもらうよう指示した。なお，《Ａ２》課長が上

記のとおり設定した目標額は，前記(e)と同様に，同課長が特段

の根拠なく定めたものであった。 

上記指示を受け，商品部の各部門においては，当該部門と取

引のある納入業者に対し，特段算出根拠を明らかにすることな
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く，金銭の提供を要請した。また，被審人は，納入業者から金

銭の提供を受けるに当たり，特段見返りを約束するものではな

かった。 

被審人は，納入業者から提供された金銭により，《美術展２》

懸賞用チケットの購入代金の全額を賄った。また，金銭を提供

した納入業者の中には，前記(b)と同様の理由により広告の掲載

を希望しない者も存在した。 

（査７０，査１３８，査１６０，査１９０，査１９４ないし

査１９７） 

  本件金銭の提供を受ける行為が不利益行為に該当すること 

前記ａのとおり，本件金銭の提供について，被審人と１３１社

との間における契約等に別段の定めはなく，本件金銭の提供は，

被審人のバイヤー会議やスーパーバイザー会議等において指示を

受けた商品部の各部門における仕入担当者が，各自の担当する１

３１社の担当者に対し，新規開店の際のアドバルーン代，被審人

の主催する将棋大会等の費用や消費者に配布する《美術展１》懸

賞用チケット等の費用に当てるために協賛金や広告枠の販売とい

う名目で金銭の提供を要請し，金銭の提供を受けていたものであ

り，１３１社にとっては，本来提供する必要のないものである。 

そして，被審人は，本件金銭の算出根拠及び使途等について，

あらかじめ１３１社に対して明らかにしておらず，かつ，納入す

る商品の販売促進につながるなど，本件金銭の提供を通じて１３

１社が得ることとなる直接の利益も認められないことから，金銭

提供例外事由に該当するとは認められない。 

以上のとおり，金銭提供例外事由には該当せず，その他の特段

の事情も認められないことから，本件金銭の提供は，不利益行為

に当たると認められる。 

  被審人の主張について（前記第５の１⑵イ(ｲ)b） 

 自社及び自社商品の宣伝広告のためとの主張について 

被審人は，金銭の提供により自社のロゴ・商品の広告が掲載

されるなど，自社や自社商品の宣伝広告になり得ると考え，本

件金銭を提供していた納入業者については，本件金銭を提供す
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ることにつき合理的な理由があり,自由かつ自主的な判断に基

づきこれを行ったものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)

ｂ(a)）。 

しかし，本件金銭の提供を要請した経緯及び本件金銭の使途

等は前記ａで認定したとおりであり，以下のとおり，被審人の

主張する合理的な理由はいずれも認められない。 

まず，被審人が本件金銭の提供を要請したのは，アドバルー

ン代，自社の主催する将棋大会等や消費者に配布する《美術展

１》懸賞用チケット等の費用を賄うためであり，提供を受けた

金銭も専ら上記経費に当てられており，提供を受けた金銭が上

記経費を超える場合もあった。 

また，被審人が各納入業者に要請した金額の算出根拠は曖昧

であり，上記広告等による当該納入業者の納入商品の売上増加

や知名度向上等の効果を計算して算出されたものではなく，被

審人は，本件金銭の提供を要請する際，納入業者に対してその

算出根拠を明らかにすることもなかった。 

さらに，本件金銭を提供した納入業者は，特に希望しない場

合を除き，原則として，自社の事業者名が協賛企業としてオー

プンセール期間中当該店舗の入口に掲示されたり，将棋大会等

のパンフレットや《新聞名略》に当該納入業者の広告が掲載さ

れたりしていたことがあったとしても，被審人が本件金銭の提

供を要請した経緯，本件金銭の算定根拠及び使途，並びに本件

金銭の提供を要請する際の納入業者に対する説明内容等は，前

記ａのとおりであり，納入業者及び納入業者の商品の宣伝広告

を直接の目的とはしていなかった。現に，本件金銭の提供に応

じた納入業者の中には，被審人に金銭を提供したことを他の取

引先に知られたくないこと等を理由に事業者名の掲示や広告の

掲載を希望しない者も存在した。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとはい

えず，被審人の主張は採用できない。 

 社会貢献及び地域貢献のためとの主張並びに被審人が主催す

るイベントに関心があったためとの主張について 
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被審人は，社会貢献や地域貢献になると考えて金銭を提供し，

被審人が主催するイベントに関心があったことから金銭を提供

した納入業者については，本件金銭を提供することにつき合理

的な理由があり,自由かつ自主的な判断に基づきこれを行った

ものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｂ(f)及び(g)）。 

しかし，前記ａのとおり，被審人が本件金銭の提供を要請し

た経緯，本件金銭の算定根拠及び使途，並びに本件金銭の提供

を要請する際の納入業者に対する説明内容等によれば，被審人

が主張する合理的な理由があったとはいえず，被審人の主張は

採用できない。 

 被審人の店舗における商品売上げの増加のため等の主張につ

いて 

被審人は，被審人の店舗における商品売上げの増加のため，

被審人と円滑，良好な取引関係を構築するため，被審人に付加

的なサービスを提供するため，及び，競合他社との競争上不利

にならないようにするため，本件金銭を提供した納入業者につ

いては，本件金銭を提供することにつき合理的な理由があり,自

由かつ自主的な判断に基づきこれを行ったものである旨主張す

る（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｂ(b)，(c)，(d)，(e)）。 

しかし，前記ａのとおり，被審人は，本件金銭の提供を受け

るに当たり，納入業者に対して特段見返りを約束していたもの

でなかったことから，納入業者が本件金銭の提供の要請に応じ

ることで，被審人との円滑，良好な取引関係の構築につながっ

たり，今後の被審人との取引又は他の納入業者との競争に有利

に働いたりするとはいえず，納入業者がその可能性があると考

えたとしても，それは納入業者の一方的かつ漠然とした期待に

すぎず，本件金銭の提供に応じた納入業者が取引上有利になる，

又は，競合他社との競争上不利にならないということに結び付

くものではなかった。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとはい

えず，被審人の主張は採用できない。 

 許容範囲の負担であったためとの主張について 
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被審人は，負担の程度や取引上の利益とのバランスを考慮し

て，許容できる範囲の負担と考えて本件金銭を提供した納入業

者については，本件金銭を提供することにつき合理的な理由が

あり,自由かつ自主的な判断に基づきこれを行ったものである

旨主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｂ(h)）。 

しかし，仮に，納入業者が，被審人に本件金銭を提供するこ

とについて許容できる範囲の負担と考えていたとしても，前記

(ｱ)のとおり，事業者が相手方から本来提供する必要のない金銭

の提供を受けることは，通常，相手方にとって何ら合理性のな

いことであり，金銭提供例外事由等の特段の事情が認められな

い限り，不利益行為に当たると認められることから，被審人の

主張は採用できない。 

ウ 本件返品及び本件減額 

 返品及び減額が不利益行為に当たる場合 

本件における被審人と納入業者との間の取引は買取取引であるが，

このような取引についてみれば，売主の責めに帰すべき事由がない

場合の商品の返品及び代金の減額は，一旦締結した売買契約を反故

にしたり，売主に対して，売れ残りリスクや値引き販売による売上

額の減少など買主が負うべき不利益を転嫁したりする行為であるこ

とから，売主にとって通常は何ら合理性のないことであり，そのよ

うな行為は，原則として不利益行為に当たると解される。 

もっとも，返品に関しては，例外的に，①商品の購入に当たって，

相手方との合意により返品の条件を明確に定め，その条件に従って

返品する場合，②あらかじめ相手方の同意を得て，かつ，商品の返

品によって相手方に通常生ずべき損失を自己が負担する場合，③相

手方から商品の返品を受けたい旨の申出があり，かつ，相手方が当

該商品を処分することが相手方の直接の利益となる場合は，不利益

行為には当たらないと解される（ただし，上記①については，返品

が相手方の得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的であると

認められる範囲を超えた負担となり，相手方に不利益を与えること

となる場合には，不利益行為に当たる。）。 

また，減額に関しても，例外的に，①対価を減額するための要請
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が対価に係る交渉の一環として行われ，その額が需給関係を反映し

たものであると認められる場合，②相手方から値引き販売の原資と

するための減額の申出があり，かつ，当該値引き販売を実施して当

該商品が処分されることが相手方の直接の利益となる場合は，不利

益行為には当たらないと解される。 

以上のとおり，買取取引において，売主である相手方の責めに帰

すべき事由がない場合の商品の返品及び減額については，上記の例

外と認められるべき場合（以下，前者を「返品例外事由」，後者を

「減額例外事由」といい，両者を総称して「返品減額例外事由」と

いう。）はあるものの，通常は相手方にとって何ら合理性のないこ

とであるから，返品減額例外事由に当たるなどの特段の事情がない

限り，不利益行為に当たると認めるのが相当である。 

 本件に係る判断 

  本件返品について 

 １０社中《納入業者（７２）》を除く９社（以下「９社」と

いう。）に対する返品 

  証拠（査５，査２３，査２５，査３２，査３５，査４４，

査８６，査１９８，査１９９，査２０１，査２０２の１ない

し査２０２の９，査２０３ないし査２１０）によれば，被審

人が被審人の定めた販売期限を経過した商品を納入業者に返

品するようになった経緯及び返品する際の方法等について，

以下の事実が認められる。 

 被審人は，基本的に全ての商品を買取取引で仕入れてい

たが，自社の利益を維持するために，商品部の各部門にお

いて独自の販売期限を定め，同期限を経過した商品につい

ては納入業者に返品することとしていた。 

 食品課では，商品管理基準マニュアルを作成し，製造業

者が定める賞味期限の１か月前等を被審人独自の販売期

限と定め，一部の商品を除き，この期限を経過した商品は

売場から撤去し，納入業者に返品するものとしていた。 

食品課は，各店舗に対し，被審人の定めた販売期限を経

過した商品は上記マニュアルに沿って納入業者に返品する
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よう指示していた。 

 本件返品のうち９社に対する返品（以下「９社に対する

返品」という。ただし，一部の店舗で行われた返品につい

ては，被審人の定めた販売期限の経過を理由とする返品の

ほかに，商品の破れ，へこみ，潰れ等を理由とする返品が

含まれているので〔査２０２の１，査２０２の４ないし査

２０２の６，査２０２の８，査２０２の９〕，これらの返

品は除く。）は，別紙３の本件各行為欄の「返品」欄の「延

べ店舗数」の項に記載の店舗において，被審人が買取取引

で仕入れた食品課商品について，被審人の定めた販売期限

の経過を理由に行われた。 

 被審人は，９社に対する返品に当たり，事前に納入業者

に連絡することなく一方的に当該商品を引き取らせ，当該

商品の引取りや廃棄のために必要な費用も負担しなかっ

た。 

また，被審人は，９社から上記商品を仕入れるに当たり，

被審人の定めた販売期限を経過した場合には返品する旨を

合意していたものではなく，９社に対する返品に当たり，

特段見返りを約束するものでもなかった。 

  このように，９社に対する返品は，被審人の定めた販売期

限を経過したことを理由とするものであって，売主の責めに

帰すべき事由のない返品である。 

そして，９社に対する返品については，返品例外事由には

該当せず，その他の特段の事情も認められないことから，９

社に対する返品は，不利益行為に当たると認められる。 

 《納入業者（７２）》に対する返品 

審査官は，本件返品のうち《納入業者（７２）》に対するも

のは，平成２１年１２月８日に被審人のりんくう店から返品さ

れた９点及び平成２２年４月２７日に被審人の平島店から返品

された２点であると主張する。また，上記各返品に係る被審人

作成の返品伝票には，「賞味期限間近」及び「販売期限切れの

為」と記載されており（査２０２の１０），上記各返品を受け
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た当時，《納入業者（７２）》において被審人の食品課に対す

る営業の担当に就いていた《Ｄ１》（以下「《Ｄ１》」という。）

は，審査官に対し，被審人から賞味期限切れ間近という理由で

商品を返品されたことがある旨供述している（査３６０）。 

他方，《納入業者（７２）》は，被審人アンケートに対し，

同社は被審人の定めた販売期限の経過を理由とする返品を受け

たことはないと回答し（審６の４９），同回答に関して被審人

代理人弁護士から照会を受けた際には，同社の《略》部門の《略》

である《Ｄ２》が，《Ｄ１》に確認した上でのことである旨断っ

た上で，上記返品は，被審人の定めた販売期限の経過を理由と

するものではなく，メーカーの定めた賞味期限が切れたもの又

は賞味期限間近のために賞味期限切れとなることが容易に想定

されたものについて，賞味期限切れの商品が消費者に販売され

ることを防ぐために，同社において返品を受け入れたものであ

ると回答している（審２１の１，審２１の２）。また，同社に

おいて，上記返品を受けた理由について，あえて虚偽の回答を

しなければならない理由は考えにくい。 

そうすると，審査官の提出する上記証拠（査２０２の１０，

査３６０）をもって，上記各返品が被審人の定めた販売期限の

経過を理由とするものであると認めることはできず，他にこれ

を認めるに足りる証拠はないから，《納入業者（７２）》に対

する返品は不利益行為に当たるとは認められない。 

 被審人の主張について（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｃ） 

  返品を前提とする取引であったためとの主張について 

被審人は，《納入業者（３）》は，返品の可能性を暗黙に

是認して取引していたものであり，同社と被審人との取引は

返品を前提とするものであり，本件返品に応じることにつき

合理的な理由があり,自由かつ自主的な判断に基づきこれに

応じたものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｃ(a））。 

しかし，被審人は，《納入業者（３）》を含め９社から上

記商品を仕入れるに当たり，被審人の定めた販売期限を経過

した場合には返品する旨を合意していたものではなく，また，
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被審人の宇野店店長であり，平成２０年６月から平成２２年

２月まで食品課長を務めていた《Ａ３》が，納入業者と価格

交渉をする際には基本的に返品や値引きはないという前提で

価格提示をしてもらっていた旨供述し（査２０３），９社に

含まれる《納入業者（１）》及び《納入業者（６）》の《略》

担当者もそれぞれ同様の供述をしている（査２０７，査２０

９）。 

したがって，被審人は，《納入業者（３）》と被審人との

取引について返品を前提としていたとは認められないことか

ら，被審人が主張する合理的な理由があったとはいえず，被

審人の主張は採用できない。 

  被審人に商品を納入できることを期待したためとの主張に

ついて 

被審人は，《納入業者（３）》は，返品を受け入れること

によって発生する損失を被審人とのその後の取引によってカ

バーできるという見込みを持っていたものであり，本件返品

に応じることにつき合理的な理由があり,自由かつ自主的な

判断に基づきこれに応じたものである旨主張する（前記第５

の１⑵イ(ｲ)ｃ(c)）。 

しかし，前記(a)ⅰ(ⅳ)のとおり，被審人は，本件返品をす

るに当たり，納入業者に対して見返りを約束していたもので

はなく，仮に，《納入業者（３）》が上記のように考えてい

たとしても，それは同社の一方的かつ漠然とした期待にすぎ

ず，本件返品に応じることによって直接得られることとなる

ものではない。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

 競合他社との競争上不利にならないためとの主張について 

被審人は，競合他社との競争上不利にならないようにする

ために本件返品に応じた納入業者については，本件返品に応

じることに合理的な理由があり,自由かつ自主的な判断に基

づきこれに応じたものである旨主張する（前記第５の１⑵イ
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(ｲ)ｃ(d)）。 

しかし，被審人は，前記(a)のとおり，本件返品をするに当

たり，納入業者に対して見返りを約束していたものではな

かったことから，返品に応じなかったとしても競争上不利と

なるとはいえず，仮に，納入業者の一部が上記のように考え

て本件返品に応じていたとしても，それは納入業者の一方的

かつ漠然とした期待にすぎず，本件返品に応じることにより

直接得られることとなるものではない。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

  納入業者の負担が軽微であるためとの主張について 

被審人は，１０社が本件返品に応じた商品の価格は，取引

金額と比較しても極めて僅かであり，本件返品は納入業者に

著しい不利益を与えるものではなかったとして，本件返品を

したことは濫用行為に該当しないと主張する（前記第５の１

⑵イ(ｲ)ｃ(e)）。 

しかし，前記(ｱ)のとおり，買取取引において，売主の責め

に帰すべき事由がない場合の商品の返品は，売主にとって通

常は何ら合理性のないことであるから，返品例外事由など特

段の事情が認められない限り，本件返品に応じた商品の価格

の多寡にかかわらず，不利益行為に当たるものであり，被審

人の主張は採用できない。 

  本件減額について 

 認定事実 

証拠（査１７，査２４の１ないし査２４の６，査２４の９，

査２４の１０，査２４の１２，査２４の１３，査２４の１８，

査２４の３５，査２４の３７，査２４の４４，査２４の４８な

いし査２４の５２，査２４の６２，査２４の６５，査２４の６

７，査２５，査３２，査３５，査４４，査５３の２，査５４，

査７５，査８１，査８２，査８６，査２０３ないし査２０５，

査２０７ないし査２１０，査２１４ないし査２１９，査２２０

の１ないし査２２０の１１，査２２１，査２２５ないし査２３
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１，査２６６）によれば，被審人が本件減額を行った経緯及び

減額をする際の方法等について，以下の事実が認められる。 

  被審人は，基本的に全ての商品を買取取引で仕入れていた

が，半額処分や売り尽くしセールを行った際に商品を割引販

売した場合でも自社の利益を維持できるようにするために，

割引した金額に相当する金額等を当該商品の納入業者に対す

る買掛債務から事後に減じることとしていた。 

  平成１６年８月３１日に開催された被審人のバイヤー会議

において，平成１６年審決を受けたこと踏まえ，売り尽くし

セールに伴う減額については，従前のように値引伝票を発行

するのではなく，「拡販協力金に関する覚書」と題する覚書

を納入業者と取り交わし，納入業者に対して同セールにおけ

る値引きの原資の負担を求めるという方針が示された。 

上記方針を受け，商品部の各部門においては，売り尽くし

セール終了後に，「拡販協力金に関する覚書」と題する覚書

を作成し，対象となる納入業者に交付していたが，拡販協力

金の額は，従前と同様に，同セールにおいて割引した金額に

相当する金額等を基に算定していた。 

 本件減額の対象となった商品に係る被審人と２３社との取

引は，いずれも買取取引であった。 

被審人は，本件減額をするに当たり，納入業者に対して事

前に連絡することなく，半額処分に伴う減額については一方

的に値引伝票を送付する方法により，売り尽くしセールに伴

う減額については同セール終了後に「拡販協力金に関する覚

書」と題する覚書を作成してその支払を求める方法により，

各減額を行った。 

また，被審人は，２３社から上記商品を仕入れるに当たり，

当該商品が半額処分や売り尽くしセールの対象となった場合

は事後に買掛債務を減額する旨を合意していたものではなく，

本件減額に当たり，特段見返りを約束するものでもなかった。 

 本件減額は不利益行為に該当すること 

半額処分に伴う減額は，被審人が，買取取引で仕入れた食品
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課商品の入替えを行う際に半額処分を行った場合（前記第３の

４⑸ア），又は売り尽くしセールに伴う減額は，被審人が，同

セールの際に買取取引で仕入れた食品課商品又は日配品課商品

を割引販売した場合（同イ）に行われたものであって，いずれ

も売主である納入業者の責めに帰すべき事由のないものである。 

そして，本件減額については，減額例外事由に該当せず，そ

の他の特段の事情も認められないことから，本件減額は，不利

益行為に当たると認められる。 

 被審人の主張について（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｄ） 

  自社商品を新たに納入するためとの主張及び自社商品の販

売促進のためとの主張について 

被審人は，季節商品の販売時期の終了，売行き不振等によ

る商品の入替えは自社商品の新たな納入につながる側面があ

る，又は当該店舗の全面改装を行うことが自社商品の販売の

促進につながる側面があると考えて減額に応じた納入業者に

ついては，本件減額に応じることにつき合理的な理由があり，

自由かつ自主的な判断に基づきこれに応じたものであると主

張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｄ(a)ⅰ及び(b)ⅰ）。 

しかし，前記(a)ⅲのとおり，被審人は，本件減額をするに

当たり，納入業者に対して見返りを約束していたものではな

く，仮に，納入業者の一部が上記のように考えていたとして

も，それは納入業者の一方的かつ漠然とした期待にすぎず，

本件減額に応じることによって直接得られることとなるもの

ではない。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

  減額相当額を仕入先等に転嫁できたためとの主張について 

被審人は，仕入先等に減額相当額を転嫁できた納入業者に

ついては，本件減額に応じても何ら経済上の不利益が発生し

ておらず，自由かつ自主的な判断に基づき本件減額に応じて

いたものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｄ(a)ⅱ及

び(b)ⅱ）。 
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しかし，仮に，納入業者の一部が減額相当額を仕入先等に

転嫁できたと考えていたとしても，また，実際に減額相当額

を仕入先等に転嫁できていたとしても，被審人が本件減額を

した行為自体がなかったことにはならない。 

したがって，被審人の主張は採用できない。 

 納入業者の負担が軽微である等の主張について 

被審人は，本件減額のうち半額処分に伴うものについては，

納入業者の負担額は，取引金額と比較しても極めて僅かであ

り，納入業者に著しい不利益を与えるものではなく，また，

売り尽くしセールに伴うものについて，負担の程度や取引上

の利益とのバランスを考慮して，許容できる範囲の負担で

あったために同セールに伴う減額に応じた納入業者について

は，本件減額に応じることにつき合理的な理由があり，自由

かつ自主的な判断に基づきこれに応じたものであると主張す

る（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｄ(a)ⅲ及び(b)ⅳ）。 

しかし，前記(ｱ)のとおり，買取取引において，売主の責め

に帰すべき事由がない場合の減額は，売主にとって通常は何

ら合理性のないことであるから，減額例外事由など特段の事

情が認められない限り，その負担額の多寡にかかわらず，不

利益行為に当たると認められる。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

  競合他社との競争上不利にならないようにするためとの主

張について 

被審人は，競合他社との競争上不利にならないようにする

ため，減額に応じていた納入業者については，本件減額に応

じたことにつき合理的な理由があり，自由かつ自主的な判断

に基づきこれに応じたものであると主張する（前記第５の１

⑵イ(ｲ)ｄ(b)ⅲ）。 

しかし，前記(a)ⅲのとおり，被審人は，本件減額に応じた

納入業者に対して見返りを約束していたものではなかったこ

とから，仮に，納入業者の一部が上記のように考えていたと
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しても，それは納入業者の一方的かつ漠然とした期待にすぎ

ず，本件減額に応じることによって直接得られることとなる

ものではない。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとは

いえず，被審人の主張は採用できない。 

エ 本件商品の購入 

 取引に係る商品又は役務以外の商品の購入要請が不利益行為に当

たる場合 

ある事業者と継続的な取引関係にある相手方が，自己の事業遂行

上必要としない，又は，その購入を希望していないにもかかわらず，

当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務（以下「不必要商

品等」という。）をその事業者から購入することは，当該相手方に

とって通常は何ら合理性のないことである。 

したがって，事業者が，継続的な取引関係にある相手方に対し，

不必要商品等の購入を要請し，これを相手方に販売する行為は，原

則として不利益行為に当たることとなる。 

もっとも，例外的に，相手方に対し特定の仕様を指示して商品の

製造又は役務の提供を発注する際に，当該商品又は役務の内容を均

質にするため又はその改善を図るため必要があるなど合理的な必要

性から，当該相手方に対して当該商品の製造に必要な原材料や当該

役務の提供に必要な設備を購入させる場合は，不利益行為には当た

らないと解される。 

以上のとおり，不必要商品等の販売については，上記の例外と認

められるべき場合（以下「商品購入要請例外事由」という。）はあ

るものの，通常は相手方にとって何ら合理性のないことであるから，

商品購入要請例外事由に当たるなどの特段の事情がない限り，不利

益行為に当たると認めるのが相当である。 

 本件に係る判断 

  認定事実 

証拠（査９，査８５，査１６０，査２３６，査２４０，査２４

１，査２４３）によれば，１７社が被審人の要請を受けて本件商

品を購入するに至る経緯については，以下のとおりであると認め
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られる。 

 被審人の営業本部商品部パン課（以下「パン課」という。）

は，以前から，クリスマスシーズンに本件商品を一般消費者向

けに販売しており，被審人の各店舗に対し，前年実績を基にし

たケーキ等の販売目標台数を設定して，売上げの増加に取り組

ませていた。 

パン課は，平成２１年のクリスマスシーズンにおいては，商

品部の各部門に対しても本件商品の販売ノルマを設定し，各部

門において担当する納入業者に購入を勧めるなどして売上げの

増加に取り組ませることとし，同年１１月頃に開かれた被審人

のスーパーバイザー会議において，商品部副部長から商品部の

各部門の長に対し，上記方針を伝えた。 

また，後日，パン課から商品部の各部門に対し，納入業者に

本件商品を購入してもらう際には，注文用紙に購入を要請した

担当部署名を記入してもらうこと，その記入がないと当該部署

の販売ノルマの達成台数としてカウントされない旨を伝えた。 

 その後，パン課から本件商品２００個の販売ノルマを課され

た被審人の日配品課では，同ノルマを達成するため，平成２１

年１２月３日に開催された日配品課と納入業者が参加する忘年

会において，出席した納入業者の担当者に対し，本件商品の注

文用紙を配布し，同課の課長が「一人 低３個は買ってくださ

い。これは強制ですから，今日ここで注文してから帰ってくだ

さい。」旨発言するなどして，本件商品の購入を要請した。 

 また，パン課から本件商品１５０個の販売ノルマを課された

被審人の酒販課では，同ノルマを達成するため，平成２１年１

１月１８日頃，同課が仕入業務を担当する納入業者ごとに購入

数を割り振って，同課の仕入担当者から納入業者の担当者に対

して本件商品の購入を要請し，同年１２月１４日には，上記要

請をした数の本件商品をいまだ購入していなかった納入業者の

担当者に対し，上記商品の購入を催促した。 

 １７社は，被審人の日配品課又は酒販課から前記(b)及び(c)

のとおり本件商品を購入するよう要請を受けたため，これに応
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じ本件商品を購入した。 

これにより，被審人の日配品課及び酒販課は，パン課から課

された前記販売ノルマを達成することができた。また，被審人

は，１７社に本件商品を販売するに当たり，特段見返りを約束

するものではなかった。 

  本件商品を販売する行為は不利益行為に該当すること 

前記ａのとおり，本件商品は，クリスマスシーズンに一般消費

者向けに販売されるものであり，被審人と１７社との取引に係る

商品ではなく，１７社の事業遂行上必要としないものであること

は明らかであり，また，被審人は，販売ノルマを設定するなど組

織的かつ計画的に１７社に対し，本件商品の購入を要請したもの

であり，前記ａ(b)のとおり，日配品課の課長は，同課が仕入業務

を担当する納入業者の担当者に対して，クリスマスケーキ等であ

る本件商品を一人 低３個購入するよう要請し，前記ａ(c)のとお

り，酒販課の仕入担当者は，同課が仕入業務を担当する納入業者

の担当者に対して，繰り返し本件商品の購入を要請するなどした

結果，１７社が本件商品を購入したことからすれば，１７社は自

発的に本件商品の購入を希望していたものとは認められず，本件

商品は，１７社にとって不必要商品等であった。 

そして，被審人が本件商品を１７社に販売する行為については，

商品購入要請例外事由には該当せず，その他の特段の事情も認め

られないことから，不利益行為に該当するものと認められる。 

  被審人の主張について（前記第５の１⑵イ(ｲ)e） 

 積極的な消費目的のためとの主張について 

被審人は，クリスマス関連商品は季節ものであり，いずれに

せよどこかの店で購入しようと思っていた，又は，有名ホテル

のクリスマスケーキがあるなど本件商品の内容が魅力的であっ

たために本件商品を購入した納入業者については，本件商品を

購入することにつき合理的な理由があり，自由かつ自主的な判

断によりこれを購入したものであると主張する（前記第５の１

⑵イ(ｲ)ｅ(a)）。 

しかし，仮に，上記のような理由で本件商品を購入した納入
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業者がいるとしても，被審人が販売ノルマを設定するなど組織

的かつ計画的に１７社に対し本件商品の購入を要請した，クリ

スマスケーキ等である本件商品を忘年会の席で一人 低３個購

入するよう要請した，本件商品の購入を繰り返し要請したなど

の事実は，自由かつ自主的な判断により購入したこととは相容

れないものである。 

したがって，被審人の主張は採用できない。 

 競争上不利とならないようにするため等の主張について 

被審人は，被審人に付加的なサービスを提供するためや，競

合他社との競争上不利にならないようにするために本件商品を

購入した納入業者については，本件商品を購入することにつき

合理的な理由があり，自由かつ自主的な判断によりこれを購入

したものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｅ(b)及び

(c)）。 

しかし，小売業者である被審人と納入業者との取引において，

納入業者による本件商品の購入が被審人に対する付加的なサー

ビスに当たるとは考えられず，また，前記ａ⒟のとおり，被審

人は，本件商品を購入することに対して，見返りを約束するも

のでなかったことから，本件商品を購入しないことによって納

入業者が競争上不利になるとはいえず，仮に，納入業者の一部

が上記の理由により本件商品を購入したとしても，それは，納

入業者の一方的かつ漠然とした期待にすぎず，本件商品の購入

の要請に応じることによって直接得られることとなるものでは

ない。 

したがって，被審人が主張する合理的な理由があったとはい

えず，被審人の主張は採用できない。 

 許容範囲の負担であったためとの主張について 

被審人は，許容できる範囲の負担であったために本件商品を

購入した納入業者については，本件商品を購入することにつき

合理的な理由があり，自由かつ自主的な判断によりこれを購入

したものであると主張する（前記第５の１⑵イ(ｲ)ｅ(d)）。 

しかし，仮に，納入業者が，本件商品を購入したことについ
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て許容できる範囲の負担と考えていたとしても，前記(ｱ)のとお

り，不必要商品等の購入は，通常，売主である相手方にとって

何ら合理性のないことであり，商品購入要請例外事由などの特

段の事情が認められない限り，不利益行為に当たると認められ

る。 

したがって，被審人の主張は採用できない。 

オ 小括 

以上のとおり，本件各行為（《納入業者〔７２〕》に対する返品を

除く。）は，いずれも不利益行為に該当するものと認められる。 

なお，被審人は，ほかにも本件各行為が濫用行為に該当しない理由

を縷々主張するが，いずれも従業員等派遣例外事由等の特段の事情に

該当するものとは認められず，かかる主張は採用できない。 

 １６５社が不利益行為を受け入れるに至った経緯や態様等 

ア 前記⑷に認定した不利益行為（すなわち，《納入業者〔７２〕》に

対する返品を除く本件各行為）を１６５社が受け入れるに至った経緯

や態様についてみれば，次のようにいうことができる。 

まず，被審人は，消費者に販売するために商品を納入業者から購入

する大規模な小売業者であり，他方で１６５社は，自ら製造しあるい

は自ら仕入れた商品を，被審人に販売する納入業者であって，１６５

社に対する前記⑷認定の不利益行為は，このような被審人によるいわ

ゆるバイイングパワーが発揮されやすい取引上の関係（「大規模小売

業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の運

用基準〔平成１７年６月２９日公正取引委員会事務総長通達第９号〕

「はじめに」の１参照）を背景としたものである。 

このような背景の下，前記⑷認定の不利益行為は，同ア(ｲ)ａ，同イ

(ｲ)ａ，同ウ(ｲ)ａ(a)ⅰ及びｂ(a)並びに同エ(ｲ)ａのとおり，１６５社

という多数の取引の相手方に対して，遅くとも平成１９年１月から平

成２２年５月１８日までの長期間にわたり，被審人の利益を確保する

ことなどを目的として，役員等の指示の下，組織的かつ計画的に一連

のものとして行われたものである。このことは，殊に次のような事実

からも明らかである。すなわち，被審人は， 

① 被審人の《Ａ１》社長の指示により，被審人の仕入担当者自らが
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個々の納入業者に直接要請するのではなく，被審人と関係の深い納

入業者を介して多数の納入業者から本件従業員等派遣を受けており，

これら納入業者のうちには，かつてこの要請を断ったところ，被審

人の仕入担当者から激しく罵倒されたため，断れないものだと思い

知らされ，以降これに応じていた者もいた（前記⑷ア(ｲ)ａ）。 

② テニス大会や将棋大会といった毎年恒例のイベントにあっては定

期的に，新規開店や美術展といったスポット的なイベントにあって

はその都度慣例的に，本件金銭の提供を受けていた（同イ(ｲ)ａ）。 

③ いずれも事前に連絡することなく，一方的に，本件返品に係る商

品を納入業者に引き取らせたり（同ウ(ｲ)ａ(a)ⅰ），本件減額に係

る金額を自社の納入業者に対する買掛債務から減じたりしていた

（同ウ(ｲ)ｂ(a)）。 

④ 商品部の各部門に本件商品の販売ノルマを設定していたところ，

当該各部門においては，これを達成するために，多数の納入業者が

会した場において「一人 低３個は買ってください。これは強制で

すから」と申し向けたり，納入業者ごとに購入数を割り振って本件

商品の購入を要請するなどして，個々の納入業者の事情に関わらず，

一律かつ一方的に決定事項を伝達する形で本件商品の購入を迫って

いた（同エ(ｲ)ａ）。 

イ 以上のような不利益行為を１６５社が受け入れるに至った経緯や態

様は，それ自体，被審人が納入業者一般に対してその意に反するよう

な要請等を行っても，一般的に甘受され得る力関係にあったことを示

すものであるから，前記⑶において被審人の１６５社に対する取引上

の地位を判断する際に考慮したとおり，前記⑷認定の不利益行為を受

け入れていた納入業者については，被審人が著しく不利益な要請等を

行ってもこれを受け入れざるを得ないような場合にあったことをうか

がうことができる。 

 優越的地位の濫用に該当するか 

ア 前記⑶のとおり，被審人の取引上の地位は１２７社に対して優越し

ていたことが認められ，また，前記⑷のとおり，被審人は１２７社を

含む１６５社に対して不利益行為を行っていたことが認められる。 

そうだとすれば，これら被審人による不利益行為のうち，被審人の
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取引上の地位が優越していた１２７社に対する行為は，優越的地位を

利用して行われたものと認められ，１２７社の自由かつ自主的な判断

による取引を阻害したものであり，正常な商慣習に照らして不当に行

われたものと認めるのが相当である。 

したがって，被審人は，審査官の主張する違反行為期間中，自己の

取引上の地位が１２７社に優越していることを利用して，正常な商慣

習に照らして不当に独占禁止法第２条第９項第５号のイ，ロ及びハ（改

正法の施行日前については，旧一般指定第１４項第１号，第２号及び

第３号）に該当する行為を行っていたものであり，当該行為は，優越

的地位の濫用に該当すると認められる。 

他方，３８社については，被審人が３８社に対して優越的地位を有

していたことを認めるに足りる証拠はないから（前記⑶イ(ｵ)），３８

社に対する行為は，優越的地位の濫用に該当すると認めることはでき

ない。 

イ ところで，被審人は，審決案に対する異議申立書において，納入業

者の中には，競争関係に立つ他の納入業者との競争から，他の納入業

者が不利益行為を受け入れているため，自らも不利益行為を受け入れ

ていた者が存在するところ，その不利益は被審人との関係で生じたも

のではなく，他の納入業者との競争から生じたものであり，かかる場

合には，被審人がその優越的地位を利用したことにはならないことか

ら，独占禁止法第２条第９項第５号柱書の「利用して」の要件を満た

さないと主張する。 

しかし，不利益行為を受け入れていた納入業者に，他の納入業者と

の競争上不利にならないためといった，不利益行為の該当性を否定す

るような合理的な理由があったといえないことは，既に述べたとおり

であるところ（前記(4)ア(ｲ)ｃ(b)ｖ，同イ(ｲ)ｃ(c)，同ウ(ｲ)ａ(c)ⅲ

及びｂ(c)ⅳ並びに同エ(ｲ)ｃ(b)），仮に，納入業者が，他の納入業者

との競争上不利にならないためといった理由から被審人による不利益

行為を受け入れていたとしても，それは，不利益行為を受け入れなかっ

た場合に，被審人から他の納入業者と比べて（不利益行為とは別の）

不利な扱いを受けることを懸念してのことであって，被審人が優越的

地位を利用したことと相反するものではない。 
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したがって，被審人の上記主張は採用することができない。 

 争点２（本件各行為〔《納入業者〔７２〕》に対する返品を除く。〕は，

独占禁止法上一つの優越的地位の濫用に該当するか）について 

 独占禁止法上一つの優越的地位の濫用に該当するもの 

前記１⑴のとおり，独占禁止法第１９条において，優越的地位の濫用

が不公正な取引方法の一つとして規制されているのは，自己の取引上の

地位が相手方に優越している一方の当事者が，相手方に対し，その地位

を利用して，正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは，相

手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに，相手方は

その競争者との関係において競争上不利となる一方で，行為者はその競

争者との関係において競争上有利となるおそれがあり，このような行為

は公正な競争を阻害するおそれ（公正競争阻害性）があるといえるから

である。そして，公正競争阻害性については，①行為者が多数の相手方

に対して組織的に不利益を与えているか，②特定の相手方に対してしか

不利益を与えていないときであっても，その不利益の程度が強い又はそ

の行為を放置すれば他に波及するおそれがあるかなど問題となる不利益

の程度，行為の広がり等を考慮して判断することが相当である。このよ

うな優越的地位の濫用行為の規制趣旨に照らせば，独占禁止法第２条第

９項第５号又は旧一般指定第１４項第１号ないし第４号に該当する行為

は，これが複数みられるとしても，また，複数の取引先に対して行われ

たものであるとしても，それが組織的，計画的に一連のものとして実行

されているなど，それらの行為を行為者の優越的地位の濫用として一体

として評価できる場合には，独占禁止法上一つの優越的地位の濫用とし

て規制されると解するのが相当である（公正取引委員会平成２７年６月

４日審決・公正取引委員会審決集第６２巻１１９頁〔日本トイザらス株

式会社に対する件。以下「トイザらス事件審決」という。〕参照）。 

 検討 

これを本件についてみるに，《納入業者（７２）》に対する返品を除

く本件各行為（すなわち，被審人による不利益行為）がなされた経緯等

については，前記１⑷ア(ｲ)ａ，同イ(ｲ)ａ，同ウ(ｲ)ａ(a)ⅰ及びｂ(a)並

びに同エ(ｲ)ａのとおりであり，被審人は，自己の取引上の地位が優越し

ていると認められる１２７社を含む多数の取引の相手方に対して，遅く
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とも平成１９年１月から平成２２年５月１８日までの長期間にわたり，

自社の利益を確保することなどを目的として，役員等の指示の下，組織

的かつ計画的に一連のものとして，上記の不利益行為を行ったものであ

る。 

したがって，１２７社に対する不利益行為は，優越的地位の濫用とし

て一体として評価することができ，独占禁止法上一つの優越的地位の濫

用として規制される。 

 争点３（本件における違反行為期間）について 

 優越的地位の濫用の規制趣旨（前記１⑴）に照らせば，独占禁止法第

２条第９項第５号又は旧一般指定第１４項第１号ないし第４号に該当す

る行為を行為者の優越的地位の濫用として一体として評価できる場合に

は，独占禁止法上一つの優越的地位の濫用として規制されることになり，

課徴金算定の基礎となる違反行為期間についても，それを前提にして，

不利益行為が 初に行われた日を独占禁止法第２０条の６にいう「当該

行為をした日」とし，不利益行為がなくなったと認められる日を同条に

いう「当該行為がなくなる日」とするのが相当である（トイザらス事件

審決参照）。 

これを本件についてみると，１２７社に対する不利益行為は独占禁止

法上一つの優越的地位の濫用に該当するものであることから（前記２⑵），

本件の違反行為期間は，本件排除措置命令による違反行為の認定を基に

本件課徴金納付命令が認定したとおり，平成１９年５月１９日から平成

２２年５月１８日までということになる。 

なお，本件証拠上，不利益行為が初めて行われたのは，平成１９年１

月１４日の《納入業者（６５）》による本件従業員等派遣であり，被審

人の取引上の地位が同社に優越していることも認められるところ，前記

１⑶及び⑷のとおり，同日以降に行われた本件各行為のうち，３８社に

対する行為については被審人の取引上の地位が３８社に優越していたと

は認められず，また，《納入業者（７２）》に対する返品は不利益行為

とは認められないが，これらの事実にかかわらず，本件の違反行為期間

は，本件課徴金納付命令が認定した違反行為期間と同様である。 

 被審人の主張について 

ア 被審人は，優越的地位の濫用の規制趣旨に鑑みると，個々の相手方
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に対する優越的地位を利用してなされた，要請内容を異にする個々の

行為が，それぞれ独占禁止法第２０条の６にいう「第１９条の規定に

違反する行為」に該当すると解すべきであり，違反行為期間は濫用行

為の類型ごと及び相手方ごとに算定されるものであると主張する（前

記第５の３⑵ア）。 

しかし，本件において，１２７社に対する不利益行為が独占禁止法

上一つの優越的地位の濫用として規制されるものであることについて

は，前記２⑵のとおりである。 

したがって，被審人の主張は採用できない。 

イ 被審人は，優越的地位の濫用行為は改正法の施行後に継続してなさ

れたものである必要があるから，改正法施行後に１回しか本件各行為

（ただし，被審人の営業店舗における協賛セール及び朝市を開催する

に際して行われた従業員等派遣は，本件違反行為に含まれないため，

これを除く。）の相手方となっていない納入業者については，被審人

が違反行為を「継続してするもの」（独占禁止法第２０条の６）とは

認められないとも主張する（前記第５の３⑵イ）。 

しかし，上記主張も，前記アの被審人の主張と同様に，違反行為期

間は濫用行為の類型ごと及び相手方ごとに算定されることを前提とす

るものであり，採用できない。また，被審人の営業店舗における協賛

セール及び朝市を開催するに際して従業員等を派遣させた行為も本件

違反行為に当たることについては，前記１⑷ア(ｲ)ｃ(a)のとおりであ

る。 

したがって，被審人の主張は，採用できない。 

 争点４（本件各命令の適法性）について 

 本件排除措置命令書における理由の記載に不備はないか 

ア 独占禁止法第４９条第１項が，排除措置命令書に「公正取引委員会

の認定した事実及びこれに対する法令の適用」を示さなければならな

いとしているのは，排除措置命令が，その名宛人に対して当該命令の

主文に従った排除措置の履行義務を課すなど名宛人の事業活動の自由

等を制限するものであることに鑑み，公正取引委員会の判断の慎重と

合理性を担保してその恣意を抑制するとともに，排除措置命令の理由

を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるためのものと解され
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る。 

このような排除措置命令の性質及び排除措置命令書に上記の記載が

必要とされる趣旨・目的に鑑みれば，排除措置命令書に記載すべき理

由（公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用）と

は，違反行為に関する認定事実のほか，いかなる事実関係に基づき排

除措置が命じられたのかを，名宛人においてその記載自体から了知し

得るものでなければならない（ 高裁判所昭和４９年４月２５日第一

小法廷判決・民集２８巻３号４０５頁，同昭和６０年１月２２日第三

小法廷判決・民集３９巻１号１頁等参照）。 

これを本件についてみると，本件排除措置命令書には，排除措置命

令の理由として，特定納入業者に該当するかの考慮要素（第１の１項）

及び被審人が特定納入業者に対して具体的にいかなる態様の行為をど

の程度行ったのか（第１の２項）という，命令の原因となる事実と，

上記の行為は，被審人が自己の取引上の地位が相手方に優越している

ことを利用して，正常な商慣習に照らして不当に，①継続して取引す

る相手方に対して，当該取引に係る商品以外の商品を購入させ，②継

続して取引する相手方に対して，自己のために金銭又は役務を提供さ

せ，③取引の相手方から取引に係る商品を受領した後に当該商品を当

該取引の相手方に引き取らせ，又は取引の相手方に対して取引の額を

減じていたものであって，この行為が独占禁止法第２条第９項第５号

（改正法の施行前においては旧一般指定第１４項）に該当し，独占禁

止法第１９条の規定に違反するなどという，命令の根拠法条は示され

ているが，上記の行為の相手方である特定納入業者については，具体

的には特定されていない。 

そうすると，本件排除措置命令書のみからは，被審人において，い

ずれの相手方に対する自己の行為が独占禁止法第２条第９項第５号又

は旧一般指定第１４項に該当する優越的地位の濫用との評価を受けた

かを具体的に知ることはできず，いずれの相手方に対する行為を違反

行為として甘受し，いずれの相手方に対する行為を争うべきかを，的

確に判断することが困難であって，被審人の不服申立ての便宜には適

わないものともいえる。このことからすれば，本件排除措置命令書の

みをみる限り，その理由の記載には不備があったものと考えられる。 
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イ しかし，本件において，公正取引委員会は，被審人に対し，独占禁

止法第４９条第５項並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う公正取引委員会関係規則の

整備に関する規則（平成２７年公正取引委員会規則第２号）による改

正前の公正取引委員会の審査に関する規則（平成１７年公正取引委員

会規則第５号）（以下「審査規則」という。）第２４条第１項の規定

に基づいて，本件排除措置命令書の案，すなわち，「予定される排除

措置命令の内容」等を記載した文書を送達する際に，被審人による本

件違反行為の相手方とされた別紙２記載の１６５社が記載された「課

徴金算定対象事業者一覧表」を同封しており（査２４４），その後，

独占禁止法第４９条第２項及び審査規則第２８条第２項の規定に基づ

いて本件排除措置命令書の謄本を被審人に送達する際にも，上記と同

内容の「課徴金算定対象事業者一覧表」を同封している（査２４５）。 

なお，上記の各送達は，後記⑷イの本件課徴金納付命令に係る各送

達手続と同時になされたものであるところ，この点について，被審人

は，「公正取引委員会は，被審人に対し，課徴金納付命令書案や課徴

金納付命令書を送達する際，１６５社の具体的名称及び当該各社との

間における購入額を記載した『課徴金算定対象事業者一覧表』を同封

しているが，それによって本件課徴金納付命令書の理由付記の不備の

違法が治癒されるものではない」と主張しており（前記第５の４⑷イ），

上記の各送達において「課徴金算定対象事業者一覧表」が同封されて

いたこと自体は争っていない(後記⑷イにおいても同じ。)。 

このように，被審人は，本件排除措置命令に先立ち，本件違反行為

の相手方を了知し得る状態で，意見の陳述及び証拠の提出の機会であ

る事前手続を経ていたことが明らかであり，本件排除措置命令書の謄

本送達時には，本件違反行為の相手方を当然に知り得る状態にあった

といえる。そうだとすれば，被審人は，本件排除措置命令において，

いずれの相手方に対する自己のいかなる行為が独占禁止法第２条第９

項第５号又は旧一般指定第１４項に該当する優越的地位の濫用との評

価を受け，排除措置を命じられたのかを了知し得るものでなかったと

はいえない。 

したがって，前記アのとおり本件排除措置命令書自体には，本件違
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反行為の相手方を具体的に特定していないという不備はあったものの，

理由の付記に取消しを免れないような不備があったとまではいえない。 

ウ これに対し，被審人は，排除措置命令書に係る理由付記は，排除措

置命令の名宛人の不服申立てに便宜を与えるだけでなく，公正取引委

員会の判断の慎重，合理性を担保してその恣意を抑制するものである

から，少なくとも，排除措置命令の名宛人の取引上の地位が優越して

いる相手方が誰であるのかを特定した上で，当該相手方との関係で，

排除措置命令の名宛人の取引上の地位がいかなる事情により優越して

いるのか，当該相手方に対しいかなる濫用行為が行われたのかについ

て，排除措置命令の名宛人及び第三者が具体的に知り得る程度に特定

して摘示しなければならないと主張する（前記第５の４⑴イ）。 

しかし，前記イで述べたところからすれば，本件排除措置命令にお

いては，名宛人である被審人のみならず第三者にとっても，本件違反

行為の相手方を含め，被審人のいかなる行為が独占禁止法第２条第９

項第５号又は旧一般指定第１４項に該当する優越的地位の濫用との評

価を受け，排除措置を命じられたのかを知り得るものであったから，

公正取引委員会の判断の慎重，合理性を担保してその恣意を抑制する

には十分である。 

したがって，被審人の主張（前記第５の４⑴イ）は採用できない。 

 本件排除措置命令における法令の適用に誤りはないか 

ア 改正法施行前の行為に旧一般指定を適用することの可否 

旧一般指定は，いわゆる一般指定であり，公正取引委員会が，あら

ゆる事業分野において行われる可能性のある取引方法を，改正法によ

る改正前の独占禁止法第２条第９項の規定により，不公正な取引方法

として指定するものである。 

一方，大規模小売業告示は，いわゆる特殊指定であり，公正取引委

員会が，特定の事業分野における特定の取引方法を，独占禁止法第２

条第９項第６号（改正法施行前においては，改正法による改正前の独

占禁止法第２条第９項）の規定により，不公正な取引方法として指定

するものである（独占禁止法第７１条〔改正法による改正前の独占禁

止法第７１条〕）。 

このように，旧一般指定は，あらゆる事業分野にわたる不公正な取
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引方法に一般的に適用されるものであり，それゆえに規定の内容もあ

る程度一般的，抽象的となっており，他方，大規模小売業告示は，特

定の事業分野における特定の取引方法に適用されるものであり，それ

ゆえに規定の内容が具体的となっている点で異なるが，旧一般指定を

定めた趣旨が上記のとおりであることや，旧一般指定と大規模小売業

告示はいずれも不公正な取引方法を指定するものであり，いずれの適

用による法律効果も同じであることなどに照らすと，大規模小売業告

示が定めている特定の事業分野について，旧一般指定の適用がおよそ

排除されるものではないと解される。 

なお，改正法の施行前において大規模小売業告示等の特殊指定が旧

一般指定に優先的に適用されていたという実態があったことは，上記

解釈と相容れないものではなく，上記解釈を左右するものではない。 

したがって，大規模小売業告示と旧一般指定第１４項のいずれの要

件をも満たし得る，本件違反行為（前記１に認定したとおり本件違反

行為の相手方は１２７社であるが，本件排除措置命令において想定さ

れていた違反行為の相手方は１６５社である。以下同じ。）のうちの

改正法施行前の行為に対し，大規模小売業告示ではなく旧一般指定を

適用したとしても，法令の適用に誤りはなく，これに反する被審人の

主張（前記第５の４⑵イ第１段落）は採用できない。 

イ 独占禁止法第２条第９項第５号イないしハのいずれに該当するのか

等を摘示していないことについて 

本件排除措置命令書の理由付記に，取消しを免れないような不備が

あったとまではいえないことは，前記⑴のとおりである。また，同命

令書における前記⑴アの①ないし③の記載は，それぞれ，独占禁止法

第２条第９項第５号イないしハ（改正法の施行前においては旧一般指

定第１４項第１号ないし第４号）の規定に沿うものである。 

本件排除措置命令書における上記の記載に照らせば，被審人におい

て，これらの記載から，自己のいかなる行為が独占禁止法第２条第９

項第５号イないしハ（改正法の施行前においては旧一般指定第１４項

第１号ないし第４号）のどれに該当する優越的地位の濫用に当たると

の評価を受けたかを知ることができるといえる。例えば，本件従業員

等派遣であれば，本件排除措置命令書の記載から，「自己のために…
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役務…を提供させること」，すなわち，独占禁止法第２条第９項第５

号ロ及び旧一般指定第１４項第２号に該当する事実であることは明ら

かである。 

したがって，本件排除措置命令書における理由の記載には，本件違

反行為が独占禁止法第２条第９項第５号イないしハのいずれに該当す

るのか等を摘示していないといった不備はなく，これに反する被審人

の主張（前記第５の４⑵イ第２段落）は採用できない。 

 本件排除措置命令の主文第２項は適法か 

排除措置命令は，違反行為の排除及び当該違反行為によってもたらさ

れた公正で自由な競争秩序の侵害状態を回復し整備することを目的とす

る行政処分である。そのため，違反行為そのものについて排除措置を命

じ得るだけではなく，これと同種又は類似の違反行為の行われるおそれ

があって，上記目的を達するために現にその必要性のある限り，これら

の事実についても相当の措置を命じ得る（東京高等裁判所昭和４６年７

月１７日判決・行集第２２巻第７号１０２２頁参照）。 

被審人は，前記１のとおり，自己の取引上の地位が１２７社に優越し

ていることを利用して，１２７社に対して不利益行為を行っていたもの

である。そして，被審人は，過去にも本件違反行為と類似の行為につい

て平成１６年審決を受けていること（前記第３の３），その後，遅くと

も平成１９年１月以降３年以上にわたり，１２７社もの多数の納入業者

に対し，組織的かつ計画的に一体のものとして本件違反行為を行ってい

たものであり（前記２），これらの行為の相手方を特定の納入業者に限

定していた様子はうかがえないこと，本件排除措置命令の効力が生じた

時点においても岡山県を中心とした区域における総合スーパー又は食品

スーパーとして有力な地位にあったことがうかがえることからすれば，

１２７社以外の納入業者に対しても本件違反行為と同種又は類似の違反

行為の行われるおそれがあると認められる。 

したがって，被審人による将来の違反行為を防止するためには，１２

７社だけではなく，被審人と取引関係にある全ての納入業者に対して，

本件排除措置命令の主文第１項に基づいて採った措置の通知を命じるこ

とが，必要かつ相当であると認められ，これに反する被審人の主張（前

記第５の４⑶イ）は採用できない。 
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 本件課徴金納付命令書における理由の記載に不備はないか 

ア 独占禁止法第５０条第１項が，課徴金納付命令書に，「納付すべき

課徴金の額及びその計算の基礎，課徴金に係る違反行為」を記載しな

ければならないとしているのは，課徴金納付命令が，その名宛人に対

して当該命令に従った課徴金の納付義務という不利益を課すものであ

ることに鑑み，公正取引委員会の判断の慎重と合理性を担保してその

恣意を抑制するとともに，課徴金納付命令の理由を名宛人に知らせて

不服の申立てに便宜を与えるためのものと解される。 

このような課徴金納付命令の性質及び課徴金納付命令書に上記の記

載が必要とされる趣旨・目的に鑑みれば，課徴金納付命令書に記載す

べき事項である納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎，課徴金に

係る違反行為を，名宛人においてその記載自体から了知し得るもので

なければならない。 

これを本件についてみると，本件課徴金納付命令書には，本件排除

措置命令書を引用する形式で，「課徴金に係る違反行為」として，本

件違反行為が独占禁止法第１９条の規定に違反するものであるととも

に，同法第２０条の６にいう「継続してするもの」である旨が記載さ

れているが，引用する本件排除措置命令書における違反行為の記載内

容は，前記⑴アのとおりである。 

また，優越的地位の濫用に係る課徴金の算定方法については，独占

禁止法第２０条の６において，「当該行為をした日から当該行為がな

くなる日までの期間…における，当該行為の相手方との間における政

令で定める方法により算定した売上額（…当該行為の相手方が複数あ

る場合は当該行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方

法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。）に百分の一を

乗じて得た額」とする旨規定しているところ，本件課徴金納付命令書

には，「課徴金の計算の基礎」として，本件違反行為の違反行為期間

（同命令書４⒧），改正法の施行日以後の本件違反行為の相手方の数

が１６５であり，いずれも被審人に商品を供給する者である旨（同４

⑵），改正法の施行日以後における被審人の上記１６５の相手方それ

ぞれとの間における購入額を独占禁止法施行令第３０条第２項の規定

に基づき算定した当該購入額の合計額（同４⑶），被審人が国庫に納
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付しなければならない課徴金の額及びその算出過程（同４⑷）は記載

されているが，上記１６５の相手方と被審人のそれら相手方との間に

おける個々の購入額については，具体的には示されていない。 

そうすると，本件課徴金納付命令書のみからは，被審人において，

いずれの相手方に対する自己の行為が「課徴金に係る違反行為」に当

たるとの評価を受け，いずれの相手方からの購入額が納付すべき課徴

金額の計算の基礎となったかを具体的に知ることはできず，いずれの

相手方からの購入額を課徴金の計算の基礎とすることを甘受し，いず

れの相手方からの購入額を課徴金の計算の基礎とすることを争うべき

かを，的確に判断することが困難であって，被審人の不服申立ての便

宜には適わないものともいえる。このことからすれば，本件課徴金納

付命令書のみをみる限り，その理由の記載には不備があったものと考

えられる。 

イ しかし，本件において，公正取引委員会は，被審人に対し，独占禁

止法第５０条第６項及び同項において準用する第４９条第５項並びに

審査規則第２９条及び同条において準用する第２４条第１項の規定に

基づいて，本件課徴金納付命令書の案，すなわち，「納付を命じよう

とする課徴金の額」等を記載した文書を送達する際に，別紙２記載の

１６５社及び課徴金算定の基礎となる１６５社からの購入額が記載さ

れた「課徴金算定対象事業者一覧表」を同封しており（査２４４），

その後，独占禁止法第５０条第２項並びに審査規則第２９条及び同条

において準用する第２８条第２項の規定に基づいて本件課徴金納付命

令書の謄本を被審人に送達する際にも，上記と同内容の「課徴金算定

対象事業者一覧表」を同封している（査２４５）。 

このように，被審人は，本件課徴金納付命令に先立ち，「課徴金に

係る違反行為」の相手方や「課徴金の計算の基礎」として記載された

「購入額の合計」に係る取引の相手方が１６５社であること，さらに

は，被審人の１６５社それぞれからの購入額を了知し得る状態で，意

見の陳述及び証拠の提出の機会である事前手続を経ていたことは明ら

かであり，本件課徴金納付命令書の謄本送達時には，これらを当然に

知り得る状態にあったといえる。そうだとすれば，被審人は，本件課

徴金納付命令において，同命令書に「課徴金の計算の基礎」として記
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載された「購入額の合計」に係る取引の相手方が１６５社であったこ

とや，被審人のこれら１６５社それぞれからの購入額を含め，被審人

のいかなる行為が「課徴金に係る違反行為」との評価を受け，いずれ

の取引の相手方からの購入額を課徴金の計算の基礎として，課徴金の

納付を命じられたのかを了知し得るものでなかったとはいえない。 

したがって，前記アのとおり本件課徴金納付命令書自体には，本件

違反行為の相手方と当該相手方それぞれからの購入額が具体的に記載

されていないという不備はあったものの，理由の付記に取消しを免れ

ないような不備があったとまではいえない。 

ウ これに対し，被審人は，課徴金納付命令書に係る理由付記の趣旨に

鑑みれば，いかなる法規を適用して課徴金の納付が命じられたのかを，

課徴金納付命令の名宛人及び第三者においてその記載自体から了知し

得るものでなければならず，また，優越的地位の濫用行為が相手方ご

とに成立することに鑑みれば，相手方を特定した上で，相手方ごとに

課徴金の額の計算過程を記載すべきであると主張する（前記第５の４

⑷イ）。 

しかし，前記イで述べたところからすれば，本件課徴金納付命令に

おいては，名宛人である被審人のみならず第三者にとっても，「課徴

金の計算の基礎」として記載された「購入額の合計」に係る取引の相

手方が１６５社であったことや，被審人のこれら１６５社それぞれか

らの購入額を含め，被審人のいかなる行為が「課徴金に係る違反行為」

との評価を受け，いずれの取引の相手方からの購入額を課徴金の計算

の基礎として，課徴金の納付を命じられたのかを知り得るものであっ

たから，公正取引委員会の判断の慎重，合理性を担保してその恣意を

抑制するには十分である。 

また，優越的地位の濫用行為が相手方ごとに成立するとの被審人の

主張の前提が誤りであることは，前記２のとおりである。 

したがって，被審人の主張（前記第５の４⑷イ）は採用できない。 

 結論 

 本件排除措置命令について 

ア 被審人は，前記１のとおり，自己の取引上の地位が相手方に優越し

ていることを利用して，正常な商慣習に照らして不当に，①継続して
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取引する相手方に対して，当該取引に係る商品以外の商品を購入させ，

②継続して取引する相手方に対して，自己のために金銭又は役務を提

供させ，③取引の相手方から取引に係る商品を受領した後に当該商品

を当該取引の相手方に引き取らせ，又は取引の相手方に対して取引の

額を減じていたものであり，これらの行為は，独占禁止法第２条第９

項第５号イ，ロ及びハ（改正法の施行日である平成２２年１月１日前

においては旧一般指定第１４項第１号，第２号及び第３号）に該当し，

独占禁止法第１９条の規定に違反するものと認められる。 

また，被審人は，平成２２年５月１９日以降，本件違反行為を行っ

ていない（前記第３の５）が，被審人は，平成１６年審決において排

除措置を命じられたにもかかわらず本件違反行為を行っていたこと，

本件違反行為が長期間にわたって行われていたこと等の諸事情を総合

的に勘案すれば，被審人については，特に排除措置を命ずる必要があ

る（独占禁止法第２０条第２項，第７条第２項）と認められる。 

よって，被審人に対して本件違反行為が排除されたことを確保する

ために必要な措置を命ずることは相当である。 

イ 他方で，前記１のとおり，本件違反行為の相手方は１２７社である

と認められる。 

このように，本件違反行為の相手方が，審査官が主張している１６

５社ではなくその一部である１２７社であると認められる本件におい

ては，本件排除措置命令の内容を，１２７社に対する行為に係る措置

に変更するのが相当である。 

よって，本件排除措置命令の全部取消しを求める被審人の審判請求

は，本件排除措置命令の内容を，１２７社に対する本件違反行為に係

る取締役会決議等を命ずる内容に変更する限度で認容するのが相当で

ある。 

 本件課徴金納付命令について 

ア 被審人は，前記⑴のとおり，独占禁止法第１９条の規定に違反する

行為（同法第２条第９項第５号に該当するもの）を行ったものであり，

この行為は繰り返し行われたものであること（前記２）から，これが

「継続してするもの」（同法第２０条の６）に該当することは明らか

である。 
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イ また，公正取引委員会は，本件違反行為のうち改正法の施行日であ

る平成２２年１月１日以後に係るものについて，被審人と１６５社と

の間における購入額を前提に課徴金の納付を命じたが（前記第２の２），

同日以後，被審人が３８社に対して自己の取引上の地位が相手方に優

越していることを利用して不利益行為を行った事実は認められない

（前記１⑶エ，同⑹ア）。 

本件の違反行為期間である平成１９年５月１９日から平成２２年５

月１８日までのうち平成２２年１月１日以降の被審人の１６５社それ

ぞれからの購入額を独占禁止法施行令第３０条第２項の規定に基づき

算定した金額は，別紙２の「購入額」欄記載のとおりであり（前記第

３の６），その合計額は２２２億１６０５万４３５８円であるところ，

そのうち３８社を除いた１２７社からの購入額の合計は，１７８億３

９２７万９７６９円である。 

ウ したがって，被審人が国庫に納付しなければならない課徴金の額は，

独占禁止法第２０条の６の規定により，前記イの１７８億３９２７万

９７６９円に１００分の１を乗じて得た額から，同法第２０条の７に

おいて準用する同法第７条の２第２３項の規定により１万円未満の端

数を切り捨てて算出された，１億７８３９万円となる。 

エ よって，本件課徴金納付命令のうち１億７８３９万円を超えて納付

を命じた部分は，取り消すべきこととなる。 

第７ 法令の適用 

以上によれば，被審人の本件審判請求は，本件排除措置命令について，

１６５社に対する行為に係る措置を１２７社に対する行為に係る措置に変

更を求める限度で理由があり，また，本件課徴金納付命令について，１億

７８３９万円を超えて納付を命じた部分の取消しを求める限度で理由があ

り，その余はいずれも理由がない。 

よって，独占禁止法第６６条第３項及び第２項並びに規則第７８条第２

項の規定により，主文のとおり審決する。 

 

平成３１年２月２０日 

 

            公 正 取 引 委 員 会 
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委員長  杉  本  和  行 

委 員  山  本  和  史 

委 員  三  村  晶  子 

委 員  青  木  玲  子 

委 員  小  島  吉  晴 
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別紙 用語定義一覧表 

番号 用語 定義 

１ 納入業者 

被審人が自ら販売する商品を，被審人に直接販売

して納入する事業者のうち，被審人と継続的な取引

関係にある者 

２ 特定納入業者 
納入業者のうち取引上の地位が被審人に対して

劣っている者 

３ 新規開店 
被審人が，新たに店舗を設置して，当該店舗の営業

を開始すること 

４ 全面改装 

被審人が，自社の既存の店舗について，一旦営業を

取りやめた上で売場の移動，売場面積の拡縮，設備の

改修その他の改装を行うこと 

５ 棚替え 

被審人が，自社の既存の店舗について，商品の陳列

場所の変更，商品の入替えその他の改装を行うこと

（全面改装に伴うものを除く。） 

６ 食品課商品 被審人の食品課が取り扱っている調味料等の商品 

７ 日配品課商品 被審人の日配品課が取り扱っている牛乳等の商品 

８ 仕入担当者 

納入業者との間で商談等の仕入業務を行い，当該

納入業者との取引に直接影響を及ぼし得る被審人の

従業員 

９ 買取取引 

買主が売主から商品の引渡しを受けると同時に，

当該商品の所有権が売主から買主に移転し，その後

は，買主が当該商品の保管責任を負う取引形態 
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１ 株式会社山陽マルナカ（以下「山陽マルナカ」という。）は，次の事

項を，取締役会において決議しなければならない。 

(1) 遅くとも平成１９年１月以降，別表記載の納入業者のうち，同表１

の各事業者を除く，取引上の地位が自社に対して劣っている同表２の

各事業者（以下，この１２７の事業者を「対象納入業者」という。）

に対して行っていた次の行為を取りやめている旨を確認すること 

ア 新規開店，全面改装，棚替え等に際し，これらを実施する店舗に

商品を納入する対象納入業者に対し，当該対象納入業者が納入する

商品以外の商品を含む当該店舗の商品について，当該対象納入業者

の従業員等が有する技術又は能力を要しない商品の移動，陳列，補

充，接客等の作業を行わせるため，あらかじめ当該対象納入業者と

の間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく，かつ，

派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく，当該対象

納入業者の従業員等を派遣させていた行為 

イ 新規開店又は自社が主催する「こども将棋大会」若しくは「レデ

ィーステニス大会」と称する催事等の実施に際し，対象納入業者に

対し，当該対象納入業者の納入する商品の販売促進効果等の利益が

ない又は当該利益を超える負担となるにもかかわらず，金銭を提供

させていた行為 

ウ 自社の食品課が取り扱っている調味料等の商品（以下「食品課商

品」という。）のうち，自社が独自に定めた「見切り基準」と称す

る販売期限を経過したものについて，当該食品課商品を納入した対

象納入業者に対し，当該対象納入業者の責めに帰すべき事由がなく，

当該食品課商品の購入に当たって当該対象納入業者との合意により

返品の条件を定めておらず，当該食品課商品の返品によって当該対

象納入業者に通常生ずべき損失を自社が負担せず，かつ，当該対象

納入業者から当該食品課商品の返品を受けたい旨の申出がないにも

かかわらず，当該食品課商品を返品していた行為 

エ(ｱ) 食品課商品のうち，季節商品の販売時期の終了等に伴う商品の

入替えを理由として割引販売を行うこととしたものについて，当

該食品課商品を納入した対象納入業者に対し，当該対象納入業者
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の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず，当該食品課商品の

仕入価格に５０パーセントを乗じて得た額に相当する額を，当該

対象納入業者に支払うべき代金の額から減じていた行為 

(ｲ) 食品課商品又は自社の日配品課が取り扱っている牛乳等の商品

（以下「日配品課商品」という。）のうち，全面改装に伴う在庫

整理を理由として割引販売を行うこととしたものについて，当該

食品課商品又は当該日配品課商品を納入した対象納入業者に対し，

当該対象納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず，

当該割引販売において割引した額に相当する額等を，当該対象納

入業者に支払うべき代金の額から減じていた行為 

オ クリスマスケーキ等のクリスマス関連商品（以下「クリスマス関

連商品」という。）の販売に際し，仕入担当者から，対象納入業者

に対し，懇親会において申込用紙を配付した上で 低購入数量を示

し，その場で注文するよう指示する又は対象納入業者ごとに購入数

量を示す方法により，クリスマス関連商品を購入させていた行為 

(2) 今後，前記(1)の行為と同様の行為を行わない旨 

２ 山陽マルナカは，前項に基づいて採った措置を，納入業者に通知し，

かつ，自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び

周知徹底の方法については，あらかじめ，公正取引委員会の承認を受け

なければならない。 

３ 山陽マルナカは，今後，第１項(1)の行為と同様の行為を行ってはな

らない。 

４ 山陽マルナカは，今後，次の事項を行うために必要な措置を講じなけ

ればならない。この措置の内容については，第１項(1)の行為と同様の

行為をすることのないようにするために十分なものでなければならず，

かつ，あらかじめ，公正取引委員会の承認を受けなければならない。 

(1) 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の

改定 

(2) 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての，役員及び

従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査 

５(1) 山陽マルナカは，第１項，第２項及び前項に基づいて採った措置を

速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 
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(2) 山陽マルナカは，前項(2)に基づいて講じた措置の実施内容を，今

後３年間，毎年，公正取引委員会に報告しなければならない。 

 



別表

番号 納入業者名 本店等の所在地

2 《納入業者（２）》 《所在地略》

3 《納入業者（３）》 《所在地略》

4 《納入業者（４）》 《所在地略》

7 《納入業者（７）》 《所在地略》

8 《納入業者（８）》 《所在地略》

14 《納入業者（１４）》 《所在地略》

19 《納入業者（１９）》 《所在地略》

24 《納入業者（２４）》 《所在地略》

25 《納入業者（２５）》 《所在地略》

26 《納入業者（２６）》 《所在地略》

32 《納入業者（３２）》 《所在地略》

33 《納入業者（３３）》 《所在地略》

35 《納入業者（３５）》 《所在地略》

40 《納入業者（４０）》 《所在地略》

41 《納入業者（４１）》 《所在地略》

42 《納入業者（４２）》 《所在地略》

52 《納入業者（５２）》 《所在地略》

64 《納入業者（６４）》 《所在地略》

71 《納入業者（７１）》 《所在地略》

72 《納入業者（７２）》 《所在地略》

75 《納入業者（７５）》 《所在地略》

78 《納入業者（７８）》 《所在地略》

84 《納入業者（８４）》 《所在地略》

85 《納入業者（８５）》 《所在地略》

86 《納入業者（８６）》 《所在地略》

87 《納入業者（８７）》 《所在地略》

88 《納入業者（８８）》 《所在地略》

90 《納入業者（９０）》 《所在地略》

1　非対象納入業者（３８社）

 121



番号 納入業者名 本店等の所在地

92 《納入業者（９２）》 《所在地略》

93 《納入業者（９３）》 《所在地略》

105 《納入業者（１０５）》 《所在地略》

111 《納入業者（１１１）》 《所在地略》

125 《納入業者（１２５）》 《所在地略》

134 《納入業者（１３４）》 《所在地略》

137 《納入業者（１３７）》 《所在地略》

139 《納入業者（１３９）》 《所在地略》

145 《納入業者（１４５）》 《所在地略》

146 《納入業者（１４６）》 《所在地略》

番号 納入業者名 本店等の所在地

1 《納入業者（１）》 《所在地略》

5 《納入業者（５）》 《所在地略》

6 《納入業者（６）》 《所在地略》

9 《納入業者（９）》 《所在地略》

10 《納入業者（１０）》 《所在地略》

11 《納入業者（１１）》 《所在地略》

12 《納入業者（１２）》 《所在地略》

13 《納入業者（１３）》 《所在地略》

15 《納入業者（１５）》 《所在地略》

16 《納入業者（１６）》 《所在地略》

17 《納入業者（１７）》 《所在地略》

18 《納入業者（１８）》 《所在地略》

20 《納入業者（２０）》 《所在地略》

21 《納入業者（２１）》 《所在地略》

22 《納入業者（２２）》 《所在地略》

23 《納入業者（２３）》 《所在地略》

２　対象納入業者（１２７社）
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番号 納入業者名 本店等の所在地

27 《納入業者（２７）》 《所在地略》

28 《納入業者（２８）》 《所在地略》

29 《納入業者（２９）》 《所在地略》

30 《納入業者（３０）》 《所在地略》

31 《納入業者（３１）》 《所在地略》

34 《納入業者（３４）》 《所在地略》

36 《納入業者（３６）》 《所在地略》

37 《納入業者（３７）》 《所在地略》

38 《納入業者（３８）》 《所在地略》

39 《納入業者（３９）》 《所在地略》

43 《納入業者（４３）》 《所在地略》

44 《納入業者（４４）》 《所在地略》

45 《納入業者（４５）》 《所在地略》

46 《納入業者（４６）》 《所在地略》

47 《納入業者（４７）》 《所在地略》

48 《納入業者（４８）》 《所在地略》

49 《納入業者（４９）》 《所在地略》

50 《納入業者（５０）》 《所在地略》

51 《納入業者（５１）》 《所在地略》

53 《納入業者（５３）》 《所在地略》

54 《納入業者（５４）》 《所在地略》

55 《納入業者（５５）》 《所在地略》

56 《納入業者（５６）》 《所在地略》

57 《納入業者（５７）》 《所在地略》

58 《納入業者（５８）》 《所在地略》

59 《納入業者（５９）》 《所在地略》

60 《納入業者（６０）》 《所在地略》

61 《納入業者（６１）》 《所在地略》

62 《納入業者（６２）》 《所在地略》
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番号 納入業者名 本店等の所在地

63 《納入業者（６３）》 《所在地略》

65 《納入業者（６５）》 《所在地略》

66 《納入業者（６６）》 《所在地略》

67 《納入業者（６７）》 《所在地略》

68 《納入業者（６８）》 《所在地略》

69 《納入業者（６９）》 《所在地略》

70 《納入業者（７０）》 《所在地略》

73 《納入業者（７３）》 《所在地略》

74 《納入業者（７４）》 《所在地略》

76 《納入業者（７６）》 《所在地略》

77 《納入業者（７７）》 《所在地略》

79 《納入業者（７９）》 《所在地略》

80 《納入業者（８０）》 《所在地略》

81 《納入業者（８１）》 《所在地略》

82 《納入業者（８２）》 《所在地略》

83 《納入業者（８３）》 《所在地略》

89 《納入業者（８９）》 《所在地略》

91 《納入業者（９１）》 《所在地略》

94 《納入業者（９４）》 《所在地略》

95 《納入業者（９５）》 《所在地略》

96 《納入業者（９６）》 《所在地略》

97 《納入業者（９７）》 《所在地略》

98 《納入業者（９８）》 《所在地略》

99 《納入業者（９９）》 《所在地略》

100 《納入業者（１００）》 《所在地略》

101 《納入業者（１０１）》 《所在地略》

102 《納入業者（１０２）》 《所在地略》

103 《納入業者（１０３）》 《所在地略》

104 《納入業者（１０４）》 《所在地略》
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番号 納入業者名 本店等の所在地

106 《納入業者（１０６）》 《所在地略》

107 《納入業者（１０７）》 《所在地略》

108 《納入業者（１０８）》 《所在地略》

109 《納入業者（１０９）》 《所在地略》

110 《納入業者（１１０）》 《所在地略》

112 《納入業者（１１２）》 《所在地略》

113 《納入業者（１１３）》 《所在地略》

114 《納入業者（１１４）》 《所在地略》

115 《納入業者（１１５）》 《所在地略》

116 《納入業者（１１６）》 《所在地略》

117 《納入業者（１１７）》 《所在地略》

118 《納入業者（１１８）》 《所在地略》

119 《納入業者（１１９）》 《所在地略》

120 《納入業者（１２０）》 《所在地略》

121 《納入業者（１２１）》 《所在地略》

122 《納入業者（１２２）》 《所在地略》

123 《納入業者（１２３）》 《所在地略》

124 《納入業者（１２４）》 《所在地略》

126 《納入業者（１２６）》 《所在地略》

127 《納入業者（１２７）》 《所在地略》

128 《納入業者（１２８）》 《所在地略》

129 《納入業者（１２９）》 《所在地略》

130 《納入業者（１３０）》 《所在地略》

131 《納入業者（１３１）》 《所在地略》

132 《納入業者（１３２）》 《所在地略》

133 《納入業者（１３３）》 《所在地略》

135 《納入業者（１３５）》 《所在地略》

136 《納入業者（１３６）》 《所在地略》

138 《納入業者（１３８）》 《所在地略》
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番号 納入業者名 本店等の所在地

140 《納入業者（１４０）》 《所在地略》

141 《納入業者（１４１）》 《所在地略》

142 《納入業者（１４２）》 《所在地略》

143 《納入業者（１４３）》 《所在地略》

144 《納入業者（１４４）》 《所在地略》

147 《納入業者（１４７）》 《所在地略》

148 《納入業者（１４８）》 《所在地略》

149 《納入業者（１４９）》 《所在地略》

150 《納入業者（１５０）》 《所在地略》

151 《納入業者（１５１）》 《所在地略》

152 《納入業者（１５２）》 《所在地略》

153 《納入業者（１５３）》 《所在地略》

154 《納入業者（１５４）》 《所在地略》

155 《納入業者（１５５）》 《所在地略》

156 《納入業者（１５６）》 《所在地略》

157 《納入業者（１５７）》 《所在地略》

158 《納入業者（１５８）》 《所在地略》

159 《納入業者（１５９）》 《所在地略》

160 《納入業者（１６０）》 《所在地略》

161 《納入業者（１６１）》 《所在地略》

162 《納入業者（１６２）》 《所在地略》

163 《納入業者（１６３）》 《所在地略》

164 《納入業者（１６４）》 《所在地略》

165 《納入業者（１６５）》 《所在地略》

(注)「本店等の所在地」欄に記載の住所は，平成２２年５月１８日現在のものである。

(注)「番号」欄に記載の番号は，別紙２に同じである。
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別紙２

番号 事業者の正式名称 本店所在地

1 《納入業者（１）》 《所在地略》 2,609,034,871 円

2 《納入業者（２）》 《所在地略》 122,017,327 円

3 《納入業者（３）》 《所在地略》 731,220,377 円

4 《納入業者（４）》 《所在地略》 86,672,605 円

5 《納入業者（５）》 《所在地略》 133,474,988 円

6 《納入業者（６）》 《所在地略》 1,224,077,616 円

7 《納入業者（７）》 《所在地略》 16,469,817 円

8 《納入業者（８）》 《所在地略》 44,114,994 円

9 《納入業者（９）》 《所在地略》 83,309,329 円

10 《納入業者（１０）》 《所在地略》 236,375,693 円

11 《納入業者（１１）》 《所在地略》 148,204,994 円

12 《納入業者（１２）》 《所在地略》 13,190,168 円

13 《納入業者（１３）》 《所在地略》 27,791,576 円

14 《納入業者（１４）》 《所在地略》 288,707,745 円

15 《納入業者（１５）》 《所在地略》 188,217,045 円

16 《納入業者（１６）》 《所在地略》 88,330,244 円

17 《納入業者（１７）》 《所在地略》 115,356,823 円

18 《納入業者（１８）》 《所在地略》 490,072,147 円

19 《納入業者（１９）》 《所在地略》 33,686,191 円

20 《納入業者（２０）》 《所在地略》 151,579,467 円

21 《納入業者（２１）》 《所在地略》 283,289,854 円

22 《納入業者（２２）》 《所在地略》 30,690,868 円

23 《納入業者（２３）》 《所在地略》 215,960,309 円

24 《納入業者（２４）》 《所在地略》 674,153,122 円

25 《納入業者（２５）》 《所在地略》 144,708,781 円

26 《納入業者（２６）》 《所在地略》 157,157,559 円

27 《納入業者（２７）》 《所在地略》 114,682,629 円

28 《納入業者（２８）》 《所在地略》 139,277,512 円

29 《納入業者（２９）》 《所在地略》 29,154,567 円

30 《納入業者（３０）》 《所在地略》 83,665,857 円

31 《納入業者（３１）》 《所在地略》 47,936,235 円

32 《納入業者（３２）》 《所在地略》 37,020,898 円

購入額
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番号 事業者の正式名称 本店所在地 購入額

33 《納入業者（３３）》 《所在地略》 129,040,831 円

34 《納入業者（３４）》 《所在地略》 92,164,782 円

35 《納入業者（３５）》 《所在地略》 161,773,952 円

36 《納入業者（３６）》 《所在地略》 20,918,419 円

37 《納入業者（３７）》 《所在地略》 89,450,496 円

38 《納入業者（３８）》 《所在地略》 11,511,017 円

39 《納入業者（３９）》 《所在地略》 14,090,473 円

40 《納入業者（４０）》 《所在地略》 5,116,098 円

41 《納入業者（４１）》 《所在地略》 24,255,270 円

42 《納入業者（４２）》 《所在地略》 31,239,758 円

43 《納入業者（４３）》 《所在地略》 38,589,578 円

44 《納入業者（４４）》 《所在地略》 150,721,827 円

45 《納入業者（４５）》 《所在地略》 59,636,116 円

46 《納入業者（４６）》 《所在地略》 13,956,665 円

47 《納入業者（４７）》 《所在地略》 73,950,488 円

48 《納入業者（４８）》 《所在地略》 7,024,271 円

49 《納入業者（４９）》 《所在地略》 276,149,719 円

50 《納入業者（５０）》 《所在地略》 47,485,067 円

51 《納入業者（５１）》 《所在地略》 29,559,566 円

52 《納入業者（５２）》 《所在地略》 44,121,166 円

53 《納入業者（５３）》 《所在地略》 18,412,357 円

54 《納入業者（５４）》 《所在地略》 12,956,589 円

55 《納入業者（５５）》 《所在地略》 18,509,922 円

56 《納入業者（５６）》 《所在地略》 34,439,975 円

57 《納入業者（５７）》 《所在地略》 10,505,036 円

58 《納入業者（５８）》 《所在地略》 202,691,604 円

59 《納入業者（５９）》 《所在地略》 2,568,046 円

60 《納入業者（６０）》 《所在地略》 124,809,780 円

61 《納入業者（６１）》 《所在地略》 8,527,832 円

62 《納入業者（６２）》 《所在地略》 77,898,467 円

63 《納入業者（６３）》 《所在地略》 87,463,929 円

64 《納入業者（６４）》 《所在地略》 179,266,933 円
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番号 事業者の正式名称 本店所在地 購入額

65 《納入業者（６５）》 《所在地略》 1,564,472,833 円

66 《納入業者（６６）》 《所在地略》 174,030,019 円

67 《納入業者（６７）》 《所在地略》 1,357,918,534 円

68 《納入業者（６８）》 《所在地略》 10,407,481 円

69 《納入業者（６９）》 《所在地略》 9,827,245 円

70 《納入業者（７０）》 《所在地略》 2,853,559 円

71 《納入業者（７１）》 《所在地略》 248,294,232 円

72 《納入業者（７２）》 《所在地略》 378,301,615 円

73 《納入業者（７３）》 《所在地略》 633,101,937 円

74 《納入業者（７４）》 《所在地略》 61,943,030 円

75 《納入業者（７５）》 《所在地略》 36,006,422 円

76 《納入業者（７６）》 《所在地略》 57,278,021 円

77 《納入業者（７７）》 《所在地略》 640,095,885 円

78 《納入業者（７８）》 《所在地略》 4,645,223 円

79 《納入業者（７９）》 《所在地略》 150,538,178 円

80 《納入業者（８０）》 《所在地略》 15,970,887 円

81 《納入業者（８１）》 《所在地略》 38,269,319 円

82 《納入業者（８２）》 《所在地略》 1,311,459 円

83 《納入業者（８３）》 《所在地略》 14,034,870 円

84 《納入業者（８４）》 《所在地略》 17,101,604 円

85 《納入業者（８５）》 《所在地略》 41,288,346 円

86 《納入業者（８６）》 《所在地略》 7,902,403 円

87 《納入業者（８７）》 《所在地略》 19,027,760 円

88 《納入業者（８８）》 《所在地略》 16,069,108 円

89 《納入業者（８９）》 《所在地略》 25,483,486 円

90 《納入業者（９０）》 《所在地略》 5,642,361 円

91 《納入業者（９１）》 《所在地略》 73,449,666 円

92 《納入業者（９２）》 《所在地略》 17,812,343 円

93 《納入業者（９３）》 《所在地略》 4,270,429 円

94 《納入業者（９４）》 《所在地略》 9,493,471 円

95 《納入業者（９５）》 《所在地略》 17,047,264 円

96 《納入業者（９６）》 《所在地略》 9,898,787 円
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番号 事業者の正式名称 本店所在地 購入額

97 《納入業者（９７）》 《所在地略》 45,685,025 円

98 《納入業者（９８）》 《所在地略》 9,433,535 円

99 《納入業者（９９）》 《所在地略》 7,198,179 円

100 《納入業者（１００）》 《所在地略》 30,171,503 円

101 《納入業者（１０１）》 《所在地略》 8,849,930 円

102 《納入業者（１０２）》 《所在地略》 5,369,092 円

103 《納入業者（１０３）》 《所在地略》 13,977,871 円

104 《納入業者（１０４）》 《所在地略》 10,992,749 円

105 《納入業者（１０５）》 《所在地略》 4,649,937 円

106 《納入業者（１０６）》 《所在地略》 3,264,659 円

107 《納入業者（１０７）》 《所在地略》 8,316,158 円

108 《納入業者（１０８）》 《所在地略》 6,349,405 円

109 《納入業者（１０９）》 《所在地略》 24,940,201 円

110 《納入業者（１１０）》 《所在地略》 5,921,412 円

111 《納入業者（１１１）》 《所在地略》 5,386,701 円

112 《納入業者（１１２）》 《所在地略》 45,232,362 円

113 《納入業者（１１３）》 《所在地略》 4,905,427 円

114 《納入業者（１１４）》 《所在地略》 12,630,802 円

115 《納入業者（１１５）》 《所在地略》 4,632,557 円

116 《納入業者（１１６）》 《所在地略》 11,887,903 円

117 《納入業者（１１７）》 《所在地略》 2,174,735 円

118 《納入業者（１１８）》 《所在地略》 6,209,762 円

119 《納入業者（１１９）》 《所在地略》 13,355,377 円

120 《納入業者（１２０）》 《所在地略》 10,879,057 円

121 《納入業者（１２１）》 《所在地略》 8,990,740 円

122 《納入業者（１２２）》 《所在地略》 44,822,517 円

123 《納入業者（１２３）》 《所在地略》 825,863,665 円

124 《納入業者（１２４）》 《所在地略》 54,410,160 円

125 《納入業者（１２５）》 《所在地略》 38,929,186 円

126 《納入業者（１２６）》 《所在地略》 50,098,511 円

127 《納入業者（１２７）》 《所在地略》 14,145,130 円

128 《納入業者（１２８）》 《所在地略》 111,169,593 円
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番号 事業者の正式名称 本店所在地 購入額

129 《納入業者（１２９）》 《所在地略》 219,130,691 円

130 《納入業者（１３０）》 《所在地略》 47,666,207 円

131 《納入業者（１３１）》 《所在地略》 162,662,002 円

132 《納入業者（１３２）》 《所在地略》 330,028,630 円

133 《納入業者（１３３）》 《所在地略》 18,322,325 円

134 《納入業者（１３４）》 《所在地略》 6,216,000 円

135 《納入業者（１３５）》 《所在地略》 162,135,349 円

136 《納入業者（１３６）》 《所在地略》 167,200,262 円

137 《納入業者（１３７）》 《所在地略》 178,083,508 円

138 《納入業者（１３８）》 《所在地略》 94,932,384 円

139 《納入業者（１３９）》 《所在地略》 247,124,762 円

140 《納入業者（１４０）》 《所在地略》 254,988,001 円

141 《納入業者（１４１）》 《所在地略》 136,112,472 円

142 《納入業者（１４２）》 《所在地略》 131,211,832 円

143 《納入業者（１４３）》 《所在地略》 302,062,176 円

144 《納入業者（１４４）》 《所在地略》 41,412,289 円

145 《納入業者（１４５）》 《所在地略》 161,739,739 円

146 《納入業者（１４６）》 《所在地略》 27,539,486 円

147 《納入業者（１４７）》 《所在地略》 168,760,837 円

148 《納入業者（１４８）》 《所在地略》 106,273,451 円

149 《納入業者（１４９）》 《所在地略》 59,167,256 円

150 《納入業者（１５０）》 《所在地略》 45,342,048 円

151 《納入業者（１５１）》 《所在地略》 116,795,436 円

152 《納入業者（１５２）》 《所在地略》 158,683,837 円

153 《納入業者（１５３）》 《所在地略》 1,709,064 円

154 《納入業者（１５４）》 《所在地略》 10,117,590 円

155 《納入業者（１５５）》 《所在地略》 58,574,052 円

156 《納入業者（１５６）》 《所在地略》 35,649,562 円

157 《納入業者（１５７）》 《所在地略》 132,627,613 円

158 《納入業者（１５８）》 《所在地略》 34,166,107 円

159 《納入業者（１５９）》 《所在地略》 385,171,804 円

160 《納入業者（１６０）》 《所在地略》 4,098,402 円
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番号 事業者の正式名称 本店所在地 購入額

161 《納入業者（１６１）》 《所在地略》 28,702,042 円

162 《納入業者（１６２）》 《所在地略》 50,015,555 円

163 《納入業者（１６３）》 《所在地略》 11,745,825 円

164 《納入業者（１６４）》 《所在地略》 23,774,998 円

165 《納入業者（１６５）》 《所在地略》 93,070,909 円

22,216,054,358 円購入額合計

(注)「本店所在地」欄に記載の住所は，平成２２年５月１８日現在のものである。

132



別紙３

添付省略
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別紙４

番号 事業者名
優越的地位

なし
濫用行為

なし
全１回のみ

セール応援を
除き１回のみ

1 《納入業者（１）》 ○

2 《納入業者（２）》 ○

3 《納入業者（３）》 ○ ○

4 《納入業者（４）》 ○

5 《納入業者（５）》 ○

6 《納入業者（６）》 ○

7 《納入業者（７）》 ○ ○

8 《納入業者（８）》 ○

9 《納入業者（９）》 ○ ○

10 《納入業者（１０）》 ○

11 《納入業者（１１）》 ○ ○

12 《納入業者（１２）》 ○ ○

13 《納入業者（１３）》 ○

14 《納入業者（１４）》 ○

15 《納入業者（１５）》 ○

16 《納入業者（１６）》 ○ ○

17 《納入業者（１７）》 ○ ○

18 《納入業者（１８）》 ○ ○

19 《納入業者（１９）》 ○ ○

20 《納入業者（２０）》 ○ ○ ○

21 《納入業者（２１）》 ○

22 《納入業者（２２）》 ○ ○ ○

23 《納入業者（２３）》 ○ ○

24 《納入業者（２４）》 ○

25 《納入業者（２５）》 ○

26 《納入業者（２６）》 ○

27 《納入業者（２７）》 ○ ○ ○

28 《納入業者（２８）》 ○ ○

29 《納入業者（２９）》 ○ ○ ○

30 《納入業者（３０）》 ○ ○

31 《納入業者（３１）》 ○ ○ ○

32 《納入業者（３２）》 ○ ○

33 《納入業者（３３）》 ○ ○ ○

34 《納入業者（３４）》 ○ ○ ○

35 《納入業者（３５）》 ○ ○

36 《納入業者（３６）》 ○ ○

37 《納入業者（３７）》 ○ ○

38 《納入業者（３８）》 ○

39 《納入業者（３９）》 ○ ○ ○

40 《納入業者（４０）》 ○ ○ ○

41 《納入業者（４１）》 ○ ○

42 《納入業者（４２）》 ○
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番号 事業者名
優越的地位

なし
濫用行為

なし
全１回のみ

セール応援を
除き１回のみ

43 《納入業者（４３）》 ○ ○

44 《納入業者（４４）》 ○ ○ ○

45 《納入業者（４５）》 ○

46 《納入業者（４６）》 ○ ○ ○

47 《納入業者（４７）》 ○ ○ ○

48 《納入業者（４８）》 ○ ○

49 《納入業者（４９）》 ○ ○ ○

50 《納入業者（５０）》 ○ ○ ○

51 《納入業者（５１）》 ○ ○

52 《納入業者（５２）》 ○ ○ ○

53 《納入業者（５３）》 ○ ○

54 《納入業者（５４）》 ○ ○

55 《納入業者（５５）》 ○ ○

56 《納入業者（５６）》 ○ ○ ○

57 《納入業者（５７）》 ○ ○ ○

58 《納入業者（５８）》 ○ ○

59 《納入業者（５９）》 ○ ○

60 《納入業者（６０）》 ○ ○ ○

61 《納入業者（６１）》 ○ ○ ○

62 《納入業者（６２）》 ○ ○ ○

63 《納入業者（６３）》 ○ ○ ○

64 《納入業者（６４）》 ○ ○

65 《納入業者（６５）》 ○

66 《納入業者（６６）》 ○ ○

67 《納入業者（６７）》 ○ ○

68 《納入業者（６８）》 ○ ○

69 《納入業者（６９）》 ○ ○ ○

70 《納入業者（７０）》 ○ ○ ○

71 《納入業者（７１）》 ○ ○

72 《納入業者（７２）》 ○ ○

73 《納入業者（７３）》 ○

74 《納入業者（７４）》 ○

75 《納入業者（７５）》 ○

76 《納入業者（７６）》 ○ ○

77 《納入業者（７７）》 ○

78 《納入業者（７８）》 ○ ○

79 《納入業者（７９）》 ○ ○

80 《納入業者（８０）》 ○

81 《納入業者（８１）》 ○ ○

82 《納入業者（８２）》 ○ ○ ○

83 《納入業者（８３）》 ○

84 《納入業者（８４）》 ○ ○
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番号 事業者名
優越的地位

なし
濫用行為

なし
全１回のみ

セール応援を
除き１回のみ

85 《納入業者（８５）》 ○ ○ ○

86 《納入業者（８６）》 ○ ○ ○

87 《納入業者（８７）》 ○

88 《納入業者（８８）》 ○ ○

89 《納入業者（８９）》 ○ ○

90 《納入業者（９０）》 ○ ○ ○

91 《納入業者（９１）》 ○ ○

92 《納入業者（９２）》 ○ ○

93 《納入業者（９３）》 ○ ○ ○

94 《納入業者（９４）》 ○ ○ ○

95 《納入業者（９５）》 ○ ○ ○

96 《納入業者（９６）》 ○ ○ ○

97 《納入業者（９７）》 ○ ○ ○

98 《納入業者（９８）》 ○ ○

99 《納入業者（９９）》 ○ ○ ○

100 《納入業者（１００）》 ○ ○

101 《納入業者（１０１）》 ○ ○ ○

102 《納入業者（１０２）》 ○ ○ ○

103 《納入業者（１０３）》 ○ ○

104 《納入業者（１０４）》 ○ ○ ○

105 《納入業者（１０５）》 ○ ○ ○

106 《納入業者（１０６）》 ○ ○

107 《納入業者（１０７）》 ○ ○ ○

108 《納入業者（１０８）》 ○ ○ ○

109 《納入業者（１０９）》 ○ ○

110 《納入業者（１１０）》 ○ ○ ○

111 《納入業者（１１１）》 ○ ○

112 《納入業者（１１２）》 ○

113 《納入業者（１１３）》 ○ ○ ○

114 《納入業者（１１４）》 ○ ○ ○

115 《納入業者（１１５）》 ○ ○ ○

116 《納入業者（１１６）》 ○ ○ ○

117 《納入業者（１１７）》 ○ ○

118 《納入業者（１１８）》 ○

119 《納入業者（１１９）》 ○ ○ ○

120 《納入業者（１２０）》 ○ ○ ○

121 《納入業者（１２１）》 ○ ○ ○

122 《納入業者（１２２）》 ○ ○

123 《納入業者（１２３）》 ○ ○

124 《納入業者（１２４）》 ○

125 《納入業者（１２５）》 ○ ○ ○

126 《納入業者（１２６）》 ○ ○
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番号 事業者名
優越的地位

なし
濫用行為

なし
全１回のみ

セール応援を
除き１回のみ

127 《納入業者（１２７）》 ○ ○ ○

128 《納入業者（１２８）》 ○ ○ ○

129 《納入業者（１２９）》 ○ ○

130 《納入業者（１３０）》 ○ ○

131 《納入業者（１３１）》 ○ ○ ○

132 《納入業者（１３２）》

133 《納入業者（１３３）》 ○ ○

134 《納入業者（１３４）》 ○ ○

135 《納入業者（１３５）》 ○

136 《納入業者（１３６）》 ○ ○ ○

137 《納入業者（１３７）》 ○

138 《納入業者（１３８）》 ○ ○

139 《納入業者（１３９）》 ○ ○

140 《納入業者（１４０）》 ○ ○ ○

141 《納入業者（１４１）》 ○ ○

142 《納入業者（１４２）》 ○ ○

143 《納入業者（１４３）》 ○ ○

144 《納入業者（１４４）》 ○

145 《納入業者（１４５）》 ○ ○

146 《納入業者（１４６）》 ○ ○ ○

147 《納入業者（１４７）》 ○ ○

148 《納入業者（１４８）》 ○

149 《納入業者（１４９）》 ○ ○ ○

150 《納入業者（１５０）》 ○ ○ ○

151 《納入業者（１５１）》 ○ ○

152 《納入業者（１５２）》 ○ ○

153 《納入業者（１５３）》 ○ ○

154 《納入業者（１５４）》 ○ ○ ○

155 《納入業者（１５５）》 ○ ○

156 《納入業者（１５６）》 ○

157 《納入業者（１５７）》 ○ ○ ○

158 《納入業者（１５８）》 ○ ○ ○

159 《納入業者（１５９）》 ○

160 《納入業者（１６０）》 ○ ○ ○

161 《納入業者（１６１）》 ○ ○

162 《納入業者（１６２）》 ○ ○

163 《納入業者（１６３）》 ○ ○

164 《納入業者（１６４）》 ○ ○ ○

165 《納入業者（１６５）》 ○ ○
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第１ 《納入業者（１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

飲料，冷凍食品及び即席麺である。同社は，昭和６２年５月頃に被審人との取引を開始した。審査

官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高はいずれも約《金

額》円であった。（査２４の１） 

(2) 《納入業者（１）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度の

被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．

５５パーセント又は約０．５９パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

ないし約《取引先数》社中の上位第２７位ないし第３２位であった。（査２４の１） 

(3) 《納入業者（１）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約６５パーセント又は約６６パーセ

ントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は岡山県，広島県

及び兵庫県）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円又は約

《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２３パーセントないし約２５パーセント，取引依存度

における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１位であった。（査２４の１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１）》は，公正取引委員会の報告命令における被審人との取引を継続できず，被審人

に代わる取引先を見つける必要が生じた場合の状況についての設問（以下「取引先変更可能性の設問」

という。）に対し，被審人に代わる取引先を見つけること又は他の取引先との取引を増やすことで被

審人との取引停止に伴う損失を補うことは困難であるとの回答（以下「取引先変更困難との回答」と

いう。）を選択し，その理由記載欄に，岡山県下のスーパーストア業界は県外資本の大手事業者の積

極的な出店やこれに対抗するための地元スーパーの出店，改装等により，競争激化の状況を呈してい

るところ，このような状況において地域ナンバーワン企業である被審人においても積極的な店舗展開，

顧客確保に向けた取組を行い，継続した業容拡大，消費者支持を図っている旨記載している。（査２

４の１） 

また，同社の《略》支店の《略》課長は，岡山県内に被審人と同程度の店舗数及び売上高を持つ量

販店はほかにないことから，仮に同社が被審人から取引を打ち切られた場合，被審人に代わるような

売上高を見込める量販店を新たに探すことは不可能であり，被審人以外の取引先に対する売上高を少

しずつ増やしたとしても，被審人に対する売上高には及ばない旨供述している。（査３９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１）》は，公正取引委員会の報告命令における被審人との取引を継続することの必要

性についての設問（以下「取引継続必要性の設問」という。）に対し，「はい」を選択し，その理由

の選択肢のうち，①被審人との取引額や取引数量が大きく安定していること（以下「取引額等大きく

安定」という。），②被審人に対する取引依存度が高いこと（以下「高取引依存度」という。），③

被審人に代わる取引先を見つけること又は他の取引先との取引を増やすことで被審人との取引停止

に伴う損失を補うことは困難であること（以下「損失補填困難」という。），④被審人は今後も店舗

の拡大等により伸びていく会社であり取引額の増加が期待できること（以下「取引額増加期待」とい

う。）を選択している。（査２４の１） 

また，同社の《略》支店の《略》課長は，被審人は同支店の取引額の約２５パーセントを占める
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大の取引先であり，被審人の店舗拡大等により今後の取引の増加が見込める重要な取引先である旨供

述している。（査３９，４０） 

第２ 《納入業者（２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

冷凍・チルド食品，嗜好品，飲料及び調味料である。同社は，平成９年５月頃に被審人との取引を

開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は

約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１

０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であった。（査２４の２） 

(2) 《納入業者（２）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から平成

２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約０．０１パーセント又は約０．０２パーセントであった。なお，上記各事業年度の同社の取引依

存度における被審人の順位は，約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第５位より下位

であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の２） 

(3) 《納入業者（２）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約４３パーセントないし約５５パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は岡山県）によ

るものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約０．８パーセント又は約１．６パーセント，取引依存度における被審人の順位は

《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第１２位ないし第１７位であった。（査２４の２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，被審人に代わる取引先を見つけること又

は他の取引先との取引を増やすことで被審人との取引停止に伴う損失を補うことは容易であるとの

回答（以下「取引先変更容易との回答」という。）を選択し，その理由記載欄に，被審人との取引の

同社全体における割合は０．０２パーセントであり，同社は取引先数も多く，他の取引先との取引を

増やすことでカバーできると考えられる旨記載している。（査２４の２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢のう

ち，①取引額増加期待，②消費者人気小売業者を選択している。（査２４の２） 

第３ 《納入業者（３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

インスタント食品（缶詰，レトルト食品含む），飲料及び調味料である。同社は，平成５年４月頃

に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》

円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の３） 

(2) 《納入業者（３）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年度か

ら平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度にお
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いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度はいずれも約０．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社ないし約《取引先数》社中の上位第５９位又は約６４位であった。（査２４の３） 

(3) 《納入業者（３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約５７パーセントないし約６１パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支社（営業区域は中国及び四国

地方）によるものであるところ，各事業年度の同支社の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》

円，被審人に対する取引依存度は約１．５パーセント又は約１．９パーセント，取引依存度におけ

る被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第１１位又は第１２位であっ

た。（査２４の３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，その

理由記載欄に，被審人ほどの店舗数を持っている企業が岡山県では存在しない旨記載している。（査

２４の３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢のう

ち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤被審人から規

格・仕様の指示を受けて製造している商品があり，当該商品を他の小売業者へ振り替えることができ

ないこと（以下「指示商品振替困難」という。），⑥被審人と取引することで会社としての信用が確

保されること（以下「自社信用確保」という。），⑦被審人は消費者に人気がある小売業者であるこ

と（以下「消費者人気小売業者」という。）を選択している。（査２４の３） 

また，同社の《略》支社《略》支店の《略》は，同社の《略》支店における被審人に対する取引依

存度は約１０パーセントであり，また，被審人ほどの店舗数を構えている小売業者は岡山県では存在

しないことから，同社の《略》支店にとって被審人は 重要の取引先である旨供述している。（査４

４） 

第４ 《納入業者（４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，主な

取扱商品は飲料である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円であっ

た。なお，同社が被審人と取引を開始した時期及び審査官の主張する違反行為期間における同社の

年間総売上高は，本件証拠上明らかでない。（査２４の４） 

(2) 《納入業者（４）》の平成１９年５月１日に始まり平成２０年４月３０日に終わる事業年度から

平成２１年５月１日に始まり平成２２年４月３０日に終わる事業年度までの３事業年度において，

各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引

依存度はいずれも約０．０５パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度に

おける被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第５位より下位

であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の４） 

(3) 《納入業者（４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約３３パーセントないし１００パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は東中国地区）
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によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円及び約《金額》円，

被審人に対する取引依存度は約６．４パーセント又は約１２パーセント，取引依存度における被審

人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第３位であった。（査２４の

４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，その

理由記載欄に，現状で中国エリアの全ての量販店と取引があり，被審人に代わる取引先がない旨記載

している。（査２４の４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢のう

ち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難を選択している。（査２４の４） 

 

第５ 《納入業者（５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

飲料である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為

期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円（審決

注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。

以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であった。（査２４の５） 

(2) 《納入業者（５）》の平成２０年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度及び平成

２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度の２事業年度において，各事業年度の

被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度はいずれ

も約０．１パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度における被審人の順

位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明ら

かでない。（査２４の５） 

(3) 《納入業者（５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約４７パーセント又は約５０パーセ

ントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は岡山市，倉敷市な

ど岡山県全般）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円又は

約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約７．７パーセント又は約９．１パーセント，取引依

存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第２位又は第３位で

あった。（査２４の５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，その

理由記載欄に，地域ナンバーワンチェーンで，特に岡山エリアにおいては，被審人に代わるチェーン

はほかにない旨記載している。（査２４の５） 

また，同社の《略》課の《略》は，同社は北九州地区，中国地区及び関西地区を営業エリアとし，

清涼飲料水を製造販売しているところ，同社の売上げ全体に占める被審人の売上高の割合は決して大

きくはないが，被審人は，岡山県では店舗数が多く，いわゆる地域一番店であり，消費者にも人気が

高いことから，被審人に代わる取引先を新たに見つけることは容易ではない旨供述している。（査２
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５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢のう

ち，①取引額増加期待，②消費者人気小売業者を選択している。（査２４の５） 

また，同社の《略》課の《略》は，同社の売上げ全体に占める被審人の売上高の割合は決して大き

くはないが，被審人は，岡山県では店舗数が多く，いわゆる地域一番店であり，消費者の人気も高い

ことなどから，被審人は同社にとって重要な取引先の一つである旨供述している。（査２５） 

 

第６ 《納入業者（６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

加工食品，酒類及びチルド食品である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円又は約《金額》円であった。（査２４の６） 

(2) 《納入業者（６）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度の

被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．

８パーセント又は約０．９パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ない

し約《取引先数》社中の上位第１８位ないし第２２位であった。（査２４の６） 

(3) 《納入業者（６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約４５パーセント又は約４６パーセ

ントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は岡山県，広島県及

び兵庫県）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円又は約《金

額》円，被審人に対する取引依存度は約１２パーセント又は約１３パーセント，取引依存度におけ

る被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第３位であった。（査２４の６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，その

理由記載欄に，被審人は同社の《略》支店の売上げ上位企業であり，これに代わる規模の得意先が現

状ではない旨記載している。（査２４の６） 

また，同社の《略》支店《略》課の従業員は，被審人は店舗数が多く，消費者に対する人気も高い

ので，被審人の店舗に商品を置いてもらうことは消費者の認知度を高めることができるなど戦略的に

も欠かせない量販店であり，今後も店舗の拡大等によって取引の増加が期待できる取引先でもあり，

このような被審人に代わる取引先は見つからない旨供述している。（査２６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢のう

ち，①高取引依存度，②損失補填困難，③取引額増加期待，④自社信用確保，⑤消費者人気小売業者

を選択している。（査２４の６） 

 

第７ 《納入業者（７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品は
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飲料，調味料及び生鮮トマトである。同社は，昭和６２年頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ない

し約《金額》円であった。（査２４の７） 

(2) 《納入業者（７）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度の

被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．

２５パーセント又は約０．２７パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度

における被審人の順位はいずれも上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らか

でない。（査２４の７） 

(3) 《納入業者（７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業区

域は岡山県，広島県，山口県，島根県及び鳥取県）によるものであるところ，各事業年度の同支店

の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約３．６パーセン

トないし約４パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位

第１位又は第２位であった。（査２４の７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，その

理由記載欄に，現在の被審人との取引高が非常に大きい旨記載している。（査２４の７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢のう

ち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人気小

売業者を選択している。（査２４の７） 

 

第８ 《納入業者（８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

飲料，缶詰及びパスタである。同社は，平成１３年９月頃に被審人との取引を開始した。審査官の

主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約

《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０

５を乗じている。以下，本項⑵において同じ。）であった。（査２４の８） 

(2) 《納入業者（８）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から平成

２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度はい

ずれも約０．３パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上

位第５１位ないし第５８位であった。（査２４の８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，その

理由記載欄に，被審人には同社の多くの商品を販売してもらっており，被審人の店舗展開エリアでは，

直ちに他の量販店で同様の扱いをしてもらうことが難しい旨記載している。（査２４の８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のいず



 

１４４ 

れも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，②

損失補填困難，③取引額増加期待，④消費者人気小売業者を選択している。したがって，同社は，当

該設問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４の８） 

 

第９ 《納入業者（９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

ドライ珍味，豆・ナッツ及び海苔である。同社は，平成１６年５月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査２４の９） 

(2) 《納入業者（９）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度の

被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１．

７パーセント又は約１．８パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ない

し約《取引先数》社中の上位第６位又は第８位であった。（査２４の９） 

(3) 《納入業者（９）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営業

区域は岡山県，広島県，愛媛県，高知県及び香川県）によるものであるところ，各事業年度の同営

業所の年間総売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約６８パーセントない

し約７９パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中

のいずれも第１位であったと認められる。（査２４の９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，その

理由記載欄に，競合する同業者が多いため，同社の《略》営業所の営業区域で損失を補うことは難し

い旨記載している。（査２４の９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢のう

ち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確保，

⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の９） 

 

第１０ 《納入業者（１０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は砂糖，小麦粉及び麺類である。同社は，昭和５２年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高はいずれも約《金額》

円であった。（査２４の１０） 

(2) 《納入業者（１０）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約４．７パーセントないし約５．６パーセント，取引依存度における被審人の順位は

約《取引先数》社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の１０） 



 

１４５ 

(3) 《納入業者（１０）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の本社によるもので

あるところ，各事業年度の同本社の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対

する取引依存度は約６．７パーセントないし約７．９パーセント，取引依存度における被審人の順

位はいずれも約《取引先数》社中の上位第２位であった。（査２４の１０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，岡山県等で６０店舗を有する被審人に代わる企業がない旨記載している。（査２４

の１０） 

また，同社の《略》部の課長は，同社にとって被審人は２番目に取引額の大きい重要な取引先であ

り，仮に被審人との取引が大幅に縮小したり，取引自体がなくなったりした場合には同社にとって相

当大きな痛手になる旨供述している。（査４３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待，③自社信用確保，④消費者人気小売業者を選択し

ている。（査２４の１０） 

 

第１１ 《納入業者（１１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は米穀及び農産加工品である。同社は，平成１１年７月頃に被審人との取引を開始した。審査官の

主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約

《金額》円であった。（査２４の１１） 

(2) 《納入業者（１１）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

５．８パーセントないし約８．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社ないし約《取引先数》社中の上位第２位ないし第４位であった。（査２４の１１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，米穀商品は地産地消色の強い商品であり，岡山県産米を主に取り扱っている同社と

して，岡山県内に多店舗化している被審人は，販売・商品ＰＲ及び商品の物流面において，県内量販

店としては，同社の 良の取引先であり，また，店頭販売米及びインストア用米だけではなく，業務

用米の取扱いについては，被審人に供給している炊飯ベンダーへの影響もあり，被審人との取引が停

止になった場合の損失は多大なものであり，他の取引先で補うことは困難であると，それぞれ判断し

ている旨記載している。（査２４の１１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤指示商品振

替困難，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の１１） 

また，同社の《略》課長は，①同社の米及び胚芽米の取引において被審人は平成２１年度において
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３番目に取引額の大きい取引先であり，スーパーでは一番取引額の大きい取引先である旨，②同社は，

被審人と惣菜用の米の取引も行っており，スーパー等小売店に対する惣菜用の米の取引では，被審人

は一番取引額の大きい取引先である旨供述している。（査３６） 

 

第１２ 《納入業者（１２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は調味料（みそ），調味料（おかずみそ）及び即席みそ汁である。同社は，昭和５５年３月頃に被

審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年

間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。（査２４の１２） 

(2) 《納入業者（１２）》の平成１９年５月１日に始まり平成２０年４月３０日に終わる事業年度か

ら平成２１年５月１日に始まり平成２２年４月３０日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約１パーセント又は約１．１パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれ

も約《取引先数》社中の上位第２２位であった。（査２４の１２） 

(3) 《納入業者（１２）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約６６パーセントないし約７２パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》と称する営業拠点（営業区域は

岡山県及び兵庫県の一部）によるものであるところ，各事業年度の同営業拠点の年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約７．３パーセント又は約７．４パー

セント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第

２位又は第３位であった。（査２４の１２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社では店舗巡回をして，季節商品の陳列やメンテナンスを行っており，安定した

売上げが確保できている旨記載している。（査２４の１２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，消費者人気小売業者を選択している。（査２４の１２） 

 

第１３ 《納入業者（１３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は農海産乾物，珍味及び調味料である。同社は，昭和６２年頃に被審人との取引を開始した。審査

官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は

約《金額》円であった。（査２４の１３） 

(2) 《納入業者（１３）》の平成１９年６月１日に始まり平成２０年５月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年６月１日に始まり平成２２年５月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約１５パーセント又は約１６パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取
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引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第１位又は第２位であった。（査２４の１３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，新規取引先の開拓又は現行取引先の取引金額を増やすことは容易ではない旨記載し

ている。（査２４の１３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人気

小売業者を選択している。（査２４の１３） 

 

第１４ 《納入業者（１４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は菓子である。同社は，平成２年頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間

における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。

（査２４の１４） 

(2) 《納入業者（１４）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．１９パーセントないし約０．２３パーセントであった。なお，上記各事業年度

において，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいず

れも上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の１４） 

(3) 《納入業者（１４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業

区域は，岡山県及び周辺近県）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約７．３パーセントないし約８．７

パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中のいず

れも上位第４位であった。（査２４の１４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社の《略》支店としての売上構成率は８パーセント程度あり，今後も岡山地区に

おける有力な成長企業として取組を強化していく方針であり，取引を停止した場合，岡山エリアの販

売損失は大きく，同エリアにおいて他社で補うのは困難である旨記載している。（査２４の１４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の１４） 

また，同社の《略》支店の担当課長は，同人は課長として菓子類全般の営業業務を行っており，同

人の担当する取引先のうち，被審人は売上高で約７割を占めており一番大きな取引先である旨供述し

ている。（査３７） 

 



 

１４８ 

第１５ 《納入業者（１５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は菓子である。同社は，平成１５年２月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行

為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円（審決

注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。

以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であった。（査２４の１５） 

(2) 《納入業者（１５）》の平成１９年３月１日に始まり平成２０年２月２９日に終わる事業年度か

ら平成２１年３月１日に始まり平成２２年２月２８日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．４パーセントないし約０．６パーセント，取引依存度における被審人の順位は

《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第２４位ないし第３９位であった。（査２４の１５） 

(3) 《納入業者（１５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は岡山県及び広島県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４７パーセントないし約６７パー

セント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中のいずれも上位

第１位であった。（査２４の１５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，新規客先の開拓は，規模の大小を問わず容易ではない旨記載している。（査２４の

１５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，取引額増加期待を選択し

ている。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４の

１５） 

 

第１６ 《納入業者（１６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１６）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，主

な取扱商品はアイスクリーム，冷凍麺及び業務用商材である。審査官の主張する違反行為期間にお

ける同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。なお，

同社が被審人と取引を開始した時期は，本件証拠上明らかでない。（査２４の１６） 

(2) 《納入業者（１６）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

１．９パーセントないし約２．２パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第３位であった。（査２４の１６） 

(3) 《納入業者（１６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約８６パーセント又は約８７パー

セントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は，同社の《略》営業所（営業区域は岡山県及び広
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島県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金

額》円，被審人に対する取引依存度は約４１パーセント又は約４３パーセント，取引依存度におけ

る被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査

２４の１６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社の《略》営業所における被審人に対する売上ウェイトは，同営業所存続の危機

にもなりかねない旨記載している。（査２４の１６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１６）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人気小売業者を選択している。した

がって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４の１６） 

 

第１７ 《納入業者（１７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１７）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は菓子類及び飲料類である。同社は，平成１６年５月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主

張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金

額》円であった。（査２４の１７） 

(2) 《納入業者（１７）》の平成１９年８月１日に始まり平成２０年７月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年８月１日に始まり平成２２年７月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約１．４パーセントないし約２．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は

約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第８位ないし第１４位であった。（査２４の１

７） 

(3) 《納入業者（１７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》本社（営業

区域は全国）によるものであるところ，各事業年度の同本社の年間総売上高は約《金額》円又は約

《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１．６パーセントないし約２．５パーセント，取引依

存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第７位ないし第１

２位であった。（査２４の１７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人は中・四国エリアでは有数の小売業者であり，現在の取引数量に見合う他の

小売業者との新規取引契約は近年において実現できていない旨記載している。（査２４の１７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②損失補填困難，③取引額増加期待を選択している。（査２４の１７） 
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第１８ 《納入業者（１８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１８）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は菓子である。同社は，昭和３０年頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期

間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。

（査２４の１８） 

(2) 《納入業者（１８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

１７パーセントないし約２１パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社な

いし約《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の１８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社は地方問屋であるため，地方市場で被審人に代わる取引先を見つけることは無

理である旨記載している。（査２４の１８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確

保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の１８） 

 

第１９ 《納入業者（１９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１９）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は菓子である。同社は，平成１１年１０月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反

行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円で

あった。（査２４の１９） 

(2) 《納入業者（１９）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年度

から平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度に

おいて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対

する取引依存度は約１．８パーセントないし約２．１パーセント，取引依存度における被審人の順

位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第１２位ないし第１４位であった。（査２４

の１９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更容易との回答を選択してい

る。（査２４の１９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待，③指示商品振替困難，④消費者人気小売業者を選

択している。（査２４の１９） 
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第２０ 《納入業者（２０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２０）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

はアイスクリームである。同社は，平成５年８月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張す

る違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》

円であった。（査２４の２０） 

(2) 《納入業者（２０）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２７パーセ

ントないし約３０パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取

引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２４の２０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社は全国的な流通には対応できず，今は被審人との取引を死守するのがやっとで

ある旨記載している。（査２４の２０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待を選択している。（査２４の２０） 

 

第２１ 《納入業者（２１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２１）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は菓子である。同社は，昭和５５年１０月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反

行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円で

あった。（査２４の２１） 

(2) 《納入業者（２１）》の平成１８年９月１日に始まり平成１９年８月３１日に終わる事業年度か

ら平成２０年９月１日に始まり平成２１年８月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約９０パーセントないし約９３パーセント，取引依存度における被審人の順位はいず

れも《取引先数》社中の上位第１位であった。（査２４の２１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，各スーパーにおける取引先の選別が進み，他スーパーから同社が被審人の子会社の

ように思われている旨記載している。（査２４の２１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確

保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の２１） 

 

第２２ 《納入業者（２２）》 
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１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２２）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は玩具菓子，玩具及び花火である。同社は，昭和５５年４月頃に被審人との取引を開始した。審査

官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ない

し約《金額》円であった。（査２４の２２） 

(2) 《納入業者（２２）》の平成１９年７月１日に始まり平成２０年６月３０日に終わる事業年度か

ら平成２１年７月１日に始まり平成２２年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約１６パーセント又は約１８パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引

先数》社ないし《取引先数》社中の上位第２位又は第３位であった。（査２４の２２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社は地域限定の卸売業者であり，被審人の売上げに代わる取引先を見つけること

は容易ではない旨記載している。（査２４の２２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④消費者人気小売業者を選択し

ている。（査２４の２２） 

 

第２３ 《納入業者（２３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２３）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は菓子，雑貨（花火）及び飲料である。同社は，平成１６年２月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査１５，２４の２３。なお，査１５における同社の被審人に対する

売上高によれば，査２４の２３における「千円」は「百万円」の誤りであると推察される。以下，

本項⑵及び⑶において同じ。） 

(2) 《納入業者（２３）》の平成１９年６月１日に始まり平成２０年５月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年６月１日に始まり平成２２年５月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約１．３パーセントないし約１．７パーセント，取引依存度における被審人の順位は

約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第８位ないし第１３位であった。（査１５，２

４の２３） 

(3) 《納入業者（２３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約６７パーセントないし約９１パー

セントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は，同社の《略》営業所（営業区域は岡山県）によ

るものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，

被審人に対する取引依存度は約６．１パーセントないし約７．４パーセント，取引依存度における

被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中の上位第３位又は第４位であった。（査１５，

２４の２３） 
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２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人との月間取引高《金額》円を容易に埋め合わせることはできない旨記載して

いる。（査２４の２３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の２３） 

 

第２４ 《納入業者（２４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２４）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

はパン，洋菓子及び和菓子である。同社は，昭和６２年１２月頃に被審人との取引を開始した。審

査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査２４の２４） 

(2) 《納入業者（２４）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から平

成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事業

年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

いずれも約０．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約２《取引先数》社又は約《取

引先数》社中の上位第４９位ないし第５２位であった。（査２４の２４） 

(3) 《納入業者（２４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約６７パーセント又は約６８パー

セントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は，同社の岡山工場（営業区域は岡山県，香川県，

徳島県，愛媛県，鳥取県及び広島県東部の一部地域）によるものであるところ，各事業年度の同工

場の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約３．６パーセ

ント又は約３．７パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の

上位第４位であった。（査２４の２４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人の取引額が，同社の岡山工場の売上げに占める割合が高く，取引停止による

損失を補う新規取引チェーンとの取引が見込めず，既存チェーンでの売上げ拡大も見込めない旨記載

している。（査２４の２４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度を選択している。（査２４の２４） 

 

第２５ 《納入業者（２５）》 

１  取引依存度等 

(1) 《納入業者（２５）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

はパン，洋菓子及び和菓子である。同社は，平成９年９月頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約



 

１５４ 

《金額》円であった。（査２４の２５） 

(2) 《納入業者（２５）》の平成１８年９月１日に始まり平成１９年８月３１日に終わる事業年度か

ら平成２０年９月１日に始まり平成２１年８月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度はいずれも約０．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

又は約《取引先数》社中の上位第５４位ないし第６４位であった。（査２４の２５） 

(3) 《納入業者（２５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約７２パーセントないし約７４パー

セントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は，同社の《略》部（営業区域は兵庫県，岡山県，

広島県，山口県，鳥取県及び島根県）によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高

は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２．７パーセントないし約３．

６パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の

上位第６位ないし第９位であった。（査２４の２５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更容易との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人に対する取引依存度が０．３パーセントであり，他の取引先でカバーするこ

とが可能である旨記載している。（査２４の２５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「いいえ」を選択している。（査２４の

２５） 

一方，同社の《略》営業所の従業員は，被審人に対する月間売上高は約《金額》円（審決注：年間

で計算すると約《金額》円）であり，同営業所における被審人の売上高の順位は上位第２位であり，

重要な販売先である旨供述している。（査３８） 

また，同従業員は，被審人の要請に応じて協賛金の提供や被審人の店舗における商品陳列等の作業

を行った理由について，被審人が同社の《略》部《略》営業所にとって重要な取引先である旨供述し

ている。（査３８） 

 

第２６ 《納入業者（２６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２６）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は食パン等である。同社は，平成７年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反

行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円で

あった。（査２４の２６） 

(2) 《納入業者（２６）》の平成１８年７月１日に始まり平成１９年６月３０日に終わる事業年度か

ら平成２０年７月１日に始まり平成２１年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．３パーセント又は約０．４パーセント，取引依存度における被審人の順位はい

ずれも約《取引先数》社中の上位第５０位又は第５８位であった。（査２４の２６） 

(3) 《納入業者（２６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約６４パーセントに当たる約《金

額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》部（営業区域は岡山県，広島県，鳥取県及び島根県）
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によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，

被審人に対する取引依存度は約４．５パーセント又は約４．９パーセント，取引依存度における被

審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第５位又は第６位であった。（査２４

の２６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人への売上げの占める割合が大きい旨記載している。（査２４の２６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人気

小売業者を選択している。（査２４の２６） 

 

第２７ 《納入業者（２７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２７）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

はパン，米飯及び冷凍生地である。同社は，平成８年３月頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ない

し約《金額》円であった。（査２４の２７） 

(2) 《納入業者（２７）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から平

成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事業

年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度

はいずれも約０．５パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも《取引先数》社中の

上位第７０位であった。（査２４の２７） 

(3) 《納入業者（２７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約４２パーセントないし約５０パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》部（営業区域は近畿，中国，北

陸）によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》

円，被審人に対する取引依存度は約０．４パーセント又は約０．５パーセント，取引依存度におけ

る被審人の順位はいずれも《取引先数》社中の上位第４０位であった。（査２４の２７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人は店舗数も多く，将来的に売上げ拡大の可能性がある取引先であり，また，

新規参入など容易にできるものではなく，中国地区では被審人が重要な取引先である旨記載している。

（査２４の２７） 

また，同社の《略》部《略》工場の《略》課長は，同課の担当地域は岡山県，広島県，山口県，鳥

取県鳥取市及び同県倉吉市（以下，本項で「中国地域」という。）であるところ，中国地域には被審

人に匹敵する店舗数を有する取引先又は取引先となり得る企業はなく，同地区で《納入業者（２７）》

が取引を行っていない企業もほとんどないことなどから，仮に被審人との取引がなくなった場合に，

中国地域においてこれを埋め合わせるだけの取引先を新たに見つけることは難しい，また，関西地域

では中国地域における被審人との取引額と同程度の売上げを増やすことができるかもしれないが，同
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社の営業方針としてどの地域でも同社の商品が販売されるよう各営業所は売上げを伸ばすよう指導

されており，同社にとって重要な地域とそうでない地域という区別はないことから，中国地域で減っ

た売上げを関西地域の売上げを増やすことで埋め合わせることはできない旨供述している。（査３９

７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２７）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②取引額増加期待を選択している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したもの

と認められる。（査２４の２７） 

また，同社の《略》部の課長は，同社の取引先は被審人より事業規模の大きい取引先から街の小さ

な食品小売店まで様々あるところ，被審人は岡山県にあるスーパーマーケットの中では無視できない

ほどに取引額の大きい取引先であり，同社の被審人に対する取引依存度は１パーセント未満であるも

のの，取引先の順位としては全国及び《略》部担当地域のいずれにおいても上位５パーセント以内に

入る取引先であり，特に岡山地域の中では上位５位以内に入り，毎年《金額》円以上の売上げを安定

的に維持できることから，《略》部では被審人を主要な取引先と位置付けている旨供述している。（査

３９６） 

 

第２８ 《納入業者（２８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２８）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，主

な取扱商品はパン，冷凍パン及び和・洋菓子である。同社は，昭和５９年９月頃に被審人との取引

を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は

約《金額》円又は約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金

額に１００分の１０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であった。（査２４の

２８） 

(2) 《納入業者（２８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約万《金額》円，被審人に対する取引依存度は

いずれも約１パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》

社中の上位第１１位又は第１２位であった。（査２４の２８） 

(3) 《納入業者（２８）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約７０パーセント又は約７２パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》部（営業区域は岡山県及び広島

県東部）によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高は約《金額》円，被審人に対

する取引依存度は約１６パーセント又は約１７パーセント，取引依存度における被審人の順位は

《取引先数》社又は《取引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２４の２８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択してい

る。（査２４の２８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の
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うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確

保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の２８） 

また，同社の《略》部《略》係の従業員は，同社の《略》部は，岡山県と広島県東部を担当してい

るところ，被審人は，同部の売上高第１位であり，同部にとって重要な取引先である旨（査４２），

同社の《略》工場長は，①同社は石窯パンと称する商品や食パン等を製造販売しており，西日本を中

心に事業を展開しているところ，《略》部は製造工場を併設していることから，製造及び流通を考え

ると，同部は重要な拠点の一つといえる旨，②同部にとって，取引高第１位の被審人は重要な取引先

の一つである旨（査３２０），それぞれ供述している。 

 

第２９ 《納入業者（２９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（２９）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

はパン類，菓子類及び弁当類である。同社は，平成１０年１０月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査２４の２９） 

(2) 《納入業者（２９）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度はい

ずれも約０．２パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度における被審人

の順位は約《取引先数》社中のいずれも上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上

明らかでない。（査２４の２９） 

(3) 《納入業者（２９）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約９４パーセント又は約９５パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は岡山県，広島

県，大阪府及び兵庫県）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》

円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４．４パーセントないし約４．８パーセント，

取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第４位であった。（査２４

の２９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（２９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人は同社の《略》支店の売上げの５パーセントないし８パーセント程度を占め

ており，他の未取引先も限られており，すぐに損失を補うことは困難である旨記載している。（査２

４の２９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（２９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，損失補填困難を選択している。（査２４の２９） 

 

第３０ 《納入業者（３０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３０）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

はパン，和菓子及び洋菓子である。同社は，平成５年１２月頃に被審人との取引を開始した。審査
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官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円な

いし約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分

の１０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）である。（査２４の３０） 

(2) 《納入業者（３０）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から平

成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事業

年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度

は約０．５パーセントないし約０．８パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先

数》社ないし約《取引先数》社中の上位第１７位ないし第３６位であった。（査２４の３０） 

(3) 《納入業者（３０）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》工場（営業

区域は中京，関西，中四国）によるものであるところ，各事業年度の同工場の年間総売上高は約《金

額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２．５パーセントないし約３．２パー

セント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第

９位ないし第１３位であった。（査２４の３０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，中国地区の量販チェーンでは，被審人が も販売力があるチェーンである旨記載し

ている。（査２４の３０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待を選択している。

（査２４の３０） 

 

第３１ 《納入業者（３１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３１）》は，《所在地略》に所在する製造業及び小売業を営む株式会社であり，主

な取扱商品は和菓子及び洋菓子である。同社は，昭和６３年８月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円又は約《金額》円であった。（査２４の３１） 

(2) 《納入業者（３１）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１

パーセント又は約１．１パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》

社中の上位第２２位ないし第２６位であった。（査２４の３１） 

(3) 《納入業者（３１）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約８１パーセントないし約９６パー

セントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は岡山県及び広島

県福山市）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円ないし約

《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１３パーセントないし約１７パーセント，取引依存度

における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１位又は第２位であった。（査２４

の３１） 

２ 取引先変更可能性等 
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《納入業者（３１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，回答としていずれの選択肢も選択して

いないが，いずれかを選択した場合の理由記載欄に，被審人との取引額，取引数量が多く，年間売上

高の比率が高い旨記載している。かかる理由記載欄の記載からすれば，当該設問に対し，取引先変更

困難との回答を選択したものと認められる。（査２４の３１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度を選択している。（査２４の３１） 

また，同社の《略》課の従業員は，①被審人との取引の窓口は，同社の《略》支店であり，同支店

の取引先の中で被審人は同社の販売金額上位第１位又は第２位である旨，②同社は，《所在地略》に

本社を置き，西日本を中心に事業活動を展開しているところ，同支店は，岡山県全域と中国地方でも

人口の多い大きな商圏である広島県東部地区をカバーしていることから，同社にとって非常に重要な

事業拠点であり，同支店を維持していくためには，どうしても取引を継続していく必要がある重要な

取引先である被審人は，同社全体にとっても非常に重要な取引先である旨供述している。（査３４１） 

 

第３２ 《納入業者（３２）》 

１  取引依存度等 

(1) 《納入業者（３２）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

冷凍食品，鮮凍品及びチルド製品である。同社は，平成１１年１月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円ないし約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１０

０分の１０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であった。（査２４の３２） 

(2) 《納入業者（３２）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．０２パーセント又は約０．０３パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取

引先数》社中の上位第３１０位ないし第３７２位であった。（査２４の３２） 

(3) 《納入業者（３２）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては同社の《略》営業所（営業区

域は岡山県，兵庫県の一部）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高はい

ずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約５．２パーセントないし約７．３パーセント，

取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第４位ないし第

６位であった。（査２４の３２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更容易との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社の《略》営業所の営業区域において被審人と同規模の取引先が少なからず存在

する旨記載している。（査２４の３２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①高取引依存度，②取引額増加期待，③消費者人気小売業者を選択している。（査２４の３２） 

 

第３３ 《納入業者（３３）》 
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１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３３）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は飲料，デザート及び乳製品である。同社は，平成２年４月頃に被審人との取引を開始した。審査

官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又

は約《金額》円であった。（査２４の３３） 

(2) 《納入業者（３３）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．１２パーセントないし約０．１４パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約

《取引先数》社中の上位第９６位ないし第１１０位であった。（査２４の３３） 

(3) 《納入業者（３３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約７７パーセントないし約８０パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は中国５県）に

よるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，

被審人に対する取引依存度は約１．９パーセントないし約２．４パーセント，取引依存度における

被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第１１位ないし第１５位であった。

（査２４の３３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社の商品は岡山県内で広く取り扱われているが，同社支店の売上実績における被

審人の構成比が大きく，他の取引先ではその売上げを補うことは困難である旨記載している。（査２

４の３３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①高取引依存度，②損失補填困難，③取引額増加期待，④指示商品振替困難を選択している。

（査２４の３３） 

 

第３４ 《納入業者（３４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３４）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は魚肉練製品，豆乳飲料及び中華惣菜である。同社は，昭和６３年１２月頃に被審人との取引を開

始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の３４） 

(2) 《納入業者（３４）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度はい

ずれも約０．４パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先

数》社中のいずれも上位第５２位であった。（査２４の３４） 

(3) 《納入業者（３４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》部（営業区

域は岡山県，鳥取県及び島根県）によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高はい

ずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１５パーセントないし約１７パーセント，取

引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１位であった。（査２４の
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３４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社《略》部において，被審人は取引額が一番であり，店舗数も７１店舗と 大で

あるが，ここまで取引額が大きくなったのは，長年にわたる努力の結果，信頼・相互関係がやっと出

来上がったからで，急に同程度の信頼関係のある得意先ができるわけではない旨記載している。（査

２４の３４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤指示商品振

替困難，⑥自社信用確保，⑦消費者人気小売業者を選択している。（査２４の３４） 

また，同社の《略》部の《略》部長は，①同社の《略》部にとって被審人は も取引額の大きな取

引先であり，被審人は同部にとって も重要な取引先の一つである旨，②同部は同社にとって主要な

営業拠点の一つであり，被審人は同社全体にとっても重要な取引先である旨供述している。（査３１

１） 

 

第３５ 《納入業者（３５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３５）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は乳製品，冷菓及び飲料である。同社は，昭和５５年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約

《金額》円であった。（査２４の３５） 

(2) 《納入業者（３５）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

１パーセントないし約１．２パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社な

いし約《取引先数》社中の上位第１３位ないし第１６位であった。（査２４の３５） 

(3) 《納入業者（３５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業

区域は，岡山県，広島県，山口県，香川県，愛媛県ほか）によるものであるところ，各事業年度の

同支店の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４．９

パーセントないし約６．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ない

し約《取引先数》社中の上位第３位又は第４位であった。（査２４の３５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，特に営業拠点においては，売上高に対する被審人の構成比が高い旨記載している。

（査２４の３５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④自社信用確保，⑤消費者人気

小売業者を選択している。（査２４の３５） 
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第３６ 《納入業者（３６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３６）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は納豆及び豆腐である。同社は，平成１１年２月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張す

る違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金

額》円であった。（査２４の３６） 

(2) 《納入業者（３６）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．１パーセント又は約０．２パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

ないし約《取引先数》社中の上位第１１９位ないし第１４９位であった。（査２４の３６） 

(3) 《納入業者（３６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約８０パーセント又は約８１パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》営業所（営業区域は岡山県，広

島県，鳥取県，香川県，徳島県，愛媛県及び高知県）によるものであるところ，各事業年度の同営

業所の年間総売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４．２パーセントな

いし約５．８パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社

中の上位第６位又は第７位であった。（査２４の３６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択してい

る。（査２４の３６） 

また，同社の《略》営業所長は，①変更が困難である理由として，同社の製品は全国のスーパーマー

ケットでくまなく取り扱ってもらっており，同社の《略》営業所の担当地域でも同社の商品が納入さ

れていない取引先はまずないという認識であったため，仮に被審人との取引が継続できなくなったら，

代わりの取引先は探しようがない状態で，被審人に対する売上高分をそっくり失うことになる旨，②

被審人と同規模の取引先は当然見つけられないし，それよりも小さい規模の取引先を幾つも見つけて

穴埋めすることも困難な状況にあった旨，③取引継続必要性の設問に対する回答及び取引先変更可能

性の設問に対する回答は同社の《略》営業所だけでなく，会社全体としての判断によるものである旨

供述している。（査３９２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④消費者人気小売業者を選択して

いる。（査２４の３６，３９２） 

また，同社の《略》営業所長は，被審人との取引を継続する必要性が高い理由として，上記４つに

加えて，同社が被審人のプライベートブランドの納豆を製造販売していること，さらに，前記２で回

答した取引先の変更が困難である理由も合わせてみていると供述している。（査３９２） 

 

第３７ 《納入業者（３７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３７）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，主
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な取扱商品は乳製品，飲料及びレトルト食品である。同社は，平成９年５月頃に被審人との取引を

開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は

約《金額》円又は約《金額》円であった。（査２４の３７） 

(2) 《納入業者（３７）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．７６パーセントないし約０．８８パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先

数》社又は約《取引先数》社中の上位第６位又は第８位であった。（査２４の３７） 

(3) 《納入業者（３７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は岡山県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円

ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１６パーセントないし約１９パーセント，取

引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第１位

であった。（査２４の３７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択してい

る。（査２４の３７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難を選択している。（査２４の３７） 

 

第３８ 《納入業者（３８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３８）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は納豆，加工食品及び凍豆腐である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を開始した。審

査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高はいずれも約《金

額》円であった。（査２４の３８） 

(2) 《納入業者（３８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度はいず

れも約０．２パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位

第８２位又は第８６位であった。（査２４の３８） 

(3) 《納入業者（３８）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は広島県，岡山県，山口県，鳥取県及び島根県）によるものであるところ，各事業年度の同

営業所の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４パー

セント又は約４．２パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中

の上位第５位であった。（査２４の３８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同一地域において，年間《金額》円の売上げを見込める販売先を確保することは不

可能である旨記載している。（査２４の３８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 
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《納入業者（３８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確

保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の３８） 

 

第３９ 《納入業者（３９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（３９）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は漬物，調味料及び小麦でん粉である。同社は，平成１７年９月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高はいずれも約

《金額》円であった。（査２４の３９） 

(2) 《納入業者（３９）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．１９パーセント又は約０．２１パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社又は約《取引先数》社中の上位第９２位又は第１００位であった。（査２４の３９） 

(3) 《納入業者（３９）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は中国・四国地方全９県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高

は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約５．５パーセントないし約６．

３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の

いずれも上位第２位であった。（査２４の３９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（３９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人は岡山県を中心とするエリアで 大の店舗数を誇り，同社品の取扱額も大き

いため，他社で販売先を探しても同様の売上げを見込めない旨記載している。（査２４の３９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（３９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待を選択している。

（査２４の３９） 

 

第４０ 《納入業者（４０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４０）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は練製品である。同社は，平成１２年３月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反

行為期間における同社の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。なお，審査官の

主張する違反行為期間における同社の資本金の額は，本件証拠上明らかでない。（査２４の４０） 

(2) 《納入業者（４０）》の平成１９年７月１日に始まり平成２０年６月３０日に終わる事業年度か

ら平成２１年７月１日に始まり平成２２年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存度

はいずれも約０．１パーセントであった。なお，上記各事業年度の取引依存度における被審人の順

位は，本件証拠上明らかでない。（査２４の４０） 
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(3) 《納入業者（４０）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所によ

るものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対

する取引依存度はいずれも約１．５パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも上位

第２０位であった。（査２４の４０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，この時代，取引をやめて，すぐに同じ売上げは達成できない旨記載している。（査

２４の４０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，「その他」を選択し，その具体的内容として，被審人は品ぞろえもよく，お付き合いしたい企

業である旨記載している。（査２４の４０） 

 

第４１ 《納入業者（４１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４１）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は発酵乳，牛乳及び加工乳である。同社は，平成１１年２月頃に被審人との取引を開始した。審査

官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ない

し約《金額》円であった。（査２４の４１） 

(2) 《納入業者（４１）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から平

成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事業

年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度

は約０．２７パーセントないし約０．３２パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取

引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第６０位ないし第７０位であった。（査２４の４１） 

(3) 《納入業者（４１）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業

区域は中国・四国地方）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》

円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．６５パーセントないし約０．７９パーセ

ント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第３

４位ないし第３８位であった。（査２４の４１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，納品アイテムも増え，特売頻度も上がり，同社商品に対する認識が上がってきてお

り，被審人は岡山地区の企業を牽引する取引先である旨記載している。（査２４の４１） 

そして，同社の《略》支店の《略》課長は，上記回答の補足として，①岡山地区で被審人ほどの店

舗数を持つ事業者はほかになく，文字どおり被審人が岡山県内での販売を牽引しており，特に岡山県

内で店舗数の多い被審人に代わり得る新規の取引先はほかにない旨，②同社の報告書作成当時は，《金

額》円から《金額》円程度の被審人に対する年間売上高を安定して得られており，この売上高を他の

取引先の売上高を増やすことで補填することは困難である旨供述している。（査３５６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 
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《納入業者（４１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①損失補填困難，②取引額増加期待，③自社信用確保，④「その他」を選択し，その具体的内

容として，岡山地区，中国地方での拡大に必要な企業である旨記載している。（査２４の４１） 

また，同社の《略》支店の《略》課長は，①同社の《略》支店は，中国・四国地区の量販店等に対

する営業を担当しており，被審人も取引先の一つである旨，②被審人は，岡山県内の店舗数が５４店

舗もあり，その数は他の量販店の岡山県内の店舗数をしのぐものであり，被審人に取り扱ってもらう

同社の商品数が増えつつあり，同社の商品が特売の対象となる頻度も上がり販売数が上がっていただ

けでなく，店舗数が多いこともあって同社の商品が消費者に認知されて今後も売上高の増加が見込め

る重要な取引先であり，被審人との取引関係を守っていかないといけないところである旨，③同社の

報告書は会社名義のものであり，その回答は，同社としてのものであり，被審人は同社全体にとって

も重要な取引先である旨供述している。（査３５６） 

 

第４２ 《納入業者（４２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４２）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

練製品である。同社は，平成２１年３月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行

為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であっ

た。（査２４の４２） 

(2) 《納入業者（４２）》の平成２１年４月２１日に始まり平成２２年４月２０日に終わる事業年度

において，被審人に対する年間売上高は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．５４パー

セント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社中の上位第３３位であった。（査２４

の４２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，回答を選択していない。（査２４の４

２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待，③消費者人気小売業者，④「その他」を選択し，

その具体的内容として，「メーカー競合に対抗」と記載している。（査２４の４２） 

 

第４３ 《納入業者（４３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４３）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は納豆である。同社は，平成８年３月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為

期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高はいずれも約《金額》円であった。（査２

４の４３） 

(2) 《納入業者（４３）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．５４パーセントないし約０．６６パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約
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《取引先数》社中の上位第４８位又は第５２位であった。（査２４の４３） 

(3) 《納入業者（４３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は近畿・四国地方）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金

額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約６．６パーセントないし約８．１パー

セント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第３位又は第４位

であった。（査２４の４３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，回答を選択していない。（査２４の４

３） 

同社の《略》営業所係長は，①同社が取引先変更可能性の設問に対して回答しなかったのは，設問

が仮定のものであったことによる旨，②被審人との取引を継続することは同社の事業戦略上重要であ

り，この重要性は単に数字だけで推し量れるものではない旨，③被審人のような売上増に係る伸びし

ろのある取引先は，被審人との取引規模になると少なくとも近畿，中国，四国地区では他になかった

ことから，被審人との取引額に代わるような新規取引先はなく，仮に被審人との取引が停止してし

まった場合，既存の取引先でその損失を補填することは困難である旨供述している。（査２４の４３，

査３９１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額増加期待，②消費者人気小売業者を選択している。（査２４の４３） 

また，同社の《略》営業所係長は，①もともと関東に比べて関西では納豆の消費量が低いため，専

ら納豆の製造販売業者である同社が更に事業を拡大していけるかどうかは，関西での売上げを伸ばせ

るかどうかにかかっている旨，②そのため，近畿，中国，四国地区を業務エリアとする同社の《略》

営業所の事業を維持拡大することは同社全体の経営方針に関わる旨，③被審人は同営業所の取引先の

中で消費者に人気のある小売業者の一つであり，被審人に対する年間売上高は上位５位以内と安定し

た取引先であり，平成１９年から平成２２年頃にかけては被審人の新規店舗が年に２から３店舗の勢

いで急激に増えてきたので更なる取引量の拡大が期待できた旨，④そのような伸びしろのある取引先

は，同営業所の取引先の中で被審人を含め２，３社しかない旨，⑤以上のことから，同社の《略》営

業所での事業を維持拡大していくためには被審人との取引を継続することが必須であった旨供述し

ている。（査３９１） 

 

第４４ 《納入業者（４４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は乳製品・飲料，アイスクリーム及び冷凍食品である。同社は，昭和５８年頃に被審人との取引を

開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高はい

ずれも約《金額》円であった。（査２４の４４） 

(2) 《納入業者（４４）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

２．６パーセント又は約３．１パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引
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先数》社中の上位第７位又は第９位であった。（査２４の４４） 

(3) 《納入業者（４４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約９３パーセント又は約９４パー

セントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は，同社の《略》営業所（営業区域は岡山県及び広

島県東部地区）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円な

いし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約９．６パーセントないし約１１パーセント，取

引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第３位であった。（査２４の

４４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社は通常の問屋業態ではなく，《会社名略》商品の中国地区の販売会社として中

国地区の主要量販店のほとんどと既に取引を行っており，仮に被審人と取引を中止した場合には，被

審人の売上規模の取引先は存在しない旨記載している。（査２４の４４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②損失補填困難，③取引額増加期待を選択している。（査２４の４４） 

 

第４５ 《納入業者（４５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４５）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は練製品である。同社は，平成１１年３月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反

行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高はいずれも約《金額》円であった。（査

２４の４５） 

(2) 《納入業者（４５）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年度

から平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度に

おいて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約１．５パーセントないし約１．７パーセント，取引依存度における被審人の順位

は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第１７位又は第１８位であった。（査２４の

４５） 

(3) 《納入業者（４５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は岡山県，鳥取県，島根県及び広島県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の

年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約３１パーセント

又は約３２パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも《取引先数》社中の上位第１

位であった。（査２４の４５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人と長年積み重ねてきた協力関係の上で，今後も被審人との取組を強化してい

く方針で営業活動を行っている旨記載している。（査２４の４５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の
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うち，①取引額等大きく安定，②損失補填困難を選択している。（査２４の４５） 

また，同社の《略》営業所営業担当の従業員は，①被審人は《略》営業所との取引金額が も大き

く，同営業所にとって大切な取引先である旨，②同営業所は被審人の本社の目と鼻の先にあるので被

審人に対する営業を行う上で利便性が高く，同営業所で毎月同社の役員等も出席して会議を行うこと

などから同営業所は重要な拠点である旨供述している。（査４１，２８０） 

 

第４６ 《納入業者（４６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４６）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

はコーヒーフレッシュ，飲料及びシロップである。同社は，昭和６２年１０月頃に被審人との取引

を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高

は約《金額》円又は約《金額》円であった。（査２４の４６） 

(2) 《納入業者（４６）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．３パーセント又は約０．５パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

ないし約《取引先数》社中の上位第３８位ないし第５４位であった。（査２４の４６） 

(3) 《納入業者（４６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は岡山県，広島県，鳥取県，島根県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県及び高知県）による

ものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被

審人に対する取引依存度は約４．１パーセントないし約６．４パーセント，取引依存度における被

審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第３位ないし第６位であった。（査

２４の４６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人は岡山市等に５５店舗を展開する岡山県ナンバーワンの集客チェーンであり，

他チェーンともおおむね取引がある中，同規模の実績を獲得することは容易ではない旨記載している。

（査２４の４６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確

保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の４６） 

 

第４７ 《納入業者（４７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４７）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は魚肉練製品である。同社は，平成１１年６月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する

違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》

円であった。（査２４の４７） 

(2) 《納入業者（４７）》の平成１９年７月１日に始まり平成２０年６月３０日に終わる事業年度か
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ら平成２１年７月１日に始まり平成２２年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約１．８パーセント又は約２．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約

《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第４位ないし第９位であった。（査２４の４７） 

(3) 《納入業者（４７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は岡山県，香川県，高知県，徳島県及び広島県）によるものであるところ，各事業年度の同

営業所の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２２パー

セントないし約３７パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引

先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２４の４７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，練製品業界が縮小する中，新規取引先を見つけることは容易ではない旨記載してい

る。（査２４の４７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難を選択している。（査２４の４７） 

また，同社勤務経験のある同社の子会社の従業員は，①同社と被審人との取引額は，同社の全取引

先の中で上位第５位以内に入るくらいの規模があり，同社にとって被審人は非常に重要な取引先であ

る旨，②被審人との取引の窓口は，同社の《略》営業所であったところ，平成１９年から平成２２年

当時，同営業所の被審人に対する取引依存度は２０パーセントから３５パーセント程度を占めていた

ことから，同営業所にとって被審人は も重要な取引先である旨，③以前から水産練製品業界は市場

が縮小する傾向にあり，大規模な小売業者が同製品の取引先を絞っていく傾向にあるなど，取引環境

が非常に厳しい状態が続いていたため，被審人のような取引額の大きな取引先を一旦失ってしまうと

同規模の取引を期待できる取引先を新たに見つけることは非常に難しい状況であったことから，同社

としては，被審人との取引を是非継続したいと考えていた旨供述している。（査３５８） 

 

第４８ 《納入業者（４８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４８）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は玉子豆腐（チルド食品），茶碗蒸し（チルド食品）及び中華惣菜（チルド食品）である。同社は，

平成１１年１月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資

本金は《金額》円，平成２０年度及び平成２１年度における同社の年間総売上高は約《金額》円又

は約《金額》円であった。（査２４の４８） 

(2) 《納入業者（４８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．３パーセント又は約０．４パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度

における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第５位より下

位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の４８） 

(3) 《納入業者（４８）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営
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業区域は九州及び中四国地方）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は

約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約６．２パーセントないし約９．

６パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社又は約《取引先数》

社中の上位第３位ないし第５位であった。（査２４の４８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，現状ほとんどの量販店への商品供給があり，同規模の新規量販店がない旨記載して

いる。（査２４の４８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額増加期待を選択している。（査２４の４８） 

 

第４９ 《納入業者（４９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（４９）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は牛乳，加工乳及び飲料である。同社は，昭和５８年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし

約《金額》円であった。（査２４の４９） 

(2) 《納入業者（４９）》の平成１８年９月１日に始まり平成１９年８月３１日に終わる事業年度か

ら平成２０年９月１日に始まり平成２１年８月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約９．３パーセントないし約１２パーセント，取引依存度における被審人の順位はい

ずれも約《取引先数》社中の上位第４位であった。（査２４の４９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（４９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人との取引金額が多いため，他の取引先を探すことは容易ではない旨記載して

いる。（査２４の４９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（４９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待，③消費者人気小売業者を選択している。（査２４

の４９） 

 

第５０ 《納入業者（５０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５０）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は牛乳，乳飲料及びヨーグルトである。同社は，平成２年頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は

約《金額》円であった。（査２４の５０） 

(2) 《納入業者（５０）》の平成１８年１２月１日に始まり平成１９年１１月３０日に終わる事業年
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度から平成２０年１２月１日に始まり平成２１年１１月３０日に終わる事業年度までの３事業年

度において，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に

対する取引依存度は約３．７パーセント又は約３．８パーセント，取引依存度における被審人の順

位はいずれも約《取引先数》社中の上位第３位であった。（査２４の５０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，既に被審人以外のスーパーとも取引はあるが，取引条件等で同社にとって有利な条

件での取引先は余りない旨記載している。（査２４の５０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④自社信用確保，⑤消費者人気

小売業者を選択している。（査２４の５０） 

 

第５１ 《納入業者（５１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５１）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，主

な取扱商品は漬物，納豆及びみそである。同社は，平成７年１１月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査２４の５１） 

(2) 《納入業者（５１）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２．２パー

セント又は約２．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取

引先数》社中のいずれも上位第７位であった。（査２４の５１） 

(3) 《納入業者（５１）》の被審人に対する売上高を計上している営業拠点として同社の《略》支店

（営業区域は岡山県，広島県，兵庫県及び大阪府）があるところ，各事業年度の同支店の被審人に

対する取引依存度は約１３パーセントないし約１５パーセント，取引依存度における被審人の順位

はいずれも約《取引先数》社中の上位第３位であった。（査２４の５１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，ある程度売上げがあるため，今の状況下で，被審人分の売上げを新規取引で確保す

ることは難しい旨記載している。（査２４の５１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①損失補填困難，②取引額増加期待，③自社信用確保を選択している。（査２４の５１） 

 

第５２ 《納入業者（５２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５２）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は生麺類及びチルド商品である。同社は，平成１２年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官
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の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円であった。（査２４の５２） 

(2) 《納入業者（５２）》の被審人に対する売上高を計上している営業拠点として同社の《略》営業

所（営業区域は中国５県）があるところ，平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する年

間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約６．８パーセントない

し約８パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中

の上位第２位ないし第４位であった。（査２４の５２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人への売上げ及び商品出荷数を他企業で補うことは困難である旨記載している。

（査２４の５２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人気

小売業者を選択している。（査２４の５２） 

 

第５３ 《納入業者（５３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５３）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は練製品，乳製品及び飲料である。同社は，平成２年頃に被審人との取引を開始した。審査官の主

張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金

額》円であった。（査２４の５３） 

(2) 《納入業者（５３）》の平成１８年１１月１日に始まり平成１９年１０月３１日に終わる事業年

度から平成２０年１１月１日に始まり平成２１年１０月３１日に終わる事業年度までの３事業年

度において，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人

に対する取引依存度は約２．７パーセントないし約３．５パーセント，取引依存度における被審人

の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第５位ないし第７位であった。（査２４の

５３） 

(3) 《納入業者（５３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の営業拠点（審決注：

営業拠点名は本件証拠上明らかでない。）によるものであるところ，各事業年度の同営業拠点の年

間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１４パーセント又

は約１５パーセント，平成１８年１１月１日に始まり平成１９年１０月３１日に終わる事業年度及

び平成１９年１１月１日に始まり平成２０年１０月３１日に終わる事業年度の２事業年度におい

て，各事業年度の取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中のいず

れも上位第４位であった。なお，平成２０年１１月１日に始まり平成２１年１０月３１日に終わる

事業年度において，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社中の第３位よりも下位であ

るが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の５３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択してい
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る。（査２４の５３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５３）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，損失補填困難を選択して

いる。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４の５

３） 

 

第５４ 《納入業者（５４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５４）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む有限会社であり，主な取扱商品

は練製品である。同社は，平成７年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行

為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であっ

た。（査２４の５４） 

(2) 《納入業者（５４）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から平

成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事業

年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度

は約２．５パーセントないし約３パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取

引先数》社中の上位第７位ないし第１０位であった。（査２４の５４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人と競合するエリアで同規模の新規取引先を見つけることや，既存取引先で損

失額の全てを補うことは，現状難しい旨記載している。（査２４の５４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②損失補填困難，③取引額増加期待，④自社信用確保，⑤消費者人気

小売業者を選択している。（査２４の５４） 

 

第５５ 《納入業者（５５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は豆腐・油揚げ類である。同社は，平成１４年５月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張

する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》

円であった。（査２４の５５） 

(2) 《納入業者（５５）》の平成１９年６月１日に始まり平成２０年５月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年６月１日に始まり平成２２年５月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》万円，被審人に対す

る取引依存度は約３パーセント又は約４パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引

先数》社又は約《取引先数》社中の上位第１１位ないし第１４位であった。（査２４の５５） 

２ 取引先変更可能性等 
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《納入業者（５５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人との安定した取引数量及び売上高が大きく，また，消費者に人気がある小売

業者である旨記載している。（査２４の５５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待，③消費者人気小売業者を選択している。（査２４

の５５） 

 

第５６ 《納入業者（５６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５６）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は豆腐，油揚げ及び厚揚げである。同社は，平成１０年９月頃に被審人との取引を開始した。審査

官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高はいずれも約《金額》

円であった。（査２４の５６） 

(2) 《納入業者（５６）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

６．３パーセントないし約７．２パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取

引先数》社中の上位第４位又は第５位であった。（査２４の５６） 

(3) 《納入業者（５６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は岡山県及び広島県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度はいずれも約１１パーセント，取引依

存度における被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中のいずれも上位第３位であった。

（査２４の５６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，現在，食品業界全体がデフレ状態にあるため売上げが伸びず，新規取引先の開拓が

期待できない旨記載している。（査２４の５６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５６）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②指示商品振替困難を選択している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したも

のと認められる。（査２４の５６） 

 

第５７ 《納入業者（５７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５７）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は練製品及びレトルト食品である。同社は，平成５年頃に被審人との取引を開始した。審査官の主

張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金

額》円であった。（査２４の５７） 
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(2) 《納入業者（５７）》の平成１９年７月１日に始まり平成２０年６月３０日に終わる事業年度か

ら平成２１年７月１日に始まり平成２２年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約１．５パーセントないし約２．１パーセント，取引依存度における被審人の順位は

いずれも約《取引先数》社中の上位第９位ないし第１５位であった。（査２４の５７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人は地域密着スーパーであり，店舗数も多く，売上げが安定している旨記載し

ている。（査２４の５７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待，③自社信用確保，④消費者人気小売業者を選択し

ている。（査２４の５７） 

 

第５８ 《納入業者（５８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５８）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は鶏卵，鶏卵加工品及び食料品である。同社は，昭和６０年９月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

ないし約《金額》円であった。（査２４の５８） 

(2) 《納入業者（５８）》の平成１８年９月１日に始まり平成１９年８月３１日に終わる事業年度か

ら平成２０年９月１日に始まり平成２１年８月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約４８パーセント又は約４９パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取

引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２４の５８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人との取引額が大きい旨記載している。（査２４の５８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待を選択している。

（査２４の５８） 

また，同社の代表取締役は，同社は，被審人から規格・仕様の指示を受けて製造している商品がよ

く売れることもあって，被審人は，同社にとって取引金額の大きい，重要な取引先である旨供述して

いる。（査３０５） 

 

第５９ 《納入業者（５９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（５９）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品
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は納豆，豆腐及びこんにゃくである。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金

額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。なお，同社は，被審人と取引

を開始した時期を「昭和」と回答しているが，具体的な時期は本件証拠上明らかでない。（査２４

の５９） 

(2) 《納入業者（５９）》の被審人に対する売上高を計上している営業拠点として同社の《略》支店

（営業区域は岡山県）があるところ，平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わ

る事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円，被審人に対する年間売上高は約《金額》円，

被審人に対する取引依存度は約８．８パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先

数》社中の上位第３位であった。（査２４の５９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（５９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択してい

る。（査２４の５９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（５９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額増加期待を選択している。（査２４の５９） 

 

第６０ 《納入業者（６０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６０）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は麺類である。同社は，平成１０年１１月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反

行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円で

あった。（査２４の６０） 

(2) 《納入業者（６０）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４

０パーセントないし約４２パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》

社中の上位第１位であった。（査２４の６０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，納品価格等の条件面で同業他社と競争して，他社のシェアを取ること又は新規取引

先を獲得することが困難である旨記載している。（査２４の６０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６０）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②高取引依存度，③損失補填困難，④自社信用確保を選択している。したがって，同社は，当該設問

に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４の６０） 

 

第６１ 《納入業者（６１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６１）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品
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は調理麺，生麺及び蒸し・ゆで麺である。同社は，平成１５年１月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査２４の６１） 

(2) 《納入業者（６１）》の平成２０年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度及び平

成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度の２事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２．

８パーセント又は約３．５パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》

社中の上位第７位又は第９位であった。（査２４の６１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，地方都市では売上げを取れる先が限られており，被審人を外すことはできず，また，

報道のような状況は同社においてはなく，一般的な取引が行われているので問題にしていない旨記載

している。（査２４の６１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①損失補填困難，②取引額増加期待，③消費者人気小売業者を選択している。（査２４の６１） 

 

第６２ 《納入業者（６２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６２）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む有限会社であり，主な取扱商品

は漬物である。同社は，昭和６０年５月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行

為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円で

あった。（査２４の６２） 

(2) 《納入業者（６２）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

３９パーセントないし約４６パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社ない

し《取引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２４の６２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，業界で競り合っている中で，お互いの信頼関係があってこそ確実性のある取引であ

ると認識している旨記載している。（査２４の６２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤指示商品振

替困難，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の６２） 

 

第６３ 《納入業者（６３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６３）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品
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は豆腐及び油揚げである。審査官の主張する違反行為期間における年間総売上高は約《金額》円で

あった。なお，同社が被審人と取引を開始した具体的な時期及び審査官の主張する違反行為期間に

おける資本金の額は，本件証拠上明らかでない。（査４５） 

(2) 《納入業者（６３）》の被審人に対する年間売上高は約《金額》円，被審人に対する取引依存度

は１割弱，取引依存度における被審人の順位は上位第４位又は第５位であった。（査４５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６３）》の常務取締役は，被審人に対する売上高が大きいことから，被審人に代わる

取引先を見つけること又は他の取引先との取引を増やすことで被審人との取引停止に伴う損失を補

うことは困難である旨供述している。（査４５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６３）》の常務取締役は，同社が被審人に販売している商品の約８割は，被審人から

規格・仕様の指示を受けて製造しているもので，近年その割合が増加している傾向にある旨供述して

いる。（査４５） 

 

第６４ 《納入業者（６４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は酒類，飲料及び調味料である。同社は，平成７年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の

主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円（審決注：

証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。）で

あった。（査２４の６４，２７の１） 

(2) 《納入業者（６４）》の平成２１年度における被審人に対する年間売上高は約《金額》円，被審

人に対する取引依存度は約０．１パーセントであった。（査１５〔左欄番号１５６０，１６２８の

「取引額 第５７期」欄〕，２７の１） 

(3) 《納入業者（６４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約７８パーセントに当たる約《金

額》円は，同社の《略》支店によるものであるところ，平成２１年度の同支店の年間総売上高は約

《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４．２パーセント，取引依存度における被審人の順位

は約《取引先数》社中の上位第６位であった。（査１５，２４の６４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，現在，被審人とは《金額》円程度の取引があり，億単位の取引がなくなると，他の

取引先で取り返すことは困難である旨記載している。（査２４の６４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の６４） 

 

第６５ 《納入業者（６５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品
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は加工食品及び酒類である。同社は，平成１７年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主

張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金

額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０５を

乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であった。（査２４の６５） 

(2) 《納入業者（６５）》の平成２０年度及び平成２１年度の２事業年度において，各事業年度の被

審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１．２

パーセント又は約１．５パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約

《取引先数》社中の上位第７位又は第８位であった。（査２４の６５） 

(3) 《納入業者（６５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業

区域は岡山県，鳥取県，島根県の一部）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売

上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４１パーセント又は約４７

パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中のいず

れも上位第１位であった。（査２４の６５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社の支店の固定費を補える販売先と，現在のところ取引できていない旨記載して

いる。（査２４の６５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤被審人との

取引に関連して多額の投資を行っていること（以下「取引関連多額投資」という。）を選択している。

（査２４の６５） 

また，同社の《略》支店長は，①同社の《略》支店は，岡山県及び鳥取県を営業エリアとして食料

品を販売している旨，②同支店の被審人に対する取引依存度は約４６パーセントであるが，被審人の

次に同支店の取引額が大きい取引先に対する取引依存度は約１０パーセントしか占めていないこと

から，同支店にとって被審人は重要な取引先である旨供述している。（査３５） 

 

第６６ 《納入業者（６６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６６）》は，《所在地略》に所在する製造業，卸売業及び小売業を営む株式会社で

あり，主な取扱商品は酒類，飲料及び調味料である。同社は，平成９年４月頃に被審人との取引を

開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の６６） 

(2) 《納入業者（６６）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．１パーセントないし約０．７パーセント，平成１９年度及び平成２０年度の各事業年度の取引

依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１５位又は第５０位であった。

なお，平成２１年度の事業年度の取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社中の上位第

５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の６６） 



 

１８１ 

(3) 《納入業者（６６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業

区域は岡山県及び関西）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》

円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約５．９パーセントないし約３２パーセント，

取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１位又は第５位であった。

（査２４の６６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，酒類の市場において，現在はスーパーの酒類販売量は増加傾向であり，大手卸はと

もかく，中小卸にとっては大手スーパーとの取引を新規に行うことは非常に難しいのが現状である旨

記載している。（査２４の６６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④消費者人気小売業者を選択し

ている。（査２４の６６） 

 

第６７ 《納入業者（６７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６７）》は，《所在地略》に所在する製造業，卸売業及び不動産賃貸業を営む株式

会社であり，主な取扱商品は酒類，飲料及び調味料である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人と

の取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総

売上高は約《金額》円ないし約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないた

め，当該金額に１００分の１０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であった。

（査２４の６７） 

(2) 《納入業者（６７）》の平成１９年３月１日に始まり平成２０年２月２９日に終わる事業年度か

ら平成２１年３月１日に始まり平成２２年２月２８日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約７．５パーセントないし約８．０パーセント，取引依存度における被審人の順位は

約《取引先数》社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第３位であった。（査２４の６７） 

(3) 《納入業者（６７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約５１パーセントないし約５９パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は岡山県，広島

県，兵庫県及び大阪府）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》

円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１３パーセント又は約１６パーセント，取引

依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第１位

であった。（査２４の６７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人に対する同社の売上げが年間約《金額》円，売上構成比で８パーセントあり，

これに代わる販売先がない旨記載している。（査２４の６７） 

また，同社の《略》支店《略》課の主任格の従業員は，①同社は，酒類や加工食品をメーカーから
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仕入れて小売業者に販売する卸売業者であり，同社全体の年間売上高は約《金額》円，このうち加工

食品を取り扱う《略》支店の同売上高は約《金額》円であった旨，②同社の《略》支店における被審

人に対する年間売上高は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１２．３パーセントとかなり

高くなっている旨，③同社の本店が所在する《略》県において被審人は出店店舗数も多く，被審人ほ

どの売上高のスーパーや量販店はないことから，被審人は同社にとって非常に重要な取引先と考えて

おり，被審人に対する売上高を他の量販店への売上高で補うことはできない旨供述している。（査３

２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確

保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の６７） 

また，同社の《略》支店《略》課の課長は，同社の酒類販売担当である《略》支店の売上高におけ

る被審人に対する取引依存度が１４パーセント程度であり，同社の取引先として被審人は大変重要で

ある旨（査３１），同社の《略》支店の取締役支店長は，被審人に対する取引額が大きく被審人は同

社にとって非常に重要な取引先であり，《略》支店でみても被審人に対する取引額としては第一位に

なる旨（査３２７），それぞれ供述している。 

 

第６８ 《納入業者（６８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６８）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は清酒である。同社は，平成６年１１月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行

為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円で

あった。（査２４の６８） 

(2) 《納入業者（６８）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年度

から平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度に

おいて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対

する取引依存度は約３．４パーセントないし約４パーセント，取引依存度における被審人の順位は

約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第３位又は第４位であった。（査２４の６８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，岡山県内で被審人ほどの店舗数と販売量を他の取引先でカバーすることは不可能で

ある旨記載している。（査２４の６８） 

また，同社の《略》部の《略》課長は，①同社の《略》部の営業区域は，岡山県，広島県その他近

県である旨，②同社には，グループ会社として静岡県に所在する卸売業者の《Ｅ》と東京都における

小売業者である《Ｆ》があるところ，同社の売上げの約６割は《Ｅ》，約４パーセントは《Ｆ》であ

り，これらグループ会社以外の取引先の中では，被審人は１，２を争う取引先である旨，③同社の被

審人に対する取引依存度は約３パーセントから４パーセントであるが，被審人に対する売上高は同社

の岡山県における年間売上高約《金額》円のうちの約《金額》円を占めており，被審人との取引がな

くなれば同社の《略》部にとっては死活問題であり，同社全体としても経営に与える影響は大きい旨
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供述している。（査２６８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①高取引依存度，②取引額増加期待，③消費者人気小売業者を選択している。（査２４の６８） 

 

第６９ 《納入業者（６９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（６９）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は清酒及び酒粕である。同社は，平成８年頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反

行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であっ

た。（査２４の６９） 

(2) 《納入業者（６９）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年度

から平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度に

おいて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》万円，被審人に

対する取引依存度は約１３パーセント又は約１５パーセント，取引依存度における被審人の順位は

《取引先数》社ないし《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の６９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（６９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，他に被審人に代わるスーパーがない旨記載している。（査２４の６９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（６９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確

保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の６９） 

 

第７０ 《納入業者（７０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７０）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は清酒，焼酎及びリキュールである。同社は，平成７年４月頃に被審人との取引を開始した。審査

官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ない

し約《金額》円であった。（査２４の７０） 

(2) 《納入業者（７０）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年度

から平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度に

おいて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対

する取引依存度は約６．８パーセントないし約７．８パーセント，取引依存度における被審人の順

位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の７０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人以外の取引先を見つけることは，現状では考えられないくらい大変難しい旨

記載している。（査２４の７０） 
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３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待を選択している。

（査２４の７０） 

 

第７１ 《納入業者（７１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７１）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

日用品，一般医薬品及び化粧品である。同社は，平成１０年４月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査２４の７１） 

(2) 《納入業者（７１）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．０４パーセント又は約０．０７パーセント，平成２１年度の事業年度の取引依存度における被

審人の順位は約《取引先数》社中の上位第１６６位であった。なお，平成１９年度及び平成２０年

度の各事業年度の同社の取引依存度における被審人の順位は上位第５位より下位であるが，具体的

な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の７１） 

(3) 《納入業者（７１）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては同社の《略》支社（営業区域

は中国地方）によるものであるところ，各事業年度の同支社の年間総売上高は約《金額》円ないし

約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．７パーセントないし約１．４パーセント，平成

１９年度の事業年度の取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社中の上位第１９５位で

あった。なお，平成２０年度及び平成２１年度の各事業年度の同支社の取引依存度における被審人

の順位は上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の７１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更容易との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人との平成２１年度の取引額は《金額》円であり，同社の《略》支社において

も２６番目の取引先であることから，設問の状況が発生したとしても，同社にとって重篤な状況であ

るとはいえない旨記載している。（査２４の７１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額増加期待を選択している。（査２４の７１） 

 

第７２ 《納入業者（７２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７２）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は日用品，化粧品及び飲料である。同社は，昭和６２年１０月頃に被審人との取引を開始した。審

査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査２４の７２） 

(2) 《納入業者（７２）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度
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の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．１２パーセントないし約０．１９パーセント，平成２０年度及び平成２１年度の各事業年度の

取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第１１２位又

は第１２１位であった。なお，平成１９年度の事業年度の同社の取引依存度における被審人の順位

は，本件証拠上明らかでない。（査２４の７２） 

(3) 《納入業者（７２）》の平成２０年度及び平成２１年度の被審人に対する年間売上高の約５９パー

セント又は約６０パーセントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は同社の《略》と称する営業

拠点（営業区域は中国地方及び四国地方）によるものであるところ，各事業年度の同営業拠点の年

間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度はいずれも約１．３パー

セント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中のいずれも

上位第２０位であった。（査２４の７２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更容易との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社の商品を愛用している顧客がおり，被審人との取引停止に伴う損失は他チェー

ンの売上増で補うことができる旨記載している。（査２４の７２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７２）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①消費者人気小売業者，

②「その他」を選択し，その具体的内容として，被審人で買物をする同社取扱ブランドファンの顧客

がいる旨記載している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認められ

る。（査２４の７２） 

 

第７３ 《納入業者（７３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７３）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は日用品，家庭雑貨及びペットフードである。同社は，平成１４年４月頃に被審人との取引を開始

した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の７３） 

(2) 《納入業者（７３）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．３パーセント又は約０．４パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引

先数》社中の上位第４９位ないし第５９位であった。（査２４の７３） 

(3) 《納入業者（７３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約６８パーセント又は約７７パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は岡山県，広島

県，兵庫県の一部）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約９．８パーセントないし約１３パーセント，取

引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第３位又は第４位であった。

（査２４の７３） 

２ 取引先変更可能性等 



 

１８６ 

《納入業者（７３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人との取引額に見合う取引先を見つけることが困難である旨，また，該当エリ

アにおいて多店舗化が進み，極めてシェアが高くなるおそれがあり，取引がなくなると大変である旨

記載している。（査２４の７３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確

保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の７３） 

 

第７４ 《納入業者（７４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は家庭日用品全般である。同社は，平成５年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張す

る違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》

円であった。（査２４の７４） 

(2) 《納入業者（７４）》の平成１８年９月１日に始まり平成１９年８月３１日に終わる事業年度か

ら平成２０年９月１日に始まり平成２１年８月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．２パーセントないし約０．４パーセント，取引依存度における被審人の順位は

約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第４３位ないし第８０位であった。（査２４の

７４） 

(3) 《納入業者（７４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》と称する営

業拠点（営業区域は四国，中国及び近畿）によるものであるところ，各事業年度の同営業拠点の年

間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１２パーセントない

し約２５パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中

の上位第２位ないし第５位であった。（査２４の７４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人は中国地方及び関西地方で多くの店舗を有し，規模も大きく，また，同社は

四国マルナカとの取引も多い旨記載している。（査２４の７４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の７４） 

 

第７５ 《納入業者（７５）》 

１ 取引依存度等 

《納入業者（７５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品は

ドッグフード，キャットフード及び犬猫用品である。同社は，平成２２年４月頃に被審人との取引を

開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約
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《金額》円又は約《金額》円であった。なお，同社の被審人に対する取引依存度等は本件証拠上明ら

かでない。（査２４の７５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社の《略》支店でみた場合である旨，また，全社的にみても被審人に対する取引

依存度は低いが，容易に損失のカバーはできない旨記載している。（査２４の７５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額増加期待を選択している。（査２４の７５） 

 

第７６ 《納入業者（７６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７６）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は日用品，家庭雑貨及び家具類である。同社は，平成２０年４月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円ないし約《金額》円であった。（査２４の７６） 

(2) 《納入業者（７６）》の平成２０年度及び平成２１年度の２事業年度において，各事業年度の被

審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．２

７パーセント又は約０．３６パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社又は

《取引先数》社中の上位第５６位又は第６８位であった。（査２４の７６） 

(3) 《納入業者（７６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業

区域は広島県，岡山県，兵庫県及び大阪府）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間

総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約７．７パーセント又は

約１２パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中の上

位第３位又は第４位であった。（査２４の７６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，中国地方で被審人に代わる得意先はなく，また，四国マルナカの高松支店との取引

もある旨記載している。（査２４の７６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額増加期待を選択している。（査２４の７６） 

また，同社の《略》支店長は，①同社は，被審人に対し，フライパン，鍋，やかんなどを納入して

おり，平成２２年当時，年間約《金額》円の売上げがあり，これは同社の《略》支店の年間総売上高

の約１０パーセント弱を占め，被審人は中国地方でかなり大規模な小売業者であり，もともと余り大

手の小売業者がいない中国地方では，被審人の代わりになるような同社にとって安定した取引金額が

見込める取引先を見つけることは難しい旨，②被審人は，店舗数を年に１，２店のペースで拡大して

おり，また，消費者に人気もあり，さらに，主に食品を取り扱う小売業者であるにもかかわらず，同

社が取り扱う調理用品等を定番品として扱う数少ない小売業者であった旨，③被審人くらい取引の拡
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大を見込める取引先は，同社の《略》支店では数えるほどしかなかった旨，④このような事情から，

被審人との取引が停止した場合，同社の事業経営上重大な損失が生じることになり，その損失を補填

することは困難であることから，被審人とは取引を継続したい旨供述している。（査２９４） 

 

第７７ 《納入業者（７７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７７）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は日用品，家庭雑貨及びペット用品である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を開始し

た。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円ないし約《金額》円であった。（査２４の７７） 

(2) 《納入業者（７７）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約８．

７パーセント又は約１０パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし

約《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の７７） 

(3) 《納入業者（７７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業

区域は岡山県，広島県，兵庫県，大阪府，島根県及び鳥取県）によるものであるところ，各事業年

度の同支店の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１

６パーセントないし約１９パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は

約《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の７７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社に占める被審人の売上構成比が高く，同規模の売上金額を確保することは不可

能に近い旨記載している。（査２４の７７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤指示商品振

替困難，⑥自社信用確保，⑦消費者人気小売業者を選択している。（査２４の７７） 

また，同社の《略》部の課長は，被審人との取引金額は年間《金額》円に上り，同社全体の売上高

の約１割を占めており，被審人は同社にとって非常に重要な取引先である旨供述している。（査３３） 

 

第７８ 《納入業者（７８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７８）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は家庭雑貨及び家具である。同社は，平成２２年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主

張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金

額》円であった。（査２４の７８） 

(2) 《納入業者（７８）》の被審人に対する年間売上高は，前記⑴のとおり同社が被審人と取引を始

めたのは平成２２年４月頃であることから，それ以前である同社の平成２１年１月２１日に始まり
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平成２２年１月２０日に終わる事業年度の被審人に対する年間売上高は《金額》円であった。（査

２４の７８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更容易との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人との取引は平成２２年４月に始まったところであり，報告書作成時点では被

審人との取引が少額である旨記載している。（査２４の７８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額増加期待を選択している。（査２４の７８） 

 

第７９ 《納入業者（７９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（７９）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は家庭紙，日用品及び家庭雑貨である。同社は，平成７年３月頃に被審人との取引を開始した。審

査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高はいずれも約《金

額》円であった。（査２４の７９） 

(2) 《納入業者（７９）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から平

成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事業

年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度

は約０．８パーセントないし約２．９パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先

数》社ないし約《取引先数》社中の上位第７位ないし第２３位であった。（査２４の７９） 

(3) 《納入業者（７９）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約９４パーセントないし１００パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》営業所（営業区域は岡山県，鳥

取県及び島根県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円

ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１４パーセントないし約３１パーセント，取

引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第２

位であった。（査２４の７９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（７９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社の《略》営業所における被審人の売上構成比は高く，被審人に代わる取引先を

見つけることは困難であり，また，他の取引先との取引を増やすことは時間が掛かり過ぎる旨記載し

ている。（査２４の７９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（７９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の７９） 

 

第８０ 《納入業者（８０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８０）》は，《所在地略》に所在する卸売業及び小売業を営む株式会社であり，主
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な取扱商品は家庭雑貨である。同社は，平成５年２月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主

張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高はいずれも約《金額》円

であった。（査２４の８０） 

(2) 《納入業者（８０）》の平成１９年７月１日に始まり平成２０年６月３０日に終わる事業年度か

ら平成２１年７月１日に始まり平成２２年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約２．７パーセントないし約３．７パーセント，取引依存度における被審人の順位は

約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第６位又は第７位であった。（査２４の８０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択してい

る。（査２４の８０） 

また，同社の《略》本部長は，①被審人との取引を継続することができなくなった場合に被審人に

代わる取引先を見つけることは困難である理由について，被審人と同規模で他の地域で店舗を展開し

ている量販店などが中国四国地方に進出してきたとしても，既に取引先が決まっていることが多く，

同社がそのような量販店などに新規参入することは容易ではない旨，②被審人との取引がなくなった

場合に，既存の取引先との取引額を増やすことでその損失を補填することは困難である理由について，

既存の取引先の売上額を増やそうとしたが数パーセントの増減を繰り返し，市場は厳しい状況である

旨供述している。（査３９５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待を選択している。

（査２４の８０） 

また，同社の《略》本部長は，①同社の取引先の半数は小規模の小売店で，残りの半数が量販店と

いう構成であり，量販店のほとんどに対する同社の年間売上高は《金額》円以下であるところ，同社

の被審人に対する年間売上高は《金額》円から《金額》円程度で，同社にとっては，まとまった額を

安定的に取引できる貴重な取引先である旨，②被審人は，年々店舗を増やしており，被審人の同業他

社に比べ勢いがあることから，被審人との取引を継続していきたい旨供述している。（査３９５） 

 

第８１ 《納入業者（８１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８１）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は文具である。同社は，平成９年８月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為

期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。

（査２４の８１） 

(2) 《納入業者（８１）》の平成１９年７月１日に始まり平成２０年６月３０日に終わる事業年度か

ら平成２１年７月１日に始まり平成２２年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約２６パーセント又は約２８パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引

先数》社ないし《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の８１） 
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２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，同社は量販店向けの卸売業者であり，新規に納入先を開拓することは不可能に近い

旨記載している。（査２４の８１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤指示商品振

替困難，⑥自社信用確保，⑦消費者人気小売業者を選択している。（査２４の８１） 

 

第８２ 《納入業者（８２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８２）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む有限会社であり，主な取扱商品

はワックスケミカル，カー香水及びオイルである。同社は，平成１７年１２月頃に被審人との取引

を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は

約《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の８２） 

(2) 《納入業者（８２）》の平成１９年３月１日に始まり平成２０年２月２９日に終わる事業年度か

ら平成２１年３月１日に始まり平成２２年２月２８日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．１７パーセントないし約５．４パーセントであった。なお，上記各事業年度に

おいて，取引依存度における被審人の順位はいずれも《取引先数》社中の上位第５位より下位であ

るが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の８２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択してい

る。（査２４の８２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②損失補填困難，③取引額増加期待，④自社信用確保，⑤消費者人気

小売業者を選択している。（査２４の８２） 

 

第８３ 《納入業者（８３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８３）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む有限会社であり，主な取扱商品

は園芸用品である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売

上高は約《金額》円ないし約《金額》円である。同社の《略》部長は，平成２０年１２月頃以降，

同社は園芸用品のほとんどを被審人に納入していた旨供述していることから，遅くとも平成２０年

１２月頃までには，被審人と取引を開始したことが推認される。（査２４の８３，２８９） 

(2) 《納入業者（８３）》の平成２０年１２月１日に始まり平成２１年１１月３０日に終わる事業年

度における被審人に対する年間売上高は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約３９パーセ

ント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社中の上位第１位であった。（査２４の
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８３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択してい

る。（査２４の８３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８３）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤指示商品振替困難，⑥取引関連多額投資を

選択している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査

２４の８３） 

また，同社の《略》部長は，同社が被審人に納入する園芸用品についての被審人に対する取引依存

度が高く，平成２０年１２月頃以降，同社は園芸用品のほとんどを被審人に納入していたことから，

被審人は園芸用品における同社の大事な納入先であった旨供述している。（査２８９） 

 

第８４ 《納入業者（８４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は装粧品小物，手芸用品及び衣料品である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金

は《金額》円であった。なお，同社が被審人と取引を開始した時期及び審査官の主張する違反行為

期間における同社の年間総売上高は，本件証拠上明らかでない。（査２４の８４） 

(2) 《納入業者（８４）》の平成１８年２月１日に始まり平成１９年１月３１日に終わる事業年度か

ら平成２０年２月１日に始まり平成２１年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する取引依存度は約４．９パーセントないし約５．２パーセント，取

引依存度における被審人の順位はいずれも《取引先数》社中の上位第８位であった。なお，上記各

事業年度の同社の被審人に対する年間売上高は，本件証拠上明らかでない。（査２４の８４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更容易との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，ドラッグストアを中心に市場規模は拡大中であり，取引先の変化対応を行っている

旨記載している。（査２４の８４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額増加期待，②消費者人気小売業者を選択している。（査２４の８４） 

 

第８５ 《納入業者（８５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８５）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，主

な取扱商品は衣料品である。同社は，平成６年１１月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主

張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金

額》円であった。（査２４の８５） 
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(2) 《納入業者（８５）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度はいず

れも約０．１パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》

社中の上位第８８位又は第１０８位であった。（査２４の８５） 

(3) 《納入業者（８５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》本部（営業

区域は日本全国）によるものであるところ，各事業年度の同本部の年間総売上高は約《金額》円又

は約《金額》円，被審人に対する取引依存度はいずれも約０．４パーセント，取引依存度における

被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第２５位ないし第２７位であった。

（査２４の８５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人と同規模程度の売上げを確保できる他の取引先が当該地域にはない旨記載し

ている。（査２４の８５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額等大きく安定を選択している。（査２４の８５） 

 

第８６ 《納入業者（８６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８６）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は衣料品である。同社は，平成９年５月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行

為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であっ

た。（査２４の８６） 

(2) 《納入業者（８６）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から平

成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事業

年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度

は約０．０３パーセント又は約０．０６パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取

引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位より下位であるが，具

体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の８６） 

(3) 《納入業者（８６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》部（営業区

域は大阪府，兵庫県，京都府，滋賀県，和歌山県，奈良県，富山県，石川県，福井県，岡山県，広

島県，島根県，鳥取県，愛媛県，香川県，高知県及び徳島県）によるものであるところ，各事業年

度の同部の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．

４パーセントないし約０．７パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度に

おける被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位より下位であるが，具体的な順位

は本件証拠上明らかでない。（査２４の８６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人に代わる販売拠点を新たに見つけることが困難である旨記載している。（査



 

１９４ 

２４の８６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，損失補填困難を選択している。（査２４の８６） 

 

第８７ 《納入業者（８７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８７）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は靴下，パンティストッキング及び肌着である。同社は，昭和５６年４月頃に被審人との取引を開

始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円であった。（査２４の８７） 

(2) 《納入業者（８７）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．１パーセント又は約０．２パーセントであった。なお，上記各事業年度の同社

の取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位より下位であるが，

具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の８７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，回答を選択していない。（査２４の８

７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額等大きく安定を選択している。（査２４の８７） 

 

第８８ 《納入業者（８８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８８）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は紳士靴下，婦人靴下及び子供靴下である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金

は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。なお，同社は，被審人

と取引を開始した時期について，正確な日時を把握できていない旨回答しており，具体的な時期は

本件証拠上明らかでない。（査２４の８８） 

(2) 《納入業者（８８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．１パーセント又は約０．２パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

又は約《取引先数》社中の上位第７８位ないし第９２位であった。（査２４の８８） 

(3) 《納入業者（８８）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》課（営業区

域は西日本）によるものであるところ，各事業年度の同課の年間総売上高は約《金額》円又は約《金

額》円，被審人に対する取引依存度は約０．５パーセントないし約０．７パーセントであった。な

お，上記各事業年度において，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取
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引先数》社中のいずれも上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。

（査２４の８８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，①被審人に対する年間売上高である約《金額》円を短期的にカバーすることは困難

であり，それには１年から２年の時間が掛かる旨，②被審人に対する売上高は，全社的にみればカバー

が容易な売上高であるが，同社の部・課レベルでは容易にカバーできる金額ではない旨記載している。

（査２４の８８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額増加期待，②指示商品振替困難を選択している。（査２４の８８） 

 

第８９ 《納入業者（８９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（８９）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は衣料品である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売

上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。なお，同社が被審人と取引を開始した時期は，本

件証拠上明らかでない。（査２４の８９） 

(2) 《納入業者（８９）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度はい

ずれも約０．３パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上

位第５９位ないし第７１位であった。（査２４の８９） 

(3) 《納入業者（８９）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店による

ものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審

人に対する取引依存度は約３．２パーセントないし約３．９パーセント，取引依存度における被審

人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位ないし第９位であった。（査２４の８９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（８９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，中四国エリアでは食品を中心としたスーパーが多く，衣料品の販売の多くは望めな

い一方で，被審人は食品スーパーではあるが，衣料品を多く取り扱う店舗が２０店舗強あり，新たな

開拓による取引先の補填は困難である旨記載している。（査２４の８９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（８９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①損失補填困難，②取引額増加期待を選択している。（査２４の８９） 

 

第９０ 《納入業者（９０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９０）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，主

な取扱商品は靴下，カバー及びタイツである。同社は，平成６年１１月頃に被審人との取引を開始
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した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高はいずれ

も約《金額》円であった。（査２４の９０） 

(2) 《納入業者（９０）》の平成１９年６月１日に始まり平成２０年５月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年６月１日に始まり平成２２年５月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度はいずれも約０．１パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

ないし約《取引先数》社中の上位第７０位ないし第８６位であった。（査２４の９０） 

(3) 《納入業者（９０）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業

区域は近畿，中国及び四国）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金

額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．９パーセントないし約１．２パー

セント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中の上位第２１位

又は第２２位であった。（査２４の９０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，現在の市場の状況により，簡単に他で売上げを作ることは困難である旨記載してい

る。（査２４の９０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の９０） 

 

第９１ 《納入業者（９１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９１）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は衣料品である。同社は，昭和６１年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反

行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円で

あった。（査２４の９１） 

(2) 《納入業者（９１）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年度

の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

２．１パーセントないし約２．５パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社又は約《取引先数》社中の上位第４位又は第５位であった。（査２４の９１） 

(3) 《納入業者（９１）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約９８パーセントに当たる約《金

額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は岡山県，広島県，島根県，鳥取県，

兵庫県及び大阪府）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円

ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２０パーセントないし約２３パーセント，取

引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第１位

であった。（査２４の９１，３３１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，初年度の取引停止に伴う売上げ及び利益の減少は痛手であるが，全国エリアの中で
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の拡大策を打つ旨記載している。（査２４の９１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９１）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人気小売業者を選択している。した

がって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４の９１） 

また，同社の《略》支店長は，①同社の《略》支店では被審人に対する年間売上高が も多い状況

にある旨，②同社の売上高の１割程度を同支店が占めており，同支店における被審人に対する取引依

存度は２割程度で，被審人に対する年間売上高も《金額》円を超えることから，被審人は同支店のみ

ならず同社全体にとっても重要な取引先である旨供述している。（査３３１） 

 

第９２ 《納入業者（９２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９２）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は衣料品である。同社は，平成１２年３月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反

行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円（審

決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。

以下，本項⑵において同じ。）であった。（査２４の９２） 

(2) 《納入業者（９２）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．６パーセント又は約０．７パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取

引先数》社又は《取引先数》社中の上位第３５位又は第３６位であった。（査２４の９２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更容易との回答を選択してい

る。（査２４の９２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９２）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」のい

ずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額増加期待，②消

費者人気小売業者を選択している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したもの

と認められる。（査２４の９２） 

 

第９３ 《納入業者（９３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９３）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は衣料品である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上

高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。なお，同社が被審人と取引を開始した時期は，本

件証拠上明らかでない。（査２４の９３） 

(2) 《納入業者（９３）》の平成２０年２月２１日に始まり平成２１年２月２０日に終わる事業年度
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及び平成２１年２月２１日に始まり平成２２年２月２０日に終わる事業年度の２事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存度

はいずれも約０．２パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度における被

審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証

拠上明らかでない。（査２４の９３） 

(3) 《納入業者（９３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》店（営業区

域は近畿地区及び中四国）によるものであるところ，各事業年度の同店の年間総売上高はいずれも

約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１．２パーセント又は約１．３パーセントであった。

なお，上記各事業年度において，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中

の上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の９３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人は販売力のある取引先であり，近年では信用ある取引先が少なく，新規取引

及び既存の取引先の取引額拡大が困難である旨記載している。（査２４の９３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④消費者人気小売業者を選択し

ている。（査２４の９３） 

 

第９４ 《納入業者（９４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

はカットソー，セーター及びブラウスである。同社は，平成１４年９月頃に被審人との取引を開始

した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の９４） 

(2) 《納入業者（９４）》の平成１８年８月１日に始まり平成１９年７月３１日に終わる事業年度か

ら平成２０年８月１日に始まり平成２１年７月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．２パーセントないし約０．４パーセント，取引依存度における被審人の順位は

《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第５０位ないし第６８位であった。（査２４の９４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，特に中国地方では同社商品が飽和状態にあり，新規で安定した取引先を確保するこ

とは非常に困難である旨記載している。（査２４の９４） 

また，同社の《略》部の副主任は，上記回答の補足として，近年中国地方では，婦人衣料品市場は

成熟しており，同社の商品を新規に扱ってくれる取引先を見つけたり，既存の取引先との取引量を増

やしたりすることは難しい状況にあり，例えば，被審人以外の取引先と新規取引をしようとすると，

当該取引先と既に取引している同社の商品を取り扱う卸売業者の取引を減らすことになりかねない

ので，このような卸売業者に迷惑を掛けないようにしようと考えると，新規取引先を見つけることは
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容易ではない旨供述している。（査２８５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の９４） 

 

第９５ 《納入業者（９５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は婦人靴下，紳士靴下及び子供靴下である。同社は，平成１７年１２月頃に被審人との取引を開始

した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の９５） 

(2) 《納入業者（９５）》の平成１９年６月１日に始まり平成２０年５月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年６月１日に始まり平成２２年５月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．９パーセントないし約１．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は

いずれも約《取引先数》社中の上位第１８位ないし第３６位であった。（査２４の９５） 

(3) 《納入業者（９５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は岡山県，大阪府，奈良県，和歌山県及び香川県）によるものであるところ，各事業年度の

同営業所の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４．９

パーセントないし約５．９パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》

社中の上位第８位又は第９位であった。（査２４の９５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，岡山地域における店舗を他店では補えない旨記載している。（査２４の９５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の９５） 

 

第９６ 《納入業者（９６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９６）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

はベビーアパレル製品である。同社は，平成９年８月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主

張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約

《金額》円であった。（査２４の９６） 

(2) 《納入業者（９６）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度か

ら平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取

引依存度はいずれも約０．３パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度に

おける被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位より下位であるが，具体的な順位
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は本件証拠上明らかでない。（査２４の９６） 

(3) 《納入業者（９６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》店（営業区

域は中国，四国，九州及び沖縄県）によるものであるところ，各事業年度の同店の年間総売上高は

約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２．８パーセントないし約３パー

セント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中の上位第１０位

又は第１２位であった。（査２４の９６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人と同レベルの取引先が見つかりにくい旨記載している。（査２４の９６） 

また，同社の《略》店長は，上記回答の理由の補足として，①同社の商品は既に中国地方における

主要な取引先に納入しており，これらの取引先に更に負担を掛けて被審人に対する取引分を購入して

もらうのは困難である旨，②中国地方で被審人に対する年間売上高約《金額》円に匹敵する売上高を

上げられる取引先はほかにない旨供述している。（査２８４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の９６） 

 

第９７ 《納入業者（９７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９７）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は衣料品，宝飾雑貨品及び健康関連商品である。同社は，昭和６３年４月頃に被審人との取引を開

始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金

額に１００分の１０５を乗じている。）であった。（査２４の９７，２７の２） 

(2) 《納入業者（９７）》の平成１９年３月１日に始まり平成２０年２月２９日に終わる事業年度か

ら平成２１年３月１日に始まり平成２２年２月２８日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取

引依存度は約０．７パーセント又は約０．８パーセントであった。なお，上記各事業年度の取引依

存度における被審人の順位は，本件証拠上明らかでない。（査２４の９７，２７の２） 

(3) 《納入業者（９７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》部（営業区

域は全国）によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金

額》円，被審人に対する取引依存度は約２．９パーセントないし約３．５パーセント，取引依存度

における被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第７位又は第８位であった

（査２４の９７）。なお，同社の《略》部の《略》は，同社は，衣料品や宝飾雑貨品等の販売業者

であるところ，同社の《略》部は衣料品の製造卸売販売を行う部門であり，その営業区域は全国で

あるが，中四国地方の売上高が同事業部全体の売上高の約５割を占める旨供述している。（査３３

５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ
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の理由記載欄に，被審人との取引停止に伴う損失補填は容易ではないが可能である旨，また，地場企

業である被審人と取引を行うことで情報の共有など多々利便性がある旨記載している。（査２４の９

７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額増加期待を選択している。（査２４の９７） 

 

第９８ 《納入業者（９８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９８）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は紳士肌着及び婦人肌着である。同社は，平成１８年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし

約《金額》円であった。（査２４の９８） 

(2) 《納入業者（９８）》の平成１９年５月１日に始まり平成２０年４月３０日に終わる事業年度か

ら平成２１年５月１日に始まり平成２２年４月３０日に終わる事業年度までの３事業年度におい

て，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．５パーセント又は約０．８パーセント，取引依存度における被審人の順位は約

《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第２５位又は第３３位であった。（査２４の９８） 

(3) 《納入業者（９８）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営業

区域は大阪府，和歌山県，岡山県，広島県，香川県及び愛媛県）によるものであるところ，各事業

年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

１．１パーセントないし約２．１パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取

引先数》社中の上位第１３位又は第１５位であった。（査２４の９８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，①他のほとんどの量販店に対して既に取引があり，新規開拓が難しい旨，②衣料品

業界では売上げが低迷しており，既存の取引先での取引を増やすことが難しい旨記載している。（査

２４の９８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額増加期待を選択している。（査２４の９８） 

また，同社の《略》は，被審人は取引額が伸びている上に，同社にとって数少ない安定した取引量

が期待できる貴重な取引先の一つである旨供述している。（査２７０） 

 

第９９ 《納入業者（９９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（９９）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商品

は履物である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上

高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。なお，同社は，被審人との取引を平成２２年６月
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頃に開始したとしているが，後記⑵の事実を回答していることから，これは誤りであると推察され

る。（査２４の９９） 

(2) 《納入業者（９９）》の平成２０年２月１日に始まり平成２１年１月３１日に終わる事業年度及

び平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度の２事業年度において，各

事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存

度は約０．３パーセント又は約０．８パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》

社又は《取引先数》社中の上位第１９位又は第２５位であった。（査２４の９９） 

(3) 《納入業者（９９）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》出張所によ

るものであるところ，各事業年度の同出張所の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被

審人に対する取引依存度は約１３パーセント又は約１６パーセント，取引依存度における被審人の

順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の９９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（９９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，そ

の理由記載欄に，被審人及び四国マルナカとの取引合計は平成２１年度で約《金額》円，シェアは５

パーセントとなっており，同規模の取引先を早急に開拓することは困難なものと思料する旨記載して

いる。（査２４の９９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（９９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢の

うち，取引額増加期待を選択している。（査２４の９９） 

 

第１００ 《納入業者（１００）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１００）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は婦人肌着，パジャマ及び紳士肌着である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本

金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。なお，同社が被審人と

取引を開始した時期は，本件証拠上明らかでない。（査２４の１００） 

(2) 《納入業者（１００）》の平成１９年３月１日に始まり平成２０年２月２９日に終わる事業年度

から平成２１年３月１日に始まり平成２２年２月２８日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約３．５パーセントないし約３．９パーセント，取引依存度における被審人の順位は

約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第５位又は第６位であった。（査２４の１００） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１００）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，新規の取引先で同額の売上額を確保することは難しい旨記載している。（査２４

の１００） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１００）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用

確保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の１００） 
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また，同社の《略》部の《略》は，①同社は被審人に対し，同社の主力商品である男性用及び女性

用の肌着やパジャマを販売しているところ，被審人に対する年間売上高は同社の取引先の上位第５位

前後に入るほどであった旨，②同社が所在する山陽地方には大規模な小売業者が少なく，被審人と同

等の取引規模が見込める取引先を新たに確保することは容易ではないことから，同社としては被審人

との取引は継続していく必要があるとの認識であった旨供述している。（査２９９） 

 

第１０１ 《納入業者（１０１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０１）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，

主な取扱商品はベルト，財布及びバッグである。同社は，平成２年４月頃に被審人との取引を開始

した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円又は約《金額》円であった。（査２４の１０１） 

(2) 《納入業者（１０１）》の平成１９年７月１日に始まり平成２０年６月３０日に終わる事業年度

から平成２１年７月１日に始まり平成２２年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約０．９パーセント又は約１パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれ

も約《取引先数》社中の上位第１８位ないし第２０位であった。（査２４の１０１） 

(3) 《納入業者（１０１）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》課（営業

区域は岡山県，広島県，大阪府及び兵庫県）によるものであるところ，各事業年度の同課の年間総

売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約６．１パーセント又は約

６．９パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第７位

又は第８位であった。（査２４の１０１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，長年にわたり安定した取引ができていたので，今後も取引を続けていくことが望

ましい旨，また，新規開拓は時間が掛かるため，被審人との取引停止後すぐに同金額の取引先ができ

ることは難しいと思われる旨記載している。（査２４の１０１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の１０１） 

 

第１０２ 《納入業者（１０２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０２）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品はカーペット，カーテン及びクッションである。同社は，平成８年１０月頃に被審人との取引を

開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１０２） 

(2) 《納入業者（１０２）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度

から平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお
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いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約０．３パーセントないし約０．６パーセント，取引依存度における被審人の順位

は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第３１位ないし第５０位であった。（査２４

の１０２） 

(3) 《納入業者（１０２）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》出張所（営

業区域は中国，四国，関西）によるものであるところ，各事業年度の同出張所の年間総売上高は約

《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１．５パーセントないし約２．９パー

セント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中の上位第９位な

いし第１３位であった。（査２４の１０２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人の営業地区又は近隣地区で同額の新規取引先を開拓することが困難である

旨記載している。（査２４の１０２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待を選択している。（査２４の１

０２） 

 

第１０３ 《納入業者（１０３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０３）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社である。同社は，平

成１５年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本

金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１０３） 

(2) 《納入業者（１０３）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度

から平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約１．６パーセントないし約３パーセント，取引依存度における被審人の順位はい

ずれも《取引先数》社中の上位第１０位ないし第１６位であった。（査２４の１０３） 

(3) 《納入業者（１０３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営

業区域は九州，中国，四国）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金

額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４．６パーセントないし約７．６パー

セント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第５位

ないし第７位であった。なお，平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年

度において，同社は，《略》支店の被審人に対する年間売上高を「《金額》円」と回答しているが，

平成２０年２月１日に始まり平成２１年１月３１日に終わる事業年度及び平成２１年２月１日に

始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度の同支店の被審人に対する年間売上高から，「《金

額》円」の誤りであると推察される。（査２４の１０３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，
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その理由記載欄に，今後の規模の拡大の将来性を考えると，大きな損失である旨記載している。（査

２４の１０３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額増加期待を選択している。（査２４の１０３） 

 

第１０４ 《納入業者（１０４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は衣料品及び携帯電話である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし

約《金額》円であった。（査２４の１０４） 

(2) 《納入業者（１０４）》の平成１８年８月１日に始まり平成１９年７月３１日に終わる事業年度

から平成２０年８月１日に始まり平成２１年７月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約１．７パーセントないし約２．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は

いずれも約《取引先数》社中の上位第３位ないし第６位であった。（査２４の１０４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人に対する売上額が大きいので容易に補填できない旨記載している。（査２

４の１０４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０４）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待を選択している。したがって，同社は，当該設

問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４の１０４） 

 

第１０５ 《納入業者（１０５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は繊維原料，洋品及びアパレルである。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は

約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。なお，同社が被審人と取

引を開始した時期は，本件証拠上明らかでない。（査２４の１０５） 

(2) 《納入業者（１０５）》の平成２０年度及び平成２１年度の２事業年度において，各事業年度の

被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．

８パーセント又は約１．２パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》

社中の上位第１２位又は第１４位であった。（査２４の１０５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択して
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いる。（査２４の１０５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額増加期待を選択している。（査２４の１０５） 

 

第１０６ 《納入業者（１０６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０６）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は衣料品である。同社は，平成１４年８月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違

反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円で

あった。（査２４の１０６） 

(2) 《納入業者（１０６）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から

平成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事

業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存

度は約０．５パーセント又は約０．６パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》

社ないし《取引先数》社中の上位第３１位又は第３４位であった。（査２４の１０６） 

(3) 《納入業者（１０６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営

業区域は沖縄県，鹿児島県，福岡県，広島県，岡山県，兵庫県，愛媛県，香川県，大阪府，滋賀県，

和歌山県及び愛知県）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》

円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１．４パーセント又は約１．５パーセント，

取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社又は《取引先数》社中の上位第１５位又は第１

７位であった。（査２４の１０６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，現在の経済状況を考えると，新しい取引先をすぐに見つけることは困難である旨

記載している。（査２４の１０６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②損失補填困難，③取引額増加期待を選択している。（査２４の１

０６） 

 

第１０７ 《納入業者（１０７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０７）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は婦人衣料品である。同社は，平成１４年９月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張す

る違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》

円であった。（査２４の１０７） 

(2) 《納入業者（１０７）》の平成１９年３月１日に始まり平成２０年２月２９日に終わる事業年度

から平成２１年３月１日に始まり平成２２年２月２８日に終わる事業年度までの３事業年度にお
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いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約１．５パーセント又は約１．６パーセント，取引依存度における被審人の順位は

いずれも約《取引先数》社中の上位第８位ないし第１０位であった。（査２４の１０７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人と同規模の小売業者がいないこと，また，同社の取扱商品に合う小売業者

がいない旨記載している。（査２４の１０７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額増加期待を選択している。（査２４の１０７） 

 

第１０８ 《納入業者（１０８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０８）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は靴，履物及び雨衣である。同社は，平成１１年６月頃に被審人との取引を開始した。審査官の

主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし

約《金額》円であった。（査２４の１０８） 

(2) 《納入業者（１０８）》の平成１８年１２月１日に始まり平成１９年１１月３０日に終わる事業

年度から平成２０年１２月１日に始まり平成２１年１１月３０日に終わる事業年度までの３事業

年度において，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審

人に対する取引依存度は約０．９パーセントないし約１．１パーセント，取引依存度における被審

人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第１０位又は第１１位であった。（査

２４の１０８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，大手総合スーパーとは取引口座がほとんどない旨記載している。（査２４の１０

８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額増加期待を選択している。（査２４の１０８） 

 

第１０９ 《納入業者（１０９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１０９）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は衣料品である。同社は，昭和６２年頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行

為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であっ

た。（査２４の１０９） 

(2) 《納入業者（１０９）》の平成１９年３月１日に始まり平成２０年２月２９日に終わる事業年度

から平成２１年３月１日に始まり平成２２年２月２８日に終わる事業年度までの３事業年度にお
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いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約５．９パーセント又は約６．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約

《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第２位又は第３位であった。（査２４の１０９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１０９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人に対する売上構成比が高く，粗利益率も確保できている旨記載している。

（査２４の１０９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１０９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度を選択している。（査２４の１０９） 

 

第１１０ 《納入業者（１１０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１０）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は衣料品である。同社は，平成７年頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為

期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。

（査２４の１１０） 

(2) 《納入業者（１１０）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年

度から平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度

において，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対

する取引依存度は約０．６パーセント又は約０．８パーセント，取引依存度における被審人の順位

は《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第２０位ないし第２３位であった。（査２４の１

１０） 

(3) 《納入業者（１１０）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の大阪本社（営業

区域は日本全国）によるものであるところ，各事業年度の同本社の年間総売上高は約《金額》円な

いし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．８パーセントないし約１．２パーセント，

取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第１７位又

は第１９位であった。（査２４の１１０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，同社取扱商品の販路が減少しており，被審人と同等の新規取引先がほとんどない

旨記載している。（査２４の１１０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１０）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①損失補填困難，②取

引額増加期待を選択している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認

められる。（査２４の１１０） 

 

第１１１ 《納入業者（１１１）》 



 

２０９ 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１１）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は布団カバー類，布団類及び敷物類である。同社は，平成１８年１０月頃に被審人との取引を開

始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円又は約《金額》円であった。（査２４の１１１） 

(2) 《納入業者（１１１）》の平成１９年１月１日に始まり平成２０年１月２０日に終わる事業年度

から平成２１年１月２１日に始まり平成２２年１月２０日に終わる事業年度までの３事業年度に

おいて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約０．８５パーセントないし約１．１パーセント，取引依存度における被審人の順

位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１６位又は第１７位であった。（査２４の１１１） 

(3) 《納入業者（１１１）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約７５パーセントないし約８５

パーセントに当たる約《金額》円は同社の《略》営業所（営業区域は岡山県及び広島県）によるも

のであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人

に対する取引依存度は約９パーセント又は約１１パーセント，取引依存度における被審人の順位は

いずれも《取引先数》社中の上位第２位であった。（査２４の１１１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，回答していない。（査２４の１１１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額増加期待を選択している。（査２４の１１１） 

 

第１１２ 《納入業者（１１２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１２）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は衣料品等である。同社は，平成７年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違

反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》

円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０５を乗じ

ている。）であった。（査２４の１１２，２７の３） 

(2) 《納入業者（１１２）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の同社の《略》課の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対

する取引依存度はいずれも約１１パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の１１２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，エリア内での新規開拓は非常に難しい旨記載している。（査２４の１１２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①高取引依存度，②消費者人気小売業者，③「その他」を選択し，その具体的内容として，

エリアマーケティングの強化や顧客サービスのためである旨記載している。（査２４の１１２） 
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また，同社の《略》課長は，被審人は，同課の取引先の上位第２位の地位にあり非常に重要な取引

先である旨供述している。（査３４） 

 

第１１３ 《納入業者（１１３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１３）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は衣料品である。同社は，平成１５年３月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違

反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円で

あった。（査２４の１１３） 

(2) 《納入業者（１１３）》の平成１９年７月１日に始まり平成２０年６月３０日に終わる事業年度

から平成２１年７月１日に始まり平成２２年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約２パーセントないし約２．２パーセントであった。なお，上記各事業年度におい

て，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中のいずれも上位第

５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の１１３） 

(3) 《納入業者（１１３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》本社（営

業区域は中四国，九州の全県）によるものであるところ，各事業年度の同本社の年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約３．９パーセントないし約４．７

パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中のいずれ

も上位第６位であった。（査２４の１１３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，中四国地方で衣料品を取り扱っている会社が大幅に減少している旨記載している。

（査２４の１１３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１３）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，取引額増加期待を選択

している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４

の１１３） 

 

第１１４ 《納入業者（１１４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は婦人衣料品である。同社は，平成１３年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張す

る違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》

円であった。（査２４の１１４） 

(2) 《納入業者（１１４）》の平成１８年８月１日に始まり平成１９年７月３１日に終わる事業年度

から平成２０年８月１日に始まり平成２１年７月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す
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る取引依存度は約５．９パーセントないし約６．９パーセント，取引依存度における被審人の順位

は《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第４位又は第５位であった。（査２４の１１４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，昨今の景気の低迷，消費マインドの後退という状況を考えると，被審人との取引

高が大きく，その額をカバーすることは，既存店の取引額を増やしても新規の得意先を開拓しても困

難である旨記載している。（査２４の１１４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④自社信用確保を選択している。

（査２４の１１４） 

 

第１１５ 《納入業者（１１５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１５）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は新生児衣料品，乳児衣料品及びアウターである。同社は，平成２年頃に被審人との取引を開始

した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円又は約《金額》円であった。（査２４の１１５） 

(2) 《納入業者（１１５）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約２パーセントないし約２．９パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社な

いし《取引先数》社中の上位第１０位ないし第１４位であった。（査２４の１１５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択して

いる。（査２４の１１５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１５）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人気小売業者を選択している。した

がって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４の１１５） 

 

第１１６ 《納入業者（１１６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１６）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は寝装品及びインテリア用品である。同社は，平成７年８月頃に被審人との取引を開始した。審

査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円な

いし約《金額》円であった。（査２４の１１６） 

(2) 《納入業者（１１６）》の平成１８年８月１日に始まり平成１９年７月３１日に終わる事業年度

から平成２０年８月１日に始まり平成２１年７月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお
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いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約１１パーセント又は約１２パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取

引先数》社又は《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の１１６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，①被審人の商品の販売規模が同社からみれば大きく，同じ条件で補うことはほぼ

不可能である旨，②被審人とは地理的に商談場所，納品場所が共に近く，商談と納品がスムーズに行

える旨記載している。（査２４の１１６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待を選択している。（査２４の１

１６） 

 

第１１７ 《納入業者（１１７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１７）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品はベビースタイ・エプロン，ベビーシューズ及びベビー肌着である。審査官の主張する違反行為

期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であっ

た。なお，同社が被審人と取引を開始した時期は，本件証拠上明らかでない。（査２４の１１７） 

(2) 《納入業者（１１７）》の平成１９年５月２１日に始まり平成２０年５月２０日に終わる事業年

度から平成２１年５月２１日に始まり平成２２年５月２０日に終わる事業年度までの３事業年度

において，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に

対する取引依存度は約２．３パーセントないし約２．７パーセント，取引依存度における被審人の

順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第１０位ないし第１３位であった。（査２

４の１１７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，現在の経済状況下においては，直ちに新たな取引先を開拓することは非常に難し

く，既存の取引先との取引を増やすことは可能だが，それほど多くは望めない旨記載している。（査

２４の１１７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，損失補填困難を選択している。（査２４の１１７） 

また，同社の代表取締役は，①同社の取引先のうち上位１０数社は大手小売業者であるが，それ以

外の取引先は地元の小規模な小売業者が多くなるため，上位１０数社の取引先とそれ以外の取引先で

は取引規模に大きな差があること，②被審人は上位１０数社に入る取引先であり，同社にとっては取

引規模が大きい事業者であること，③中国地方において被審人と同等の取引先を新たに探し出すのは

非常に困難であることから，同社にとって被審人は重要な取引先の一つである旨供述している。（査

３４２） 
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第１１８ 《納入業者（１１８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１８）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は衣料品である。同社は，平成１１年７月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違

反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円で

あった。（査２４の１１８） 

(2) 《納入業者（１１８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約１４パーセントないし約１８パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引

先数》社中の上位第２位であった。（査２４の１１８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，現在より新規取引先を増やすことは，非常に困難である旨記載している。（査２

４の１１８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待を選択してい

る。（査２４の１１８） 

 

第１１９ 《納入業者（１１９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１１９）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品はハンカチ，スカーフ及びマフラーである。同社は，平成２年２月頃に被審人との取引を開始し

た。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円ないし約《金額》円であった。（査２４の１１９） 

(2) 《納入業者（１１９）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度

から平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約１７パーセント又は約１８パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取

引先数》社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の１１９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１１９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択して

いる。（査２４の１１９） 

また，同社の代表取締役は，①被審人は中国地区で大手のスーパーであり，仮に，同社と取引が続

けられなくなるとしたら，代わりの取引先をほかに探すことは容易ではない旨，②被審人との取引額

は年間《金額》円を超えており，被審人は安定した取引先である旨，③現状の物流コストで納入可能

な範囲に，この規模に見合う量販店は少なく，また，それら量販店には既に競合他社が納入している

ことから，同社が割って入る余地はないのが現状であり，代わりに小規模の取引先を複数見つけて賄
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うとしたら，何十社も新たに開拓しなければならず，到底容易ではない旨，④既存の取引先への納入

量を増やすのも服飾関係は流行に左右されるのでなかなか思うように期待できない旨供述している。

（査２９５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１１９）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用確保を選択している。したがって，

同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したものと認められる。（査２４の１１９） 

 

第１２０ 《納入業者（１２０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２０）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は雨傘，日傘及び洋品である。同社は，平成１２年８月頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約

《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０

５を乗じている。以下，本項⑵において同じ。）であった。（査２４の１２０） 

(2) 《納入業者（１２０）》の平成１８年８月１日に始まり平成１９年７月３１日に終わる事業年度

から平成２０年８月１日に始まり平成２１年７月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約１３パーセント又は約１６パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取

引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第２位又は第３位であった。（査２４の１２０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人に対する取引額が年々増加し，同等規模の取引額を他社で確保するには，

新規に大手取引先を開拓する必要がある旨記載している。（査２４の１２０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤「その他」

を選択し，その具体的内容として，地元中心に出店しているので，店巡回が容易である旨記載してい

る。（査２４の１２０） 

 

第１２１ 《納入業者（１２１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２１）》（以下「《納入業者（１２１）》」という。）は，《所在地略》に所在

し，卸売業を営んでおり，主な取扱商品は衣料品である。《納入業者（１２１）》は，平成１８年

１月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における《納入業者（１２１）》

の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１２１） 

(2) 《納入業者（１２１）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から

平成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事
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業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存

度は約９パーセントないし約１６パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社又は約《取引先数》社中の上位第２位又は第３位であった。（査２４の１２１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，現在の経済状況から考えて非常に難しい旨記載している。（査２４の１２１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用

確保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の１２１） 

 

第１２２ 《納入業者（１２２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２２）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は衣料品である。同社は，平成１２年７月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違

反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は《金額》円（審

決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。）

であった。（査２４の１２２，２７の４） 

(2) 《納入業者（１２２）》の平成２１年度の事業年度において，被審人に対する年間売上高は約《金

額》円であった（査１５〔左欄番号１０９６，１１４０，１２２３，１２９４，１３９４の「取引

額 第５７期」欄〕）。なお，同社の被審人に対する取引依存度及び取引依存度における被審人の

順位は本件証拠上明らかでないが，前掲の証拠と他の証拠（査２７の４）を勘案すれば，前記年間

総売上高と上記被審人に対する年間売上高の決算期にずれがあるものの，同社の被審人に対する取

引依存度は１０パーセントを下回らないことがうかがわれる。 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，商品決定・価格決定に関して，対等な立場で商談をしてもらえるチェーン店はほ

かにない旨記載している。（査２４の１２２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額増加期待を選択している。（査２４の１２２） 

 

第１２３ 《納入業者（１２３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２３）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は冷凍魚，鮮魚及びその他加工品である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を開始し

た。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１２３） 

(2) 《納入業者（１２３）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年
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度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》億円，被審人に対する取引依存度

は約１．８パーセントないし約２．９パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先

数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第５位であった。（査２４の１２３） 

(3) 《納入業者（１２３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支社（営

業区域は中国，近畿地区ほか）によるものであるところ，各事業年度の同支社の年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約４．６パーセント又は約７．６パー

セント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれ

も上位第５位であった。（査２４の１２３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，市況が冷え込む中，被審人との取引額を他の取引先で補うことは困難だと思う旨

記載している。（査２４の１２３） 

また，同社の《略》支社の《略》部長は，①同社が扱う水産物の需要は年々減少傾向が止まらず，

市場が冷え込む一方であり，被審人との取引がなくなった場合の損失を補填できるような新規取引先

を開拓することは非常に難しい状況にある旨，②前記①のような状況で年間《金額》円台の売上高を

既存の納入先への納入数量を増やして補填することはほぼ不可能に近い状況にある旨，③したがって，

被審人との取引を停止した場合の損失を補填することはかなり困難である旨，④被審人との取引を失

うことは同社の《略》支社の事業継続に支障を来すことになり，同社の全国各地区での事業を維持す

るとの方針からは，同社全体の経営にも影響する旨供述している。（査３１３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人

気小売業者を選択している。（査２４の１２３） 

また，同社の《略》支社の《略》部長は，①同社では全国を７つの地区に分けて４つの支社及び３

２の営業所に割り当てて担当させているところ，地区ごとに売上高の数字に差はあるが全地区での事

業を維持・発展させることが同社の基本方針であり，同社にとってどの納入先が重要かどうかは単に

売上高の数字だけで判断するものではなく，各地区の状況に合わせて地区ごとに判断することになる

旨，②同社の《略》支社が被審人に対する営業を担当しているところ，被審人は，消費者に人気のあ

る小売業者の一つとして安定して《金額》円台の売上高が見込めるだけでなく，《略》支社として長

い付き合いがあるため，《略》支社にとって特に重要な取引先の一つである旨，③被審人の新規出店

のペースが年間１，２店と速く，更なる売上増を見込める貴重な取引先であり，被審人との取引を継

続することは同社の事業戦略上重要である旨供述している。（査３１３） 

 

第１２４ 《納入業者（１２４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は調味料，冷凍食品及び常温食材である。同社は，昭和６２年４月頃に被審人との取引を開始し

た。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円ないし約《金額》円であった。（査２４の１２４） 
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(2) 《納入業者（１２４）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年

度から平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度

において，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に

対する取引依存度は約０．１パーセントないし約０．１５パーセント，平成１８年１０月１日に始

まり平成１９年９月３０日に終わる事業年度及び平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月

３０日に終わる事業年度の２事業年度において，取引依存度における被審人の順位はいずれも約

《取引先数》社中の上位第５２位又は第７６位であった。なお，平成１９年１０月１日に始まり平

成２０年９月３０日に終わる事業年度において，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社中の上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の１２４） 

(3) 《納入業者（１２４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営

業区域は岡山県）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円な

いし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約６．５パーセントないし約１０パーセント，取

引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１位であった。（査２４の

１２４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人ほどの規模を持つ企業は岡山県内にはない旨記載している。（査２４の１

２４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人

気小売業者を選択している。（査２４の１２４） 

 

第１２５ 《納入業者（１２５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２５）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は佃煮，煮豆及び日配惣菜である。同社は，平成１７年２月頃（近畿地区のみ。岡山地区は平成

２１年３月）に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金

は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。（査２４の１２５） 

(2) 《納入業者（１２５）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

いずれも約０．２パーセントであった。なお，上記各事業年度において，同社の取引依存度におけ

る被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第５位より下位であ

るが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の１２５） 

(3) 《納入業者（１２５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては同社の《略》部（営業区

域は大阪府，兵庫県及び岡山県）によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高は約

《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２．９パーセントないし約３．９パー

セント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第
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９位又は第１１位であった。（査２４の１２５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更容易との回答を選択し，

その理由記載欄に，他の取引先との取引を増やすことで，売上げ不足分を十分カバーできる旨記載し

ている。（査２４の１２５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２５）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額増加期待，②

消費者人気小売業者を選択している。したがって，同社は，当該質問に対し，「はい」を選択したも

のと認められる。（査２４の１２５） 

 

第１２６ 《納入業者（１２６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２６）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は惣菜である。同社は，平成７年８月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行

為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であっ

た。（査２４の１２６） 

(2) 《納入業者（１２６）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年

度から平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度

において，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に

対する取引依存度は約１３パーセントないし約１８パーセントであった。なお，上記各事業年度の

取引依存度における被審人の順位は，本件証拠上明らかでない。（査２４の１２６） 

(3)《納入業者（１２６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》部によるも

のであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対

する取引依存度は約２５パーセントないし約３３パーセントであった。なお，上記各事業年度の取

引依存度における被審人の順位は，本件証拠上明らかでない。（査２４の１２６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，商況が厳しい現在の環境下において，被審人と同等の売上げ確保ができる取引先

の確保は困難である旨記載している。（査２４の１２６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待を選択している。（査２４の１

２６） 

 

第１２７ 《納入業者（１２７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２７）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は惣菜，青果及び冷凍食品である。同社は，平成１２年頃に被審人との取引を開始した。審査官
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の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし

約《金額》円であった。（査２４の１２７） 

(2) 《納入業者（１２７）》の平成１８年９月１日に始まり平成１９年８月３１日に終わる事業年度

から平成２０年９月１日に始まり平成２１年８月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約３．６パーセントないし約５パーセント，取引依存度における被審人の順位は約

《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第４位ないし第６位であった。（査２４の１２７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人に対する取引額が大きい旨記載している。（査２４の１２７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④消費者人気小売業者を選択

している。（査２４の１２７） 

 

第１２８ 《納入業者（１２８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２８）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品はサラダ，和惣菜及び卵焼きである。同社は，平成１１年４月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査２４の１２８） 

(2) 《納入業者（１２８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約２４パーセント又は約２５パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社な

いし約《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の１２８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，売上げ及び利益の確保が困難になる旨記載している。（査２４の１２８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤指示商品

振替困難，⑥自社信用確保，⑦消費者人気小売業者を選択している。（査２４の１２８） 

また，同社の《略》課長は，被審人は同社にとって非常に重要な取引先であり，同社の被審人に対

する売上高は，同社の売上高の約４分の１程度を占めるため，同社を維持していくためには，被審人

との取引は必ず継続していかなければならないものである旨供述している。（査３２９） 

 

第１２９ 《納入業者（１２９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１２９）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商
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品は鶏肉チルド，鶏肉冷凍及び鶏肉加工品である。同社は，昭和６０年４月頃に被審人との取引を

開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１２９） 

(2) 《納入業者（１２９）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から

平成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事

業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存

度は約５７パーセントないし約５９パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２４の１２９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１２９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人との取引金額が大きい旨記載している。（査２４の１２９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１２９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待を選択してい

る。（査２４の１２９） 

また，同社の取締役社長は，同社の主な取引先は，岡山県に本社のある被審人などで，その中でも

被審人に対する売上高は，同社の売上高の５割程度であり，被審人とは被審人が四国から岡山県に進

出してきて以来取引がある旨供述している。（査３１９） 

 

第１３０ 《納入業者（１３０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３０）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，

主な取扱商品は惣菜，冷凍食品及び青果である。同社は，昭和６０年頃に被審人との取引を開始し

た。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円ないし約《金額》円であった。（査２４の１３０） 

(2) 《納入業者（１３０）》の平成１８年８月１日に始まり平成１９年７月３１日に終わる事業年度

から平成２０年８月１日に始まり平成２１年７月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約１８パーセント又は約２２パーセント，取引依存度における被審人の順位はいず

れも約《取引先数》社中の上位第１位又は第２位であった。（査２４の１３０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，同社の売上げの５分の１ほどの割合を占める被審人との取引を他の取引先との取

引を増やすことで補うことは容易ではない旨記載している。（査２４の１３０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難を選択している。（査２４の１３

０） 
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第１３１ 《納入業者（１３１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３１）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む有限会社であり，主な取扱商

品は寿司，弁当及びおにぎりである。同社は，平成９年１０月頃に被審人との取引を開始した。審

査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円な

いし約《金額》円であった。（査２４の１３１） 

(2) 《納入業者（１３１）》の平成１８年１０月１日に始まり平成１９年９月３０日に終わる事業年

度から平成２０年１０月１日に始まり平成２１年９月３０日に終わる事業年度までの３事業年度

において，各事業年度の被審人に対する取引依存度は約５３パーセントないし約６１パーセント，

被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，取引依存度における被審人の順位

は《取引先数》社又は《取引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２４の１３１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，岡山県内で被審人以上の販売力を持った量販店はほかになく，新規取引先を増や

しても売上げのカバーはできない旨記載している。（査２４の１３１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④自社信用確保，⑤消費者人

気小売業者を選択している。（査２４の１３１） 

 

第１３２ 《納入業者（１３２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３２）》は，《所在地略》に所在する株式会社であり，営業種目は，食肉加工及

び真空包装並びに販売，惣菜類，冷凍食品の製造販売である。平成２３年６月３日時点における同

社の資本金は《金額》円，平成２３年１月の決算における年間総売上高は約《金額》円（審決注：

証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。）で

あった。（査２７の５） 

(2) 《納入業者（１３２）》の平成２１年度の事業年度において，被審人に対する年間売上高は約《金

額》円であった（査１５〔左欄番号７，５６２，１６１５の「取引額 第５７期」欄〕）。なお，

同社の被審人に対する取引依存度，取引依存度における被審人の順位は，本件証拠上明らかでない

が，前掲の証拠と他の証拠（査２７の５）を勘案すれば，前記年間総売上高と上記被審人に対する

年間売上高の決算期にずれがあるものの，同社の被審人に対する取引依存度は５０パーセントを下

回らないことがうかがわれる。 

２ 取引先変更可能性等及びその他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３２）》についてのこれらの事情は，本件証拠上明らかでない。 

 

第１３３ 《納入業者（１３３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３３）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商



 

２２２ 

品は水産練製品，きのこ及びレトルト食品である。同社は，平成１１年１１月頃に被審人との取引

を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は

いずれも約《金額》円であった。（査２４の１３３） 

(2) 《納入業者（１３３）》の平成１９年７月１日に始まり平成２０年６月３０日に終わる事業年度

から平成２１年７月１日に始まり平成２２年６月３０日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約０．２１パーセントないし約０．２６パーセント，取引依存度における被審人の

順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第７９位ないし第９６位であった。（査

２４の１３３） 

(3) 《納入業者（１３３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約３９パーセントないし約５８

パーセントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は中国，四

国地方）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高はいずれも約《金額》円，

被審人に対する取引依存度は約２．２パーセントないし約３．２パーセント，取引依存度における

被審人の順位は《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第８位ないし第１１位であった。（査

２４の１３３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，同社の《略》支店管内の中四国のマーケットにおいては，被審人の販売規模は大

きく，すぐに代替取引先を探すことは難しい旨記載している。（査２４の１３３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待，③消費者人気小売業者を選択している。（査２

４の１３３） 

また，同社の《略》部の課長代理は，①同社商品の販売先は全国で数百社あるが，被審人は同社に

とって重要な取引先であり，特に同社の《略》支店にとって取引額でみた順位で上位１０位以内に入

るほど大きな取引先である旨，②同支店の管轄区域である中四国地方では被審人と同等の取引規模を

維持できる取引先を別に探すことは容易ではないことから，同支店を維持していくためには被審人と

の取引は非常に重要である旨，③いわゆるナショナルチェーンなど同社の本社で商談を行っている取

引先以外の，同支店が独自に商談を行っている中国地方の地元スーパーの中では被審人は 上位クラ

スの取引額がある取引先であることから，被審人は同支店にとって非常に重要な取引先である旨，④

同社の合計１０か所ある支店の中で《略》支店の規模は小さいが，同社ではいわゆるナショナルチェー

ンといわれる大手流通業者との取引を維持するためには同社の商品を全国に供給できる体制を維持

する必要があるため，中四国地方への同社商品の供給体制を維持するためには同支店を維持する必要

があり，同支店を維持するためには被審人との取引が重要であることから，結果として同社全体に

とって被審人との取引は重要である旨供述している。（査３３９） 

 

第１３４ 《納入業者（１３４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３４）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商



 

２２３ 

品は鍋スープ（レトルト食品），味・塩こしょう（粉末調味料）及び青汁（野菜加工食品）である。

同社は，平成２０年１１月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間におけ

る同社の資本金は万《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。（査

２４の１３４） 

(2) 《納入業者（１３４）》の平成２０年度及び平成２１年度の２事業年度において，各事業年度の

被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．

０３パーセント又は約０．０９パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

又は約《取引先数》社中の上位第１６０位又は第３８６位であった。（査２４の１３４） 

(3) 《納入業者（１３４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》支店（営

業区域は岡山県及び兵庫県）によるものであるところ，各事業年度の同支店の年間総売上高は約万

《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．５２パーセント又は約１．６パー

セント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１３位又は第３

９位であった。（査２４の１３４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，既に同規模の量販店とは取引を行っているため，岡山県，兵庫県で被審人と同規

模の量販店を新規に開拓することは非常に困難である旨記載している。（査２４の１３４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①高取引依存度，②損失補填困難，③取引額増加期待，④自社信用確保，⑤消費者人気小売

業者を選択している。（査２４の１３４） 

 

第１３５ 《納入業者（１３５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は食品トレー，弁当容器及び包装ラップである。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を

開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１３５，３２３） 

(2) 《納入業者（１３５）》の平成１８年９月１日に始まり平成１９年８月３１日に終わる事業年度

から平成２０年９月１日に始まり平成２１年８月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約７．８パーセントないし約８．４パーセント，取引依存度における被審人の順位

は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第２位又は第３位であった。（査２４の１３

５） 

(3) 《納入業者（１３５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約５０パーセントないし約５２

パーセントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の本社（営業区域は岡山県）による

ものであるところ，各事業年度の同本社の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人

に対する取引依存度は約７．１パーセントないし約７．５パーセント，取引依存度における被審人

の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第２位であった。（査２４の１３５） 



 

２２４ 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人に匹敵する顧客は容易に見つからない旨記載している。（査２４の１３５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用

確保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の１３５） 

 

第１３６ 《納入業者（１３６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３６）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む有限会社であり，主な取扱商

品は青果，缶詰（たけのこ）及び玉子である。同社は，昭和６３年１月頃に被審人との取引を開始

した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１３６） 

(2) 《納入業者（１３６）》の平成１８年９月１日に始まり平成１９年８月３１日に終わる事業年度

から平成２０年９月１日に始まり平成２１年８月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約４３パーセントないし約４７パーセント，取引依存度における被審人の順位は約

《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２４の１３６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に， 近では昔からの小売店が年々廃業しており，被審人のような取引先を見つける

のは困難であり，売上増が見込めない旨記載している。（査２４の１３６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用

確保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の１３６） 

 

第１３７ 《納入業者（１３７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３７）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，

主な取扱商品は食肉，ハム・ソーセージ及び調理加工食品である。同社は，昭和５７年１月頃に被

審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，

年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれ

ないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であっ

た。（査２４の１３７） 

(2) 《納入業者（１３７）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度はい

ずれも約０．１パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度における被審人



 

２２５ 

の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第５位より下位であるが，具

体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の１３７） 

(3) 《納入業者（１３７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》部（営業

区域は近畿，中国，四国地方の全府県）によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上

高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１．６パーセント又は約１．

７パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１７位な

いし第１９位であった。（査２４の１３７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人に対する取引金額が大きい旨記載している。（査２４の１３７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④消費者人気小売業者を選択

している。（査２４の１３７） 

 

第１３８ 《納入業者（１３８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３８）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は精肉，ハム・ソーセージ及び加工食品である。審査官の主張する違反行為期間における同社の

資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円であった。（査２４の１３

８） 

(2) 《納入業者（１３８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

いずれも約０．１パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の

上位第３４位ないし第４０位であった。（査２４の１３８） 

(3) 《納入業者（１３８）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約５０パーセントないし約７２

パーセントに当たる約《金額》円又は約《金額》円は，同社の《略》支店（営業区域は広島県，岡

山県，山口県，島根県，鳥取県，愛媛県，香川県，高知県及び徳島県）によるものであるところ，

各事業年度の同支店の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度

は約２．６パーセント又は約２．８パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取

引先数》社中の上位第６位ないし第８位であった。（査２４の１３８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，新規取引先もなく，市場競合の激しい中で，被審人分の売上げを確保することは

難しい旨記載している。（査２４の１３８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３８）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②高取引依存度，③損失補填困難を選択している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」
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を選択したものと認められる。（査２４の１３８） 

 

第１３９ 《納入業者（１３９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１３９）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は精肉，練製品及びレトルト食品である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を開始し

た。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円又は約《金額》円であった。（査２４の１３９） 

(2) 《納入業者（１３９）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度はい

ずれも約０．４パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引

先数》社中の上位第２９位ないし第３６位であった。（査２４の１３９） 

(3) 《納入業者（１３９）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約７６パーセントに当たる約《金

額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》部（営業区域は中国５県及び四国４県）によるもので

あるところ，各事業年度の同部の年間総売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存

度は約４．１パーセント又は約４．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先

数》社ないし約《取引先数》社中の上位第３位ないし第５位であった。（査２４の１３９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１３９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択して

いる。（査２４の１３９） 

また，同社の《略》部の《略》営業所長は，①被審人との取引は金額が大きいから重要であるだけ

でなく，店舗数の多さから消費者への露出が増えるため，消費者へのアピールが望めるメリットがあ

り，同社のようなナショナルブランドメーカーにとっては，なおさら大切な取引先である旨，②仮に

被審人との取引を失うようなことになれば，同等規模の取引をほかで賄うことは困難であり，仮に同

社の《略》営業所のエリア外まで範囲を広げたとしても，《略》営業所長としては担当エリアで実績

を上げることが前提であり，他地区で成果が上げられたとしても埋め合わせにはならない旨供述して

いる。（査２９７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１３９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額増加期待を選択している。（査２４の１３９） 

 

第１４０ 《納入業者（１４０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４０）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は食肉及び加工肉である。同社は，平成１２年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主

張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金

額》円であった。（査２４の１４０） 

(2) 《納入業者（１４０）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約



 

２２７ 

０．６パーセント又は約０．７パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引

先数》社中の上位第１８位ないし第２４位であった。（査２４の１４０） 

(3) 《納入業者（１４０）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約５１パーセントないし約６０

パーセントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》営業所（営業区域は岡山県）

によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》

円，被審人に対する取引依存度は約２２パーセントないし約２９パーセント，取引依存度における

被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２

４の１４０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１４０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，オーバーストアの現状，被審人以上の取引先の獲得は難しく，また，毎月定期的

な取引数量が大きい旨記載している。（査２４の１４０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④消費者人気小売業者を選択

している。（査２４の１４０） 

また，同社の《略》営業所長は，同社は《略》グループの１社であり，ナショナルブランドを維持

する上では販路を網羅することが重要であり，空白地帯が生じないようになるべく幅広い客層に同社

製品を扱ってもらう必要があり，中でも被審人のように店舗数の多いスーパーは魅力的な販路である

旨供述している。（査２９６） 

 

第１４１ 《納入業者（１４１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４１）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は精肉及び食肉関連商品である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》

円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含

まれないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）

であった。なお，同社は，被審人と取引を開始した時期について，未詳である旨回答しており，具

体的な時期は本件証拠上不明である。（査２４の１４１） 

(2) 《納入業者（１４１）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．３パーセント又は約０．４パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

ないし約《取引先数》社中の上位第１２位又は第１５位であった。（査２４の１４１） 

(3) 《納入業者（１４１）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》部（営業

区域は岡山県）によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高は約《金額》円又は約

《金額》円，被審人に対する取引依存度は約３．９パーセントないし約６．３パーセント，取引依

存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第４位又は第５位

であった。（査２４の１４１） 

２ 取引先変更可能性等 



 

２２８ 

《納入業者（１４１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，同社の商品を，被審人を通じて一般消費者へ供給している旨記載している。（査

２４の１４１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①損失補填困難，②取引額増加期待を選択している。（査２４の１４１） 

 

第１４２ 《納入業者（１４２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４２）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は蓄肉加工品，チルド食品及びレトルト食品である。同社は，平成３年４月頃に被審人との取引

を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は

約《金額》円又は約《金額》円であった。（査２４の１４２） 

(2) 《納入業者（１４２）》の平成２０年度及び平成２１年度の２事業年度において，各事業年度の

被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．

６パーセント又は約０．７パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度にお

ける被審人の順位はいずれも上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠上明らかでな

い。（査２４の１４２） 

(3) 《納入業者（１４２）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約８０パーセントに当たる約《金

額》円又は約《金額》円は，同社の《略》営業所（営業区域は岡山県，広島県及び兵庫県）による

ものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審

人に対する取引依存度は約１３パーセント又は約１７パーセント，平成２１年度の事業年度の取引

依存度における被審人の順位は《取引先数》社中の上位第３位であった。（査２４の１４２） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１４２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人は岡山県を中心に約７０店舗を展開しており，売上高では岡山県ナンバー

ワンの企業であるため，被審人に代わる企業と新たに取引をすることは困難である旨記載している。

（査２４の１４２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待，③消費者人気小売業者を選択している。（査２

４の１４２） 

 

第１４３ 《納入業者（１４３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４３）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，

主な取扱商品は精肉，冷凍食品及び飼料である。同社は，平成１３年１１月頃又は平成１４年２月

頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》

円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含ま
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れないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）で

あった。（査２４の１４３） 

(2) 《納入業者（１４３）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約２パーセントないし約２．３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

ないし約《取引先数》社中の上位第５位又は第６位であった。（査２４の１４３） 

(3) 《納入業者（１４３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約７１パーセント又は約７２パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》本部（近畿）（営業区域は大阪

府，兵庫県ほか）によるものであるところ，各事業年度の同本部の年間総売上高は約《金額》円又

は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約５パーセントないし約６．４パーセント，取引依

存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第１位ないし第３

位であった。（査２４の１４３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１４３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，同社《略》本部（近畿及び岡山県）における被審人との取引に占めるウェイトが

高く（２００９年度売上高比率６．４パーセント，取引数量比率４．８パーセント），代替販売先の

獲得は容易ではない旨記載している。（査２４の１４３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額等大きく安定を選択している。（査２４の１４３） 

 

第１４４ 《納入業者（１４４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４４）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は精肉，小麦加工品及び麺類である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

又は約《金額》円であった。（査２４の１４４） 

(2) 《納入業者（１４４）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約０．３９パーセントないし約０．５８パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも

約《取引先数》社中の上位第２９位ないし第４５位であった。（査２４の１４４） 

(3) 《納入業者（１４４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所及

び《略》グループ（営業区域は岡山県及び大阪府）によるものであるところ，各事業年度の同営業

所及び同グループの年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度

は約５．３パーセントないし約８．２パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先

数》社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第４位であった。（査２４の１４４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１４４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，エリアからみても他チェーンで補うことは困難である旨記載している。（査２４
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の１４４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４４）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①取引額等大きく安定，

②高取引依存度，③消費者人気小売業者を選択している。したがって，同社は，当該設問に対し，「は

い」を選択したものと認められる。（査２４の１４４） 

また，《Ｇ株式会社》の《略》グループ長は，①《納入業者（１４４）》は，平成２４年４月に《Ｇ

株式会社》に社名変更した旨，②《納入業者（１４４）》は，日本全国を６つのエリアに分けて事業

展開しており，エリアごとに売上高に差があっても全てのエリアでの事業を維持・発展させることを

基本方針としていることから，同社にとっての納入先の重要性は，単に売上高の数字だけで判断する

のではなく，個々のエリアごとに相対的に判断する旨，③特に同社は平成１５年頃から売上規模が大

きく，成長性があって売上増が見込める特定の取引先を選定して重点的に営業活動を行う経営方針を

採っており，平成２２年４月からは，売上高について前年比１５０パーセントを目指す「《略》」と

称する営業政策を実施していた旨，④被審人は，当時《金額》円程度の売上総額であった同社の西日

本エリアの中にあって，消費者に人気のある事業者の一つとして安定して《金額》円台の売上げが見

込めるという意味で売上規模が大きく，新規出店のペースが速くて更なる売上増を見込める貴重な取

引先として「《略》」の対象である９０事業者に選ばれるだけでなく，その中でも特に重要な企業と

して同社の《略》本部が選定した事業者であった旨，⑤そのような企業は西日本エリアでは被審人を

含め５社しかなかったため，被審人との取引を継続することは同社の当時の事業戦略上とても重要で

あった旨供述している。（査３９０） 

 

第１４５ 《納入業者（１４５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は牛肉，豚肉及び鶏肉である。同社は，平成１２年１１月頃に被審人との取引を開始した。審査

官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円（審

決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０５を乗じている。）

であった。（査２４の１４５，２７の６） 

(2) 《納入業者（１４５）》の平成２１年度の事業年度において，被審人に対する年間売上高は約《金

額》円，被審人に対する取引依存度は約１．４パーセントであった。なお，上記事業年度の同社の

取引依存度における被審人の順位は，本件証拠上明らかでない。（査１５〔左欄番号６９，５８０，

５８５の「取引額 第５７期」欄〕，２７の６） 

(3) 《納入業者（１４５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約５７パーセントに当たる約《金

額》円は同社の《略》と称する営業拠点（営業区域は大阪府，兵庫県，京都府，滋賀県，和歌山県

及び奈良県）によるものであるところ，平成２１年度の事業年度における同営業拠点の年間総売上

高は約《金額》円であり，被審人に対する取引依存度は約３．３パーセント，取引依存度における

被審人の順位は約《取引先数》社中の上位第８位であった。（査１５，２４の１４５） 

２ 取引先変更可能性等 
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《納入業者（１４５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，回答していない。（査２４の１４５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４５）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，取引額増加期待を選択

している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したと認められる。（査２４の１４

５） 

 

第１４６ 《納入業者（１４６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４６）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品はたれ類，餃子の皮類及び鍋スープ類である。同社は，昭和６３年４月頃に被審人との取引を開

始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円又は約《金額》円であった。（査２４の１４６） 

(2) 《納入業者（１４６）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約０．３４パーセントないし約０．４８パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引

先数》社又は約《取引先数》社中の上位第３８位ないし第６５位であった。（査２４の１４６） 

(3) 《納入業者（１４６）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約２９パーセント又は約３５パー

セントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》営業所（営業区域は近畿２府４

県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金

額》円，被審人に対する取引依存度は約１．１パーセントないし約１．８パーセント，取引依存度

における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第１４位又は第１６位で

あった。（査２４の１４６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１４６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，現状の取引金額は同社の事業所内での売上構成はそれほど高くはないが，既存取

引先で簡単に全額補填できる状況にはない旨記載している。（査２４の１４６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②損失補填困難を選択している。（査２４の１４６） 

 

第１４７ 《納入業者（１４７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４７）》は，《所在地略》に所在する製造業及び卸売業を営む株式会社であり，

主な取扱商品は精肉及び冷凍食品である。同社は，昭和６２年９月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円ないし約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１０

０分の１０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であった。（査２４の１４７） 

(2) 《納入業者（１４７）》の平成１９年６月１日に始まり平成２０年５月３１日に終わる事業年度
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から平成２１年６月１日に始まり平成２２年５月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約５．７パーセントないし約６．３パーセント，取引依存度における被審人の順位

はいずれも約《取引先数》社中の上位第３位ないし第５位であった。（査２４の１４７） 

(3) 《納入業者（１４７）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は岡山県，広島県及び兵庫県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売

上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約３０パーセントないし約３

６パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１位であっ

た。（査２４の１４７） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１４７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，同社の《略》営業所の総売上げのうち被審人の占める割合が非常に多く，被審人

に代わる取引先を見つけることは難しい旨記載している。（査２４の１４７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度を選択している。（査２４の１４７） 

 

第１４８ 《納入業者（１４８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４８）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は精肉及び卵である。同社は，平成１５年３月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張す

る違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》

円であった。（査２４の１４８） 

(2) 《納入業者（１４８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約１２パーセントないし約１５パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

又は約《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の１４８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１４８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人から無理な条件等をいわれるとやめざるを得ないが，現在のところ，同社

の取引先の中では一番無理な条件をいわないところである旨記載している。（査２４の１４８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④自社信用確保，⑤消費者人

気小売業者を選択している。（査２４の１４８） 

 

第１４９ 《納入業者（１４９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１４９）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商
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品は精肉である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上

高は約《金額》円又は約《金額》円であった。なお，同社が被審人と取引を開始した時期は，本件

証拠上明らかでない。（査２４の１４９） 

(2) 《納入業者（１４９）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約１０パーセント又は約１２パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先

数》社中の上位第３位であった。（査２４の１４９） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１４９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人にとどまらず，新しい取引先を見つけることは，競争の激しい現在におい

ては困難である旨記載している。（査２４の１４９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１４９）》は，取引継続必要性の設問に対し，回答として「はい」又は「いいえ」の

いずれも選択していないが，「はい」を選択した場合の理由の選択肢のうち，①自社信用確保，②消

費者人気小売業者を選択している。したがって，同社は，当該設問に対し，「はい」を選択したもの

と認められる。（査２４の１４９） 

 

第１５０ 《納入業者（１５０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５０）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は精肉及び冷凍食品である。同社は，平成１３年１１月頃に被審人との取引を開始した。審査官

の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし

約《金額》円であった。（査２４の１５０） 

(2) 《納入業者（１５０）》の平成１９年３月１日に始まり平成２０年２月２９日に終わる事業年度

から平成２１年３月１日に始まり平成２２年２月２８日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約８．４パーセントないし約１５パーセント，取引依存度における被審人の順位は

《取引先数》社ないし《取引先数》社中の上位第３位又は第４位であった。（査２４の１５０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，現在のところ無理な条件での取引はなく，また，被審人は年間売上高で上位であ

り，それを補うための新規取引先を確保することは困難である旨記載している。（査２４の１５０） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③自社信用確保を選択している。（査２４の１５

０） 

 

第１５１ 《納入業者（１５１）》 

１ 取引依存度等 
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(1) 《納入業者（１５１）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は食肉，食肉加工品及びレトルト食品である。同社は，平成２年４月頃に被審人との取引を開始

した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金

額》円又は約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１

００分の１０５を乗じている。）であった。（査２４の１５１，２７の７） 

(2) 《納入業者（１５１）》の平成２１年度の事業年度における被審人に対する年間売上高は約《金

額》円，被審人に対する取引依存度は約１．８パーセントであった。なお，同事業年度の取引依存

度における被審人の順位は，本件証拠上明らかでない。（査１５〔左欄番号５６７，１６２９の「取

引額 第５７期」欄〕，２７の７） 

(3) 《納入業者（１５１）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約６９パーセントに当たる約《金

額》円は，同社の《略》営業所（営業区域は岡山県，広島県及び香川県）によるものであるところ，

平成２１年度の事業年度における同営業所の年間総売上高は約《金額》円，被審人に対する取引依

存度は約４８パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先数》社中の上位第１位であっ

た。（査１５，２４の１５１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，取引メーカーがほぼ決まっており，新規参入が難しい旨記載している。（査２４

の１５１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④指示商品振替困難を選択して

いる。（査２４の１５１） 

 

第１５２ 《納入業者（１５２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５２）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は寿司種，まぐろ及び水産加工品である。同社は，平成７年４月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は約《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円ないし約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１０

０分の１０５を乗じている。以下，本項⑵及び⑶において同じ。）であった。（査２４の１５２） 

(2) 《納入業者（１５２）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

０．３パーセント又は約０．５パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社

又は約《取引先数》社中の上位第２４位ないし第５０位であった。（査２４の１５２） 

(3) 《納入業者（１５２）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の約７３パーセントないし約８０

パーセントに当たる約《金額》円ないし約《金額》円は，同社の《略》事業所（営業区域は岡山県

及び鳥取県）によるものであるところ，各事業年度の同事業所の年間総売上高は約《金額》円又は

約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約２２パーセントないし約２８パーセント，取引依存

度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第１位であった。（査２４の１５２） 
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２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人は山陽・近畿地区で店舗展開を行い，売上額共にキャパシティーがあり，

これらの規模を擁する他社と新規取引を立ち上げることは容易ではない旨記載している。（査２４の

１５２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難を選択している。（査２４の１５

２） 

 

第１５３ 《納入業者（１５３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５３）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は水産乾物，調味料及びチルド食品である。同社は，平成２年頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

ないし約《金額》円であった。（査２４の１５３） 

(2) 《納入業者（１５３）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高はいずれも約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約０．４パー

セント又は約０．５パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取

引先数》社中の上位第８位ないし第１０位であった。（査２４の１５３） 

(3) 《納入業者（１５３）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は岡山県，広島県，山口県，島根県及び鳥取県）によるものであるところ，各事業年度の同

営業所の年間総売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約８．８パー

セントないし約９．８パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社

中の上位第１位であった。（査２４の１５３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，取組企業として定番率も高く，中国地区では 大の取引先である旨記載している。

（査２４の１５３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①高取引依存度，②損失補填困難，③取引額増加期待，④指示商品振替困難，⑤消費者人気

小売業者を選択している。（査２４の１５３） 

 

第１５４ 《納入業者（１５４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は鮮魚及び冷凍食品である。同社は，平成１７年４月頃に被審人との取引を開始した。審査官の

主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円又は約《金
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額》円であった。（査２４の１５４） 

(2) 《納入業者（１５４）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

いずれも約０．２パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依存度における被審

人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位より下位であるが，具体的な順位は本件証拠

上明らかでない。（査２４の１５４） 

(3) 《納入業者（１５４）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は広島県，岡山県，山口県，鳥取県，島根県及び四国４県）によるものであるところ，各事

業年度の同営業所の年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度

は約２．２パーセントないし約２．７パーセント，取引依存度における被審人の順位はいずれも約

《取引先数》社中の上位第９位ないし第１４位であった。（査２４の１５４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，「メーカー商品を扱っている」旨記載している。そして，同社の《略》所長（当

時の同社の《略》営業所《略》課長）は，「メーカー商品を扱っている」の意味について，同社が被

審人に納入していた主な商品はたらこであり，当該たらこの包装資材として被審人から指定されたも

のを使用していたことから，被審人向けに製造した商品を他の取引先に転売することができなかった

ということである旨，このことにより，取引先を変更することは難しい状況にあった旨供述している。

（査２４の１５４，３９３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額増加期待を選択している。（査２４の１５４） 

 

第１５５ 《納入業者（１５５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は冷凍魚，冷凍食品及び鮮魚である。同社は，平成８年１１月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高はいずれも約《金

額》円であった。なお，同社は，資本金を「《金額》円」と回答しているが，「《金額》円」の誤

りであると推察される。（査２４の１５５） 

(2) 《納入業者（１５５）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は

約０．２パーセントないし約０．５パーセントであった。なお，上記各事業年度において，取引依

存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位より下位であるが，具体的

な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の１５５） 

(3) 《納入業者（１５５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は香川県，愛媛県，高知県及び岡山県）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の

年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１．８パーセン

トないし約３．７パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引
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先数》社中の上位第６位ないし第１１位であった。（査２４の１５５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，新規開拓店で現状の被審人の売上げ確保は難しい旨記載している。（査２４の１

５５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額等大きく安定を選択している。（査２４の１５５） 

 

第１５６ 《納入業者（１５６）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５６）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は鮮魚である。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上

高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。なお，同社が被審人と取引を開始した時期は，本

件証拠上明らかでない。（査２４の１５６） 

(2) 《納入業者（１５６）》の平成２１年度の事業年度において，被審人に対する年間売上高は約《金

額》円，被審人に対する取引依存度は約１．３パーセントであった。なお，上記事業年度の取引依

存度における被審人の順位は，本件証拠上明らかでない。（査１５〔左欄番号３７，６７１，１０

７５，１６２７の「取引額 第５７期」欄〕，２４の１５６） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５６）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人のような多店舗の量販店は，新規ではなかなかすぐに取引できない旨記載

している。（査２４の１５６） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５６）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，取引額増加期待を選択している。（査２４の１５６） 

 

第１５７ 《納入業者（１５７）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５７）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は鮮魚及び冷凍魚である。同社は，平成１１年１２月頃に被審人との取引を開始した。審査官の

主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約

《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００分の１０

５を乗じている。以下，本項⑵において同じ。）であった。（査２４の１５７） 

(2) 《納入業者（１５７）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から

平成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事

業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存

度は約５．９パーセントないし約６．９パーセント，取引依存度における被審人の順位は《取引先

数》社又は《取引先数》社中の上位第４位又は第５位であった。（査２４の１５７） 
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２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５７）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択して

いる。（査２４の１５７） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５７）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤消費者人

気小売業者を選択している。（査２４の１５７） 

 

第１５８ 《納入業者（１５８）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５８）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む有限会社であり，主な取扱商

品は塩干魚，練製品及び冷凍食品である。同社は，平成９年７月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

ないし約《金額》円であった。（査２４の１５８） 

(2) 《納入業者（１５８）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，各事業年

度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約

４．３パーセントないし約４．９パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社ないし約《取引先数》社中の上位第３位又は第４位であった。（査２４の１５８） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１５８）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人との取引額に代わる他の取引先がない旨記載している。（査２４の１５８） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５８）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待を選択してい

る。（査２４の１５８） 

 

第１５９ 《納入業者（１５９）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１５９）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は鮮魚，冷凍食品及び塩干食品である。同社は，昭和６２年６月頃に被審人との取引を開始した。

審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円

ないし約《金額》円（審決注：証拠に記載の金額には消費税が含まれないため，当該金額に１００

分の１０５を乗じている。以下，本項⑵において同じ。）である。（査２４の１５９） 

(2) 《納入業者（１５９）》の平成１９年８月１日に始まり平成２０年７月３１日に終わる事業年度

から平成２１年８月１日に始まり平成２２年７月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する

取引依存度は約４９パーセント又は約５０パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取

引先数》社又は約《取引先数》社中のいずれも上位第１位であった。（査２４の１５９） 

２ 取引先変更可能性等 
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《納入業者（１５９）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，同社の年間売上高に占める被審人のウェイトが５０パーセントあり，取引が継続

できなくなることは同社の死活問題となる旨記載している。（査２４の１５９） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１５９）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②損失補填困難，③取引額増加期待，④自社信用確保，⑤消費者人

気小売業者を選択している。（査２４の１５９） 

 

第１６０ 《納入業者（１６０）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１６０）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は辛子明太子，たらこ及びその他塩干品である。同社は，平成１９年４月頃に被審人との取引を

開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約

《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１６０） 

(2) 《納入業者（１６０）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度

から平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約０．４４パーセントないし約０．８４パーセント，平成１９年２月１日に始まり

平成２０年１月３１日に終わる事業年度の取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社中

の上位第５３位であった。なお，平成２０年２月１日に始まり平成２１年１月３１日に終わる事業

年度及び平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度の２事業年度にお

いて，取引依存度における被審人の順位はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位より下位であ

るが，具体的な順位は本件証拠上明らかでない。（査２４の１６０） 

(3) 《納入業者（１６０）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》営業所（営

業区域は九州，中国及び四国）によるものであるところ，各事業年度の同営業所の年間総売上高は

約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１．５パーセントないし約２．

７パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上

位第４位ないし第１１位であった。（査２４の１６０） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１６０）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，被審人は品質重視のこだわりを持った商品を消費者に提供し続ける企業の一つで，

同社が主としている量販向け商品の販売先に も適しており，また，規模も大きく，今後も伸びてい

くと思われる旨記載している。（査２４の１６０） 

また，同社の《略》営業所の従業員は，①通常，量販店向けに販売する商品は，比較的低価格な商

品が多いところ，被審人は，量販店であっても，比較的高価で品質を重視した商品を年間《金額》円

というロットで取引してくれることから，同社の《略》営業所の担当エリアにおいて重要な取引先で

ある旨，②被審人との取引額の割合は，同社全体で見れば高くはないが，同社には全国くまなく小売

店に同社の商品を置いてもらいたいという営業方針があり，仮に被審人との取引が停止になった場合

に，同営業所の担当エリア外で新たな取引先を見つけたとしても，前記営業方針からその影響は看過
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できないものであり，同社にとって重要ではない取引先はなく，営業所にとって重要な取引先であれ

ば全社レベルでみても重要である旨供述している。（査３９４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１６０）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用

確保を選択している。（査２４の１６０） 

 

第１６１ 《納入業者（１６１）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１６１）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品はまぐろである。同社は，平成１８年２月頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違

反行為期間における同社の資本金は《金額》円，同社の《略》営業所（営業区域は岡山県及び広島

県）における年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１６１） 

(2) 《納入業者（１６１）》の平成１９年度から平成２１年度までの３事業年度において，同社の《略》

営業所の各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対

する取引依存度は約１．５パーセントないし約４．７パーセント，取引依存度における被審人の順

位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第５位ないし第１７位であった。（査２４

の１６１） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１６１）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，取引額だけではなく，「山陽マルナカ」という大手スーパーの名前が大切で，他

の業者への信用度がまるで違う旨記載している。（査２４の１６１） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１６１）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③損失補填困難，④取引額増加期待，⑤自社信用

確保，⑥消費者人気小売業者を選択している。（査２４の１６１） 

 

第１６２ 《納入業者（１６２）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１６２）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品はたこ，穴子及びまぐろである。同社は，平成１５年頃に被審人との取引を開始した。審査官の

主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約

《金額》円であった。（査２４の１６２） 

(2) 《納入業者（１６２）》の平成１９年２月１日に始まり平成２０年１月３１日に終わる事業年度

から平成２１年２月１日に始まり平成２２年１月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約９．８パーセントないし約１２パーセント，取引依存度における被審人の順位は

約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第３位であった。（査２４の１６２） 

２ 取引先変更可能性等 
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《納入業者（１６２）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，他の取引先との取引を増やそうとすると，他のメーカーとの価格競争になってし

まい，結局は同社の利益に結び付かない旨記載している。（査２４の１６２） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１６２）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②損失補填困難を選択している。（査２４の１６２） 

 

第１６３ 《納入業者（１６３）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１６３）》は，《所在地略》に所在する製造業を営む株式会社であり，主な取扱商

品は辛子明太子，たらこ及び焼明太子である。同社は，平成７年６月頃に被審人との取引を開始し

た。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》

円又は約《金額》円であった。（査２４の１６３） 

(2) 《納入業者（１６３）》の平成１９年６月１日に始まり平成２０年５月３１日に終わる事業年度

から平成２１年６月１日に始まり平成２２年５月３１日に終わる事業年度までの３事業年度にお

いて，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対す

る取引依存度は約３．１パーセントないし約３．９パーセント，取引依存度における被審人の順位

はいずれも約《取引先数》社中の上位第５位又は第７位であった。（査２４の１６３） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１６３）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，同社の販売商品である辛子明太子は競合他社との競争が激しい商品であり，新規

販売店の開拓が非常に難しい商環境にある旨記載している。（査２４の１６３） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１６３）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待，③消費者人気小売業者を選択している。（査２

４の１６３） 

また，同社の《略》部長は，同社の取引先数は《取引先数》社程度であったところ，被審人に対す

る年間売上高は約《金額》円から約《金額》円程度あり，同社の取引先の上位第５位から第７位くら

いに入る規模となっていたため，同社にとっては重要な取引先の一つである旨供述している。（査３

５７） 

 

第１６４ 《納入業者（１６４）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１６４）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む有限会社であり，主な取扱商

品は塩干魚である。同社は，昭和６０年頃に被審人との取引を開始した。審査官の主張する違反行

為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上高は約《金額》円ないし約《金額》円であっ

た。（査２４の１６４） 

(2) 《納入業者（１６４）》の平成１９年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度から

平成２１年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる事業年度までの３事業年度において，各事
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業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に対する取引依存

度は約１１パーセント又は約１３パーセント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》

社ないし約《取引先数》社中のいずれも上位第２位であった。（査２４の１６４） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１６４）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，全体的な売上げが低迷している中で，被審人との取引金額，取引数量が多く安定

している旨記載している。（査２４の１６４） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１６４）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②高取引依存度，③取引額増加期待，④消費者人気小売業者を選択

している。（査２４の１６４） 

 

第１６５ 《納入業者（１６５）》 

１ 取引依存度等 

(1) 《納入業者（１６５）》は，《所在地略》に所在する卸売業を営む株式会社であり，主な取扱商

品はセメント，生コンクリート及びコンクリート製品である。同社は，昭和６０年頃に被審人との

取引を開始した。審査官の主張する違反行為期間における同社の資本金は《金額》円，年間総売上

高は約《金額》円ないし約《金額》円であった。（査２４の１６５） 

(2) 《納入業者（１６５）》の平成１８年８月２１日に始まり平成１９年８月２０日に終わる事業年

度から平成２０年８月２１日に始まり平成２１年８月２０日に終わる事業年度までの３事業年度

において，各事業年度の被審人に対する年間売上高は約《金額》円ないし約《金額》円，被審人に

対する取引依存度は約４．２パーセントないし約５．３パーセント，取引依存度における被審人の

順位は約《取引先数》社又は約《取引先数》社中の上位第２位又は第３位であった。（査２４の１

６５） 

(3) 《納入業者（１６５）》の被審人に対する前記⑵の年間売上高の全ては，同社の《略》部（営業

区域は中国，四国，関西及び山陰）によるものであるところ，各事業年度の同部の年間総売上高は

約《金額》円又は約《金額》円，被審人に対する取引依存度は約１９パーセント又は約２０パーセ

ント，取引依存度における被審人の順位は約《取引先数》社ないし約《取引先数》社中の上位第１

位又は第２位であった。（査２４の１６５） 

２ 取引先変更可能性等 

《納入業者（１６５）》は，取引先変更可能性の設問に対し，取引先変更困難との回答を選択し，

その理由記載欄に，同社の営業エリアで，被審人と同規模の食品スーパーと取引を開始するに当たっ

ては，既存の納入業者との激しい競合が予想される旨記載している。（査２４の１６５） 

３ その他取引の必要性，重要性に関する具体的事実 

《納入業者（１６５）》は，取引継続必要性の設問に対し，「はい」を選択し，その理由の選択肢

のうち，①取引額等大きく安定，②取引額増加期待を選択している。（査２４の１６５） 

 


